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議案第 １ 号 

 

小中学校における制服・新入学用品等の購入に関する提言について 

 

１ 趣旨 

  入学時の購入物品に係る保護者の負担を軽減するとともに、子どもの多様

性を認めるため、松本市教育委員会（教育長及び教育委員４名で構成される

行政委員会）として市立小中学校に提言することについて協議するものです。 

 

２ 提言の概要 

 ⑴ 多様な選択を許容できる仕組みづくりを 

入学時購入物品の選択肢を拡大し、保護者も児童生徒も多様な選択ができ

ることが大切と考えます。 

 ⑵ 学校と保護者及び児童生徒の意見交換の場づくりを 

 学校の実態に合わせて、保護者及び児童生徒の意見を聞き、学校に合った

形に決めるのがよいと考えます。 

 

３ 小中学校における制服・新入学用品等の購入に関する提言書（案） 

  別添のとおり 

 

４ 今後の予定 

 ⑴ 市立小中学校の学校長及び生徒会長、「小中学校における制服・新入学

用品等の購入」をテーマとした教育委員との意見交換会出席者（松本市ＰＴ

Ａ連合会、中学生代表）に、提言書を送付します。 

 ⑵ 松本市ホームページに提言書を公開します。 
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１ はじめに 

⑴ 研究の背景と目的 

令和３年４月に松本市パートナーシップ宣誓制度（※）が導入された後、市

立中学校の男女別の制服のあり方について、市長への手紙が相次いだことを

きっかけに、教育委員会では、市立中学校の制服の状況についての調査を行い

ました。調査の趣旨は「ジェンダーフリーの推進」でしたが、令和３年度第３

回定例教育委員会では、今求められているのはジェンダーフリーだけでなく

「ダイバーシティ（多様性）」なのではないかとの議論がされました。 

制服に関しては、保護者の経済的負担の観点から、平成２９年１１月に公正

取引委員会が「公立中学校における制服の取引実態に関する調査」を公表し、

これによりますと、保護者が入学にあたって準備する品目の中で、制服の購入

に係る費用は比較的高額であり、その販売価格は、近年、上昇傾向にあること

が指摘されています。制服の取引における公正な競争の確保のため、公正取引

委員会が学校に対して期待する取組みとして、制服メーカー間や販売店の競

争を促すことなどが示されています。 

また、このことに関連して、保護者の教育費負担が重すぎることも課題とな

っています。文部科学省では、保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のた

めに支出した１年間の経費の実態をとらえる「子供の学習費調査」を隔年で実

施していますが、令和３年度の調査では、公立小学校の「学習費総額」は、年

間約３５万円（２年間で約３万円上昇）、公立中学校は年間約５４万円（２年

間で約５万円上昇）となっており、令和５年度の調査では、物価高騰を受けさ

らに上昇していくことが予想されます。 

このような状況は、ひいては教育格差につながるものであり、社会全体でこ

れを是正していくことが必要です。平成３０年３月には、文部科学省から学校

及び教育委員会に対して、学校における通学用服等の学用品等の購入につい

て、保護者等の経済的負担が過重なものとならないよう留意する旨を促す通

知が出されましたが、学校の実態として、それらの取組みがなかなか進んでい

ないというのが、教育委員会としての問題意識の始まりとなりました。 

令和４年松本市議会９月定例会一般質問においても、小中学校入学時及び

１年次の必要購入品（制服・学用品）に係る保護者負担の軽減が全校で進むよ

う要望が出されています。 

 

※ 松本市パートナーシップ宣誓制度：人生のパートナーシップ関係にあるお二人の宣誓

を市が受け止め（一方又は双方が性的マイノリティであること等が宣誓の要件）、パート

ナーシップ宣誓書受領証等を交付することにより、市営住宅の入居申込等が可能となる、

性別にかかわらず個人が尊重される、多様性と活力に満ちたまちの実現を目指す制度 
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これらを受けて、教育委員会としては、“子どもの多様性を認めるとともに、

入学時の購入物品に係る保護者負担軽減のためにどのような支援ができるか”

というテーマを設け、学校の取組みを少しでも後押しできればと考え、研究・

提言をすることにしました。 

当初は、教育委員研究会において非公開で議論しながら研究を進め、教育委

員会が考える望ましい方向性を提言する予定でしたが、突然それを受け取っ

た学校側は対応に悩むのではないかという懸念が生まれました。そこで、研究

の方法を再検討し、公開の場で保護者や子どもたち、学校関係者とも意見交換

を重ね、それを公表するなどの過程を丁寧に踏みながら、提言を作成すること

としたものです。 

 

⑵ 研究の方法 

ア 制服・新入学用品等に係る基礎資料（国の調査結果や通知等）を確認し、

教育委員研究会で意見交換 

イ 制服のあり方を見直した学校の検討経過や現状等を聴取するため、教育

委員研究会で当該学校長との意見交換 

ウ 松本市立及び松本市山形村朝日村中学校組合立の全小中学校を対象とし

て、入学時又は１学年次に保護者に対して児童生徒全員に統一規格の物品

購入を求めたものを調査するとともに、運動着の販売指定店の有無につい

ても調査 

エ 制服・新入学用品等の購入について、保護者の意見を聴取するため、松本

市ＰＴＡ連合会の役員と意見交換会を開催 

オ 制服・新入学用品等の購入について、子どもたちの意見を聴取するため、

市立中学校の生徒代表と意見交換会を開催 

カ 制服・新入学用品等の購入について、学校関係者の意見を聴取するため、

学校長及び学校事務職員の代表者と意見交換会を開催 

キ 総合教育会議において、市長と提言（案）について意見交換 

 

⑶ 研究の経過 

  ５． ６．２３    教育委員研究会 

（制服・新入学用品等に係る基礎資料について） 

     ７．２０    教育委員研究会 

（制服のあり方を見直した学校の事例について） 

９． ５～１２ 入学時（又は１学年次）の購入物品調査 

       ２１    松本市ＰＴＡ連合会と教育委員との意見交換会 

    １０．１９    市内中学生と教育委員との意見交換会 
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    １１．１７    学校長及び学校事務職員と教育委員との意見交換会  

  ６． １．２５    教育委員研究会において提言（案）について協議 

     ２． ６    令和５年度第２回総合教育会議 
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２ 松本市の公立小中学校における入学時購入物品の現状 

 令和５年９月、松本市立及び松本市山形村朝日村中学校組合立の全小中学

校を対象として、入学時又は１学年次に保護者に対して児童生徒全員に統一

規格の物品購入を求めたものを調査した結果は、以下のとおりでした。 

※ 副教材（ドリル、テスト等）、連絡帳、ファイル類、ノート類、シール類、

休み帳、水着類、技能教科教材、洗濯ばさみは含めないものとしました。 

 ⑴ 小学校 

  ア 入学時に購入するもの 

物品名 

統一規格で購入して

いる校数(全２８校) 

[校] 

購入費用の平均 

[円] 

引き出し ２５ ６２７ 

運動着（一式） １８ １０，５２０ 

給食着（一式） １４ ２，７５９ 

上履き １４ ２，０７７ 

紅白帽子 １２ ９０８ 

名札 ６ ９３ 

名前入鉛筆 ５ ８６３ 

給食トレイ １ ９８０ 

名札（運動着） １ １６０ 

書写用鉛筆 １ １０５ 

ハンカチ １ １００ 

イ １学年次に購入するもの 

物品名 

統一規格で購入して

いる校数(全２８校) 

[校] 

購入費用の平均 

[円] 

探検バッグ ２５ ７７１ 

粘土セット ２５ ９１０ 

図工クレヨン ２５ ６１５ 

色鉛筆（全芯タイプ） ２３ ７４８ 

はさみ １８ ３６２ 

鍵盤ハーモニカ １７ ５，６８２ 

縄跳び １７ ５７１ 

算数セット １１ ２，２５５ 

工作マット ７ ５０７ 
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朝顔セット ６ ９０７ 

のり ５ １３８ 

道具袋 ３ １２７ 

連絡袋 ３ ３０７ 

色鉛筆 ２ ６９５ 

カスタネット １ ２４０ 

ネームペン １ １１０ 

折り紙 １ ８０ 

ボンド １ １１０ 

 

⑵ 中学校 

  ア 入学時に購入するもの 

物品名 

統一規格で購入して

いる校数(全２０校) 

[校] 

購入費用の平均 

[円] 

運動着（一式） ２０ １３，２０８ 

上履き ２０ ３，７１２ 

鞄 １９ ７，１２６ 

帽子 １９ １，４０３ 

制服（一式）  ※ １６ ３８，０８４ 

名札 １６ ４３４ 

ポロシャツ ９ ３，４１４ 

校章 ９ ４３８ 

給食着（一式） ８ ２，６６３ 

通学靴 １ ３，３００ 

※ ２０校中１６校は「制服あり」、その他４校のうち１校は「制服なし」、

残る３校は「標準服」を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒や保護者のさまざまな考え、多様性に対応す

るため、制服を一律に定めるのではなく、ブレザー

やスラックス、スカート、ネクタイ、リボン等の学

校専用品は設定するものの、それらに形や色などが

適合していれば、市販品の着用も可能とするもの 

「標準服」とは 
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イ １学年次に購入するもの 

物品名 

統一規格で購入して

いる校数(全２０校) 

[校] 

購入費用の平均 

[円] 

美術デザインセット １１ ２，４８３ 

 

⑶ 運動着販売の指定店の有無 

運動着の指定販売店がある小学校数（全２８校）[校] １５ 

運動着の指定販売店がある中学校数（全２０校）[校] １８ 
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３ 関係者との意見交換会開催結果 

 ⑴ 松本市ＰＴＡ連合会との意見交換会 

  ア 日時 

  令和５年９月２１日（木）午後３時～４時３０分 

  イ 会場 

  松本市役所大手事務所３階 教育委員室 

  ウ テーマ 

 市内小中学校における制服・新入学用品等の購入の現状について 

  エ 出席者 

 ＜松本市ＰＴＡ連合会＞ 会長、副会長 計４名 

    ＜松本市教育委員会＞ 伊佐治教育長、小栁教育長職務代理者、 

佐藤教育委員、春原教育委員、福澤教育委員、教育次長、教育監、 

教育政策課長、学校教育課長ほか３名 

  オ 保護者からの主な意見 

・卒業後、家に持ち帰ってきても使

い道がない（引き出し等）。 

・制服（夏服）を買っているのに、

ポロシャツも買わなければなら

ないのは無駄が多い。 

・使用頻度が低いにもかかわらず、

兄弟全員分購入する必要があっ

た（鍵盤ハーモニカ等）。 

・学校内で使い回してほしい（引き出し等）。 

・共働きの家庭が増える中で、算数セットに名前シールを貼る作業は大

変。個人所有の必要はないのではないか。 

・中学校の鞄の形はどの学校も似ているが、校章が違うので使用後に譲る

ことができない。校章がなければ校区を超えたリユースも可能になる。 

・幼稚園や保育園で購入して持っているものを、小学校入学時にも購入す

る必要があった（色鉛筆、はさみ等）。 

・安全に配慮されたものであれば、同じものでなくてもよい（はさみ）。 

・必要なものだけ買えばよいなら、合理的・経済的で助かるのではないか。 

・通学靴が指定されており、長い距離を歩くので買い替えも必要だった

が、指定店でしか買えなかった 

・指定の鞄とは別に、運動着等を入れた任意のスポーツバッグを持ってい

くので、鞄も指定でなくてもよいのではないか。 

・指定販売店が１～２店ずつしかないので、もう少し競争や市場原理が入
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ってもよいのではないか。食料品は毎日少しでも安いものを買うよう

努力しているのに、学用品はワンプライスというのはどうか。 

・指定されたほうが楽というのはあるが、それによって値段が高くなって

いるかもしれない。 

・大型店で買えるようになると、地元洋品店は経営が厳しくなる心配はあ

るが、保護者負担を減らすことを一番に考えると仕方ない部分もある。 

 

 ⑵ 市内中学生との意見交換会 

  ア 日時 

  令和５年１０月１９日（木）午後４時～５時３０分 

  イ 会場 

  松本市役所大手事務所３階 教育委員室 

  ウ テーマ 

 市内小中学校における制服・新入学用品等の購入の現状について 

  エ 出席者 

 ＜中学生＞ 清水中学校（制服あり）       ３年生３名 

鎌田中学校（ジェンダーレス制服あり）３年生３名 

丸ノ内中学校（制服なし）      ３年生２名 

＜松本市教育委員会＞ 伊佐治教育長、小栁教育長職務代理者、 

佐藤教育委員、春原教育委員、福澤教育委員、教育次長、教育監、 

教育政策課長、学校教育課長ほか３名 

  オ 中学生からの主な意見 

・同じ服装で同じ行事（体育祭）に参

加すると団結力につながるので、

運動着は統一したほうが良い。 

・そろっていることで校風が引き締

まる面はあると思うので、統一し

たほうが良い。 

・中学はいろんな人が集まるので、校

則を守ることが大事だと思う。 

・みんなが同じものを着るのは、考える必要がなくて楽だが、自分はみん

なと同じはあまり好きではない。自由な服なら個性を出す手段になる。 

・指定されるよりも自由なほうが、機能性も見ながら、自分に合ったもの

を選べる。 

・今の時代、個性を尊重する傾向にあるので、統一されすぎているのは時

代にそぐわない。 
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・指定店が決まっているので、価格が高いと親が言っていた。 

・制服は、特に女子はお金がかかる。制服も体操着も指定店でしか売って

おらず、それで高すぎるということもあるのではないか。もう少し販売

店を増やして価格の競争をすれば、今より価格も下がるのではないか。 

 

 ⑶ 学校長及び学校事務職員との意見交換会 

  ア 日時 

  令和５年１１月１７日（金）午前９時～１０時３０分 

  イ 会場 

  松本市役所大手事務所３階 教育委員室 

  ウ テーマ 

 市内小中学校における制服・新入学用品等の購入の現状について 

  エ 出席者 

 ＜学校長（松本市校長会役員）＞ 小学校長２名、中学校長３名 

 ＜学校事務職員（松本市小中学校事務研究会役員）＞ 小学校３名、 

中学校１名 

＜松本市教育委員会＞ 伊佐治教育長、小栁教育長職務代理者、 

佐藤教育委員、春原教育委員、福澤教育委員、教育監、教育政策課長、 

学校教育課長ほか３名 

  オ 学校関係者からの主な意見 

・保護者負担を減らすのはなかなか難しいが、まだ改善の余地はある。 

・耐久性を考えたときに、保護者がお店で適切な物品を選ぶことは逆に難

しい面もある。有名メーカーのものだともっと高くなってしまう。 

・「学校で買わないので各自買ってきてください」と言うと、買ってこな

い家庭も出てくるだろう。だからと言って学年費で買うと、不要な家庭

への返金を管理しなければならなくなる。 

・子どもから「どうして制服が必要なの？」と聞かれたら、大人は答える

責任がある。答えられないならやめたほうが良い。 

・ルールをもっと柔軟に考えさせても良いが、その議論を子どもたちに持

ち掛ける時間がなかったというのも現実。子どもたちにはいろいろな

意見があるし、変えていく力もあるので、考えさせていくことは大切だ

と思う。 

・生徒は制服があるとちゃんと着なければならないという意識がものす

ごく高い。自由なほうが良いという意見と折り合いがついて、気持ちの

良い状態で学校に通えるようになれば良い。 
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４ 制服・新入学用品等の購入に関する課題 

保護者、中学生及び学校関係者との意見交換会を通して、制服・新入学用品

等の購入に関する現状について、以下の課題が見えてきました。 

 

 ⑴ 購入の必要性について 

意見交換会での保護者からの意見として、「卒業後、家に持ち帰ってきて

も使い道がない（引き出し等）」、「制服（夏服）を買っているのに、ポロシ

ャツも買わなければならないのは無駄が多い」等の声がありました。 

 

 

 

本当に全員が購入しなければならないものか 

前例踏襲に陥ることなく、必要性が検討されているか 

 

 ⑵ リユースについて 

意見交換会での保護者の意見として、「使用頻度が低いにもかかわらず、

兄弟全員分購入する必要があった（鍵盤ハーモニカ等）」、「学校内で使い回

してほしい（引き出し等）」、「共働きの家庭が増える中で、算数セットに名

前シールを貼る作業は大変。個人所有の必要はないのではないか」、「中学校

の鞄の形はどの学校も似ているが、校章が違うので、使用後に譲ることがで

きない。校章がなければ校区を超えたリユースも可能になる」等の声があり

ました。 

 

 

 

家庭内、知人間、学校内で再利用できるものはないか 

不用品を譲り合い、リユースを促す仕組みや機会をつくることができ

ないか 

 

 ⑶ 統一規格である必要性について 

意見交換会での保護者からの意見として、「幼稚園や保育園で購入して持

っているものを、小学校入学時にも購入する必要があった（色鉛筆、はさみ

等）」、「安全に配慮されたものであれば、同じものでなくてもよい（はさみ）」、

「必要なものだけ買えばよいなら、合理的・経済的で助かるのではないか」、

「通学靴が指定されており、長い距離を歩くので買い替えも必要だったが、
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指定店でしか買えなかった」、「指定の鞄とは別に、運動着等を入れた任意の

スポーツバッグを持っていくので、鞄も指定でなくてもよいのではないか」

等の声がありました。 

また、中学生からは、「みんなが同じものを着るのは、考える必要がなく

て楽だが、自分はみんなと同じはあまり好きではない。自由な服なら個性を

出す手段になる」、「指定されるよりも自由なほうが、機能性も見ながら、自

分に合ったものを選べる」、「今の時代、個性を尊重する傾向にあるので、統

一されすぎているのは時代にそぐわない」等の意見がありました。 

 

 

 

全員が統一して同じものを用いる必要があるか 

 

 ⑷ 公平、公正な納入方法について 

意見交換会での保護者意見として、「指定販売店が１～２店ずつしかない

ので、もう少し競争や市場原理が入ってもよいのではないか。食料品は毎日

少しでも安いものを買うよう努力しているのに、学用品はワンプライスと

いうのはどうか」という声がありました。 

また、中学生の意見には、「指定店が決まっているので、価格が高いと親

が言っていた」、「制服は、特に女子はお金がかかる。制服も体操着も指定店

でしか売っておらず、それで高すぎるということもあるのではないか。もう

少し販売店を増やして価格の競争をすれば、今より価格も下がるのではな

いか」といった声がありました。 

 

 

 

購入価格決定、業者選定に公平、公正な方法が採られているか 

 

 ⑸ 学校間の差について 

市立中学校で一番高額な制服は約９万円であるのに対して、制服の指定

のない学校や標準服の学校もあります。同じ松本市でも、地域・学区によっ

て金額に大きな差があることについては、疑問の声もありました。 

 

 

 

学校間において保護者負担に著しい差が生じていないか 
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５ 小中学校における制服・新入学用品等のあり方 

制服・新入学用品等の購入に関する現状を研究する中で見えてきた購入の

あり方について、保護者の負担軽減という立場から、松本市教育委員会は、次

のとおり提言します。 

 

⑴ 多様な選択を許容できる仕組みづくりを 

統一規格の入学時購入物品の中に、類似の品物で代替できるものや、色や

形だけを指定し、あとの判断は保護者に委ねることができるものがあれば、

保護者も児童生徒も多様な選択が可能となります。 

同じであることが楽な生徒もいますし、同じであることが苦しい生徒も

います。考え方はそれぞれあると思いますが、選択肢を拡大し、個人に合っ

たものを選択できることが大切と考えます。 

一つの方法として、段階的に統一規格の指定をなくしていく方法も考え

られます。例えば、運動着の場合、夏用の白いＴシャツなどから指定をなく

す、又は最初に購入する１枚は指定のものとし、買い替える際は類似品の購

入を許容するなど、最初は指定販売店で購入し、次からはどこでも買えるよ

うにするなどの方法も、検討の余地があると考えます。 

制服についても、枠組みを外すと服装が乱れてしまうと危惧する見方も

ありますが、子どもたちは子どもたちなりに周囲とそろえ、華美に走ること

はないと考えられます。 

 

 ⑵ 学校と保護者及び児童生徒の意見交換の場づくりを 

学校で使用するものは、多様な選択を許容できる仕組みを望みますが、学

校の実態に合わせて、保護者及び児童生徒の意見を聞き、学校に合った形に

決めるのがよいと考えます。購入物品を指定する場合は、皆の意見を聞いた

上で、業者選定に公平、公正な方法を採ることが望ましいと考えます。 

いずれにしても、時間をかけて保護者・生徒・学校が遠慮せず話し合う機

会をもつことが、良い結果に結びつきます。 

特に、中学生との意見交換会で出された意見には「なるほど」と思うこと

がたくさんありました。保護者や学校の願いを伝えながら、同時に当事者で

ある子どもたちの声をきちんと捉えて、じっくり考えてほしいと思います。 
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６ おわりに 

今年度、教育委員会として、“子どもの多様性を認めるとともに、入学時

の購入物品に係る保護者負担軽減のためにどのような支援ができるか”と

いうテーマにそって調査・研究をしてきましたが、その過程の中で、ジェン

ダーの観点から制服から標準服への変更を進めてきた学校の校長から、次

のような話がありました。 

「標準服は、リボン、ネクタイ、ズボン、スカート、みんな着ているもの

が違います。今年の文化祭のステージは、みんなバラバラの服装で登壇しま

したが、『（バラバラでも）いいじゃないですか』と、先生方の意識が随分変

わってきたと感じています。」 

その話を聞き、制服や学用品にもう少し多様性を認めることが、学校の管

理や統一を解いていく一つのきっかけになるのではないかと感じました。 

もちろん制服は一つの象徴的なものであり、中学校で統一された制服が

決まっているのは、その学校における歴史的な願いがあったものと思いま

す。そのため、制服を変える時も、生徒や保護者、学校が話し合いながら、

願いをもって決めていくことと思います。ただ、将来的には、小学校も中学

校も高校も、７歳から１８歳まで、学校に着ていく服が決まっていない松本

市であれば素敵だなと思います。 

社会人になってから大事なのは、ＴＰＯに合わせて服装や持ち物を整え

ていくことです。小学生の時から、子どもたちが保護者の方と相談しながら、

自分で服装などをそろえ、自律的に判断していくことが大事だと考えます。 

制服や新入学用品等の購入に関する見直しの取組みを進めることによっ

て、保護者負担の軽減とあわせて、松本市教育大綱に定める「子どもが主人

公 学都松本のシンカ」に向けて、一見遠回りに見えても、学校を柔らかく

し、すべての子どもの違いが、「自分らしさ」として認められていく、「すべ

ての子どもにやさしいまち」につながることを願っています。 
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【参考】意見交換会での関係者からの意見 

 

＜保護者からの意見＞ 

⑴ 引き出し 

・卒業後、家に持ち帰って、雨の日の長靴置き場になっている。 

・学校内で使い回してほしい。 

⑵ 色鉛筆（全芯タイプ）、はさみ 

・幼稚園で購入した方も多いのではないか。幼稚園の時に購入したものも含

め、家に３セットくらいある。 

・例えば色鉛筆（全芯タイプ）などは、幼稚園や保育園からおそらく皆持って

いる。必要なものだけ買うのでもよいなら、合理的・経済的で助かるのでは

ないか。 

・ハサミも安全に配慮されたものであれば、一律でなくてもいい。 

⑶ 鍵盤ハーモニカ 

・音楽の先生によって、「兄弟が持っていれば買わなくてもよい」とか、「必ず

買ってください」など対応が異なる。使用頻度が低いにもかかわらず、子ど

もが３人いると３つ溜まってしまう。 

⑷ 算数セット 

・鍵盤ハーモニカより使わなかったという実感。名前シールを貼るのが大変 

・働いている保護者が多い中で、負担を減らせないかと思う。 

⑸ 通学靴 

・通学靴が指定されており、真っ白な紐靴で、冬もそれで通っていた。長い距

離を歩くので買い替えも必要になるし、指定店に連絡を取って受け取らな

ければならなかった。 

⑹ 上履き 

・靴屋では指定でないものが売っている。今は何でも良いのではないか。 

⑺ カバン 

・指定のカバンとは別に、運動着等を入れた任意のスポーツバッグを持ってい

くので、カバンも指定でなくてもよいのではないか。学校ごとに素材も形も

違うので、個人個人で違ってもよい。 

・学校ごとにカバンの形は似ているが、校章が違うので、使用後におさがりで

譲ることもできない。校章がなければリサイクルも可能になる。 

⑻ ポロシャツ 

・制服（夏服）を高いお金を出して買っているのに、ポロシャツを買わなけれ

ばならないのは無駄が多い。 

⑼ 販売指定店について 
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・指定されたほうが楽というのはある。ただ、それによって値段が高くなって

いるかもしれないし、難しい。 

・指定販売店でズボンの丈のお直しなど親切な対応をしていただいている。助

かってはいるが、値段を見ると高いかなとも思う。大型店で買われてしまう

と、地元洋品店は経営が厳しくなるという心配はある。 

・指定販売店は、靴のサイズもそろっていて便利ではある。 

・保護者の負担を減らすことを一番に考えると、仕方ない部分もあると思う。 

 

＜中学生からの意見＞ 

⑴ 新入学用品の買替え、買足しの有無について 

・中学３年生までの間で、運動着を修学旅行や宿泊学習のために買い足した。 

・買い足しはせず、兄のお下がりを使っている。 

・部活動は週４回あるので、洗い替えのため最初に２着買った。 

・上履きは買い替える人も多い。 

・兄が２歳違いなのでお下がりをもらえず、かなりお金がかかった。 

⑵ 制服・運動着等は、統一規格のものを着たいか。自由なものを着たいか。 

【統一したほうが良い】 

・学校には校則があるし、校風委員の皆さんが学校のために頑張っている。ル

ールを守るという意味で学びになると思うので、統一したほうが良い。 

・同じ服装で同じ行事（体育祭）に参加すると団結力につながるので、運動着

は統一したほうが良い。 

・校外学習で運動着などを着用した状態で移動する場合は、校章が付いていな

いと、はぐれたときに所属が証明できない。 

・自分の学校では、「統一する」ことに対する優先順位は低いと感じる。しか

しながら、そろっていることで校風が引き締まる面はあると思うので、統一

したほうが良い。 

・制服が決まっていたほうが、団体行動に支障をきたさないという意味では良

い。私服での通学だと、帰り道で寄り道をしてもバレないので、そういう人

も出てくるのではないか。 

・個人的には、制服が嫌なら高校は私服で登校できるところを選べばいいし、

制服が良いなら制服のある高校に行けば良い。中学はいろんな人が集まる

ので、一つの校則を守ることが大事だと思う。自由は高校からでよいのでは

ないかと思う。 

【自由なほうが良い】 

・あまりデザインが違わないなら良い。 

・あくまで運動のためだけに用いるのであれば、デザインが少し異なっていて
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も、大まかな指標さえ決まっていれば良い。 

・みんなが同じものを着るのは、考える必要がなくて楽。でも、自分はマジョ

リティよりもマイノリティに身を置きたいので、みんなと同じはあまり好

きではない。自由な服なら個性を出す手段になる。 

・指定されるよりも自由なほうが、機能性も見ながら、自分に合ったものを選

べる。基本的に中学の制服は全体的にデザインや色が似ているので、統一さ

れていなくても、自分だけ目立ったり疎外感を感じたりすることはない。 

・今の時代、個性を尊重する傾向に世の中があるので、統一されすぎているの

は時代にそぐわないと思う。 

・制服が決まっていると、気候に応じた体温の管理がしにくく、過ごしやすさ

の妨げになるので、統一する必要はない。 

・今年の１年生から制服が変わった。兄弟がいる場合、新しいものを買うこと

になると余計にお金がかかるので、制服を変えるくらいなら自由にしてほ

しい。 

・運動着が白いＴシャツならほとんど形も一緒なので、ビブスを着れば問題な

い。 

・学校の制服が決まっていないので、自分のクラスには、細かな違いだが、シ

ャツにレースのようなヒラヒラが付いている人もいる。個性を出しやすい

環境だと思う。 

【その他】 

・指定店が決まっているので、親は「高い」と言っていた。 

・制服は、特に女子はお金がかかる。制服も体操着も指定店でしか売っておら

ず、それで高すぎるということもある。もう少し売る店舗を増やして価格の

競争をすれば、今より価格も下がって経済的に良いのではないかと思う。 

 

＜学校長・学校事務職員からの意見＞ 

⑴ 新入学用品について 

・鞄は、昔は安かったが現在値上がりしている。生徒は通学鞄の倍くらいの大

きさのバッグを二重背負いしているので、通学鞄をやめて一つの鞄にする

ことを検討している。保護者負担を減らすのはなかなか難しいが、まだ少し

改善の余地はある。 

・もし必要なものだけを買うことにする場合、各自買ってくださいとするのが

良いのか、学校で学年費からまとめて買うのが良いのか（不要な人には学年

費を返金する必要もある）、どのような方法が良いか悩む。 

・上履きを統一する理由は何か。 

 ⇒・体育にも使うので、ある程度耐久性があって値段も高くないものを望む。
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上履きを自由にしている学校もあるが、運動に適さない靴（底が薄すぎ

る、厚すぎる等）を履いている子どももいるので、けがの面を考えると、

今の状態は悪くないと思う。 

  ・体育館は黒いソールがＮＧ。耐久性を考えたときに、保護者がお店で適

切な靴を選ぶことは逆に難しい面もある。値段は妥当なところだと思

う。 

  ・体育館シューズとして専用に作られており、運動能力や体格に適したも

のを作っていると思う。底の厚さなどを指定してしまうと保護者も大

変になる。双方にとって選びやすい。３，７４０円だが、有名メーカー

のものだともっと高くなってしまう。 

  ・モデルチェンジや製造中止もあるので、昨年新しいモデルに変えたが、

試し履きしたり、デザインを見たりして、みんなで考えて決めている。 

・業者選定について、市から学校現場にアドバイスが欲しい。 

・小学１年生は、ほかの学年より学年費を多く集めているので負担は大きいと

思う。ただ、１年生の先生方が必要だと考えるものを購入している。 

・一般企業なら経理がいるが、学校では学年ごとに学年費の管理を担当する先

生がおり、本来の業務以外にそれを担っている。「学校で買わないので各自

買ってきてください」と言うと、買ってこない家庭も出てくるだろう。だか

らと言って学年費で買うと、不要な家庭への返金を管理しなければならな

い（１学年１００人以上）。 

・以前は「そろばん」は個人持ちだったが、学校で買うようになった。そうい

った観点での見直しは必要 

⑵ 制服について 

・制服は必要か。先生方の率直な思い、理由を聞かせてほしい。 

⇒・意外と子どもたちや保護者は決まった服を着たいという意見が多かった。

選べるように、ジェンダーフリーにした。学校の要望を伝え、モデルを作

った上で、コンペで競争して決めた。価格は旧制服と同じくらいの価格に

抑えてもらっている。女子の制服の費用負担は大きかったが、夏服を廃止

して負担を軽減できた。 

 ・制服の良さとしては、学校への所属感、誇り、希望をもって入学してきて

くれるということはある。 

 ・高校に制服がない長野県が特異。逆に小学生でも制服がある地域もある。

東京の私立学校は制服。その辺りに答えがあるのかなと思う。高校の制服

を有名デザイナーのデザインに変えたら志願者が増えたという話もある。 

 ・制服の効用は、所属がわかるので地域の大人が守ってくれること 

 ・標準服に変えたので、リボン、ネクタイ、ズボン、スカート、みんな違う。
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文化祭のステージも皆バラバラの服装で登壇したが、「（バラバラでも）い

いじゃないですか」と、先生方の意識が随分変わってきた。以前は生徒指

導主事が「こうしなさい」と言っていたが、冬でも半袖を着たい子もいる。

それぞれなので、うまくやっていきたい。 

 ・子どもから「どうして制服が必要なの？」と聞かれたら、大人は答える責

任がある。答えられないならやめたほうが良い。制服のない中学校は、も

っと皆いろいろなものを着ているのかと思ったら、案外似たようなもの

を着ていた。高い制服でもいいし、量販店で買ってもいいが、多分皆と違

うものを買うのは勇気がいると思う。ルールをもっと柔軟に考えさせて

も良いが、その議論を子どもたちに持ち掛ける時間がなかったというの

も現実。子どもたちにはいろいろな意見があるし、変えていく力もあるの

で、考えさせていくことは大切だと思った。 

・子どもたちはとても真面目。以前勤めていた学校で、トイレで鼻血を出して

いる子がいたので話を聞くと、「ベストを着ていて暑い。でもみんなが着て

いるから脱がない」と言っていた。その後、生徒指導の先生から、夏はベス

トを脱ぐよう話してもらったが、生徒は制服があるとちゃんと着なければ

ならないという意識がものすごく高いと思った。自由なほうが良いという

意見と折り合いがついて、気持ちの良い状態で学校に通えるようになれば

良い。 

⑶ その他、保護者負担軽減の観点から 

・今、消耗品や行事のバス代等が値上がりしていて、ただでさえ保護者負担は

増える傾向にある。負担を減らすためには、公費負担できるものが他にない

か、予算も限られていると思うが、子育て支援として検討してほしい。 

・各学校で公費で買っているものを調査し、公費負担で学校に備え付けること

が妥当と考えるものについては、根拠となるデータをまとめて提案したい。 
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【参考】令和５年度第２回総合教育会議 開催概要 

 

１ 日時 

令和６年２月６日（火） 

午後３時３０分～５時 

２ 会場 

松本市役所本庁舎３階 第一応接室 

３ テーマ 

小中学校における制服・新入学用品等

の購入に関する提言（案）について 

４ 出席者 

臥雲市長、伊佐治教育長、小栁教育長職務代理者、佐藤教育委員、 

春原教育委員、福澤教育委員、荒井教育顧問（信州大学教職支援センター准 

教授）、宮之本副市長、総務部長、行政管理課長、教育次長、教育監、 

教育政策課長、学校教育課長ほか３名 

 

＜提言案についての市長からの意見＞ 

・極めて違和感のない提言であるという印象を持った。 

・教育委員会（教育長及び教育委員４名で構成される行政委員会）の皆さんが、

関係者と協議しながら政策形成を進める意義は大きい。 

・この提言が空証文になってはいけない。 

・「子どもが主人公」、多様性・創造性・主体性を大切にする学びを掲げている

「松本市教育大綱」が松本市の教育政策の軸になっていることを、改めて強

く感じた。 

・この提言書で一番印象に残ったのは、「将来的には、小学校も中学校も高校

も、７歳から１８歳まで、学校に着ていく服が決まっていない松本市であれ

ば素敵だなと思います」というフレーズ。私たちが「松本らしさ」と思うの

は、東京の私立の学校が素敵で高価な制服で子どもたちを引きつけるのと

対峙する、このフレーズにあるようなことだと思う。 

・このテーマを一つの土台にしながら、行動する教育委員会として、ぜひさま

ざまな活動をしていただきたい。 

  

＜提言案についての荒井教育顧問（信州大学教職支援センター准教授）からの意見＞ 

・教育委員会の教育委員の皆さんが、主体的に課題を設定し、時間をかけて丁

寧に当事者の方とコミュニケーションをとり、政策形成につなげていく取

組みは、とても貴重である。特に、この取り組みが、松本市の教育大綱のコ
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ンセプトとの関係を考慮して展開されている点が素晴らしく、教育委員の

活動として全国に発信すべき取組事例であると言える。 

・中学生の意見のうち、「制服があったほうが良い」という声が多かった点に

ついて意外だったとの受け止めがあったが、「制服」の存在自体が学校生活

の象徴として位置付けられ、「隠れたカリキュラム」として機能していると

考えられる。教科などの「公式」のカリキュラム以上に、教員の日々の振る

舞いや、同じペースで学ぶスタイル、一列に整列をする行為、声の大きさな

ど、日常的な一コマ一コマが子どもたちの人格形成や価値観に大きな影響

を与えているという点に、私たち教育関係者はもっと自覚的である必要が

ある。 

・松本市の教育大綱のキーワードのうち、「多様性」という観点から考えると、

教育現場では、「均一的・強制的に物事を揃えることで得られる美しさ」よ

りも、「多様な個性に基づく自己表現が共存・共生することで得られる美し

さ」をより重視していく必要がある。 

・現在、全国的にもこれまでの「当たり前」を見直していく取組みが学校レベ

ル、教育行政レベルで進められている。今回の提言を、今後どのように生か

していくのかが問われているため、全国的な取り組みの内容とともに、その

取組みの進め方・生かし方、周知・広報の仕方、評価の仕方も学んでいくこ

とが、ご協力いただいた子どもたちや保護者の皆様に対する説明責任をき

ちんと果たしていくという点で重要である。 

・教育費をめぐっては、全国的にも無償化や一部無償化など様々な動向があ

る。その負担軽減の方法についても、教育行政として重要なテーマの一つと

して議論を深めてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

【参考】第９期まつもと子ども未来委員会 市への提言（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 日常生活の改善グループ ～私たちを取り巻く環境～【校則の改善】から ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



担当  
教育政策課 課長 小西 えみ 
学校教育課 課長 清沢 卓子 
電話 ３３－３９８０（教育政策課） 
電話 ３３－９８４６（学校教育課） 

 

議案第 ２ 号  

 

松本市部活動地域移行推進計画の策定について 

 

１ 趣旨 

  本市の学校部活動地域移行の円滑な推進を図るため、令和５年度に策定する松本市部活

動地域移行推進計画（以下、「推進計画」という。）について、松本市学校部活動の地域ク

ラブ活動への移行検討協議会（以下、「検討協議会」という。）で議論を重ね、パブリック

コメント等を経て、計画案がまとまりましたので、内容について協議するものです。 

 

２ 策定の目的 

スポーツ庁及び文化庁が定めた『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関

するガイドライン』（以下、「国のガイドライン」という。）に基づき、地域のスポーツ・

文化芸術団体、学校、保護者等に対し、取組みの背景や地域におけるスポーツ・文化芸術

環境の方針、具体的な取組内容、生徒自身や地域社会に対して見込まれる効果、スケジュ

ール等について分かりやすく周知するものです。 

 

３ 経過 

 ５．１１．１３  第３回検討協議会で推進計画（案）を協議 

       ２４  第８回定例教育委員会で推進計画（案）を協議 

    １２．１６  パブリックコメントを実施（Ｒ６年１月１６日まで） 

  ６． ２． ５  第４回検討協議会で協議 

 

４ パブリックコメント等の結果 

パブリックコメント及び経済文教委員協議会における意見等 

別紙１、２のとおり 

 

５ 部活動地域移行推進計画（案） 

 別紙３のとおり 

 

６ 今後の進め方 

 ⑴ 次期開催の定例庁議で報告します。 

 ⑵ 次期開催の市議会経済文教委員協議会で報告します。 

 

教育委員会資料 

６．２．２９ 

教育政策課・学校教育課 



 
松本市部活動地域移行推進計画（案）に対するバブリックコメントの結果について 

 
１ 募集期間 
  令和５年１２月１８日（月）から令和６年１月１６日（火） 
 
２ 閲覧方法 
 ⑴ 市ホームページ 
 ⑵ 窓口（行政情報コーナー、教育政策課、スポーツ事業推進課、文化振興課、生涯学

習課、各地区地域づくりセンター） 
 ⑶ 広報、市公式ＬＩＮＥ、保護者向け情報発信ツール（C4th Home&School） 
 
３ 実施結果 
 ⑴ 件数 
   ９６件（５１人） 
 ⑵ 提出方法 
  ア 郵便      ５件（ １人） 
  イ ファクシミリ  １件（ １人） 
  ウ Ｅメール   ２８件（ ６人） 
  エ 電子申請   ６２件（４３人）  
 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの １３件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれて

いるもの 

２１件 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 

３８件 

エ その他 案の内容に関する質問等 ２４件 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

1 計画全般 教員の負担が減ることは賛成。

送迎の負担が心配。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

 

2 計画全般 保護者の送迎が難しいことを

想定し、通学している学校や自

転車で行ける範囲で選べるよ

うにしてほしい。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

 

別紙１ 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

3 計画全般 クラブへの送迎について、平日

は子どもが自力で移動して欲

しい。保護者の就労の妨げにも

ならないか心配。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

4 計画全般 子どもが自分で通える距離の

ところで活動してほしい。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

5 計画全般 放課後の居場所が塾か家しか

なくなるので、地区公民館や子

ども会育成会の活動が受け入

れ先としてなり得る。町会公民

館を拠点に近所の小中学生・園

児が勉強や遊ぶ機会を作れば、

異世代交流、町会の絆づくりに

なる。 

【ア 反映する意見】 

公民館に中学生が集い多世代と地域活動

を展開することは、地域移行で目指す姿

であると考えます。P10 の 3⑷に、『公民

館活動と連携した世代間交流活動』を追

記します。 

6 計画全般 部活のみで頑張っている子ど

もたちが基本から学べ、全力で

打ち込める体制が必要。どこで

どんなチームがあるのか、教え

てほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

誰でも参加できる地域クラブ活動を通し

て、生涯に渡ってスポーツや文化芸術に

親しむことができる環境を整備します。

地域移行の受け皿となる地域クラブにつ

いては、今後、市公式ホームページ等で随

時公表する予定です。 

7 計画全般 部活動は生徒が主体の活動で

すが、地域クラブ活動は指導者

主体の活動になってしまう。部

活動の存在意義を考えて検討

してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

学校部活動には、生徒の自主的・主体的な

活動を通じて異年齢の集団の中で人間関

係を構築し、責任感や連帯感を育むとい

った教育的意義があります。地域クラブ

活動においてもその意義が継承・発展さ

れるために、市では、地域クラブの指導者

に対して、学校部活動が担う教育的意義

を含めた研修を実施する予定です。 

 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

8 計画全般 競争が激しくなり断念してし

まう子、やりたいことが見つか

らない子など、地域クラブに入

らない子も多いと予想される。 

【ウ 参考とする意見】 

学校部活動と同様に、地域クラブ活動も

子どもの自由意思により参加します。本

計画でも運営団体の担い手については多

様な団体を想定し、P8 以降に記載済みで

す。 

9 計画全般 現在中学１年生で、部活動がど

うなるのか不安でしょうがな

い。各学校で子どもも親も先生

も解るように説明すべき。 

【ウ 参考とする意見】 

関係者、特に中学生の皆さんの不安を解

消できるよう、丁寧な説明を重ねていき

ます。 

10 計画全般 サッカーなどは必要人数が集

まらないと、試合には出られな

い。部活動から地域への移行で

子どもたちが目指すものがな

くならないよう配慮して欲し

い。 

【ウ 参考とする意見】 

少子化の進展を見据えると、ある程度の

地域を集約して一定の人数を集める必要

があります。そのなかで、子どもの願いに

沿った地域クラブを選択することができ

るよう、地域クラブの創設を促進します。 

11 計画全般 どんなクラブがあるのか把握

できるか心配。活動団体の紹介

や見学が活発に行われるとよ

い。 

【ウ 参考とする意見】 

地域クラブについては、今後、市公式ホー

ムページや保護者向け情報発信ツール

（C4th Home&School）で随時公表する予

定です。 

12 計画全般 地域に移行することで本当に

子どもの選択の幅が広がるか。

地域の受け皿や指導者の確保

が可能なのか、具体的な説明が

欲しい。 

【エ その他】 

自分のやりたい種目や受けたい指導を市

全域から選べることから、現状の学校部

活動に比べて子どもの選択肢の幅が広が

ると考えます。できるだけ多様な活動が

実施できるよう、市では地域クラブの創

設を促進するとともに、指導者の確保や

資質向上を支援します。 

 

13 計画全般 送迎できないため、中学校から

距離があると困る。習い事との

違いがあるのか。 

【エ その他】 

習い事と同様に、参加する地域クラブは

様々な条件のなかから生徒・保護者が主

体的に選択し、参加費を負担し、自ら移

動・送迎することを原則とします。 

14 1ページ 

1松本市の現状 

⑴少子化の進展 

スポーツ庁と文化庁で改革を

進めているのであれば、多くの

課で進めることが予算や人材

の面でスムーズにいくのでは

ないか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

P15の 5⑶に記載のとおり、関係部署が連

携して取り組んでいます。 

 

 

 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

15 1ページ 

1松本市の現状 

⑴少子化の進展 

近隣の県や市はどのくらいの

規模や予算で進めているかを

公表してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

今後、他自治体の事例も調査研究してい

くなかで必要に応じ公開を検討します。 

16 1ページ 

1松本市の現状 

⑴少子化の進展 

学生年齢層の減少が進んでい

ることが理解できるが、少子

化、出生数の減少に対して、具

体的な対応策を示していく必

要があるのではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、学校部活動の地域移行の推進

を目的とするため、そこまでは取扱いま

せんが、市の施策として総合的に取り組

みます。 

17 2ページ 

1松本市の現状 

⑴少子化の進展 

部活動の枠にとらわれない持

続可能な新しい体制とは、具体

的になにか。 

【エ その他】 

学校でなく地域の様々な活動を通じて、

スポーツ・文化芸術に親しむことができ

る体制です。 

18 2ページ 

1松本市の現状 

⑵教師の働き方

と学校の改革 

部活動が教師の長時間労働の

一因ではあるが、それがすべて

ではない。長時間労働削減のた

めに他にどのような取り組み

をしているのか示してほしい。

部活動を減らすことで削減で

きる時間を示すことが大事で

はないか。 

【エ その他】 

本計画は、部活動地域移行が目的のため、

他施策による教師の長時間労働改善は扱

いません。部活動の地域移行で削減でき

る教師の労働時間は、一概には示すこと

は難しいですが、時間外勤務を大きく減

らすことができます。 

19 2ページ 

1松本市の現状 

⑵教師の働き方

と学校の改革 

教育課程外の活動である部活

動のために、教師の、教材研究、

授業準備、生徒との対話時間が

削られている。部活動が無くな

れば、本来の仕事に集中できる

など、様々な点で良い方向に向

かう。 

【イ 趣旨同一の意見】 

部活動の地域移行により、部活動指導の

時間を生徒と向き合う時間に変え、授業

改善、学校改革に取り組むことが期待さ

れます。 

20 2ページ 

1松本市の現状 

⑵教師の働き方

と学校の改革 

教師の働き方改革に対しても

部活動以外で前向きな提言を

すべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、学校部活動の地域移行の推進

を目的とするため、そこまでは取扱いま

せんが、教師の長時間労働改善は重要な

課題であると捉えており、市の施策とし

て総合的に取り組みます。 

21 2ページ 

1松本市の現状 

⑵教師の働き方

と学校の改革 

教員も広い視野を持つために

未経験の種目の部活動指導に

取り組むことは必要ではない

か。子どもにとって部活動は担

任以外の先生と関われ、先生に

とっても視野が広がる活動だ

と思う。今後は学校としてどう

いった取り組みをするか。 

【エ その他】 

専門性や意思に関わらず教師が顧問を務

める部活動の継続は、学校の働き方改革

が進む中、より一層厳しくなります。部活

動の地域移行により、部活動指導の時間

を生徒と向き合う時間に変え、授業改善、

学校改革に取り組むことが期待されま

す。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

22 3・4・5ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート結

果から 

アンケートの集計は、部活をや

っている子とやっていない子

など、条件を細かく絞って公表

しないと誤解を招く。回答の割

合が、回答者のなかの割合なの

に、調査対象者全体の割合のよ

うな誤解を生じるのではない

か。 

【ア 反映する意見】 

アンケートの細かい条件設定とその回答

状況は、P3 の詳細版をご覧ください。回

答率は同ページに記載していますが、P4

の回答結果の対象者項目にも回答率を追

記します。 

23 4ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

ほとんどが共働きの家庭のな

かで送迎が難しい家庭が多い。

地域移行で子どもの活動機会

が失われないよう、送迎不可能

な子の送迎方法を保障してほ

しい。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

 

24 4ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から回答結果 

平日の活動となると授業後に

隣の学校まで親が送迎しない

といけないのか。送迎がネック

で活動参加を諦めることにな

る。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

 

25 4ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

子どもたちが通える範囲で活

動ができればよい。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

26 4ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

回答結果 

学校教員の負担を減らすこと

は大賛成だが、自家用車がなけ

れば実質参加不可能になると、

義務教育の部活動としてどう

なのか。 

【エ その他】 

中学校の部活動ではなく、地域の多様な

団体による地域クラブ活動に移行してい

くため、習い事と同様に、参加する地域ク

ラブは様々な条件のなかから生徒・保護

者が主体的に選択し、参加費を負担し、自

ら移動・送迎することを原則とします。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

27 5ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

先生たちもしっかり休める日

が必要。良い指導者、ケガや緊

急時に放置せずすぐに対応や

処置ができる方がいるかが不

安。 

【イ 趣旨同一の意見】 

地域クラブ自身での研修や資格取得促進

に加え、市としても指導技術だけでなく、

生徒の安全・健康面への配慮及び行き過

ぎた指導やハラスメント等の行為根絶の

ための研修を実施するなど、指導者の資

質向上に向けた支援を予定しています。 

28 5ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

指導者数の確保や運営ガイド

ラインなどの運営団体で実現

できるための対策案はあるの

か。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画に沿って、地域クラブとしての必

要な要件等を検討します。 

29 5ページ 

1松本市の現状 

⑶アンケート調

査から 

考察 

指導したい先生も潜在的にい

る。兼業届で教員が指導できる

こと明記し、指導できる先生が

松本市の旗のもとにクラブチ

ームを立ち上げてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

地域の指導者の数が限られるなかで、教

師も指導者として活躍してほしいと考え

ます。兼職兼業により、自分が参加してみ

たい地域クラブの指導者になったり、自

ら地域クラブを立ち上げたりすることも

可能です。なお、市が公的なチームを立ち

上げることは想定していません。 

30 6ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑴基本目標 

「誰もが指導者となり」とある

が、誰でもいいわけではないと

思う。「多様な指導者により」な

どに修正してはどうか。 

【ア 反映する意見】 

P6の 2⑴の『誰もが指導者となり』を『多

様な指導者により』と修正します。 

31 6ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑴基本目標 

部活動の教育的意義を記述し、

部活動によって子どもたちは

何を得るのかなど、教育的な意

味を押さえる必要があるので

はないか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

「はじめに」及び 9 ページに、学校部活

動の教育的意義を明記しています。 

32 6ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑴基本目標ほか 

本当に「子どものやってみた

い」を応援するなら、学校の楽

器の使用と、学校の音楽室等で

練習できるようにしてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

学校の教室及び楽器等備品の使用につい

て、地域クラブ活動で利用できるよう、必

要な手続きと管理方法を検討します。 

33 7ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑵基本方針 

休日の確保は大事だと思う。 【イ 趣旨同一の意見】 

国のガイドラインで適正な休養日と活動

時間が設定され、週末はどちらか 1 日を

休養日とすることとされています。 

34 7ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑵基本方針 

乗合バス「のるーと松本」の活

用を検討してほしい。もしくは

複数学校を巡回するバスを運

行してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

「のるーと松本」の活用について、関係課

と協議します。また、現時点では、送迎バ

スの運行は想定していません。 
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35 7ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑵基本方針 

モデル校や拠点校として活動

する学校については、施設利用

料減免でなく、免除してほし

い。 

【ウ 参考とする意見】 

P13のスケジュールに記載のとおり、モデ

ルケースは令和 5年度までであり、令和 6

年度からは地域クラブ活動が始まり、地

域クラブの活動促進のために中学校施設

の利用料免除を検討しています。ただし

照明使用料は減免にはなりません。 

36 7ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑵基本方針 

多様な運営主体とあるが、民間

事業者が運営主体となり部活

動により利潤獲得をしてはな

らない。 

【ウ 参考とする意見】 

民間事業者による営利を目的とした活動

が制限されることはありませんが、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定し、市では低廉な会費の設定を

促します。 

37 7ページ 

2 基本目標と基

本方針 

⑵基本方針 

平日を含めた地域移行とある

が、平日は基本的に学校主体の

部活動が残るのか、学校と地域

クラブとが両立するのかなど、

読み取れない。 

【エ その他】 

休日の移行が進めば、休日は地域クラブ

だけになり、平日は学校部活動と地域ク

ラブが併存する見込みです。最終的には、

平日も休日も地域クラブだけになること

を目指します。 

 

38 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

送迎の負担はかなり大きい。学

校での活動でない限り、参加で

きない家庭もある。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

39 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

経済産業省から未来の子ども

たちへの投資として補助金等

を設置して、それを見守る仕組

みを作ってほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

本事業は国が推進していることから、県

を通してスポーツ庁・文化庁・経済産業省

などに対し必要な財政措置を求めていき

ます。 

40 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

高校生も地域移行の対象に加

えてほしい。高校も対象になれ

ば中学生と高校生が一緒に活

動できるメリットが生まれる。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、国のガイドラインに沿って中

学校を対象とします。ただし、中学生が他

世代とともに活動する地域クラブ活動も

想定しており、そこに高校生も参加する

ことで世代間交流が生まれるなどのメリ

ットが考えられます。 
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41 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

小学校の課外活動にかかわる

顧問の負担は中学校と大差が

ない。「長野県中学校の文化部

活動方針」に記載されているよ

うに、「小学校段階の課外活動

についても、本方針に準ずる」

という文言を入れてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、国のガイドラインに沿って中

学校を対象とします。ただし、小学校の課

外活動についても今後の課題と捉え、本

事業の知見を活用して、別途検討を進め

ていきます。 

42 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

活動日数や時間を減らすなど、

部活動あり方を見直すことは

できないのか。また、部活動を

なくす代わりにクラブ活動を

週１回１時間行ったらどうか。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、学校部活動の地域移行の推進

を目的とするため、部活動の時間数や部

活動に代わって校内同好会的なクラブ活

動を実施するかは、各学校で検討します。 

43 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

松本市と近隣市町村で実施さ

れる地域クラブの一覧がある

と、子どもたちの選択の幅が広

がる。 

【ウ 参考とする意見】 

松本市で活動する地域クラブについて

は、今後、市公式ホームページや保護者向

け情報発信ツール（C4th Home&School）で

随時公表する予定です。近隣市町村の活

動については、県に対しとりまとめと公

表を求めていきます。 

44 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

地域をまたいでの活動参加が

可能とあるが、平日送迎等が困

難な場合はバスなど出して貰

えるのか。 

【ウ 参考とする意見】 

現時点では送迎バスの運行までは想定し

ていませんが、市の公設民営のバス路線

等の活用を検討していきます。 

45 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

教員の負担を一般の方へ押し

付けて責任転嫁している内容

だと感じる。 

【エ その他】 

教師の負担解消だけが目的ではなく、少

子化で学校部活動が継続できなくなる前

に、地域で子どもを育む体制を整備する

ものです。市全体のスポーツ・文化芸術環

境の整備を目指し事業を進めます。 

46 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

近隣のシニアクラブへ入る場

合も対象になるか。 

【エ その他】 

シニアクラブは本計画で対象とする地域

クラブではありません。ただし、従前どお

り、中学生が参加することは可能です。 

47 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑴対象者 

「自分の興味関心に応じて地

域クラブを選択し、参加するこ

とができます」や「地域クラブ

活動への参加は生徒の自由意

思」と書いてあるがその意思確

認はどのように確認するのか。 

【エ その他】 

部活動や地域クラブへの参加・選択に対

しては、子どもの自由意思が最大限尊重

されます。これを関係者で共有し、同調圧

力や強制がないよう進めます。クラブへ

の参加申込み以外で意思確認をすること

は想定していません。 
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48 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

部活の指導者（コーチを指す）

はほとんどの場合１人であり、

受け皿を団体に絞る理由が分

からない。 

【ウ 参考とする意見】 

指導者が一人でも問題ありません。ただ

し、参加者募集や会場確保など適正な運

営は持続可能な活動のために必要不可欠

なことから、個人の活動ではなく、組織さ

れたクラブ・団体として、活動していただ

きます。 

 

49 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

現在でも地域にスポーツクラ

ブや合唱などの多くの活動が

見られる。例えば、書道塾など

の民間団体が地域クラブとし

て活動することが可能か。 

【ウ 参考とする意見】 

既に活動している民間団体等が、本計画

や国のガイドラインを遵守し、運営主体

として地域クラブ活動を展開していくこ

とを期待しています。 

50 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

地域移行の経過措置の一案と

して、平日は校内同好会を作る

ことはどうか。体制が整えば校

内同好会から地域での活動へ

移行する。 

【ウ 参考とする意見】 

部活動に代わって校内同好会的なクラブ

活動を実施するかどうかは、各学校で検

討が可能です。 

51 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

スポーツ保険の整備が不十分。

加害者、被害者を助け、指導者

確保の条件整備としても松本

市が運営団体となるべき。 

 

 

【ウ 参考とする意見】 

市が運営団体となることは想定していま

せんが、地域クラブには、指導者や参加者

の怪我等に対応する保険への加入を推奨

していきます。 

52 8ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

子どもがやってみたい種目は

多岐に渡るが、運営団体で担う

ことができるかがカギ。現在、

部活動で実施している種目が

地域クラブに無い場合は、本末

転倒になる。 

【エ その他】 

地域により活動状況に差が出る可能性が

ありますが、できるだけ多種目の活動が

実施できるよう、地域クラブの創設を促

進します。 

53 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

市に管理権限がなく管理責任

は地域クラブだけとなると、担

い手がなくなり不適切な指導

があったときの対応が心配。関

連各課と地域クラブ双方が多

面的に責任をもつシステムと

すべき。 

【エ その他】 

地域クラブが自らの管理責任において活

動を実施しますが、市として、適宜、地域

クラブの活動状況を把握し必要に応じて

助言・指導を行うとともに、指導技術だけ

でなく、生徒の安全・健康面への配慮及び

行き過ぎた指導やハラスメント等の行為

根絶のための研修を予定しています。 

 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

54 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑵地域クラブの

運営団体・実施

主体 

各クラブの紹介事務等を学校

が担った場合、教員の新しい業

務が生じ負担が増えるのでは

ないか。 

【エ その他】 

各クラブの紹介は、市公式ホームページ

等で随時公表する予定です。合わせて、生

徒へ広く情報提供するために、中学校で

も周知にご協力をお願いします。 

55 9ページ 

3 地域クラブの

活動指指針 

⑶指導者 

パワハラ、セクハラ、モラハラ、

暴力などを起こす選手や指導

者に対し、地域に移行しても生

徒や保護者からの通報窓口を

設けてほしい。 

【ア 反映する意見】 

生徒の安全面への配慮や暴言・暴力、行き

過ぎた指導やハラスメントの根絶のた

め、市による指導者研修を実施するとと

もに、トラブルに関しても市と学校と地

域が連携して対応していきます。P11 の

3(4)に『地域クラブは、指導者の暴力等へ

の相談窓口を自ら設けるほか、統括団体

が設ける相談窓口を活用し、公平・公正に

対処します。』を追記します。 

56 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

理不尽に怒るなど不適切な指

導がされないよう、指導者育成

講習会を実施してほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

生徒の安全面への配慮や暴言・暴力、行き

過ぎた指導やハラスメントの根絶のた

め、市による指導者研修の実施を予定し

ています。 

57 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

指導員の質を確実に担保でき

るような仕組みづくりが必要

不可欠です。 

【イ 趣旨同一の意見】 

地域クラブ自身での研修や資格取得促進

に加え、市としても教育的意義をはじめ、

指導技術や生徒の安全・健康面への配慮

及び行き過ぎた指導やハラスメント等の

行為根絶のための研修など、指導者の資

質向上に向けた支援を予定しています。 

58 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

指導者および活動環境の確保

について、学校、地域および行

政の具体的な役割分担を明確

にした方針を記載する必要が

ある。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、民間事業者など地域の多様な

団体が主体的に行う活動に対し、行政が

指導者研修などのサポートを行い、学校

は生徒に地域クラブの情報提供を行うな

どの役割を想定しています。今後、具体的

な分担を検討します。 

59 9ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑶指導者 

日本スポーツ協会（JSPO）や日

本パラスポーツ協会（JPSA）に

部活の地域移行の協力が出来

るか案内を送ってみてはどう

か。 

【ウ 参考とする意見】 

地域移行における指導者の確保は、全国

的な課題です。ご指摘の日本スポーツ協

会等に協力依頼することは潜在する指導

者の発掘に繋がり、効果的な方法である

ため、検討の上、活用していきます。 
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60 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

匿名性を重視できるような、電

子アンケートの仕組みを整え

たほうがよい。 

【ウ 参考とする意見】 

地域クラブ内及び第三者への相談・通報

の体制・方法を検討します。 

61 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

競技志向の活動は暴力やパワ

ハラが起こりやすいため、指導

を希望する教師のみが従来通

り行うのがよい。 

【ウ 参考とする意見】 

地域にも資格を取得し経験豊富な指導者

がいることから、教師のみに限定するこ

とは考えていませんが、指導者の資質が

非常に重要であることから、市が公表を

予定する地域クラブの一覧には、指導者

の資格や研修受講歴を掲載するなど、生

徒・保護者がクラブ選択の参考にできる

方法を検討します。 

62 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

性被害防止や悩み相談のしや

すさを考慮し、男性指導者と女

性指導者の比率を 1:2くらいで

配置したほうが安心できる。 

【ウ 参考とする意見】 

指導者の男女比率を設定することまでは

考えていませんが、ジェンダー平等や子

どもの安心面を考慮すると、バランスの

良い配置が必要だと考えます。 

63 9ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

技量だけでなく教育的な主旨

を理解した指導者の確保が一

番の問題。指導者からの暴力等

をチェックする体制をどう構

築するか具体性が見られない。 

【エ その他】 

適正な地域クラブ活動が実施されるよ

う、市は、適宜、地域クラブの活動状況を

把握し必要に応じて助言・指導を行いま

す。 

64 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

部活動顧問や小学校課外活動

の顧問が校務分掌として位置

づいてしまっている場合、兼職

兼業届を出すことがさらに負

担となってしまう。 

【ウ 参考とする意見】 

兼職兼業届の提出は教師が個人の意思で

提出します。 

65 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

地域に埋もれているボランテ

ィア志向の人材を活用し、地域

づくり・地域活性化に繋げた

い。 

【ウ 参考とする意見】 

地域クラブの指導者はボランティアを前

提とせず、必要な謝礼を受け取りながら

活動の継続性を高めることが必要と考え

ます。地域の人材を活用することで、地域

活動が活性化することは、本事業が目指

すところです。 

66 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑶指導者 

小学校課外活動顧問も同じよ

うに負担を感じてやっている

ので併せて検討してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画は、国のガイドラインに沿って中

学校を対象とします。ただし、小学校の課

外活動についても今後の課題と捉え、本

事業の知見を活用して、別途検討を進め

ていきます。 
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67 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

親の送迎しか移動手段がない

場合、仕事を早めに切り上げな

ければならず収入減にもつな

がり月謝負担が大きい。収入格

差でスポーツをしたくてもで

きない子が出てくるのではな

いか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

参加者による費用負担を原則とし、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定します。なお、経済的理由によっ

て参加を諦めることがないよう、市では

低廉な会費の設定を促し、就学援助対象

世帯に必要となる支援を検討します。 

68 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

従来からあるスポーツに加え、

ダンスや演劇など幅広い選択

肢を望む。 

【イ 趣旨同一の意見】 

ダンスや演劇など、多様な種目・分野の地

域クラブ活動の実施も促進します。 

69 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

障がいのある子にも選択肢が

あり、障がいのない子と同じ条

件で通えるクラブが身近に複

数あるのが理想。 

【イ 趣旨同一の意見】 

障がいの有無にかかわらず誰もが一緒に

できる活動が数多く実施されるよう、環

境整備を進めます。 

70 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

すべての環境を整えてからで

は膨大な時間をかけての準備

になるため、まずはレクリエー

ション志向の活動のみスター

トすればよい。 

【ウ 参考とする意見】 

競技志向の活動だけに偏ることのないよ

う、レクリエーション志向の活動も充実

も図りながら、子どもたちの選択肢を広

げます。 

 

71 10ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

地域活動をしている様々な団

体等の一覧表があるとよい。 

【ウ 参考とする意見】 

地域クラブについては、今後、市公式ホー

ムページや保護者向け情報発信ツール

（C4th Home&School）で随時公表する予

定です。 

72 11ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑷活動内容 

地域クラブが学校の備品や施

設を使用する場合の防犯や災

害、事故等は運営団体が責任を

負うが、会場が変わる場合は手

続きが必要だと思う。どこが管

理センターなのか。 

【エ その他】 

学校施設の利用予約や保険加入手続きに

ついては、地域クラブがそれぞれ行いま

す。 

73 11ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑷休養日など 

活動は土曜日のみ行うなど気

軽に参加できる活動が良いと

思う。 

【イ 趣旨同一の意見】 

学業との両立や行き過ぎた練習を防ぐた

めに、適正な休養日と活動時間が国のガ

イドラインで設定され、週末はどちらか 1

日を休養日とすることとされています。 

生涯に渡ってスポーツ・芸術文化に親し

むことができるよう、誰でも気軽に参加

できる体制整備を進めます。 
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74 11ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑷休養日など 

既存のクラブでも練習量が減

ることが考えられるため、強く

なれるか心配。 

【エ その他】 

既に中学生が活動しているクラブが地域

クラブに移行するかは、今後、各クラブで

判断するものです。そのため、必ずしも既

存のクラブの練習量が減るものではあり

ません。 

75 11ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑸活動場所 

活動場所は子ども自身が通え

る距離、時間で確保してほし

い。保護者の送迎が必要となれ

ば参加できない場合が増える。 

【ア 反映する意見】 

送迎が必要になることもありますが、そ

の負担が過度にならないよう、P12の 3⑺

に『通学する学校以外が会場となる場合

があり、保護者の送迎が必要となること

もありえます。送迎距離が遠距離になら

ないよう、様々なエリアでの地域クラブ

の創設を促進します。』と追記します。 

76 11ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑸活動場所 

施設の減免について、既に地域

でクラブ活動を行い拠点場所

がある場合、減免や半額と言わ

れてもメリットがない。 

【エ その他】 

生徒の活動機会の確保を目指し新たな地

域クラブの立上げを促進するため、既存

の団体と同等に減免等を行うものです。 

 

77 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑹大会・コンク

ール等への参

加・運営 

クラブチームが中体連の大会

に出ることは反対。部活動と制

限のないクラブチームが同等

に戦うことはできない。クラブ

チームが勝利至上主義になる

ことは明らか。 

【エ その他】 

大会出場規定については、中体連事務局

が判断します。地域クラブは、国のガイド

ラインで、学校部活動と同様の休養日や

活動時間のほか、希望するすべての生徒

が参加できることが定められており、強

豪チームを作ることを目的として選抜等

を行うことはできません。 

 

78 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑹大会・コンク

ール等への参

加・運営 

中体連が継続するということ

は、学校主体の部活動と地域主

体の活動が併設されるという

意味か。 

【エ その他】 

大会出場規定については、中体連事務局

が判断します。 

79 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑹大会・コンク

ール等への参

加・運営 

大会や試合に、在籍する中学の

部活動でしか参加できない、ま

た、地域クラブが大会に出場で

きないことがないようにして

ほしい。 

 

 

【エ その他】 

大会出場規定については、中体連事務局

が判断します。また、大会に参加するかど

うかは各クラブが判断します。 
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80 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

費用は習い事と同様に受益者

負担を第一に考え、日本スポー

ツ協会や各種目別協会からの

補助や賛同企業からの支援も

必要。 

【イ 趣旨同一の意見】 

企業等からの支援受入れの具体的方法等

について、引き続き検討します。 

 

 

81 12ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑺費用負担と軽

減策 

先生の働き方改革として計画

については納得できるが、地域

クラブによっては親の送迎が

必要だったり、学校部活動では

用品だけだった費用が月謝と

なったり、家庭面での負担が出

てくる。 

【イ 趣旨同一の意見】 

参加者による費用負担を原則とし、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定します。なお、経済的理由によっ

て参加を諦めることがないよう、市では

低廉な会費の設定を促し、就学援助対象

世帯に必要となる支援を検討します。 

82 12ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑺費用負担と軽

減策 

就学援助金をもらっている家

庭でも会費を支払うことが厳

しい場合は、更なる支援が必

要。 

【イ 趣旨同一の意見】 

参加者による費用負担を原則とし、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定します。なお、経済的理由によっ

て参加を諦めることがないよう、市では

低廉な会費の設定を促し、就学援助対象

世帯に必要となる支援を検討します。 

83 12ページ 

3 地域クラブの

活動方針 

⑺費用負担と軽

減策 

教育学部の実習の機会として

学生から生徒に教えてもらう、

宣伝も兼ねて地域クラブが体

験会のように実施するなど、補

完案を検討してほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

大学と連携するなかで学生が指導者とな

ることも想定され、また、地域クラブが無

料体験会を実施することも想定されま

す。しかし、参加費軽減のためではないこ

とから、一定程度は各家庭で負担いただ

くようお願いします。 

84 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

多くの生徒が参加できるよう、

今までの学校部活動と同じ費

用負担で参加できるように補

助金を検討すべき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

参加者による費用負担を原則とし、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定します。なお、経済的理由によっ

て参加を諦めることがないよう、市では

低廉な会費の設定を促し、就学援助対象

世帯に必要となる支援を検討します。 

85 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

部活同様に費用が掛からない

ようにしてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

参加者による費用負担を原則とし、会費

は可能な限り参加しやすい金額を各クラ

ブが設定します。なお、経済的理由によっ

て参加を諦めることがないよう、市では

低廉な会費の設定を促し、就学援助対象

世帯に必要となる支援を検討します。 
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86 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

地域クラブが大会に参加する

場合、日本スポーツ協会公認の

コーチ資格が必須であり、その

資格取得に５万円前後の費用

が必要。新規地域クラブに参加

する場合、こうした費用で参加

者負担が多くなる。地域クラブ

への支援の費用等を具体的に

提示してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

指導者資格取得費用の補助など指導者の

資質向上に向けた支援を予定していま

す。また、地域クラブの創設のための具体

的な支援については引き続き検討しま

す。 

87 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

指導者に対しては公的予算か

ら報酬を出すべき。 

【ウ 参考とする意見】 

現在、公的予算から指導者報酬を支払う

予定はありませんが、参加者からの会費

等によって安定的に運営できる仕組みづ

くりについて、引き続き検討していきま

す。 

88 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 ほか 

令和７年度末までの移行期間

中に休日移行ができない場合

は、学校部活動が無くなってし

まうのか。また、地域クラブへ

の支援は令和７年度までで、事

情によりそれより遅れて地域

クラブが創設された場合は、支

援がないのか。 

【エ その他】 

令和７年度末以降は、休日の学校部活動

はできなくなりますが、平日は活動が可

能なため学校部活動がなくなるわけでは

ありません。現時点では、支援策は令和７

年度末までを想定しています。 

89 12ページ 

3 地域クラブの

活動指針 

⑺費用負担と軽

減策 

地域クラブ活動に活動費が必

要なことが分かるが、クラブ内

での金銭の管理や指導方法、活

動時間、苦情などを厳重に管理

するシステムを、公的な場に作

る必要がある。 

【エ その他】 

適正な地域クラブ活動が実施されるよ

う、市として、適宜、地域クラブの活動状

況を把握し必要に応じて助言・指導を行

うとともに、指導技術をはじめ、生徒の安

全・健康面への配慮や行き過ぎた指導、ハ

ラスメント等の行為根絶のための研修を

予定しています。 

90 13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

休日移行後に平日移行を目指

すとあるが、平日のほうが送迎

困難になると推測される。今現

在から検討すべきでは。 

【イ 趣旨同一の意見】 

平日移行には送迎を含め課題が多いと考

えることから、休日移行の検証を重ねな

がら進め方を検討します。 

91 

 

 

 

 

13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

平日の移行も計画通り令和８

年度に実施し、一刻も早く学校

から部活動を切り離してほし

い。 

【ウ 参考とする意見】 

教師の負担を少しでも軽減できるよう、

休日の部活動を学校教育から地域に移行

していきます。また平日についても、体制

が整えば早期に移行できるよう協議を重

ねていきます。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

92 13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

すぐに始めるのではなく、ある

程度のガイドラインや運用マ

ニュアルをあらかじめ決める

ことが潤滑な移行に繋がると

思います。そのために、モデル

チームを複数運営し、それを見

本として活動できる仕組みを

つくってほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

令和５年度にモデルケースを実施し、そ

の成果を反映し本計画を策定していま

す。令和６年度からの地域クラブ活動開

始に向け、安心して参加できるクラブ運

営のためのルールを、別途定めます。 

 

 

93 13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

移行スケジュールに関して、誤

解している保護者も多いが、

淡々と進めてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

関係者、特に中学生や保護者の皆様の不

安を解消できるよう、丁寧な説明を重ね

ていきます。 

94 13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

令和８年から完全移行となっ

ていますが、部活動への入部を

切らない限り、地域移行は進ま

ないと思う。２年前には令和５

年から完全移行と通達が出て

いたはず。 

【エ その他】 

国では、休日の地域移行について、令和 5

年度から令和７年度までを「改革推進期

間」としており、本計画においても、同様

のスケジュールを想定しています。 

95 13ページ 

4 移行スケジュ

ール 

地域移行をするなら来年度は

部活に子どもを入れないよう

にする等徹底して欲しい。 

【エ その他】 

生徒は、令和６年度から休日は学校部活

動以外も選択できるようになります。

徐々に学校部活動から地域クラブ活動等

への移行を進め、令和７年度末までに休

日移行を実現します。 

96 14ページ 

5その他 

⑴移行検討協議

会 

委員の中のスポーツ関係で山

雅が入っているだけで各競技

団体の関係者は全く入ってい

ない。改善すべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

各競技団体と関わりの深い、松本市スポ

ーツ協会の事務局長を委員として委嘱し

ています。また、各競技団体を構成員とす

るプロジェクトチームを組織し、スポー

ツ事業推進課を中心に地域移行後の受け

皿などの環境整備について協議、検討を

行っています。 

 



経済文教委員協議会における意見等の概要及び市の考え方 

 

１ 意見に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの ２件 

イ 参考とする意見 案の修正はないが、施策等の実施段階で参考とするもの ３件 

ウ その他 案の内容に関する質問等 ３件 

計 ８件 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

   

No. 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

事業全般 地域移行はこれまでの部活

動の概念とは異なるという

意識の改革・転換を、しっか

りと周知していく必要があ

る。 

【イ 参考とする意見】 

地域移行の趣旨・目指す姿などにつ

いて、説明会等のあらゆる機会で周

知を図ります。 

２ 

事業全般 地域クラブを周知する仕組

みは、いつからどのような

形を想定しているか。 

【ウ その他】 

本計画策定後、地域クラブの募集を

行い、市ホームページや、学校等で

地域クラブ一覧を公開する予定で

す。 

３ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

指導の安全性を担保できる

ようなルール作りを進めて

ほしい。 

【ア 趣旨同一の意見】 

市は、指導者研修を実施するほか、

地域クラブの活動状況を把握し必

要に応じて助言・指導を行います。 

４ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

地域クラブの活動が軌道に

乗るまでの間、経費につい

て補助を検討しているか。 

【ア 趣旨同一の意見】 

地域クラブの創設に対する支援を

検討します。 

５ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

指導者が重要と考える。指

導者の研修受講歴などを公

表する予定はあるか。 

【イ 参考とする意見】 

市ホームページ等で公表する地域

クラブ一覧には、指導者の資格や研

修受講歴などを掲載する予定です。 

６ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

保護者の送迎負担につい

て、ヒアリングを進めてほ

しい。 

【イ 参考とする意見】 

地域クラブ活動の参加者から適宜

ご意見をいただきながら、進めてい

きます。 

 

 

別紙２ 



No. 項目 意見等の概要 市の考え方 

７ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

地域クラブと民間事業者と

の定義があいまい。実際に

会費等の価格設定も幅が出

ると思われる。市に地域ク

ラブとして登録するという

ことか。 

【ウ その他】 

民間事業者のうち、市に届出をし、

国のガイドラインに沿っていると

確認できた団体を地域クラブとし

て登録し、市ホームページ等で公表

します。会費等は、可能な限り参加

しやすい金額を各クラブが設定し

ます。 

８ 

３ 地域クラブ

の活動指針 

地域クラブの保険は、誰が

とりまとめるのか。 

【ウ その他】 

地域クラブが指導者及び参加者の

保険に加入します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市部活動地域移行推進計画（案） 

～子どもの“やってみたい！”を多様な主体で応援する～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 月 

松本市・松本市教育委員会 
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はじめに 
 
長年にわたって日本独自の教育システムとして発展してきた学校部活動（以下「部

活動」という。）は、学校教育の一環として、生徒は比較的少ない費用負担で継続的・

安定的な活動を実施してきました。部活動は、生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ

機会を確保するとともに、生徒の自主的・主体的な参加による活動を通じて責任感

や連帯感を養い、自主性の育成に寄与するものとして大きな教育的意義を有してい

ます。しかし、少子化が進展する中、これまでと同じ運営体制では活動の維持が難

しく、また、教師の献身的な指導に起因する長時間労働は、学校の働き方改革の議

論を生んでいます。 
 
社会情勢の変化を受け、スポーツ庁と文化庁では、適切な休養日の設定や外部指

導者の採用など、部活動の改革を進めてきました。近年では、「部活動は必ずしも教

師が担う必要のない業務」という認識の下、特に、公立中学校における運営主体を

学校から多様な団体へと移行することを検討しています。令和４年１２月にスポー

ツ庁・文化庁は『学校部活動及び地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイ

ドライン』（以下「国のガイドライン」という。）を策定し、「令和５年度から令和７

年度を改革推進期間と位置づけ、各地域の実態に合わせて、まずは休日の部活動の

地域移行を推進する」としています。 

 

こうした国の動向を受け、松本市では、市立中学校に部活指導員を配置し専門的

指導者の確保と教師の負担軽減を進めつつ、地域移行については、令和４年度に休

日部活動の「地域移行プロジェクトチーム」を立ち上げ、競技団体や学校関係者と

の協議を重ねてきました。令和５年度には取組みを加速させ、有識者による「松本

市学校部活動の地域クラブ活動への移行検討協議会」（以下「移行検討協議会」とい

う。）を開催し、合わせて、モデル事業の実施により効果的な移行方法の検討を進め

ています。 

 

松本市部活動地域移行推進計画は、国のガイドラインや移行検討協議会での協議

を踏まえ、地域移行で目指す姿を明らかにし、そのために必要となる地域クラブの

運営や活動のほか、移行スケジュールなど、地域移行の具体的な方針をまとめまし

た。本計画は松本市立中学校を主な対象としていますが、学校法人や国立大学法人

等が設置する中学校とも連携しながら、着実に取組みを進めていきます。 
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⑴  少子化の進展 

   少子化の進展により、市立中学校の生徒数は大幅に減少しています。令和５年

度は、平成２６年度に比べ７００人ほど減少しました。また、最新の人口構成を

みると、１３年後には１３～１５歳の市民が現在より２，０００人も減少するな

ど、今後は、これまで以上の速さで少子化が進むことが予測されます。 
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   生徒が減った学校では、サッカーや野球など多人数で行う種目の活動が難しく

なり、また、生徒の減少に伴う教師の減少により部活動の顧問が配置できなくな

るなど、部活動の減少・活動低下を招いています。このようなことから、部活動

は「専門的な指導が受けられない。」「自分のやりたい種目がない。」など、生徒に

とって、スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ場ではなくなりつつあります。 

   今後も更なる少子化の進展が予想される中、中学校の部活動をこれまでと同じ

体制で運営していくことは困難です。しかし、単に部活動の運営をそのまま地域

に移行するだけでは、参加者や指導者が確保できないといった課題は解決できま

せん。そのため、部活動の枠にとらわれない、持続可能な新しい体制の構築が求

められています。 

 

⑵  教師の働き方と学校の改革 

   近年、教師の長時間労働が喫緊の課題として認識され、働き方の改革が求めら

れています。特に、部活動については、「教師の献身的な勤務によって支えられて

おり、長時間勤務の要因であることや、特に指導経験がない教師には多大な負担

となっている」（文部科学省『学校の働き方改革を踏まえた部活動改革』令和２年

９月）と指摘されています。 
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令和４年度の文部科学省の調査によると、中学校の教師の中で、１か月の時間

外勤務の上限とされる４５時間を超える者は全体の５０パーセントを超え、小学

校や高等学校と比べ突出して多いことが分かります。この要因の一つに部活動指

導が考えられます。 

   また、令和３年度の長野県教育委員会の調査では、担当する運動部活動の種目

経験がある教師は、全体の３９パーセントしかおらず、６１パーセントは全く経

験のない種目を指導していることが明らかになりました。未経験種目の指導は、

時間的・身体的な負担だけでなく、精神的にも大きな負担となっていることが想

像されます。 

松本市では、第３次松本市教育振興基本計画において、「子どもたちに効果的な

教育活動を行っていくためにも、子どもと向き合う時間、教材研究の時間、教職

員自身が自分のキャリアを展望する時間を確保し、教職員一人ひとりの人間性や

創造性を向上させていく取組みを推進」することを明示しました。部活動地域移

行により教師の負担を軽減し、教師が授業や学校の改革に注力できる環境を整備

していきます。 
 

⑶  アンケート調査から 

 

   松本市教育委員会では、部活動の地域クラブ活動移行へのニーズを把握するた

め、令和４年１２月にアンケート調査を実施しました。概要は以下のとおりです。 
 

所属 対象者 回答者 回答率 

小学５・６年生 ３，７４６ 人 ３，０３１ 人 ８０．９ ％ 

中学１・２年生 ３，８９４ 人 ２，９２２ 人 ７５．０ ％ 

中学３年生 ２，００３ 人 １，３６１ 人 ６７．９ ％ 

小学５・６年生保護者 ３，７４６ 人 １，２７４ 人 ３４．０ ％ 

中学生保護者 ５，８９７ 人 １，５１８ 人 ２５．７ ％ 

中学校教師     ５４５ 人    ２０４ 人 ３７．４ ％ 
  

アンケート調査結果 

  詳細版 

https://www.city.matsumo

to.nagano.jp/uploaded/at

tachment/81006.pdf 

概要版 

http://cms2021.city.matsum

oto.nagano.jp/uploaded/att

achment/81005.pdf 

● 概要 
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  主な回答結果は以下のとおりです。 

 

小学５・６年生（回答率８０．９％） 

１ 地域クラブ活動への参加希望 

     平日は８１％が参加したいと回答したのに対し、休日は５５％の参加希望 

   ２ やってみたい種目 

     バドミントン、バスケットボール、サッカーが上位を占める中、休日活動

はキャンプが４位 

   ３ 地域クラブ活動に望むこと 

     「楽しむこと」「いじめなどがない」「自分のレベルにあった指導」を希望

する回答が６０～７０％となる一方で、「勝利にこだわる」「将来プロになる」

を希望する回答は２０％ほど 

中学生（回答率７２．６％） 

 １ 部活動に取り組んでよかったこと 

     「自分の技能を高めることができた」「友人関係が広がった」が上位 

   ２ 地域クラブ活動の心配なこと 

     「指導者の指導方法」「費用負担」が上位 

   ３ 地域クラブ活動に望むこと 

     「参加の可否を自分で決められる」「自分のペースで進められる」が上位 

小学５・６年生保護者（回答率３４．０％）、中学生保護者（回答率２５．７％） 

   １ 許容できる月謝額 

     中央値：５，０００円（小学生保護者）、３，０００円（中学生保護者） 

平均値：４，７１５円（小学生保護者）、３，６０５円（中学生保護者） 

   ２ 地域クラブ活動の心配なこと 

     「費用負担」「指導者の指導方法」が上位 

   ３ 地域クラブ活動に望むこと 

     「丁寧な指導」「参加の可否を自分で決められる」「子どもの技能に合わせ

た指導」が上位 

   ４ 送迎の可否 

     「可能」「どちらかといえば可能」で合わせて７５％の回答 

● 回答結果 
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中学校教師（回答率３７．４％） 

 １ 部活動指導への負担感 

     「負担」「どちらかといえば負担」で合わせて７５％の回答。休日指導の方

が負担を感じる回答が多い。 

   ２ 地域クラブ活動での指導希望 

     休日・平日ともに「希望しない」「どちらかといえば希望しない」で合わせ

て７５％の回答。平日指導の方が「希望しない」の回答が多い。 

 

 

アンケート調査の結果からは、次の傾向を読み解くことができました。 
 

  

「指導者の指導方法」への懸念が多く、「丁寧な指導」や「子どものペース

に合わせた指導」が求められていることが分かります。 
 

 

競技志向かレクリエーション志向かなど、複数の地域クラブから所属クラ

ブを選び、活動のペースや参加の可否も自分で決めるなど、生徒の主体的な

選択を可能にする体制が必要です。 
 

 

地域クラブ活動に参加するための費用負担については、多くの保護者が金

額を心配要素としながらも、負担については一定の理解を示していると考え

られます。 
    

 

部活動の指導に当たる教師の７５％が負担を感じており、地域移行を速や

かに進める必要があります。また、指導を希望しない教師が地域クラブ活動

に携わらないような体制整備が求められます。 

 

生徒・保護者・教師等の思いに寄り添いながら、生徒の多様な活動機会を提供

できるよう検討を進めます。 

 

● 考察 

①指導者の質 

 

②主体的な選択 

 

③受益者負担 

 

④教師の負担軽減 

 



 

 

 

6 

 

 

 

 ⑴ 基本目標 

   部活動は、これまで、生徒が学校という身近な場所でスポーツや文化芸術活動

に触れ、競技力や技術を向上させるとともに、達成感や連帯感を育む活動として、

長年、日本独自のシステムとして定着してきました。   

しかし、少子化に伴う活動の停滞や経験のない教師が指導を担う状況など、こ

れまでのシステムが機能しなくなりつつあり、近年、抜本的な改革が必要となっ

ています。松本市では、令和４年に策定した『松本市教育大綱』において、「子ど

もを主人公とし、その学びを地域社会全体で支えること」を標榜
ぼう

しています。こ

の改革を地域社会の変革のチャンスと捉え、これまで部活動が担っていた役割・

機能を地域社会に移行・展開し、生徒が自分のやりたい活動に自分らしく取り組

めるよう、地域全体におけるスポーツ・文化芸術活動の環境整備を進めます。 
 

子どもの“やってみたい！”を多様な主体で応援する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移行・展開 

学校教育として 

教師が指導者となり 

学校の生徒だけが対象 

部活動 

生涯学習・社会教育として 

多様な指導者により 

全ての中学生が対象 

地域【地域の活性化】 

・市民・団体の活動の増加 

・多様な主体による事業展開 

・持続可能な活動環境の整備 

⇒ 地域全体の活動の振興 

 

学校【教育の質の向上】 

・教師の時間外勤務の減少 

・教師の精神的負担の軽減 

・生徒と向き合う時間の増加 

⇒ 授業改善、学校改革 

 

中学生【活動の充実】 

・活動の選択肢の増加 

・専門的な指導 

・学校の枠を越えた交流 

⇒ 主体的な活動の選択 

 

地域クラブ活動 
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⑵ 基本方針 

  基本目標を実現するため、以下の方針により地域移行を推進します。 
 

 

 

    ・全ての生徒が主体的に多様なスポーツ・文化芸術活動を選択できる。 

・全年代の市民にとってのスポーツ・文化芸術活動を活性化させる。 

    ・部活動が担ってきた教育的意義を継承した活動を推進する。 

    ・「三ガク（岳・楽・学）都」にふさわしい活動を推進する。 

 

 

 

    ・民間事業者・企業・大学等の参入を促し、多様な活動を展開する。 

・既存クラブや文化芸術団体等のノウハウや創意工夫を発揮できる。 

    ・地域クラブ活動を実施したい市民・団体が、自主的に活動できる。 

    ・教師等の兼職兼業による地域クラブ活動を支援する。 

 

 

 

    ・指導者研修などにより、安全で適正な指導の質を確保する。 

・受益者負担による自立的運営を継続できる仕組みを構築する。 

    ・ボランティアを基本とせず有償による質の高い指導を行う。 

    ・公共施設利用料の減免など、活動しやすい環境を整備する。 

 

 

 

    ・休日だけでなく平日の移行時期も検討し、着実に移行する。 

    ・移行方法等の検証を重ね、地域の実情に応じた移行を進める。 

・近隣市町村と連携するなど、広域的な視点で移行を進める。 

    ・学校の働き方改革を推進するため、地域移行の早期実施を検討する。 

 

 

方針１ 生涯に渡ってスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる環境の整備 

方針２ あらゆる運営主体による多様な地域クラブ活動の展開 

方針３ 適正な活動と持続可能な運営体制の構築 

方針４ 平日も含めた地域移行の早期実施 
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⑴  対象者 

全ての中学生1を対象とし、通学する中学校に関わらず、自分の興味関心に応

じて地域クラブを選択し、参加することができます。複数の地域クラブ活動に

参加することも可能であり、部活動と地域クラブ活動の２つが存在する移行期

間においては、両方に参加することもできます。 

地域クラブ活動への参加は生徒の自由意思によるものであり、参加しなくて

も問題ありません。また、生徒は、松本市ではなく近隣市町村の地域クラブ活動

に参加することも可能です。近隣市町村や私立等の中学校に通う生徒が、松本

市の地域クラブ活動に参加することもできます。 

 

⑵ 地域クラブの運営団体・実施主体 
 

 

   地域移行の受け皿となる地域クラブの運営団体や活動の実施団体について、

国のガイドラインでは、総合型地域スポーツクラブ、文化芸術団体、スポーツ

少年団、スポーツ協会、競技団体、クラブチーム、プロスポーツクラブ、民間

事業者、フィットネスジム、大学などのほか、地域学校協働本部や保護者会、

同窓会などや、市町村が運営団体になることも想定しています。 

   松本市においては、スポーツ活動では、複数の総合型地域スポーツクラブや、

松本市を拠点とするプロスポーツクラブ、大学など多様な団体が活動していま

す。また、文化芸術活動では、合唱や音楽などの文化団体のほか、公民館で活

動する地域団体も数多くあります。こうした既存団体は、運営組織やノウハウ、

指導者を備えていることが多く、地域クラブの運営団体となった場合における

安定的な運営や適正な指導が期待できます。 

   一方で、市民や団体、民間事業者などが、新たに地域クラブを創設して活動

を開始することも想定されます。こうした動きは、地域全体のスポーツ・文化

芸術活動を底上げし発展に資すると考えられます。 

   以上のことから、松本市では、多様な主体が運営団体となることを想定し、

                                                      

1 主に公立中学校を対象とします。私立中学校については、学校の実情に応じての対応となります。 

地域クラブの活動指針

● 運営団体の担い手 
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意欲ある団体のノウハウと創意工夫を最大限に活用しながら多様な地域クラ

ブ活動を展開します。 
 

   

   生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動に親しむために、地域クラブ

には持続可能な運営や安全で適正な指導が求められます。また、部活動が担っ

ていた、異年齢の集団の中で人間関係を構築し、自己肯定感、責任感及び連帯

感を育むといった教育的意義や役割を継承・発展する活動が期待されます。そ

のため、地域クラブは国のガイドラインや本計画を遵守し、運営体制や活動目

標を示した規約・運営方針を策定して、具体的な年間活動計画、収支、活動実

績などと合わせて公表するものとします。スポーツ団体等においては『スポー

ツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞』に準拠した活動を行うと

ことが求められます。 
 

   

   松本市は、適正な地域クラブ活動が実施されるよう、適宜、地域クラブの活

動状況を把握し必要に応じて助言・指導を行います。また、活動状況等につい

て、学校や生徒・保護者に周知し、生徒が興味関心に応じて地域クラブを選択

できるよう情報提供を行います。 

⑶ 指導者 
 

 

    地域クラブは、専門性や資質・能力を有する指導者を確保し、適切な活動を

実施します。そのため、県や市、競技団体、文化芸術団体等と連携し、指導者

の確保や養成等を進めます。 
 

    

地域クラブは、所属する指導者に対し指導者資格の取得を促すとともに、ク

ラブ内において、指導技術だけでなく、生徒の安全・健康面への配慮や暴言・

暴力、行き過ぎた指導やハラスメント等の行為根絶のための研修を実施します。 

なお、松本市では、部活動が担っていた教育的意義についての研修や、指導

者資格取得費用の補助など、地域クラブ指導者の資質向上に向けた支援を検討

します。 

● 地域クラブの役割 

● 地域クラブの活動状況の把握 

● 指導者の確保 

● 資格取得と研修 
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    地域クラブ活動での指導を希望する教師等は、教育委員会へ申請し兼職兼業

が認められる場合には、報酬を受け取って指導することが可能です。この場合、

運営団体と雇用契約又は業務委託契約を結ぶことになり、活動中の事故等の責

任は運営団体又は個人が負うことになります。なお、教師等が新たに運営団体

を立ち上げる場合も兼職兼業の手続が必要です。 

    

⑷  活動内容 
 

 

   現に部活動で実施されている種目や実施方法に限らず、多様な種目・分野の

活動が実施できます。競技・大会志向で特定の種目・分野に継続的に専念する

活動だけでなく、例えば、長期休暇中に開催される体験教室や体験型キャンプ

のような活動、レクリエーション的な活動、シーズン制で複数の種目・分野を

経験できる活動などのほか、障がいの有無にかかわらず誰もが一緒に参加でき

る活動、スケートボードやスポーツクライミングのようなアーバンスポーツ、

メディア芸術やアート活動などが挙げられます。 

   「三ガク（岳・楽・学）都」をうたう松本市においては、例えば、山岳エリ

アでのスキーや登山のほか、生物多様性を学ぶ動植物研究、松本城や旧開智学

校等の歴史建造物をテーマにした建築研究や公民館活動と連携した世代間交

流活動、吹奏楽や合唱をはじめとする音楽など、市民・団体の特性を活かした

特徴的な活動が想定されます。 

   なお、活動に当たっては、生徒の自主的・自発的な活動を尊重しつつ、他の

世代向けの活動に生徒が参加するなどの交流も可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 教師等の兼職兼業 

● 種目・分野など 
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   生徒の心身の成長に配慮して健康に生活が送れるよう、国のガイドラインに

準じた次の基準を遵守して活動を実施します。 
 

休養日 

学校の学期中 

・週当たり２日以上 

・平日は少なくとも１日 

・週末は少なくとも１日以上 

・週末に大会参加等で活動した場合

は、休養日を別の日に振替 

学校の長期休業中 

・学校の学期中と同様 

・生徒が充分な休養を取ることがで

きるよう、ある程度長期の休業期

間（オフシーズン）を設ける 

活動時間 
平日 ・長くとも２時間程度 

学校休業日（週末を含む。） ・長くとも３時間程度 

※ 活動時間には、会場への移動・準備・片付け等は含みません。 

 

   

   地域クラブ活動は、学校の管理運営下での活動ではありません。活動中の生

徒同士のトラブルや事故等は、地域クラブの管理責任において対応することか

ら、指導者や参加者等に対してケガや事故等を補償する保険への加入を義務付

けるなど、管理体制の整備が求められます。地域クラブは、指導者の暴力等へ

の相談窓口を自ら設けるほか、統括団体が設ける相談窓口を活用し、公平・公

正に対処します。 

 

 ⑸ 活動場所 

   市内の市立中学校施設をはじめ、公共のスポーツ・文化施設や社会教育施設、

民間事業者等が所有する施設などが想定されます。また、民間事業者や企業、大

学などが、所有するグラウンドやプール、体育館などを活用して活動を実施する

ことも可能です。 

   なお、松本市では、地域クラブ活動の促進と保護者負担の軽減を目的に、地域

● 休養日など 

● 管理責任 
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クラブが市立中学校の施設を利用する場合の料金を減免します。また、利用に当

たっては、現状の部活動に準じて優先的な利用予約を可能とするよう検討を進め

ています。スポーツ施設と文化施設については、中学生を対象とした団体の利用

の場合は、利用料金が半額になります。施設予約に当たっては、施設ごとに利用

団体登録を行うなどの手続が必要です。 

   一方、特定の会場を必要としないＩＣＴを活用した遠隔指導も、必要に応じた

導入が想定されます。 

 

 ⑹ 大会・コンクール等への参加・運営 

   中学校体育連盟（以下「中体連」という。）主催の大会への参加は、大会要領な

どにより判断してください。なお、部活動と地域クラブが共に参加が認められる

場合、両方に所属する生徒がどちらの団体で参加するかは、生徒の主体的な選択

により決定してください。 

これまで、中体連が主催する大会をはじめ、競技団体等が主催する大会やコン

クール等についても、部活動顧問である教師がその運営を担ってきました。今後

は、地域クラブの指導者が運営スタッフとして関わるとともに、参加する生徒自

身が運営に協力する仕組みづくりが求められます。 

  

⑺ 費用負担と軽減策 

  地域クラブは、参加者からの会費等によって自立的な運営を行い、将来にわたっ

て持続可能な活動を実施します。参加者による費用負担を原則としますが、会費

は可能な限り参加しやすい金額を設定するよう努めることとします。なお、生徒

が経済的理由によって活動参加をあきらめることがないよう、松本市では就学援

助対象世帯に必要となる支援を検討します。また、通学する学校以外が会場とな

る場合があり、保護者の送迎が必要となることもありえます。送迎距離が遠距離

にならないよう、様々なエリアでの地域クラブの創設を促進します。 

  令和８年度までの移行期間においては、地域クラブの創設を促進するとともに、

活動に必要な初期費用に対する参加者負担を軽減するために、地域クラブ創設に

係る費用の支援についても検討します。 
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国のガイドラインでは、令和５年度から令和７年度までを改革推進期間と位置

付けた上で、まずは、各地域の実態に合わせて休日の部活動の地域移行を推進す

るとしています。一方、長野県は、山間部などの地域特性を鑑み令和８年度まで

に休日部活動の移行を進めるとしています。 

令和５年度にモデルケースを実施している団体の中から、「地域クラブを立ち

上げても、部活動と競合してしまい活動の継続が難しい。」という意見や「部活

動と地域クラブが混在する状況がいつまで続くのか。」などの意見が出されまし

た。移行検討協議会での協議や関係者との調整の中でも、安定的なスポーツ・文

化芸術活動の環境整備と学校の働き方改革の両方を早期に推進する必要性が確認

されているため、令和７年度までに休日部活動を、令和８年度には平日部活動も

移行することを目指して取組みを進めていくこととします。なお、移行時期は一

律に適用するのではなく、種目や地域の実情に応じて弾力的に進めるとともに、

松本市立以外の中学校では各校の実情に応じて取り組むものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域クラブの活動開始 

・地域クラブの拡充（説明会開催、市ホームページ掲載） 

・各種支援策の実施、指導者研修会の実施 

・地域・種目による地域クラブの設置状況の調整 

・地域クラブの活動の充実、拡充（説明会開催、市ホームページ掲載）  

・各種支援策の実施、指導者研修会の実施 

・令和7年 8～10月頃 全ての休日部活動を移行 

・休日移行の検証により、平日移行の進め方を再度検討 

・モデルケース実施（指導者謝礼補助・指導者資格取得補助） 

・地域クラブの運営団体・実施主体及び支援策を検討 

・施設利用（学校・公民館・スポーツ・文化）の使用料・予約のルールを整備 

・地域移行推進計画を策定・公表 

・体制が整えば、令和８年8～10月頃 全ての平日部活動を移行 

 ※地域クラブの大会参加が認められた種目などから、段階的に平日移行を 

進める。 

令和５年度 

制度設計期 

令和６年度 

移行準備期 

令和７年度 

休日移行期 

令和８年度 

平日移行期 
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⑴ 移行検討協議会 

   松本市では、令和５年度から、地域移行を円滑に進めるために課題を検討し市

の基本的な方針を協議することを目的に、有識者、地域スポーツ・文化芸術団体、

学校、保護者で構成する移行検討協議会（名称：松本市学校部活動の地域クラブ

活動への移行検討協議会）を設置しています。これまでに３回の協議会を開催し、

今後も、地域移行が完了するまで定期的に協議を重ねていきます。 

＜委員名簿＞ 

区分 氏名 所属等 

有識者 

長沼 豊 日本部活動学会副会長、大日向中学校長 

新井 喜代加 松本大学健康科学研究科准教授 

学校関係者 

宮下 昌史 松本市校長会中学校長会長（丸ノ内中学校長） 

宮澤 陽子 松本市校長会山間小規模校代表（会田中学校長） 

加藤 慎介 

松本市ＰＴＡ連合会 

矢野 麻美 

スポーツ・文化 

関係者 

横内 俊哉 松本市スポーツ協会事務局長 

柄澤 深 ＮＰＯ法人松本山雅スポーツクラブ理事長 

青山 織人 一般財団法人松本市芸術文化振興財団理事長 

教育委員会が 

必要と認める者 
櫻井 貞文 松本市公民館長会会長（今井公民館長） 

＜開催経過＞ 

回 開催日 協議内容 

１ 令和５年 ６月 ８日 取組状況、地域移行に係る課題の協議 

２ ８月２１日 モデルケースの進捗状況、今後の進め方の協議 

３ １１月１３日 地域移行推進計画案の協議 

４ 令和６年 ２月 ５日 地域移行推進計画案パブリックコメントの報告、協議 
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⑵  推進計画の見直し 

  この計画は、令和４年１２月にスポーツ庁・文化庁が策定した『学校部活動及

び地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』をもとに、移行検

討協議会での検討を重ね、松本市の実情に即した移行プランとして策定したもの

です。今後、国や長野県の指針・方針が改定された場合などは、必要に応じて見

直しを行います。 

 

⑶ 事務局 

  松本市及び松本市教育委員会の担当部署は以下のとおりです。なお、取組み全

般に関するお問い合わせは、教育政策課までご連絡ください。 

 

⑷ その他 

これまでの取組み等を松本市ホームページに掲載しています。詳しくはこちら

をご覧ください。 

    

部局 課 役割 

教育委員会 

教育政策課 

（℡0263-33-3980） 

・地域移行の計画 

・支援策の検討 

学校教育課 

（℡0263-33-9847） 

・学校施設の利用 

・学校備品の取扱い 

学校支援室 

（℡0263-33-4397） 

・学校との連携 

・指導者の研修 

生涯学習課 

（℡0263-32-1132） 

・地域活動の地域クラブ 

・公民館施設の利用 

文化観光部 

文化振興課 

（℡0263-34-3293） 

・文化芸術の地域クラブ 

・文化芸術の指導者 

・文化施設の利用 

スポーツ事業推進課 

（℡0263-45-9511） 

・スポーツの地域クラブ 

・スポーツの指導者 

スポーツ施設整備課 

（℡0263-34-1700） 
・スポーツ施設の利用 

部活動の地域移行サイト 

https://www.city.matsumoto. 

nagano.jp/site/chiikiikou/ 

https://www.city.matsumoto/


教育委員会資料 

６．２．２９ 

生涯学習課・中央公民館 
 

議案第 ４ 号  
 

松本市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 
 

１ 趣旨 

コミュニティ・スクール（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条

の５に規定する学校運営協議会を置く学校をいう。）において、社会教育法第９条

の７第１項に基づき、松本市教育委員会が委嘱する松本市地域学校協働活動推進

員（以下「推進員」という。）を設置することに関して必要な事項を定める「松本

市地域学校協働活動推進員設置要綱」を制定することについて協議するものです。 
 

２ 経過 

  ５． ４． １ 大野川小中学校に国型コミュニティ・スクールをモデル導入 

     ５．１５ 第 1 回大野川小中学校学校運営協議会を開催。以後、第２回

（９月１５日）、第３回（令和６年２月９日）を開催 

     ８．３０ 文部科学省から、「社会教育法に基づく推進員の設置には、設

置要綱などで推進員の役割や処遇などを明確にしたうえで、教

育委員会で委嘱することが望ましい」旨の助言があった。 

１２．１８ 松本市のコミュニティスクール事業あり方検討会（以下「検 

討会」という。）を開催し、モデル校の取組みについて報告（資 

料１）があり、「学校と地域の連携には、双方のことをよく知っ 

ている人材がキーポイント」などを共有。なお、第２回検討会 

を３月に実施予定（モデル校の成果などの整理、今後の展開に 

ついて検討） 
 

３ 推進員について 

  資料２のとおり 
 

４ 松本市地域学校協働活動推進員設置要綱（案） 

 資料３のとおり 
 

５ 施行期日 

 令和６年４月１日 
 

 

                    

  

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 石川 善啓 

電話 ３２－１１３２ 



松本市のコミュニティスクールのあり方検討会（２０２３．１２．１８） 

 

大野川小中学校からの報告資料（抜粋） 

 

１ 学校運営協議会（5/15・9/15）で話題になったこと 
⑴ 学校行事  

  ① ４年ぶりの町会合同運動会（6/14） 

  ② ２泊３日の奥穂高岳登山（7/18・19・20） 

⑵ デュアルスクール 

  ① ４家族７名の見学があったこと（6/2・8/18・8/21・9/12） 

  ② 家族での利用があった場合の住宅の問題 

⑶ 登山に関わる予算 

  ① 登山に関わる予算を地域でも負担できないか。 

  ② 登山は隔年なので、登山のない年は、登山の費用を「ガイド育成費」に

あて、地域と学校とで登山を実施することはできないか。 

⑷ 地域ボランティアの募集 

 

２ 登山セミナーの開催（11/29） 
  学校運営協議会主催の「学校登山の未来を考える会」を開催 

 

３ その他 
⑴ コーディネーターの存在 

  ① 総合的な学習のコーディネーターとして、地域の方の紹介や、地域の方

とのつなぎ役を担っている。 

  ② 会計事務全般を担当し、教頭の負担が大幅に軽減されている。 

  ③ ①と②のことと、週３日学校での勤務により、コーディネーターの存在

はとても大きい。 

⑵ 地域の魅力は学校の魅力・地域の課題は学校の課題、学校の魅力は地域の

魅力・学校の課題は地域の課題 

  ① 第２回の運営協議会での話し合いは、出席されたみなさんが「地域の魅

力は学校の魅力、地域の課題は学校の課題」というスタンスで話ができた

ため、大変有意義な時間となった。 

  ② Ｒ６年度は、グランドデザインに「運営協議会の願い」のスペースを作

り、委員の皆さんの意見をグランドデザインに反映させる予定 

⑶ 信州型と国型のコミュニティ―スクールの違い 

  ① 国型を導入したことで、予算運用の自由度が高くなった。 

  ② 予算運用以外については、信州型と国型の大きな違いは感じていない。 

 

 

 

資料１ 



大野川小中学校地域学校協働本部活動報告（４～１２月） 

◯地域学校協働本部事業 

 ５月 6 月 7 月 8 月 

小学校 

・畑の苗・肥料購入 

・地域自然保護活動 

（外来種駆除作業） 

・歯科保健指導 ・小 5 乗鞍岳登山ガイド 

・小 3.4 環境教育 

（シャワークライミン

グ） 

 

中学校 
・登山講習会 ・アルプホルン演奏指

導 

・中 1.2 奥穂高登山ガイ

ド 

 

共通 

・耕運機修理   ・小 5～中 3

キャリア教

育（卒業生に

学ぶ会） 

 9 月 10 月 11 月 12 月 

小学校 

・鷹の渡り観察会 

・クリアブック購入 

・まつぼっくり工作

教室 

・豆腐づくり 

・アルプホルン演奏指

導 

・秋の乗鞍散歩 

・学習室置き畳購入 ・絵具購入 

中学校 ・総合学習活動費 ・カラー診断（家庭科）   

共通 
・協働本部印鑑購入  ・学校保健委員会講演（児

童生徒保護者向け） 

 

 
〇推進員の業務 

・大野川小中学校地域学校協働本部役員選出と口座開設 

・会計業務（振込手続き、源泉徴収納付等） 

・教員と地域講師との連絡、交渉、謝礼支払 

・授業補助、総合学習のサポート、子どものサポート役 

・協働本部のメールアドレス取得（onogawa.cs@gmail.com） 

・インターネットバンキング（ゆうちょ）口座開設手続き→開設不可通知 

・デュアルスクール利用受け入れ準備、教育政策課との連携 

・のりくらミライズ移住推進チームとの連携（受入れ可能住宅の開拓） 

・地域講師募集チラシ作成 

・学校運営協議会出席 
 
〇コーディネーターとして勤務して感じた業務の意義 

 地域との連携で地域の人や子どもたちと直接かかわることができ、一緒に学校

のことを考えていくためにやりがいのある仕事である 

 教員の要望に応え、適当な地域講師を紹介できる 

 学校行事に地域の人が参加、地域行事に教員が参加できるように繋ぐ 

 デュアルスクール利用者に住まいや暮らしのことについ紹介できる 
 



地域学校協働活動推進員について 

 

１ 地域学校協働活動推進員とは 

社会教育法第９条の７第２項から、地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）

は、教育委員会の施策に協力して、地域と学校との情報共有や活動を行う地域住民等への

助言などを行う者を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設置要綱の意義 

地域学校協働活動の組織的・継続的な実施を図るためには、教育委員会と推進員との間

で、推進員が行うべき職務や、遵守すべき事項等を明確にした上で教育委員会が委嘱する

ことが望ましいことから、設置要綱を定めます。 

 

３ 推進員に期待される役割 

・地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画・立案 

・学校や地域住民、企業・団体・機関等の関係者との連絡・調整 

・地域ボランティアの募集・確保 

・地域学校協働本部の事務処理・経費処理 

・地域住民への情報提供・助言・活動促進 等 

 

４ 推進員に望まれる資質・能力 

・地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する 

・地域学校協働活動への深い関心と理解がある 

・地域の住民、団体、機関等の関係者を良く理解している 

・学校の実情や教育方針への理解がある 

・地域住民や学校、行政関係者等と協力して活動を円滑に進めることができ 

るコミュニケーション能力があり、関係者を説得し、人を動かす力がある 

・地域課題についての問題提起、整理、解決先の構築等を仲間と共に進め 

ることができるファシリテート能力にたけている 等 

資料２ 

＜社会教育法＞                        

第５条の２ 市町村の教育委員会は、前項第１３号から第１５号までに規定する活動にあ

って地域住民その他の関係者（以下「地域住民等」という。）が学校と協働して行うもの

（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当たっては、

地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活層が学校との適切な連携の下に円滑

かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力関係の整備、地域学校協働

活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第９条の７ 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会

的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域

学校協働活動推進員を委嘱することができる。 

２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施

策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動

を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。 



 

５ コミュニティ・スクール（学校運営協議会）と地域学校協働活動の関係 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※推進員の役割は、従来の松本版コミュニティスクールでは、地域のコーディネーター

である公民館長と、地域連携担当教員（教頭先生など）が担っています。 

文部科学省「地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引」より 



 

 

松本市教育委員会告示第 号 

 松本市地域学校協働活動推進員設置要綱を次のように定める。 

  令和６年 月  日 

松本市教育委員会   

  

   松本市地域学校協働活動推進員設置要綱 

  

 （趣旨） 

第１条 この告示は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の７第１項の

規定に基づき、松本市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する松本市

地域学校協働活動推進員（以下「推進員」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （設置） 

第２条 教育委員会は、地域の実情を考慮した上で、学校運営協議会（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４７条の５に規定す

る学校運営協議会をいう。以下同じ。）の対象学校の通学区域（以下「学校区」とい

う。）ごとに、当該対象学校の状況に応じて推進員を置くことができる。ただし、同

一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。 

 （委嘱） 

第３条 推進員は、地域において社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進

に熱意と見識を有する者の中から、学校運営協議会の対象学校の学校長の推薦によ

り、教育委員会が委嘱する。 

 （職務） 

第４条 推進員の職務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 地域の教育課題の解決に必要な連絡調整に関する活動 

 ⑵ 地域又は学校の教育活動への支援、企画又は参加促進に関する活動 

 ⑶ 学校運営協議会その他の必要な協議体との連携、調整に関する活動 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動 

 （任期等） 

第５条 推進員の任期は、委嘱された日から当該日が属する年度の末日までとする。

ただし、再任を妨げない。 

２ 教育委員会は、推進員に欠員が生じたときは、新たに推進員を委嘱することがで

きる。この場合において、新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 （服務） 

第６条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 法令及びこの告示の規定に従い、誠実かつ公正に職務を遂行すること。 

資料３ 



 

 

 ⑵ その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしない

こと。 

 ⑶ その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。 

 （守秘義務） 

第７条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

 （解嘱） 

第８条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当

該推進員を解嘱することができる。 

 ⑴ 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めら

れる場合 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認めら

れる場合 

 （活動状況の管理） 

第９条 推進員は、同一年度内における活動が終了した日から起算して３０日を経過

した日、又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、地域学校協働活動推

進員活動記録簿（別記様式）に必要事項を記載し、教育委員会に提出しなければな

らない。 

 （庶務） 

第１０条 推進員に関する事務は、生涯学習課で行う。 

 （補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 

  

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

  



 

 

 

 

 



 

 

議案第 ５ 号 

 

あがたの森図書館の移転に伴う作業及び特別整理のための休館について 

 

１ 趣旨 

  重要文化財旧松本高等学校本館耐震対策工事完了による図書館及び図書館事務

室の移転に伴い、移転作業期間及び特別整理（蔵書点検）期間を休館することにつ

いて協議するものです。 

 

２ 移転先 

  別紙１のとおり 

 

３ 休館期間 

令和６年３月１５日（金）～令和６年３月２９日（金）までの１５日間 

内訳は次のとおりです。 

⑴ 移転作業に伴う休館  

令和６年３月１５日（金）～令和６年３月２６日（火） 

 ⑵ 特別整理（蔵書点検）に伴う休館 

   令和６年３月２７日（水）～令和６年３月２９日（金） 

 

４ 休館中の対応について 

 ⑴ ブックポストによる返却の継続（あがたの森文化会館の休館日は除く） 

 ⑵ 予約本貸出し 

 １５日（金）～１７日（日）、２３日（土）、２４日（日）、２６日（火） 

 午前１０時～午後５時 

 

５ 周知方法 

 ⑴ 館内掲示による周知 

 ⑵ 広報まつもと３月号へ掲載します。 

⑶ 市ホームページ、図書館ホームページ、図書館 Facebook 及び図書館Ⅹ（旧

Twitter）へ掲載します。 
 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

６．２．２９ 

中央図書館 

担当 中央図書館 

館長 藤森 千穂 

電話 ３２－００９９ 



別紙１ 

 

 

重要文化財旧松本高等学校本館（あがたの森文化会館）配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ・・・移転先 

 

 

 ・・・移転元 

 

仮設図書館 
仮設書庫 

仮設事務室 

N



 

 

 

 

議案第 ６ 号 

 

松本市指定文化財の指定に係る諮問について 

 

１ 趣 旨 

  松本市文化財保護条例に基づく文化財の指定を行うため、同条例第７条第２項の規定

により松本市文化財審議委員会へ諮問することについて協議するものです。 

 

２ 諮問物件 

名称 指定区分 所在地 

廣澤寺蔵 元版五燈会元 重要文化財 
里山辺 5112 

（廣澤寺） 

師岡総本家伝来松本城中絵図 

（水野氏時代松本城下町絵図） 
重要文化財 

大手 3丁目 2番 21号 

（松本市立博物館） 

元禄期松本城下絵図 重要文化財 
丸の内 4番 1号 

（文化財課） 

  ※別紙諮問書（案）及び諮問物件調書を参照 

 

３ 主な経過 

  令和４年 ９月  第１回文化財審議委員会で指定候補とすることについて協議開始 

  令和５年 １月～ 類例調査・資料状況確認の実施 

           指定名称の調整 

           指定後の管理体制についての検討 

      １１月  第３回文化財審議委員会で、当該物件を指定する方向で確認 

 

４ 今後の日程 

  令和５年度第４回文化財審議委員会に諮問します。 

 

 

 

教育委員会資料 

６．２．２９ 

文化財課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３２－３２９２ 



松本市教育委員会諮問第５号  

令和６年３月６日  

 

松本市文化財審議委員会 

  委員長 山本 雅道 様 

 

松本市教育委員会   

 

 

松本市指定文化財の指定について（諮問） 

 

 

 下記の文化財について、松本市指定文化財の指定を行いたいので、貴審議委員会の意見

を求めます。 

 

記 

 

１ 指定の諮問をする物件 

 ⑴ 名称・指定区分・所在地 

名 称 指定区分 所 在 地 

廣澤寺蔵 元版五燈会元 
重要文化財 

（典籍類） 

里山辺 5112 

（廣澤寺） 

師岡総本家伝来松本城中絵図 

（水野氏時代松本城下町絵図） 

重要文化財 

（歴史資料） 

大手 3丁目 2番 21号 

（松本市立博物館） 

元禄期松本城下絵図 
重要文化財 

（歴史資料） 

丸の内 4番 1号 

（文化財課） 

 

 ⑵ 適用条文 

  ア 松本市文化財保護条例 第３条 

  イ 松本市文化財保護条例施行規則 第２条第１項（別表第１指定基準） 

 

２ 諮問調書 

  別紙のとおり 

（案） 



 

 

松本市指定文化財諮問物件調書 

 

１ 指定区分  松本市重要文化財 

２ 名 称  廣澤寺蔵 元版五燈会元（こうたくじぞう げんばんごとうえげん） 

３ 所 在 地  里山辺５１１２（廣澤寺） 

４ 所 有 者  廣澤寺 

５ 物件の概要 

⑴ 員 数  ２０巻 

⑵ 年 代  鎌倉時代 

⑶ 形 態  冊子 

⑷ 内 容 

中国の南宋時代に成立した禅宗の歴史を記した書である。これは宋版と呼ばれており、

廣澤寺所蔵のものは元の時代に編集・印刷されたもの(元版)である。元版の五燈会元は

世界でも数点しか確認されておらず、貴重な典籍といえる。 

６ 指定理由および根拠 

 ⑴ 指定基準 

  ア 種 別 ４ 典籍類 

  イ 基 準 １ 原本若しくは優秀な古写本又は系統的、歴史的にまとまったもので、

この地方の文化史上重要と認められるもの 

 ⑵ 指定理由 

『五燈会元』は日本や中国で版が重ねられているが、廣澤寺に伝わるものは初期の版

に属すること、現存するものが少ないなかで完全な状態で残っていることで禅宗史上貴

重な典籍である。また、松本地方に関係する武士と考えられる名前が寄進者等として書

き込まれており、それら氏族の存在や当時の政治情勢を伺うことができる点で、地域史

料としての価値も高い。 

７ その他参考となる資料 

  廣澤寺誌編纂委員会『龍雲山廣澤寺誌』（令和２年５月） 

 

  

 



 

松本市指定文化財諮問物件調書 

 

１ 指定区分  松本市重要文化財 

２ 名  称  師岡総本家伝来松本城中絵図（水野氏時代松本城下町絵図） 

３ 所 在 地  大手３丁目２番２１号（松本市立博物館） 

４ 所 有 者  松本市 

５ 物件の概要 

⑴ 員 数  １点 

⑵ 年 代  江戸時代前期（水野氏時代） 

⑶ 形 態  軸 

⑷ 内 容 

紙本着色。城下町絵図のうち城郭を中心に詳しく描く。堀・河川を青色で描き、 

周囲の山に淡緑色を配する。薄茶色に塗った道の中に朱線を引き、中でも善光寺 

街道と城内へ通じる朱線を太く描く。町や堀には長さを表記し、武家地について 

は間口と奥行きの寸法を明示し、表門がどちらに開いているかを門の形で示す。 

歩行（徒歩）と足軽の屋敷にはその記載はない。 

６ 指定理由および根拠 

 ⑴ 指定基準 

  ア 種 別 ９ 歴史資料 

  イ 基 準 １ 政治、経済、社会、文化等この地方の歴史上の各分野における重要

な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 

 ⑵ 指定理由 

この絵図は水野氏時代の城郭や武家地の様子を詳細に描いていて、松本城の城郭部

分を見るうえで有益な資料である。また、道路には朱線が引かれており、当時の主要

道路の様子も知ることができる。 

７ その他参考となる資料 

『松本城・城下町絵図集』（松本市教育委員会） 

『国宝松本城 解体・調査編』（松本市教育委員会） 

金井圓「松本城下絵図のこと」（『地方史のとびらを開く』北樹出版） 

 



 

松本市指定文化財諮問物件調書 

 

１ 指定区分  松本市重要文化財 

２ 名  称  元禄期松本城下絵図 

３ 所 在 地  丸の内４番１号（文化財課） 

４ 所 有 者  松本市 

５ 物件の概要 

⑴ 員 数  １点 

⑵ 年 代  江戸時代前期（水野氏時代） 

⑶ 形 態  巻 

⑷ 内 容   

紙本墨画。黒一色で描き一部に朱書きがある。武家地は徒士以上の屋敷には記名を 

し、北部の足軽屋敷地には記名がない。それに比して町人地の記述は詳しく、間口・

住居者名・檀那寺名・居住する男女の数、ところによって職種が書かれている。これ

はこの絵図の大きな特徴である。 

６ 指定理由および根拠 

 ⑴ 指定基準 

  ア 種 別 ９ 歴史資料 

  イ 基 準 １ 政治、経済、社会、文化等この地方の歴史上の各分野における重要

な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 

 ⑵ 指定理由 

この絵図は水野氏時代に属するもので、地元に残る最古の絵図といえる。とくに町

人地の様子が詳しく、屋敷割や住人の数や菩提寺が網羅されているので、元禄期松本

城下の町人地の姿を究明する上で貴重な資料である。 

７ その他参考となる資料 

『松本城・城下町絵図集』（松本市教育委員会） 

光成由佳・服部亜由未「「元禄期松本城下絵図」からみる町人地」 

(『馬場家研究報告 2017』) 

 



 

 

 

議案第 ７ 号 

 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画の策定について 

 

１ 趣 旨 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画（以下「計画」という。）（案）に対するパブリックコメ

ント及び市議会経済文教委員協議会での協議結果等を踏まえ、計画を策定するものです。 

 

２ 経過 

  ４．１２． ８   第１回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会を開催 

  ５．１１．２０  第４回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会において、計画

（案）を了承 

１２．２２  教育委員会に計画（案）を協議 

       ２６  庁議に計画（案）を協議 

６． １．１２  市議会経済文教委員協議会に計画（案）を協議 

１３～ パブリックコメント実施（２．１１まで） 

     ２．１６  史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会において、計画（案）

の修正を了承 

 

３ パブリックコメント等の結果 

 ⑴ パブリックコメントの結果及び対応 

   別紙１のとおり 

 ⑵ 市議会経済文教委員協議会における意見及び対応 

   別紙２のとおり 

 

４ 修正後の計画（案） 

 ⑴ 概要版 

別紙３のとおり 

 ⑵ 計画（案） 

   別冊のとおり 

 

５ 今後の予定 

今後の庁議及び市議会経済文教委員協議会に計画策定を報告します。 

教育委員会資料 

６．２．２９ 

文化財課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 



 

史跡小笠原氏城跡整備基本計画（案）に対するバブリックコメントの結果について 

 
 
１ 募集期間 
  令和６年１月１３日（土）から令和６年２月１１日（日）まで 
 
２ 閲覧方法 
 ⑴ 市ホームページ 
 ⑵ 窓口（文化財課、行政情報コーナー、各地区地域づくりセンター） 
 
３ 実施結果 
 ⑴ 件数 
   １５件（３人） 
 ⑵ 提出方法 
  ア 直接提出    １件（１人） 
  イ ファクシミリ １２件（１人） 
  ウ Ｅメール    ２件（１人） 
 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの 10 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれてい

るもの 

1 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考と

するもの 

0 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの 2 

オ その他 計画内容に関する質問、意見なしとしたもの 2 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 
 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

第１章 
第３節 
２ 計画策定の経過 

⑸から⑹（地元説明会、策定
委員会、パブリックコメン
トの実施）について記入す
べき。 

【ア 反映する意見】 
それぞれ実施結果を記載します（4
ページ）。 

２ 

第１章 
第 4節他計画との関係 
12 松本市観光ビジョン 

計画期間が令和 6 年度から
のものが策定されるので、
記載を改めるべき。 

【ア 反映する意見】 
パブリックコメント時はビジョン
策定前であったため記載していま
せん。改定後のビジョンの内容に修
正します（10ページ）。 

３ 

第５章 
第２節 
３ 整備の時代設定 
⑵ 林城跡 

表 10 とあるが、表 11 の誤
りではないか。 

【ア 反映する意見】 
ご意見のとおり誤記のため、表 11
に修正します。 

４ 

第６章 
第１節 
１ 全体計画 
⑴ 整備方針 

「本質的価値の保存」とあ
るが、「遺構の保存」とすべ
きではないか。 

【イ 趣旨同一の意見】 
「本質的価値」の中に、遺構を含め
ているため、現在の記載のとおりと
します。 

別紙１ 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

５ 

第６章 
第１節 
１ 全体計画 

「検討します」という表記
はおかしいのではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 
本計画内で実施が困難と思われる
ものについては、検討する旨の表記
としています。 

６ 

第６章 
第１節 
２ 地区区分計画 
⑴ 地区区分の概要 
エ 林城周辺エリア 
 

エントランスエリアとし
て、「橋倉公民館エリア」を
追加していただきたい。こ
れに合わせて、119ページ図
85、128ページ図 86、132ペ
ージ図 88にエントランスエ
リア、駐車場を追加してい
ただきたい。 

【ア 反映する意見】 
大城の地区区分に、橋倉公民館周辺
を「橋倉エントランスエリア」とし
て記載します。115ページ図 83（大
城地区区分図）に「橋倉エントラン
スエリア」を、132ページ図 88（林
城跡動線計画図）に駐車場想定地と
して橋倉公民館周辺をそれぞれ追
加します。 

７ 

第６章 
第１節 
２ 地区区分計画 
⑴ 地区区分の概要 
エ 林城周辺エリア 
 

「橋倉公民館エリア」につ
いて、「また林道入り口（橋
倉公民館付近）のエリアは
高齢者や急な山道を歩くこ
とが困難な方に優しいエン
トランスエリアとします。」
という記載を追加してほし
い。 

【ア 反映する意見】 
上記のように、大城の地区区分とし
て「橋倉エントランスエリア」を追
加し、「他の遊歩道と比べ傾斜が緩
やかで歩きやすい橋倉ルートのエ
ントランスとし、徒歩で見学するこ
とが困難な見学者の車両のエント
ランスとしても位置付けます。」と
記載します（116ページ）。 

８ 

第６章 
第１節 
２ 地区区分計画 
⑵ 地区別整備方針 

短期（前期、後期）、中長期
（167ページでは長期）の記
載の整合が取れていない。 

【ア 反映する意見】 
整合が取れていない箇所について、
記載を修正します。 

９ 

第６章 
第２節 
１ 史跡全体の動線計画 

「駐車場へ誘導します」と
あるが、どこへ誘導するの
かを記載すべき。 

【ア 反映する意見】 
誘導する駐車場として教育文化セ
ンター、針塚古墳を記載します（128
ページ）。 

10 

第６章 
第２節 
１ 史跡全体の動線計画 

動線の中に松本市立考古博
物館（167ページで山城等に
関する展示を検討する旨記
載）は入れないのか。 

【エ 対応が困難な意見】 
主要道路から史跡への動線を記載
する箇所であるため、松本市立考古
博物館は記載していません。 

11 

第６章 
第２節 
３ 大城 
⑵ 管理用動線 
⑶ 見学路を徒歩で利用
することが困難な見学
者の動線 

具体的に駐車場はどうする
のか、車優先なのか等を記
入すべき。 

【ア 反映する意見】 
橋倉ルート登り口周辺の駐車場の
設置について検討する旨の記載、地
区区分を行います（167ページ）。な
お、⑴に大城の見学動線は徒歩によ
ることを原則とする旨を記載して
います。 

12 
第６章 
第８節 
５ 車両誘導サイン計画 

「次期整備」とあるが、何を
指しているのか。 

【ア 反映する意見】 
「中・長期計画」に修正します。 
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第６章 
第 10節 
１ 基本方針 

「長期計画」とあるが、いつ
のことか。 

【オ その他】 
今後の検討事項であるため、具体的
時期は未定です。なお、「長期計画」
を「中・長期計画」に修正します。 
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第６章 
第 16節 
２ 短期事業計画 

事業スケジュール表の前
期・後期が短期であること
を示すべき。 

【ア 反映する意見】 
前期・後期が短期計画の区分である
ことが分かるように記載します
（179～183ページ）。 



 

市議会経済文教委員協議会における意見及び対応 

 

 

１ 意見に対する対応 

区分 内容 件数 

その他 計画（案）の内容に関する質問 ２件 

計 ２件 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

No. 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

事業全般 事業規模はどのくらいなの

か。 

設計ができていないので、大まかな

数字になるが、１０年間で６億円を

見込んでいる。中でも、林城跡の枯

損木伐採とウッドチップ化が事業

費に占めるウェイトが大きい。 

２ 

事業全般 １０年間の計画期間ででき

ないこととして、何を想定

しているのか。 

計画期間内で間に合わないものと

して、駐車場やトイレの設置等があ

る。中期以降に取り組むことを考え

ている。 

 

別紙２ 
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史跡小笠原氏城跡は、平地に築かれた井川城跡と山地に築かれた林城跡からなり、室町時代に信濃

守護であった小笠原氏の拠点として機能していました。

井川城跡は、発掘調査により、周囲を堀や川、土塁で囲まれた南北１００メートル、東西７０メー

トルの長方形を呈する大規模な居館跡であることが分かりました。居館跡の範囲は、大がかりな盛土

造成により周囲より高く築かれていました。居館跡からは礎石建物跡等が確認され、中国産や瀬戸産

の陶磁器（当時は高級品で所有者の権威を示すものでした。）が出土しています。

林城跡は、大
おおじょう

城と小
こじょう

城の２つの城で構成され、周囲に石積を巡らせた主
しゅかく

郭、尾根上に築かれた無数

の曲
く る わ

輪群、竪
たてぼり

堀と一体化した堀
ほりきり

切等、松本平に特有な戦国時代の山城の姿を良好に残しています。

また、大城と小城の間の谷部には居館を始めとする小笠原氏の本拠があったと推測され、平成１４

年度に行われた林
はやしやまこし

山腰遺跡の発掘調査では、その一端を示す中世の遺構や遺物が確認されました。井

川城跡と林山腰遺跡の発掘の成果から、１５世紀末までに小笠原氏の拠点が井川城から林城へと移動

したことが明らかになりました。

史跡小
お

笠
がさ

原
わら

氏
し

城
しろ

跡
あと

の概要

井川城跡の遺構

井川城跡の礎石建物跡 井川城跡の堀跡 井川城跡の遺構イメージ

井川城跡で見つかった陶磁器

青磁碗

染付碗
天目茶碗

大城と小城に挟まれた林山腰遺跡

井

青
せいじわん

磁碗・染
そめつけわん

付碗：中国産　天
てんもくちゃわん

目茶碗：国産
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林城跡（大城・小城）の遺構

史跡小笠原氏城跡位置図

堀切（大城）

切
きりぎし

岸と曲輪（大城）

主郭（小城） 主郭の土塁（大城）石積（小城）
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史跡小笠原氏城跡整備基本計画は、令和３年度に策定した史跡小笠原氏城跡保存活用計画で整理

した史跡の抱える現状と課題、基本方針等に基づき、史跡小笠原氏城跡の今後の具体的な整備の内

容やスケジュールを示しています。史跡を適切に保存し、多くの人から大切にされ、次世代へ継承

されていく魅力的な史跡となる整備を行うことを目的として策定するものです。

本計画の対象範囲は、史跡指定地及びその周辺とし、令和６年度から令和１５年度までの１０年

間を計画期間とします。

計画の目的

計画の対象範囲と期間

史跡小笠原氏城跡の本質的価値（国指定史跡としての学術的価値）
１　信濃守護小笠原氏の居城（本拠地）であること

小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田晴信（信玄）の侵攻により信濃を

追われるまでの居城（本拠地）であることが、文献史料、発掘調査等により明らかにされています。

２　室町時代から戦国時代への領主の居城（本拠地）の変遷を知ることができる
中・近世の史料と井川城跡、林山腰遺跡の出土遺物から裏付けられた、小笠原氏の井川城から林

城への拠点移動は、戦国時代の軍事的な緊張の高まりの中、列島規模で行われた平地居館から山城

への地域領主の拠点移動の状況を具体的に示しています。我が国における室町時代から戦国時代に

至る領主の居城（本拠地）の在り方を示す典型例であり、保存状態も良好であることに極めて高い

価値があります。

３　信濃を取り巻く諸勢力の軍事的、政治的な動向をうかがうことができる
３城跡は、信濃守護に任じられてからの小笠原氏による信濃支配、小笠原氏の分裂、武田晴信の

信濃侵攻による小笠原氏の信濃退去に至るまでの変遷を示すとともに、室町幕府や鎌倉府、上杉、

徳川、北条といった信濃を取り巻く諸勢力の政治的、軍事的な動向を知る上でも重要です。

４　中世的な支配構造から近世的な支配構造への変化を捉えることができる
戦国時代から江戸時代初めにかけて、方形居館や山城を中心とした中世的な支配構造から、平地

の拠点城郭を核とする近世的な支配構造へと変化を遂げました。その過程を、松本市域の４キロメー

トル四方の中に所在する、小笠原氏城跡と松本城という中・近世の城郭遺産によって総体的に捉え

ることができます。

１　遺構の保存を第一とし、段階的な整備を行います。

２　史跡の本質的価値を多くの人に理解してもらえるよう、調査研究の成果や整備過程等の

　情報を発信しながら整備を行います。

３　史跡の景観に調和した整備を行い、地域住民や見学者が安全・快適に史跡を活用できる

　よう、市民に親しまれる整備を行います。

４　室町時代から戦国時代までの城館の姿を体感できる整備を行います。

整備の基本方針

信濃守護小笠原氏の拠点移動や府中一帯の政治的、軍事的動向を
城郭遺構から体感できる整備を目指す。
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井川城跡の整備計画図

①・②土塁・堀跡等の遺構表示（令和 11 ～ 14 年度）
①主郭の土塁や堀跡等の遺構の範囲を、カラー舗装等を用いて表示し、居館の構造を現地で理解で

きるようにします。

　②主郭東側は芝を張り、堀・流路等の遺構の範囲をカラー舗装等を用いて表示します。

管理・便益施設の設置（令和 11 ～ 14 年度）
生垣、柵等の管理施設、東屋・ベンチ等の便益施設を設置し、見学環境を整備します。

②排水対策（令和 11 ～ 14 年度）
主郭東側の範囲の排水対策として、盛土や排水路整備を行います。

説明板、案内板等の整備（令和 12 ～ 14 年度）
居館跡の構造等を理解してもらえるよう、説明板、案内板等のサイン類を設置します。

①～③発掘調査の実施（令和 7～ 10、15 年度）
整備範囲及び西側公有地の地下遺構の状況を確認するための発掘調査を実施します。

3

2

1

井川城跡整備の基本方針
〇周辺の土地利用状況や生活空間に配慮しながら、市有地を中心に段階的な整備を実施します。

〇居館跡であることが視覚的に分かるように、遺構表示やサイン類設置を行います。

〇市街地に位置し、保育園も隣接していることから、市民の憩いの場や地域活動の場としての

活用が可能となるよう整備を行います。
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見学路・遺構周辺の枯損木の伐採、残置木の撤去（令和6～15年度）

見学路や主要遺構周辺の松枯れ等枯損木を伐採し、見学者の安全の確保、倒木による遺構の破損を

防止します。また、曲輪等に残置されている伐採木を撤去し、遺構を見やすくします。

①遊歩道部分の遺構と遊歩道の修復（令和 7～ 13 年度）
遊歩道が降雨時の水みちとなり、流水によって遺構や遊歩道が削られてしまっています。こうした部

分を埋め戻し、遺構の修復を行った上で、遊歩道を修復します。

石積の保存（令和 6年度～）
詳細測量による石積の現状記録、破損状況等の調査を行います。また、定点測量等により、石積の

破損状況等の変化を経過観察します。

説明板、案内板等の設置（令和 6～ 10 年度）
見学者が、土塁や石積といった遺構を見ながら、山城の構造や史跡について理解を深めるための説

明板や案内板等のサイン類を設置します。

林城跡　大城・小城の整備計画図

②管理用道路の修復（令和 7～ 10 年度）
橋倉地区から主郭へ通じている車道を史跡の見学路・管理用道路として位置付け、法面オーバーハン

グ箇所の修復、路面補修等を行います。

松枯れ枯損木（大城主郭）

③遺構の見学スポットの設置（令和 8～ 10 年度）
Ａ：曲輪を観察できるよう、除草、ウッドチップの散布、説明板の設置等を行います。

Ｂ：土塁の上から堀切を見下ろし、規模を体感できるよう、階段等の設置を行います。

石積（大城主郭）

大城の遊歩道

車道法面のオーバーハング

土塁の修復（令和 8～ 10 年度）
主郭背後の土塁は、見学路が通っている部分

が削れてしまっているため、修復を行います。

①遊歩道部分の遺構・遊歩道の修復

②管理用道路の修復

③遺構の見学スポット
　の設置

林城跡整備の基本方針
〇石積等の主要遺構の保存を図ります。

〇主要遺構が集中している範囲と見学路周辺を中心

に段階的な整備を実施します。

〇遺構を見ながら戦国時代の山城を体感できるよ

う、特徴的な遺構や城跡の構造に関する説明板の

設置等によって史跡の理解を図ります。
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

東側郭外 主郭遺構表示 東側郭外 東側郭外 西側市有地

内容検討 基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

主体部 管理用道路 遊歩道 整備箇所

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

基本設計 実施設計 整備

１年次 ２年次 ３年次

１年次 ２年次 ３年次

表流水調査 発掘調査 基本設計 実施設計 修復

測量
上面発掘 基本設計 実施設計 整備

内容検討 基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討・実施

実施

主体部

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

作業ヤード検討 １年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討・実施

実施

中・長期

見学スポット
設置

前期（R6～R10） 後期（R11～R15）

井
川
城
跡

発掘調査

サイン類整備

地形造成
遺構表示
管理便益施設

枯損木等伐採

残置木の撤去

毀損遺構・遊
歩道の修復

管理用道路整
備

サイン類整備

地
区

項目
短期

眺望点検討

城内通路調査
・見学路付替
え

史跡周囲眺望
の確保

眺望点検討

林
城
跡
（
小
城
）

発掘調査

石積現状記録
調査

枯損木等伐採

残置木の撤去

サイン類整備

城内通路調査
・見学路付替
え

史跡周囲眺望
の確保

林
城
跡
（
大
城
）

発掘調査

石積現状記録
調査

土塁等修理

事業スケジュール
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例　言

１　本書は、長野県松本市に所在する史跡小笠原氏城跡　井川城跡　林城跡の整備基本計画書

（以下「本計画」という。）です。

２　小笠原氏城跡には、同名の長野県史跡が存在します。両者を区別するため、本書中では国

指定を「史跡」、長野県指定を「県史跡」と表記します。

　　なお、各史跡の構成は以下のとおりです。

　⑴　史跡　小笠原氏城跡（おがさわらししろあと）井川城跡、林城跡（大城・小城）

　⑵　長野県史跡　小笠原氏城跡（おがさわらしじょうあと）林城跡（大城の一部）、埴原城跡、

山家城跡、桐原城跡

３　史跡小笠原氏城跡のうち、林城跡は大城と小城の 2 城跡で構成されているため、本計画に

おいて、個別に示す場合には、大城、小城と表記し、併せて呼称する場合には、林城跡と表

記します。なお、引用元に林大（小）城又は林大（小）城跡等の呼称がある場合は、引用元

の表記のままとしています。

４　整備基本計画策定事業は、松本市教育委員会が歴史活き活き！史跡等総合活用事業として

国庫補助金の交付を受け、令和 4 年度（2022 年度）から令和 5 年度（2023 年度）の 2 か年

で実施しました。

５　本計画策定に当たり、史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会、文化庁文化資源活用課

及び長野県教育委員会文化財・生涯学習課の指導及び助言を受けました。

６　計画の執筆・編集並びに事業に係る事務は、松本市教育委員会文化財課が行い、関連業務

の一部を株式会社イビソク長野営業所に委託しました。
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第 1章　整備基本計画策定の経緯と目的

第 1節　計画策定の経緯

史跡小笠原氏城跡は、室町時代の平地居館である井川城跡と、戦国時代の山城であり、

山麓の本拠と一体となって機能した林城跡からなります。いずれの城も正確な築城年代

は不明ですが、井川城は小笠原貞宗が信濃守護となった 14 世紀前半、林城は、小笠原

清宗によって 15 世紀中頃から後半の初め頃に築かれたと考えられています。林城の麓

の林山腰遺跡（里山辺）の発掘調査では、15 世紀末頃に築かれた林城の山麓拠点に関わ

る施設と推定される遺構が確認されました。林山腰遺跡の成立時期が、井川城の廃絶時

期と合致することから、井川城から林城への小笠原氏の拠点移動が想定されます。

林城は、天文 19 年（1550 年）の武田氏による府
ふちゅう

中（当時の松本周辺の呼称）侵攻に

より周辺の城とともに自落（戦わずに逃亡又は降参すること。）しましたが、廃城時期

は明らかになっていません。小笠原氏の後は、武田氏が深志城を拠点として府中一帯を

統治しますが、天正 10 年（1582 年）に武田氏が織田氏によって滅ぼされ、織田信長が

本能寺の変で亡くなると、信濃は上杉・徳川・後北条・豊臣氏らによる勢力争いの場と

なりました。小笠原貞慶が深志城に入ると、領国支配を固めるため、木曽氏や仁科氏、

府中を狙う上杉氏とも戦うなど不安定な情勢が天正 13 年（1585 年）頃まで続くため、

林城を始めとした周辺の山城が修築を受け、活用された可能性があります。

近世に入ると、井川城跡は、古城の伝承を残しながらも耕作地化が進み、宅地開発が

進んだ現在も耕作地としてその景観を保っています。林城跡も近代に入り山腹の一部が

桑畑等の耕作地として活用されましたが、遺構の多くが良好に残ります。

井川城跡及び林城跡は、昭和 42 年（1967 年）にそれぞれ市指定史跡（昭和 51 年（1976

年）、井川城跡は市特別史跡へ改称）となりました。更に林城跡は、小笠原氏が構築し

た規模の大きな山城で、当時の城館の在り方や小笠原氏の勢威を知る重要な資料である

ことを理由に、昭和 45 年（1970 年）に埴原城跡とともに長野県史跡に指定されました。

昭和 55 年（1980 年）には、山
や ま べ

家城跡、桐原城跡が追加指定され、井川城跡を除く 5 城

が県史跡小笠原氏城跡（以下「県史跡 5城」という。）として保護されました。

井川城跡は、平成 25 年（2013 年）に、隣接地が松本市中条保育園の移転予定地となっ

たことから、早急に井川城跡の実態解明と保護を図る必要が生じました。松本市教育委

員会は、史跡指定を視野とした学術的な価値付けを目的として、平成 25 年度（2013 年度）

から平成 27 年度（2015 年度）にかけて井川城跡の範囲・内容確認のための発掘調査を

実施しました。調査の結果、周囲を堀で囲まれた、守護クラスにふさわしい規模の居館

跡が良好に保存されている可能性が高いことから、「井川城跡の整備・活用方針」を策

定し、遺跡の将来的な保存活用を図る方針を示しました。この方針では、井川城跡と県

史跡 5 城を一体的に保存活用することを盛り込んでおり、地元町会からの国史跡指定要

望を受け、指定に向けた取組みに着手していた県史跡 5 城と事業を統合し、「小笠原氏

城館群史跡整備事業Ⅰ」として、6城の国史跡指定を目指しました。

その後、文化庁、長野県教育委員会、有識者と検討を重ねた結果、「小笠原氏本城の変遷」

をテーマに井川城跡と林城跡の 3城に絞って指定を目指すこととなり、平成 29 年（2017
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年）2 月 9 日に井川城跡及び大城が国史跡に指定され、平成 31 年（2019 年）2 月 26 日

には小城が追加指定されました。

3 城跡の史跡指定を受け、史跡を次世代へ継承するに当たっての保存活用の方針を定

めるため、令和 3 年度（2021 年度）に史跡小笠原氏城跡保存活用計画（以下「保存活用

計画」という。）を策定しました。

この保存活用計画で示した方針に基づき、具体的な保存活用、整備方針を定めた本計

画を策定します。

　第 2節　計画策定の目的

史跡小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田氏により信濃を追

われるまでの居城（本拠地）の変遷を追うことができ、室町時代から近世初頭までの信

濃を取り巻く諸勢力の政治的、軍事的動向を知る手掛かりを残す重要な史跡です。

本計画は、保存活用計画で整理した史跡の抱える現状課題、基本方針等に基づき、史

跡を適切に保存し、多くの人から大切にされ、次世代へ継承されていく魅力的な史跡と

なる整備を行うことを目的として策定しました。

井川城跡 小城

大城

埴原城跡 

桐原城跡 

山家城跡 

松本駅

松本城

　　 史跡小笠原氏城跡

　  県史跡小笠原氏城跡

位置図範囲

林城跡 

【図 1】松本市及び小笠原氏城跡の位置図
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第 3節　計画策定の組織と経過

1　委員会の設置

本計画の策定に当たり、有識者と地域関係者 9 名からなる「史跡小笠原氏城跡整備基

本計画策定委員会」（以下「委員会」という。）を設置しました。委員会では、松本市教

育委員会文化財課（以下「文化財課」という。）が事務局となり、本計画案を提示し、様々

な見地から意見をいただくとともに、文化庁文化資源活用課並びに長野県教育委員会文

化財・生涯学習課から指導・助言を得ました。

委員会の様子（第２回委員会） 林城跡（大城）現地指導の様子（第３回委員会）

2　計画策定の経過

⑴　第１回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会

日程：令和 4年（2022 年）12 月 8 日（木）

場所：松本市大手公民館 2階　大会議室

内容： 委嘱状交付、委員会設置目的及び経過報告について、計画策定のスケジュール、

整備基本計画構成（案）について、整備基本計画案について（第 1章～第 5章）

⑵　第２回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会

日程：令和 5年（2023 年）2月 6日（月）

場所：松本市中央公民館（Мウイング）大会議室 3-2

内容：令和 5年度計画策定スケジュールについて、第 1回委員会後の修正箇所につ

　　　いて、整備基本計画案について（第 6章 第 1節 ～第 2節）

⑶　第 3回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会

日程：令和 5年（2023 年）9月 1日（金）

場所：松本市中央公民館（Мウイング）大会議室 3-2（委員会）、大城（現地指導）

内容：令和 5年度計画策定スケジュールについて、第 2回委員会後の修正箇所につ

　　　いて、整備基本計画案について（第 6章 第 3節 ～第 16 節）（委員会）

　　　城内通路調査成果の検討、遺構復元図の検討、遊歩道洗堀箇所の確認（現地

　　　指導）
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⑷　第 4回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会

日程：令和 5年（2023 年）11 月 20 日（月）

場所：松本市中央公民館（Мウイング）大会議室 3-2（委員会）

内容：令和 5年度計画策定スケジュールについて、第１章～第 5章の修正箇所につ

　　　いて、第 6章の修正箇所について

⑸　地権者及び地元町会等への説明

ア　井川城下区町会・地権者説明会

　日程：令和 6年（2024 年）1月 19 日（金）

　場所：井川城下区公民館

イ　里山辺林町会・地権者説明会

　日程：令和 6年（2024 年）1月 21 日（日）

　場所：林公民館

ウ　入山辺橋倉町会・地権者説明会

　日程：令和 6年（2024 年）1月 26 日（金）

　場所：橋倉公民館

⑹　第 5回史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会

日程：令和 6年 2月 16 日（金）

場所：松本市大手公民館大会議室

内容：パブリックコメント及び地元説明会の実施結果について、第１章から 5章ま

　　　での修正箇所について、第 6章の修正箇所について

⑺　パブリックコメントの実施

ア　募集期間

　令和 6年（2024 年）1月 13 日（土）～令和 6年（2024 年）2月 11 日（日）

イ　閲覧方法

　市ホームページ

　窓口（文化財課、行政情報コーナー、各地区地域づくりセンター）

ウ　意見募集方法

　意見募集用紙を文化財課に Eメール、ファックス、郵送又は窓口に直接提出

　電子申請（LoGo フォーム）

エ　実施結果

　件数：15 件（3人）

　提出方法：Eメール 2件（1人）、直接提出 1件（1人）、ファクシミリ 12 件（1人）
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松本市教育委員会告示第３６号

　史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会設置要綱を次のように定める。

　　令和４年９月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本市教育委員会　　

　　　史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会設置要綱

　（目的）

第１条　この要綱は、史跡小笠原氏城跡の保存活用及び整備の指針となる史跡小笠原氏城跡

整備基本計画（以下「整備基本計画」という。）を策定するため、史跡小笠原氏城跡整備

基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置することについて必要な事項を定

めることを目的とする。

　（所掌事項）

第２条　委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

　⑴　整備基本計画の策定に関すること。

　⑵　その他必要な事項に関すること。

　（組織）

第３条　委員会は、委員１０人以内をもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

　⑴　地域関係者

  ⑵  有識者

　（任期）

第４条　委員の任期は、委嘱の日から整備基本計画が策定される日までの間とする。

　（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選出する。

２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。

　（会議）

第６条　委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。

　（補則）

第８条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

　　　附　則

　この告示は、告示の日から施行する。
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【表 1】史跡小笠原氏城跡整備基本計画策定委員会名簿

委員 ◎：委員長　●副委員長

氏名 所属・役職等 備考

◎笹本  正治 長野県立歴史館  特別館長 歴史学（日本中世史）

●原 明芳 松本市文化財審議委員会委員 考古学

中井 均 滋賀県立大学  名誉教授 考古学（城郭史）

佐々木  邦博 信州大学　名誉教授 環境農学（造園・景観）

大塚  勉 信州大学　特任教授 地質学

小岩井　俊忠 林古城会 会長 地域関係者（林城跡保存団体）

寺澤　憲一 井川城下区町会長（令和４年度） 地域関係者

窪田　　浩 井川城下区町会長（令和５年度） 地域関係者

赤廣　伴夫 入山辺橋倉町会長 地域関係者

横山　盛高 里山辺林町会長 地域関係者

オブザーバー

氏名 所属・役職等

岩井　浩介 文化庁文化資源活用課（整備部門） 文化財調査官

馬場　伸一郎 長野県教育委員会文化財・生涯学習課　文化財専門員

事務局

氏名 所属・役職等

伊佐治　裕子 教育長

逸見　和行 教育次長

竹原  学 文化財課  課長

田多井 用章 文化財課  課長補佐  史跡整備担当係長

宮井  博樹 文化財課  史跡整備担当  主任

小山  奈津実 文化財課  史跡整備担当  主任

関沢  聡 文化財課  史跡整備担当　会計年度任用職員１類

廣田  早和子 文化財課  史跡整備担当　会計年度任用職員１類
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委員 ◎：委員長　●副委員長

氏名 所属・役職等 備考

◎笹本  正治 長野県立歴史館  特別館長 歴史学（日本中世史）

●原 明芳 松本市文化財審議委員会委員 考古学

中井 均 滋賀県立大学  名誉教授 考古学（城郭史）

佐々木  邦博 信州大学　名誉教授 環境農学（造園・景観）

大塚  勉 信州大学　特任教授 地質学

小岩井　俊忠 林古城会 会長 地域関係者（林城跡保存団体）

寺澤　憲一 井川城下区町会長（令和４年度） 地域関係者

窪田　　浩 井川城下区町会長（令和５年度） 地域関係者

赤廣　伴夫 入山辺橋倉町会長 地域関係者

横山　盛高 里山辺林町会長 地域関係者

オブザーバー

氏名 所属・役職等

岩井　浩介 文化庁文化資源活用課（整備部門） 文化財調査官

馬場　伸一郎 長野県教育委員会文化財・生涯学習課　文化財専門員

事務局

氏名 所属・役職等

伊佐治　裕子 教育長

逸見　和行 教育次長

竹原  学 文化財課  課長

田多井 用章 文化財課  課長補佐  史跡整備担当係長

宮井  博樹 文化財課  史跡整備担当  主任

小山  奈津実 文化財課  史跡整備担当  主任

関沢  聡 文化財課  史跡整備担当　会計年度任用職員１類

廣田  早和子 文化財課  史跡整備担当　会計年度任用職員１類

　第 4節　他の計画との関係

本計画は、松本市に所在する国指定文化財のうち、史跡小笠原氏城跡を対象に、文化財

保護法第 129 条の 2 に基づいて保存及び活用の考え方や具体的な取組内容を定めた基本的

な計画であり、松本市の既存の計画との整合を図っています。

1　松本市総合計画（基本構想 2030 第 11 次基本計画）

将来の都市像やまちづくりの基本目標などを示す、松本市の根幹となる計画です。

松本市が策定する計画の最上位に位置するものであり、分野別の個別計画策定に際し

ては、総合計画との整合が図られます。

令和3年度(2021年度)に策定された松本市総合計画（基本構想2030・第11次基本計画）

は、「豊かさと幸せに 挑み続ける 三ガク都」をキャッチフレーズに、「三ガク都に象徴

される松本らしさを「シンカ」（進化・深化）させる」を基本理念に掲げています。

まちづくりの具体的な各論である「基本施策」を 7 分野 ､47 施策にまとめ ､ 史跡小笠

原氏城跡等の文化財の保存活用に係る施策は ､｢ 分野 7 文化観光」の中の基本施策「7-2

歴史文化の継承」に位置付けられています。

この基本施策は、「歴史・文化資産の魅力の向上や周知を図り、教育・まちづくり・

観光等に活用しながら保存し、後世に継承することを目指します。」を目標としています。

施策の方向性として、「松本城や旧開智学校等の保存活用」、「文化財を活用した地域づ

くり」等を掲げています。

2　松本市教育大綱

松本市教育大綱「子供が主人公　学都松本のシンカ」は、教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱で、令和 4年（2022 年）2月に策定されました。「子どもを

主人公とし、その学びを地域社会全体で支えること」を学都松本の根本に据え、先人達

が築き上げてきた礎のもと、「学都松本のシンカ」に挑んでいくこととし、重点的に取

り組む施策の一つとして、「「遊び」や「体験」を大切にした学びの拡充」を掲げています。

3　松本市教育振興基本計画

教育基本法に基づく地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な

計画です。

令和 4年 (2022 年 ) から令和 8年 (2026 年）までを計画期間とする第 3次計画では、「子

どもの育ちと市民の学びを支える学都松本」を基本理念とし、子どもを主人公に据えた

計画を推進しています。計画では、期間内に重点的に取り組む施策の方向性を 9 つの分

野に分けて定めており、分野 9｢ 文化芸術・歴史」の方針 2｢ 文化遺産の保存と活用」の

事業の一つとして、「小笠原氏城館群史跡整備事業」が提示されています。

4　松本まるごと博物館構想

松本市という空間を「屋根のない博物館」とみなし、自然環境や文化遺産を現地で保
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存して活用するとともに、生活環境や景観、文化、産業等を一体として捉え、特徴ある

地域のまちづくり等に寄与することを目的に、平成 12 年（2000 年）に策定されました。

本計画の上位に位置する松本市歴史文化基本構想及び松本市文化財保存活用地域計画

は、松本まるごと博物館構想の理念を具現化するための計画として位置付けられていま

す。

5　松本市歴史文化基本構想・松本市文化財保存活用地域計画

⑴　策定の経緯と概要

松本市歴史文化基本構想（以下「歴史文化基本構想」という。）は、市民が歴史や

文化を通じて郷土に愛着と誇りを持ち、更に観光や産業といった経済振興につながる

魅力あるまちづくりを進めるため、松本市の文化財の保存活用のマスタープランとし

て策定したものです。その後、文化財保護法改正により、文化財保存活用地域計画が

法定化されたことから、歴史文化基本構想に位置付けた各種施策のアクションプラン

として、松本市文化財保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）を策定しました。

策定に当たっては、地域に残る後世に伝えたい文化財を把握するために、市内 35

地区の公民館を拠点に、文化財調査組織を立ち上げ、住民主体の文化財悉
しっかい

皆調査を実

施しました。この調査で把握された 11,632 件の文化財の中から、165 の関連文化財

群を設定し、史跡小笠原氏城跡を構成する井川城跡、林城跡は表 2 のテーマを構成す

る要素として位置付けられています。

更に、これらの関連文化財を共通するテーマごとにグループ分けを行い、史跡小笠

原氏城跡は、松本市全体の関連文化財群のテーマ区分において「松本平の城館群と館

跡」として整理されるとともに、松本市の歴史や文化の特性を示す「8 つの魅力」の

うち「松本城と城館群」を構成する要素としても位置付けられています。

松本市は、こうして整理された関連文化財群に対し、一定の要件を満たしたものを

「まつもと文化遺産」に認定し、保存活用事業に対して継続的な財政支援を行ってい

ます。

⑵　地域計画と本計画の関係

地域計画では、指定・未指定を問わず、文化財を末長く後世に伝えるために、松本

市における文化財を取り巻く課題について整理を行い、それらを解決するための方針

を定めています。本計画の作成は、課題に対する大方針「文化財の価値の共有」の中の、

小方針「保存活用（管理）計画の策定の推進」に沿っています。

地区 関連文化財群のテーマ 核となる文化財

鎌田 井川城と関連文化財群 井川城跡

里山辺 林城下の遺構 地形と地名、家並み、堰

山辺 山家氏、小笠原氏と山城 山城（城跡）と寺社

【表 2】関連文化財群のテーマ一覧
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　　6　史跡小笠原氏城跡保存活用計画

史跡の本質的価値を明確にし、保存、調査研究、活用、整備、運営・体制の在り方の

基本方針を示すことを目的として、令和 4年 (2022 年 )3 月に策定しました。

7　松本市都市計画マスタープラン

都市計画法第 18 条の 2 に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」で

あり、都市づくりのビジョンを具体的に定めるものです。平成 22 年（2010 年）3 月に

策定後、令和 4年 3月に改訂を行い、松本市の 20 年後の都市将来像を示しました。

全体構想では、都市づくりの基本方針の一つに「歴史や自然を活かし、活力ある産業

を育てる都市づくり」が位置付けられています。また、地域ごとに設定された地域別構

想の内、林城跡がある東山中部地域（里山辺・入山辺）では、まちづくりの方針として、

山辺ぶどうなどの地域特有の資源や古墳、古寺、古城などの歴史資源を活かした地域産

業づくりが挙げられています。　

8　松本市歴史的風致維持向上計画

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）に基

づき、歴史文化を活かした景観形成による住環境の向上、伝統行事や伝統文化の保存継

承等、文化財を活かしたまちづくりを目指し策定したもので、平成 23 年（2011 年 )6 月

に主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）の認定を受けました。

令和 3 年度（2021 年度）に第 2 期計画の認定を受け、この計画に基づき、教育委員会

と市長部局が連携して、重点区域に指定した中心市街地において、歴史的風致の向上に

努めています。小笠原氏城館群は、重点区域外ですが、文化財の保存又は活用に関する

事項において、国指定文化財の整備計画の策定が挙げられています。

9　松本市景観計画

恵まれた自然・歴史・文化遺産を活かし、松本市にふさわしい風格ある景観づくりに

努め、本市を更に美しく魅力あふれた快適なまちとして、次代の市民に引き継いでいく

ために、平成 20 年（2008 年）に策定（令和 5年 3月改定）した景観法に基づく計画です。

計画の中で、井川城跡及び林城跡の所在地域は、「市街地景観区域」と「山地丘陵景

観区域」に区分され、景観形成方針が定められています。

10　松本市緑の基本計画

都市緑地法第 4 条に基づく市町村がその区域内における緑地の適正な保全及び緑化の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のため施策等を

策定した緑とオープンスペースに関する計画です。

平成 27 年（2015 年）に策定され、本市全体の水と緑の将来像を定めたほか、市域を 5

つにエリア分けし、将来像と取り組む施策を定めています。井川城跡及び林城跡は、「市

街地エリア」と「里山・森林エリア」に区分され、目指すべき将来の姿が示されています。
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11　松本市文化芸術推進基本計画

松本市文化芸術振興条例及び松本市総合計画を具体化させる文化芸術分野の個別方針

として、令和 3年（2021 年）に策定されました。

「文化財の保存・活用」が重点施策の 1 つとされており、文化財の適切な保護と地域

活性化への活用が目標とされています。

12　松本市観光ビジョン

松本市観光ビジョンは、松本市の観光の目指したい姿を改めて設定し、観光に携わる

地域事業者、地域住民、観光関係団体等、全てのステークホルダー間で目標を共有し、

それぞれの役割を果たしながら、一体感を持って取り組むための指針として策定されま

した。令和 5 年度に改定され、令和 6 年度から令和 10 年度までの 5 年間を計画期間と

しています。目指したい観光地像として、「あなたと“いきたい”まち～繋がる・触れる・

彩る　松本～」を掲げ、5つの基本方針を定めています。

【図 2】松本市における施策の体系図
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　第 5節　計画の対象範囲と期間

本計画の対象範囲は、史跡指定地及びその周辺とし、期間は令和 6年度（2024 年度）から

令和 15 年度（2033 年度）までの 10 年間とします。この 10 年間の計画を短期計画、それ以

降を中・長期計画とします。また、短期計画の前半の 5 年間を前期、後半の 5 年間を後期と

します。

令和 16 年度（2034 年度）以降の事業計画については、令和 13 年度（2031 年度）に史跡

小笠原氏城跡保存活用計画の見直しを行うとともに、整備の進捗状況、史跡追加指定の状況、

社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間中に次期計画を策定します。

【図 3】計画対象範囲図
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第 2章　計画地の現状

　第 1節　自然的環境

　　1　立地

松本市は、長野県のほぼ中央部西側に位置し、東西 52.2 キロメートル、南北 41.3 キ

ロメートル、面積 978.47 平方キロメートルの市域を有し、6市 3町 5村に接しています。

井川城跡は、松本駅から南に約 1 キロメートルの田川と奈良井川に挟まれた標高 585

メートルに位置しています。また、林城跡は本市の東側にある高遠山（標高 1,317 メー

トル）から北西へ延び出た尾根の先端付近に築かれています。大
お お つ き

嵩崎集落を挟んで大城

（標高 844 メートル）、小城（標高 774 メートル）が南北に相対して位置しています。

【図 4】松本市及び史跡小笠原氏城跡の位置 (国土地理院電子地形図 25000 を使用　史跡名称等を加筆）
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2　地形・地質

松本市は、西に北アルプス、東に筑
ち く ま

摩山地を配し、本州中央部を縦断する糸魚川－静

岡構造線に沿って南北に伸びる松本盆地を中心とした地域に位置しています。地質は、

糸魚川－静岡構造線を挟んで、西側は山岳部を中心に中・古生代（4 億年前～ 6,500 万

年前）の堆積岩や花崗岩などの固い地層や岩石、東側は、フォッサマグナの海に堆積し

た砂岩・泥岩・凝灰岩などの新第三紀（2,303 万年前～ 258 万年前）以降の比較的柔ら

かい地層や岩石が主体です。

松本市街地は、深志盆地とも呼ばれ、筑摩山地やそこから派生する城山丘陵によって

三方を囲まれた小盆地を成しています。ここに北側から女鳥羽川、東側から薄川が流れ

込み、それぞれの河川からもたらされた堆積物によって形成された扇状地が接する複合

扇状地を形成しています。扇状地末端には湧水帯があり、とりわけ、市街地東部の湧水は、

近世の松本城下町の暮らしや、産業を支える生活基盤となっていました。

標高 600 メートル以下は、扇端部に位置し、低湿地となっており、井川城跡は、低湿

地に位置しています。井川城跡は、田川の自然堤防の西側に広がる後背湿地中の微高地

（周囲より 1.0 ～ 1.5 メートル程高い。）にあり、盛土により築かれました。発掘調査の

結果、この微高地上には、古墳時代の遺物や平安時代の遺構・遺物が確認されており、

古代以来安定した環境の下、生活領域として利用されていたことが考えられます。井川

城跡は、安定した微高地を用いて、周囲の湿地や河川を用いて築かれたことが分かりま

す。

林城跡のある薄川流域の山塊は、地質学的には新第三紀前期中新世～中期中新世に形

成された玄武岩や安山岩、砂岩、礫
れき

岩等からなる内村層を主体とし、そこに貫入した後

期中新世の閃
せんりょくはんがん

緑斑岩や石英閃緑岩が各所に見られます。

林城跡は、盆地に面した急峻な尾根地形を利用して築かれました。大城と小城の間に

は、大嵩崎沢による狭く深い小谷があります。こうした地形景観は、山城と山麓拠点か

らなる戦国時代の領主拠点（一乗谷朝倉氏遺跡（福井県福井市）や小谷城跡（滋賀県長

浜市）等）と類似した在り方となっています。

大城では、内村層の珪
けいしつ

質泥岩や火山岩（安山岩など）の露頭や風化土壌が見られます。

また、小城にも同様に各所で内村層に属する岩石やその風化土壌が露出しています。

大城を含む山塊の後方、高遠山一帯には前記の新第三紀に貫入した花
か こ う

崗閃緑岩が広く

分布し、大城の南東ではその露頭も観察できます。
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薄川

田
川

穴
田
川

頭
無
川

和泉川

井川城跡 

【図 5】井川城跡周辺水路図

井川城跡 

松本駅

松本城

【図 6】井川城跡周辺の微地形と浸水想定区域で見る井川城跡周辺の地形

（「基盤地図情報（数値標高モデル）」（国土地理院）及び

「国土数値情報（洪水浸水想定区域）」（国土交通省）を使用して作成）
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3　植生

松本市中心部、四賀地区、梓川地区の山地帯下部（標高 1,000 メートル以下）では、

人の手が加わったカスミザクラ－コナラ群落やアカマツ群落などの二次林が多く分布

し、波田地区はカラマツ植林が広い面積を占めます。

安
あ ず み

曇地区及び奈川の山帯上部（標高 1,000 メートル～ 1,600 メートル）にはクリ－ミ

ズナラ群落が分布し、安曇、奈川、波田地区の亜高山帯（1,600 メートル～ 2,500 メー

トル）は、シラビソ、オオシラビソ、コメツガなどの常緑針葉樹林が分布し、ダケカンバ、

ミヤマハンノキなどの落葉広葉樹もわずかに分布します。安曇地区の高山帯（2,500 メー

トル以上）は、ハイマツ群落や風衝草原となっています。

小城 

大城 

水番城跡

A

B

史跡指定範囲

【図 7】林城跡周辺地質図と断面図（小山俊滉氏作製図を一部加工）
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松本市では、平成 16 年度（2004 年度）に初めて確認されて以降、松くい虫によるア

カマツの枯損が問題になっています。アカマツは、市内民有林の 16 パーセント（平成

29 年（2017 年））を占めているカラマツに次ぐ主要樹種です。林城跡の主要遺構が残る

部分の大半がアカマツ群落であり、面的な枯損が発生しています。

井川城跡がある鎌
か ま だ

田地区周辺は、市街地化されていますが、耕作地（水田、畑）が散

在しており、史跡指定地周辺も耕作地として使用され、管理された環境です。

【図 8】井川城跡の土地利用
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　4　気候

松本市の気候は、日較差、年較差ともに大きい内陸性中央高地型気候で、湿度が低く、

さわやかな体感を覚えるとともに、空が澄み、長い日照時間に恵まれていることが特

徴です。令和 3年（2021 年）を除く（降水量のデータ欠損により除外）平成 29 年（2017

年）から令和 4 年（2022 年）までの過去 5 年間では、年平均気温は 12.8 度、年間の

平均降水量は 999.7 ミリ、平均湿度は 66.4 パーセント、日較差の平均は 11.1 度、年

較差の平均は 47 度となっています。

夏は朝晩過ごしやすいものの、日中は 30 度を超える真夏日が続き、冬は放射冷却

現象により朝方の冷え込みが厳しく、氷点下 10 度を下回ることもあります。

【表 3】 松本市の年間気温と降水量（令和 4年度までの過去 5年間の平均）

※令和 3年 (2021 年 ) は、降水量のデータ欠損のため除いています。

【図 9】林城跡の植生（「信州暮らしのマップ（森林区域（松本市））」（長野県）を使用して作成）

小城

大城
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　第２節　歴史的環境

１　旧石器時代から古墳時代

⑴　松本市域の様子

松本市域に人々が暮らし始めたことを確認できるのは、今から約 14,000 年から

13,000 年前までの旧石器時代と考えられ、この時代の石器が各所で採集されています。

縄文時代になると、市内にも数多くの遺跡が確認されるようになり、特に人口が増

加し定住が進んだ中期の集落跡が山麓の高台や河岸段丘上に数多く見られます。

弥生時代には、稲作の普及により耕地が広がった結果、中期後半以降は低湿地を囲

むように大きな集落が出現します。

古墳時代に入ると農業技術の発展によ

り、耕作が可能な土地が広がるととも

に、集落の在り方に変化が生まれ、地域

を統率した首長層の墓である古墳が出現

します。中でも、市街地を見下ろす中山

丘陵の突端に築かれた東日本最古級、3

世紀末の前方後方墳である史跡弘法山古

墳（庄
しょうない

内）は、その象徴的な存在で、こ

れと連動して出
いでがわ

川周辺には大きな集落が

形成されます。

⑵　井川城跡周辺の様子

奈良井川と田川に挟まれ、低湿地が広がる井川城跡周辺では、縄文時代の遺跡は確

認されていません。

弥生時代では、出川西遺跡（松
しょうなん

南）や出川南遺跡（松南、芳川）など、井川城跡の

ある低湿地に臨む南松本駅一帯の微高地上に、弥生時代中期から後期の住居跡や墓

跡が確認されています。古墳時代になると、更に集落が拡大し、古墳時代中期末の

平
ひ っ た り

田里古墳群（松南）や高宮遺跡（鎌田）の水辺の祭祀跡なども発見されています。また、

井川城跡からは、古墳時代中期の甕が出土しています。

⑶　林城跡周辺の様子

大城と小城の間の谷部に位置する林山

腰遺跡（里山辺）から縄文時代の柄
え

鏡
かがみがた

形

敷
しきいし

石住居跡が発見されています。

弥生時代の遺跡は、再葬墓を伴う針塚

遺跡（里山辺）、後期の集落遺跡である堀

の内遺跡（里山辺）などが確認されており、

薄川扇状地周辺は既にこの頃から開発さ

れていた様子が確認できます。

また、古墳時代の遺跡は、5世紀後半（古

墳時代中期）に築造された県史跡針塚古

史跡弘法山古墳

柄鏡形敷石住居跡（林山腰遺跡）
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墳（里山辺）や 7 世紀前半（古墳時代後期）築造の南
みなみがた

方古墳（入山辺）など、この地

域の開発を主導した支配者層の墓があり、南方古墳の副葬品は松本市重要文化財に指

定されています。

2　奈良・平安時代

⑴　松本市域の様子

奈良時代になると、松本市域には律令制度により国府を結ぶ官道として東山道

が通り、郷里制による行政区画として筑摩郡と安曇郡が設置されました。また、

『和
わみょうるいじゅしょう

名類聚抄』の記載から、小
ちいさがた

県郡にあった信濃国府は、8 世紀末から 9 世紀前半まで

に筑摩郡に移されたと考えられています。

東山道のルートに近いと推定される県
あがたまち

町遺跡では、多量の緑釉陶器や、越州窯系青

磁、海老錠といった特殊な遺物が出土するなど、官衙的な性格がうかがえ、松本が東

山道における重要な拠点であったと推察されます。

平安時代になると、市内の山中や、山麓に寺院が建立され始め、修験と関係の深い

鉢伏山の山腹にある堂平から 9 世紀～ 12 世紀の古い寺院跡が発掘され、山麓に成立

する牛伏寺の前身と考えられています。また、松本市西部にある若
にゃく

澤
た く じ

寺跡や元
もとてらば

寺場跡、

松本市東部の桐原城跡に隣接した旧海岸寺などとともに、山岳信仰と密教に関わる古

代～中世の山の寺の様子を伝えています。

⑵　井川城跡周辺の様子

井川城跡の南方に位置する史跡弘法山古墳北麓の平畑遺跡（庄内）や南松本の平田

北遺跡（芳川）、出川南遺跡から奈良・平安時代の住居跡が見つかっています。

なお、井川城跡においても、中世の盛土の下から 9～ 12 世紀の遺物が出土しており、

井川城が築かれる以前から低湿地に囲まれた微高地が生活の場として使われていたこ

とが分かっています。

⑶　林城跡周辺の様子

林城跡周辺は筑摩郡山
やまんべのごう

家郷に属し、「山家」の初見は奈良時代の天
てんぴょう

平 勝
しょう

宝
ほう

4 年（752 年）

の東大寺正倉院の白布の墨書に見られます。平安時代になると小笠原氏の祈願寺であっ

た兎
と

川
せん

寺が創建されました。この時代の遺跡は、薄川扇状地上にも拡大し、千
ち か と う

鹿頭北遺

跡（里山辺）、神田遺跡（庄内）、下原遺跡（里山辺）、薄町遺跡（里山辺）、堀の内遺跡

をはじめ、林城跡付近でも林山腰遺跡から平安時代の住居跡が確認されています。

3　中世

⑴　松本市域の様子と小笠原氏

鎌倉時代は、国ごとに守護が置かれ、荘園や公領には地頭が置かれました。信濃国

守護は、当初比企氏でしたが、後に北条氏に代わり、鎌倉幕府が倒れて北条氏が滅び

ると、建武政権成立のもとで小笠原氏が守護となりました。小笠原氏は、甲斐源氏の

一族で、甲斐源氏加賀美遠光の子息である長清が、甲斐国小笠原荘（山梨県南アルプ

ス市）を本拠として、小笠原氏を名乗ったことから始まりました。

小笠原氏が信濃守護に任ぜられたのは、建武 3 年（1336 年）の小笠原貞宗の時で
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す。小笠原氏は、信濃国において伊那郡伊
い が ら

賀良庄（飯田市）を拠点としていましたが、

中
なかせんだい

先代の乱（信濃に逃れていた、執権北条高時の遺児時行を担いで、諏訪頼重らが挙

兵した乱）において、足利尊氏方として活躍した功績により、府中近辺の所領と、守

護職を得ました。府中とは、当時の松本の呼び方で、古代以来国府が置かれた場所と

して政治上重要な地域でした。小笠原氏は、当初船
ふなやま

山（千曲市）を守護所（守護が館

を構え、政務を行った場所）とし、井川を本拠地に定めて信濃国を治めました。しか

し、実際に支配の及ぶ範囲は主に中・南信地方に限られ、ほかの地域は在地の有力武

士（国人）が勢力を張っていました。その緊張と対立の関係の中で、小笠原氏は、一

時的に信濃守護の地位や府中周辺の所領を失うこともありましたが、小笠原政長、長

基等一族が守護を継承していきました。こうした中、応
おうえい

永 7 年（1400 年）には、守護

として赴任した小笠原長秀（長基の子）に対し、各地の国人が反抗し大
おおとう

塔合戦が起き、

長秀は敗北し守護を解任されています。長秀は京都に逃れ、守護職は斯波義将に替わ

り、その後信濃国は幕府料国（幕府の直轄地）となりました。

長秀の後は小笠原政康が、同 32 年（1425 年）に信濃守護に補任されました。これ

により、小笠原氏はおよそ 20 年ぶりに信濃守護としての勢力を取り戻しましたが、後

継指名をせずに没した政康の後に小笠原氏内部で伊賀良庄を拠点とする政康の子宗康

（伊那小笠原氏）と、府中を拠点とする政康の兄長将の子持長（府中小笠原氏）によ

る相続争いが起こりました。争いは、幕府の訴訟に持ち込まれ、宗康が勝訴しましたが、

善光寺平の漆
うるしだはら

田原にて行われた合戦により、持長は宗康を破りました。宗康は、この

合戦によって敗死したとされています。宗康の後は弟の光康が所領を受け継ぎ、守護

職に補任されましたが、持長も守護を務めていた時期が確認されており、享
きょうとく

徳の乱（関

東管領上杉憲忠殺害がきっかけとなった、幕府と鎌倉公方との対立）により幕府から

光康に出陣命令が出される康
こう

正
しょう

元年（1455 年）までに守護の交代がありました。

康正 2 年（1456 年）、宗康の子政秀が足利義政から祖父政康の知行を安堵され、年

不詳ですが信濃守護に補任されました。寛
かん

正
しょう

2 年（1461 年）に光康、翌年に持長が亡

くなると、それぞれの跡を清宗、家長が継ぎます。各勢力はそれぞれ本拠とするとこ

ろが異なり、鈴岡（飯田市）を拠点とする宗康－政秀の系統（鈴岡小笠原氏）、松尾（飯

田市）を拠点とする光康－家長の系統（松尾小笠原氏）、府中を拠点とする持長－清

宗の系統（府中小笠原氏）の 3 家に分かれました。府中小笠原氏は、小笠原氏内部で

の対立が激しくなってきた頃（15 紀後半）に、山城である林城を築き、平地の井川城

から林（大嵩崎）へと本拠を移しました。

応
おうにん

仁元年（1467 年）、政秀は伊賀良庄から府中に乱入して清宗を攻めましたが、府

中を制圧することはできませんでした。清宗は翌年死去し、府中小笠原氏の跡目は長

朝が継ぎました。

長朝は、仁科氏・西牧氏・山家氏の連合と戦い、山家城を攻めたほか、政秀の支援

を受けて諏訪片山城に進軍してきた諏訪大
おおほうり

祝家の繼満を、安曇・筑摩 2 郡の軍勢を

率いて攻撃するなど、積極的な軍事行動をとるようになりました。しかし、長
ちょうきょう

享 3 年

（1489 年）に府中は政秀の支配下に置かれており、この間までに政秀による府中攻撃

が成功していたことがうかがえます。
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政秀は、松尾小笠原氏との対立を深め、明
めいおう

応 2 年（1493 年）に小笠原定基（家長の子）

と知久七郎らに急襲され討死し、鈴岡小笠原氏は事実上滅亡しました。定基は、長朝

と下条氏に攻められ甲斐国の武田氏を頼りますが、その後松尾に復帰しました。

小笠原氏の対立は、しばらくの間松尾小笠原氏と府中小笠原氏の 2 家の間で続きま

すが、長朝の子貞朝以降、その子の長棟の代に府中小笠原氏の伊那郡への出兵が活発

になってきます。長棟は、天
てんぶん

文 2 年（1533 年）に数度伊那郡へ侵攻し、知久氏や高遠

衆らと合戦を行いました。同 3年（1534 年）頃までには、長棟が松尾小笠原氏を圧倒し、

府中を中心に安曇・筑摩・伊那郡を押さえ、小笠原氏を統一しました。

天文 14 年（1545 年）になると、武田晴信による府中への侵入が本格化してきます。

当時小笠原氏は長棟から長時に家督が移っており、林城と林館を拠点としていました。

同年 6月に武田軍は、林近所に放火し、ついには小笠原氏の館までも放火されました。

天文 17 年（1548 年）、長時が塩尻峠で武田氏と戦い敗れると、武田氏は本格的に松本

平へ攻め入り、村井の城（芳川）の普
ふ し ん

請（曲輪や堀を造る土木工事全般）を開始しました。

天文 19 年（1550 年）、武田氏が林城の出城であるイヌイの城（場所不明、犬甘城（島内）、

埴原城（中山）等との説がある。）を攻め破ると、林城は周囲の城（深志、岡田、桐原、

山家）とともに自落（戦わずに逃亡又は降参すること。）しました。晴信は府中に入ると、

深志城を普請し、府中を支配下に置きました。

林城を追われた長時は、平瀬城（島内）に入り、深志城の奪還を図ろうとしました

が叶いませんでした。長時は、野々宮（梓川）で武田軍と戦った後、重臣である二
ふたつぎ

木

氏の中
なかとう

塔城（梓川）に籠
ろうじょう

城しました。武田氏は、天文 20 年（1551 年）2 月に平瀬城

を陥落させ、翌 21 年（1552 年）7 月に小
こ い わ た け

岩嶽城（安曇野市）を落城させると、小笠

原氏の領していた安曇・筑摩両郡の大半を支配下に置きました。

長時は、信濃を離れ、越後の長尾景虎の保護を受け、その後弟の信定がいた鈴岡城

（飯田市）に入り、下条（下伊那郡下条村）、駿河、伊勢を経て同族の三好長慶を頼っ

て摂
せ っ つ

津芥
あくたがわ

川城（大阪府高槻市）に逃れました。

信玄は、深志城を松本平の領域統治の拠点として惣普請し、家臣（在城衆）を置き

ました。また、府中には武田氏の直轄領である御
ごりょうしょ

料所が置かれ、深志城に御料所から

の収入である兵糧が集められました。深志城は、先の平瀬城、小岩嶽城攻めのほか、

刈谷原（四賀）や北信濃進出の際の軍事基地としての役割も果たしており、府中支配

の拠点は、山城の林から平地の深志へ

移りました。

⑵　考古資料から見る松本市域の様子

中世以降は、掘立柱建物に居住する

ことが一般的になり、遺跡の変遷をた

どることが難しくなりますが、市内で

は多くの中世遺跡が発掘されています。

一ツ家遺跡（内田）からは方形の区

画溝を伴う竪穴状遺構・掘立柱建物・

柱穴列が見つかったほか、隣接する小
土居尻で確認された溝跡
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池遺跡（寿）から馬具や甲冑の小札が出土しており、武士の屋敷関連の遺跡と考えら

れています。また、墓域として、川西開田遺跡（神林）では 1,748 基の土坑墓が見つ

かり、12 世紀末から 16 世紀初頭の焼物のほか刀装具などが出土しています。

宗教関係の遺跡では、元
もとてらば

寺場遺跡（波田）で複数の平場、礎石建物や基壇などが調

査され、鎌倉時代から戦国時代にかけての山岳寺院が明らかになりました。また、四

賀地区の虚空蔵山を中心とする「虚空蔵山宗教遺跡群」（仮称）の調査で、13 世紀か

ら 16 世紀末の殿村遺跡、15 世紀から 16 世紀初頭の虚空蔵山城跡（十
じゅうに

二原
はらさわ

沢上流の平

場群）下層遺構面から、寺院跡と考えられる石積を伴う平場、礎石建物跡、掘立柱建

物跡などが確認されています。

松本城周辺には、低湿地が広がっており、中世前半（13 世紀から 14 世紀）の人々は、

微高地上に住んでいたことが分かってきました。深志城跡と断定できる遺構はまだ見

つかっていませんが、二の丸の近世土塁下から礎石が、土居尻と大名町では幅 5 メー

トル、深さ 2 メートル規模の堀の可能性のある溝が確認されています。大名町と土居

尻では整地土内から笹塔婆（短冊形の木の薄片に仏や菩薩などの名号を墨書したもの）

が、土居尻では流路の中から杮
こけら

経
きょう

（短冊形の木の薄片に経文を墨書したもの）が見つかっ

ており、深志城前後の時期に、周辺で何らかの祭祀が行われたことが推定されます。

深志城のほかに松本市内の中世城館は、山城のほか砦・居館などあわせて約 100 か

所が知られていますが、このうち赤木南城跡（寿）、桐原城跡（入山辺）、虚空蔵山城

跡（四賀）などで、竪堀の一部が調査されています。また、虚空蔵山城跡では、平石

積の石積や竪堀・土塁を伴う曲輪群が調査されています。

⑶　小笠原氏に関係する寺社

寺伝では、小笠原政康が、嘉
か

吉
きつ

元年（1441 年）に里山辺林に竜雲寺を建てたとされ

ます。竜雲寺は、後に小笠原長棟（長時の父）によって廣澤寺に名を改めたと伝わり、

小笠原氏の菩提寺でもあります。小笠原氏は、筑
つ か ま

摩神社を信仰しており、政康が寄進

した筑摩神社本殿は、重要文化財に指定されています。また、大城の麓には小笠原清

宗以来の祈願所とされた慈眼寺があり（廃仏毀釈により廃寺）、元々は金華山（林城

山）福山の峰にあったと伝わります（『金華山慈眼寺縁起』）。江戸時代には、同寺が、

ここを「堂平」と称し、文化 13 年（1816 年）に観音堂を建てました（「文化三年五月　

林村古城地面願書控」)。

⑷　井川城跡周辺の様子

井川城跡の南東約 1 キロメートルの位置にある出川遺跡（庄内、松南）からは、遺

物等の状況から 16 世紀前半～中頃と思われる住居跡を伴う集落跡が見つかっていま

す。住居跡からは、多量の炭化物や、焼土が検出されており、火災によって廃絶した

痕跡がうかがえます。

⑸　林城跡周辺の様子

中世の山家郷の地頭は、山家氏が務めていました。山家氏は、諏訪上社と関わりの

ある神氏が定着したのが始まりとされています。山家氏は、小笠原氏と度々対立し、

文
ぶんめい

明 12 年（1480 年）に拠点とする山家城を攻められ、翌年には、山家光家が敗死し、

神氏系統の山家氏は滅びました。その後、播磨国から来たとされる折野山家氏が入り
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ますが、小笠原氏に背き、天文 17 年（1548 年）の塩尻峠の戦いでは武田氏に味方し

ました。

中世の遺跡としては、県史跡の山家城跡、桐原城跡などの山城のほか、前述の磐座

や経塚を伴う山寺である旧海岸寺跡、地頭である神氏系山家氏が元
げんこう

弘元年（1331 年）

に開創した徳雲寺跡（入山辺）、儀礼に用いた多量のかわらけや輸入陶磁器を伴う住

居跡が確認された入山辺南方遺跡（入山辺）があります。

4　近世

⑴　松本市域の様子

天正 10 年（1582 年）、武田氏が織田信長に敗れ滅びると、府中は織田氏の支配下と

なり、信長は安曇・筑摩 2 郡を木曾義昌に与えました。しかし、本能寺の変により信

長が亡くなると、信濃は上杉・徳川・後北条・豊臣氏らによる勢力争いの場となり、

義昌は 2 郡の支配権を失い、上杉景勝の支援を受けた小笠原洞雪（貞慶の叔父）が深

志城に入りました。洞雪は、徳川家康を後ろ盾とした長時の子貞慶によって追い出さ

れ、貞慶が深志城に入り、府中を

治めました。この際に深志の名を

松本と改め、以降、松本の地名が

用いられるようになりました。

深志城への入城を果たした貞慶

は、安曇・筑摩両郡の武士や寺院

に所領安堵や知行宛行を行い、勢

力の浸透を図りながら、本
もとやま

山（塩

尻市）で義昌と戦い、日
ひ

岐
き

城（東

筑摩郡生坂村）の仁科氏を攻める

など、領域支配を進めていきまし

た。その支配領域も千
ち

国
くに

十人衆に小谷筋（北安曇郡小谷村）を警戒させるなど越後国

境近くまで広がりました。一方、家臣の赤澤氏や古厩氏らを謀反や逆心の罪で殺害し、

家臣団の処分も行っています。

天正 11 年（1583 年）4 月、上杉景

勝が麻
お み

績城を攻め落とすなど、府中を

狙った動きを見せると、貞慶は徳川氏

との連携を密にしていきます。しかし、

天正 13 年（1585 年）になると石川数

正が家康に背き、家康への人質となっ

ていた貞慶の嫡男幸松丸（秀政）を連

れて秀吉方に転じると、貞慶は家康と

断交して秀吉方につき、家康との対立

を深めましたが、天正 15 年（1587 年）

に秀吉の命令により貞慶と家康の関係
【図 10】桐原城古図（部分：松本市立博物館蔵）

【表 4】松本藩主と石高

藩主 在藩期間 石高

石川氏 　２代 1590 ～ 1613 年 ８万石

小笠原氏 ２代 1613 ～ 1617 年 ８万石

戸田氏 　２代 1617 ～ 1633 年 ７万石

松平氏　 １代 1633 ～ 1638 年 ７万石

堀田氏　 １代 1638 ～ 1642 年
１０万石

（内松本７万石）

水野氏 　６代 1642 ～ 1725 年 ７万石

戸田氏 　９代 1726 ～ 1871 年 ６万石
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修復が図られました。

天正 18 年（1590 年）の小田原攻め（豊臣氏と小田原城の北条氏との合戦）では、

秀吉が景勝に援軍派遣を命じるとともに、貞慶との争いをやめさせました。また、小

田原攻めの結果、北条氏の遺領が家康に与えられると、家康指揮下の信濃の諸将が関

東に移ることとなり、小笠原氏も下総古河に移りました。小笠原氏の後は石川氏が松

本を統治しました。こうして信長が亡くなった後、信濃を巡って起こった動乱は終結

しました。

信濃は、上野、甲斐、駿河とともに、関東にいる徳川氏への備えとして機能したこ

とから、石川数正は天正 19 年（1591 年）に松本城の城普請に着手しました。数正が

文禄元年（1592 年）に亡くなると、その子康長が城普請を継ぎ、文
ぶん

禄
ろく

2 ～ 3 年（1593

～ 1594 年）には天守、乾小天守を築造しました。また、城下町の設計も行われ、貞

慶によって建設された方形区画の城下町を、主軸方向を変更し、近世的な短冊形地割

の城下町に造り替えたことが分かっています。これにより城下町への集住も進み、松

本城が政治、経済の中心となりました。

石川氏以降、松本藩を治めた藩主は 6家 23 代で、その時の石高は表 4のとおりです。

小笠原氏より後の城主は、松平氏に代表されるように、徳川氏と関係の深い藩主が置

かれました。

⑵　井川城跡周辺の様子

江戸時代の井川城跡周辺は、小島村でした。『信府統記』には、「小島村古城地」と

して井川城が紹介されています。

⑶　林城跡周辺の様子

享
きょうほう

保 3 年（1718 年）桐原村と薄
すすきまち

町・兎川寺・上
かみがない

金井・荒
あら

町
まち

村の間で山論が起こりました。

山論は、桐原城跡がある大蔵山（大倉山）を巡って行われ、この時に書かれたとされ

る絵図（桐原城古図）が残っており、江戸時代の山城の様子をうかがうことができます。

5　近代

⑴　松本市域の様子

明治 4 年（1871 年）、廃藩置県によって松本藩が廃され、松本県が置かれましたが、

すぐに全国的に府県の改廃が行われ、松本県に代わって中南信と岐阜県高山地方を範

囲とする筑摩県が誕生します。

筑摩県は、明治 9 年（1876 年）

に廃止され、中南信地方は長野

県に、高山地方は岐阜県に合併

されました。

廃藩置県によって、松本城は

不要となり、明治 5 年（1872 年）

に売りに出され、取壊しの危機

を迎えました。しかし、市川量

造の活躍や、人々の寄付によっ 半地下工場跡（林山腰遺跡）
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て破却を免れます。その後も、荒廃した天守を憂えた小林有也が、有志とともに天守

閣保存会を設立し、明治 36 年（1903 年）から大正 2 年（1913 年）にかけて、松本城

天守の修理工事を行いました。

明治 40 年（1907 年）、市制施行により松本町が松本市となり、初代市長に小里頼永

が就任しました。

当時の松本を代表する産業

の一つとして、養蚕・製糸業

が挙げられます。大正 11 年

（1922 年）には、市内に 41 か

所の製糸工場が稼働していた

ほか、養蚕に使用する蚕網は

松本の特産物として、明治 28

年（1895 年）の第 4 回内国勧

業博覧会に出品されました。

製糸業は、昭和4年（1929年）

に起きたニューヨーク株式市

場の大暴落により波及した昭和恐慌、昭和 13 年（1938 年）の国家総動員法、昭和 17

年（1942 年）の企業整備令により、平和産業の軍需産業への転用により大打撃を受け

ました。松本市においても、製糸工場の軍需会社へ売却、賃貸又は転換が行われました。

更に昭和 17 年から昭和 19 年（1944 年）にかけては、工場疎開が行われ、企業整備令

によって生じた遊休工場などが疎開先に利用されました。

⑵　井川城跡周辺の様子

明治 8年（1875 年）小島村は周辺 7か村と合併し、筑摩村となり、明治 21 年（1888 年）

市制町村制が制定されると、翌年旧小島村のうち田川を挟んで東側は松本町に、井川

城跡がある西側は松本村となりました。松本町が、明治 40 年（1907 年）に市制を施

行し松本市になると、大正 14 年（1925 年）に松本村は松本市に合併されました。

⑶　林城跡周辺の様子

第 2 次世界大戦の際、先述のとおり松本市には軍事工場の疎開が計画されました。

昭和 20 年（1945 年）の三菱重工業株式会社名古屋航空機製作所の松本市疎開に当たっ

ては、中山、入山辺、里山辺などに、半地下・地下軍事工場の建築が行われました。

特に里山辺については、林城山（大城）、向山（小城）に地下工場、林山腰遺跡があ

る大嵩崎集落に半地下工場が造られ、現在も痕跡が残っています。

第３節　社会的環境

１　人口

松本市の人口は、平成 14 年（2002 年）の 244,603 人をピークに減少に転じ、令和 4

年（2022 年）10 月 1 日時点で人口 236,566 人、世帯数 108,386 世帯（「松本市統計月報」）

となっています。

半地下工場屋根基部材（上）と床付近の部材（下）
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出典：　人口及び世帯数は、総務省「国勢調査」（平成 17 年から令和 2年まで）、松本市 「統計月報 10 月号」

（令和 4年）

　高齢化率は、松本市「松本市総合計画（基本構想 2030・第 11 次基本計画）」Ⅳ松本市人口ビジョン（平

成 17 年から令和 2年まで）、令和 4年は、松本市統計「地区別年齢別人口」10 月 1 日から算出

出典：　人口及び世帯数は、松本市統計「地区町会別人口・世帯数」10 月１日時点

　　　　高齢化率は、松本市人口統計「町会別年齢別人口構成」10 月１日時点で算出

【表 5】松本市の人口推移

【表 6】史跡所在地区の人口推移

【表 7】史跡所在町会の人口推移

年

鎌田地区 入山辺地区 里山辺地区

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

平成 27 年（2015） 19,200 8,598 21.2 2,111 890 44.5 11,864 5,096 26.5

令和 2年（2020） 19,616 9,089 21.5 1,907 847 47.3 11,955 5,397 27.6

令和 4年（2022） 19,960 9,450 21.4 1,846 850 48.4 11,886 5,466 28.2

年

井川城下区 入山辺橋倉 里山辺林

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

平成 27 年（2015） 637 291 22.1 125 40 33.6 653 257 34.6

令和 2年（2020） 642 307 22.0 125 43 38.4 620 261 35.6

令和 4年（2022） 619 291 20.7 122 45 41.0 607 262 35.7

令和 4 年（2022 年）の高齢化率は、28.4 パーセントとなっており、今後も高齢化が

進むことが予測されています。井川城跡がある鎌田地区は、人口の増加が見られ、高齢

化率も横ばいの傾向です。一方林城跡がある入山辺地区と里山辺地区は、人口の減少が

見られ、入山辺地区の高齢化率は 50％に近い状況になっています。

２　交通アクセス

松本駅から、ＪＲ篠ノ井線、中央本線、大糸線が運行しており、首都圏から松本市に

は 2 時間 30 分程でアクセスが可能です。また、アルピコ交通上高地線が新島々駅まで

運行し、上高地方面への交通手段となっています。鉄道以外の交通手段は、昭和 40 年

（1965 年）に県営松本空港が開港したほか、平成 5 年（1993 年）に長野自動車道（岡谷

～更
こうしょく

埴）が開通し、松本インターチェンジから全国の高速道路網へ接続できるようにな

りました。

年 人口（人） 世帯数（世帯） 高齢化率（％）

平成 17 年（2005 年） 242,541 94,082 21.1

平成 22 年（2010 年） 243,037 97,303 23.7

平成 27 年（2015 年） 243,293 100,173 26.7

令和 2年（2020 年） 241,145 104,934 28.2

令和 4年（2022 年） 236,566 108,386 28.4
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松本空港

松本駅

交通現況図範囲

  凡例

　　　 ： 　高速道路

　　　 ： 　国道

　　　 ： 　県道 （史跡周辺）

　　　 ： 　鉄道 （JR）

　　　 ： 　鉄道 （私鉄）

　　　 ： 　史跡までのバス路線

　　　 ： 　史跡小笠原氏城跡

　　　 ： 　その他の文化財及び公共施設

　　　 ： 　バスターミナル及び最寄りのバス停

　　　 ： 　駅
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【図 11】交通現況図

井川城跡は、松本駅から約 1.2 キロメートル、バス停「中条」「鎌田」から約 500 メー

トル、自動車では松本インターチェンジから約 3 キロメートルの位置にあります。専用

の駐車場はありません。林城跡は、松本駅から直線距離で約 3.4 キロメートル、バス路

線は、通勤・通学等の生活用路線であり、平日運行のみのため、見学者の利用は困難で

す。自動車では、松本インターチェンジから直線距離で約 5.6 キロメートルありますが、

専用の駐車場はありません。

３　周辺施設

⑴　井川城跡

史跡周辺の公共施設及びトイレ等の便益施設の位置は、図 12（28 ページ）のとお

りです。中心市街地に近く、周辺は住宅街となっており、公共施設やトイレ等の便益

施設は史跡から離れた場所にあります。史跡の北側には井川城保育園が隣接し、1 キ
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【図 12】井川城跡周辺施設図

【図 13】林城跡周辺施設図
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ロメートル圏内に松本市立鎌田小学校と中学校といった教育機関が近接しています。

ガイダンス施設はなく、史跡のマップ及びパンフレットは、松本市観光案内所（松

本駅構内）と松本市観光情報センターに設置しています。見学者のための駐車場は史

跡周辺にはなく、松本駅周辺の民間駐車場の利用が考えられます。

⑵　林城跡

史跡周辺の公共施設及び駐車場、トイレ等の便益施設の位置は、図 13 のとおりです。

林城跡周辺は、集落と耕作地が広がっており、公共施設やトイレ等の便益施設は、

薄川の対岸（北側）にあります。史跡の北側 1 キロメートル圏内に、松本市里山辺保

育園や松本市立山辺小学校があるほか、旧山辺学校校舎、松本市教育文化センター等

の社会教育施設があります。

ガイダンス施設はなく、パンフレットは松本市観光情報センターや松本市観光案内

所のほか、松本市教育文化センター、里山辺地区地域づくりセンターや入山辺地区地

域づくりセンターに設置しています。見学者のための専用駐車場はありませんが、松

本市教育文化センターや県史跡針塚古墳の駐車場は、見学者も利用できます。

４　見学者動線

⑴　井川城跡

公共交通機関の利用者は、電車利用の場合「松本駅」が起点となります。バス利用

の場合は「中条」のバス停が起点となります。いずれも駅、バス停からの誘導サイン

【図 14】井川城跡見学者動線図
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【図 15】林城跡見学者動線図
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はなく、史跡の東西の市道に 1 基ずつ建つのみです。自家用車は、専用の駐車場がな

いため、史跡西側の空きスペースや、東側から史跡内へ乗り入れ、史跡内に駐車して

見学する様子が見られます。

⑵　大城

公共交通機関の利用は、前述のとおり難しいため、自動車でのアクセスが中心とな

ります。専用の駐車場がないため、松本市教育文化センターや針塚古墳の駐車場が起

点となります。しかし、橋倉側からの車道を利用し曲輪内への駐車や、金華橋登り口

の空きスペース、薄川の堤防を走る道路への駐車が見られます。

史跡へは、薄川沿いから橋倉側車道を経由して、大城の曲輪内へ至る誘導サインが

設置されています。現在駐車場として利用しているところからの誘導サインは未設置

です。

⑶　小城

史跡までのアクセス方法は、大城と同様です。駐車場から距離があるため、大嵩崎

側登り口周辺の空き地や道路への路上駐車が見られます。

小城は、大城と同様に駐車場から登り口に至るまでの誘導サインが未設置です。

⑷　広域動線

井川城跡と林城跡を周遊する動線は整備されておらず、両城をつなぐ誘導サインは

未設置であり、モデルルートの設定も行っていません。そのため、現状の見学者動線

は不明です。

５　指定範囲における法令の規制等

史跡小笠原氏城跡に関わる法規制等を整理します。

⑴　文化財保護法

小笠原氏城跡は、文化財保護法第 109 条により史跡に指定されており、同法第 125

条により史跡の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を行う場合は、文化

庁長官の許可を得る必要があります。また、同法第 93 条により、指定地一帯は、周

知の埋蔵文化財包蔵地となっています。

⑵　森林法（図 16）

ア　保安林

　史跡小笠原氏城跡のうち、大城及び小城の一部が保安林（土砂流出防備保安林）

に指定されています。そのため、立木の伐採や土地の形質の変更を行う場合は、長

野県知事の許可が必要です。

イ　地域森林計画対象民有林

　松本市は、森林法第 5条第 1項に規定する地域森林計画の対象地となる民有林に

対し、同法第 10 条の 5に基づき松本市森林整備計画を策定しています。史跡小笠

原氏城跡のうち、林城跡が該当しており、立木の伐採を行う場合は、松本市長に伐

採及び伐採後の造林届出書を提出する必要があります。

⑶　農地法（図 17、図 18）

史跡内の農地は、地目変更、所有権の移転等を行う場合、松本市農業委員会の許可
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【表 8】法適用現況一覧

名称 法令 井川城跡 大城 小城

史跡 文化財保護法 〇 〇 〇

保安林 森林法 ― 〇 〇

地域森林計画対象民有林 森林法 ― 〇 〇

農地 農地法 〇 〇 〇

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律 ― 〇 ―

市街化調整区域 都市計画法 ― ○ ○

市街化区域 都市計画法 〇 ― ―

用途地域

（第１種居住地域）
都市計画法 ○ ― ―

土砂災害警戒区域 土砂災害防止法 ― 〇 〇

土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法 ― 〇 〇

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域
盛土規制法 ― ― ―

又は届出が必要となります。

⑷　農業振興地域の整備に関する法律（図 19）

農業振興地域のうち、農用地区域に指定された土地を農地以外の用途に転用する場

合は、農地転用許可申請に先立ち、長野県知事同意の上、松本市が定める農用地利用

計画の変更（農振除外等）を行う必要があります。

⑸　都市計画法（図 20）

ア　市街化調整区域

　林城跡が該当し、建築物の築造、開発行為等に制限がかかります。

イ　市街化区域、用途地域

　井川城跡が該当し、住居の環境保護を定めた第 1種住居地域に指定されています。

⑹　土砂災害防止法（図 21）

ア　土砂災害警戒区域

　土砂災害による被害を防止・軽減するための周知、警戒避難体制の整備を市が行

います。

イ　土砂災害特別警戒区域

　　特定の開発行為が許可制となるほか、建築物の構造規制などの制限を県又は市が

　行います。

⑺　盛土規制法

盛土等による災害から国民の生命等を守るため、土地の用途にかかわらず危険と思

われる盛土等を全国一律の基準で規制（設定）し、盛土等に伴う災害を防止すること

を目的とし、令和 5 年（2023 年）5 月から施行されています。この法律では、盛土等

により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、区域内の盛土等が規

制されます。規制区域には、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域がありま

す。規制区域の設定について、現在検討が進められているため、区域指定はまだ行わ

れていません。
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【図 16】林城跡周辺の保安林と地域森林計画対象民有林

（「信州くらしのマップ（森林区域（松本市））」（長野県）を使用して作成）

【図 17】農地法による史跡指定範囲内の農地（井川城跡）
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【図 18】農地法による史跡指定範囲内の農地（林城跡）

【図 19】史跡指定地周辺の農用地区域と農業地域（林城跡）
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【図 20】史跡指定地周辺の用途地域（市街化区域）と市街化調整区域

（「国土数値情報（用途地域）」（国土交通省）を使用して作成）

【図 21】林城跡周辺の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

（「国土数値情報（土砂災害警戒区域）」（国土交通省）を使用して作成）
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第３章　史跡の概要

第１節　史跡指定の状況

１　指定の状況

⑴　指定

　　名　　　称　小笠原氏城跡　井川城跡　林城跡

　　種　　　別　史跡

　　所　在　地　長野県松本市井川城１丁目 4551 番 2 他

　　　　　　　　（井川城１丁目、大字里山辺、大字入山辺）

　　指定基準　史跡二　都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する

　　　　　　　遺跡（特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準）

⑵　追加指定

　　追加指定基準　史跡二　都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関　

　　　　　　　　 する遺跡（特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基  

　　　　　　　　 準）

　　追加指定年月日　平成 31 年 2 月 26 日（平成 31 年文部科学省告示第 26 号）

⑶　管理団体の指定

名 称　松本市

所 在 地　長野県松本市丸の内 3番 7号

指定年月日　平成 29 年 3 月 22 日（平成 29 年文化庁告示第 20 号）

２　指定告示

小笠原氏城跡に関する指定の告示は、次のとおりです。

なお、告示原文の和暦表示に、西暦年をカッコ内に加筆し、漢数字を算用数字にして

表記しました。

⑴　平成 29 年（2017）文部科学省告示第 7号

文化財保護法（昭和 25 年（1950）法律第 214 号）第 109 条第１項の規定により、

次の表に掲げる記念物を史跡に指定したので、同条第 3項の規定に基づき告示する。

平成 29 年 2 月 9 日 　　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣　松野　博一

名称 所在地 地域

小笠原氏城跡
　井川城跡
　林城跡

井川城跡
長野県松本市井川城１丁目

4551 番 2、4552 番 イ、4552 番 ロ、4553 番、4554 番 2、4554 番
3、4554 番 4、4554 番 5、4554 番 6、4555 番 4、4556 番、4557 番、
4562 番 1、4564 番
長野県松本市井川城 1 丁目 4551 番 2 と同井川城 1 丁目 4554 番 1
に挟まれ同井川城 1丁目 4564 番に南接するまでの道路敷を含む。
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名称 所在地 地域

林城跡
同　大字里山辺字山ゴシ
同　大字里山辺字山コシ
同　大字里山辺字本久保
同　大字里山辺字日向山

同　大字里山辺字福山
同　大字里山辺字扇平
同　大字里山辺字城山
同　大字入山辺字石神
同　大字入山辺字日影

同　大字入山辺字城山
同　大字入山辺字日向

4849 番
4854 番 1
5328 番ロ
5331 番、5332 番イ、5332 番口、5333 番、5334 番 1、5336 番 1、
5337 番 2、5337 番 7、5338 番、5339 番 1、5339 番 2、5339 番 3、
5339 番イの 1、5340 番 2、5340 番 3、5340 番イ、5340 番口、5340
番ハの 1、5340 番ニ、5340 番ホ
5341 番
5347 番 1
5348 番
87 番
7341 番、7342 番 1、7343 番イ、7343 番口、7343 番ハ、7344 番 1、
7345 番 1、7345 番 2、7346 番 1、7346 番 2、7347 番イの 1、7347
番イの 2、7347 番ロ、7348 番、7349 番、7350 番、7351 番 1、7352
番 1、7352 番 2、7353 番 1、7353 番 2、7353 番 3、7353 番 4、7353
番 5、7354 番、7356 番、7357 番 1、7357 番 2、7358 番 1、7359 番 1、
7360 番 1、7360 番 2、7361 番、7362 番、7363 番 1、7363 番 2
7355 番
7371 番 1、7371 番 2、7373 番 1、7373 番イの 1、7373 番イの 2、
7373 番口、7374 番、7375 番 1、7375 番 2、7375 番イの 1、7375 番口、
7376 番 1、7376 番 2、7376 番イの 2、7376 番ハ、7376 番二、7376
番ホ、7378 番
長野県松本市大字里山辺字本久保 5328 番口に東接し同大字入山辺
字日向 7371 番 1 に北接するまでの道路敷、同大字里山辺字日向山
5331 番と同大字入山辺字日影 7352 番 1 に挟まれ同大字里山辺字
日向山 5340 番イと同大字入山辺字城山 7355 番に挟まれるまでの
道路敷、同大字入山辺字日向 7373 番イの 1 と同大字入山辺字日向
7373 番口に挟まれ同大字入山辺字日向 7373 番イの２と同大字入山
辺字日向 7376 番 2 に挟まれるまでの道路敷、同大字入山辺字日向
7373 番イの 2 と同大字入山辺字日向 7374 番に挟まれ同大字入山辺
字日向 7376 番 2 と同大字入山辺字日向 7376 番イの２に挟まれる
までの道路敷、同大字入山辺字日向 7378 番に北接する道路敷を含
む。

⑵　平成 31 年（2019）文部科学省告示第 26 号

文化財保護法（昭和 25 年（1950）法律第 214 号）第 109 条第 1 項の規定により、

次の表の上欄に掲げる史跡に同表の下欄の地域を追加して指定したので、同条第 3 項

の規定に基づき告示する。

平成 31 年 2 月 26 日　　　　　　　　　　　　　　文部科学大臣　柴山　昌彦

上欄 下欄

名称 関係告示 所在地 地域

小笠原氏城跡

　井川城跡

　林城跡

平成 29 年文部科学省告示
第 7 号

長野県松本市
大字里山辺

同　大字里山
辺字前山

同　大字里山
辺字牛久保

5234 番 3、5234 番 4、5234 番 6

5237 番 1、5238 番 1、5238 番 2、5238 番 3、5239 番 1、
5239 番 2、5240 番 1、5240 番 2、5240 番 3、5240 番 4、
5240 番 5、5240 番 6、5242 番、5243 番、5244 番 1、
5244 番 3、5245 番、5250 番 1、5251 番イ、5251 番 2、
5251 番 3、5252 番 1、5253 番 1、5253 番 2、5254 番 1、
5254 番 2、5255 番、5256 番 1、5256 番 2、5257 番、
5258 番イ、5258 番ロ、5259 番、5260 番 2、5260 番
4、5260 番 7

5246 番 1、5246 番 2、5246 番 3、5247 番、5248 番、
5249 番 1
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【図 22】井川城跡史跡指定範囲図

【図 23】大城史跡指定範囲図

史跡指定範囲
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【図 24】小城史跡指定範囲図

史跡指定範囲

【図 25】林城跡史跡指定範囲図

小城

大城

平成 28 年史跡指定範囲

平成 31年史跡指定範囲
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3　指定理由

⑴　平成 29 年指定時

松本平の中央部から東部に位置する、室町時代から戦国時代にかけての信濃守護小

笠原氏の本拠となった城跡で、平地に築かれた井川城、山城である林城から成る。小

笠原氏は、建武元年（1334 年）に信濃守護に任命されたが、領国統治は安定せず、常

に軍事的な緊張の中に置かれていた。文安 3 年（1446 年）に勃発する小笠原一族内

での家督相続争いは小笠原一族を三家に分裂させ、天文 3 年（1534 年）に府中小笠

原氏により再統一されたが、天文 19 年（1550 年）には、武田晴信の侵攻により府中

小笠原氏も信濃国から追われた。

こうした混乱の中、小笠原氏の居城は 15 世紀後半には平地の井川城から、防御性

に優れた林城に移ったようであり、これは戦国期に全国的にみられる平地から山城へ

という領主の居城の変化の典型である。また、いずれの城跡もその保存状態は良好で

あり、室町時代から戦国時代に至る領主の居城の在り方を具体的に知ることができる。

小笠原氏の動向を示すだけでなく、室町幕府や鎌倉府、上杉、徳川、北条といった信

濃を取り巻く諸勢力の政治、軍事的な動向を知る上でも重要である。

⑵　平成 31 年追加指定時

平地に築かれた井川城跡と山城の林城跡からなる、信濃守護小笠原氏の居城跡。室

町から戦国時代にかけての信濃国の軍事的緊張関係及び信濃を取り巻く諸勢力の政

治、軍事的な動向を知る上でも重要。今回、林城跡のうち小城について追加指定する。

4　指定説明

⑴　平成 29 年指定時

小笠原氏城跡は、松本平の中央部から東部に位置する室町時代から戦国時代にかけ

ての信濃守護小笠原氏の居城跡で、平地に築かれた井川城跡と山城の林城跡から成る。

小笠原氏は甲斐源氏の庶流、加賀美遠光の次男、長清が遠光の所領である甲斐国小笠

原を相続し小笠原氏を名乗ることから始まり、足利尊氏に従い建武政権の樹立に功績

があった小笠原貞宗が、建武元年（1334 年）に信濃守護に任命された。しかし、信

濃国は室町幕府と鎌倉府の管轄の境界にあり、両者の対立にしばしば巻き込まれたこ

とや、村上氏、高梨氏、諏訪氏など自立性の強い国人による反発にあい、守護職を何

度か罷免されるなど、その支配は安定したものではなかった。

文安 3 年（1446 年）には、小笠原一族の間で家督相続争いが起こり、府中、鈴岡、

松尾の 3 家に分裂し抗争が繰り広げられた。この争いは天文 3 年（1534 年）に府中

小笠原氏が松尾小笠原氏を信濃から追放することにより終結するが、天文 19 年（1550

年）には、武田晴信の侵攻により府中小笠原氏も信濃国から追われた。このときの小

笠原氏の当主、長時は、三好長慶や上杉謙信の支援を得て信濃奪回を目指すが果たせ

ず、天正 10 年（1582 年）の本能寺の変により起こった徳川、北条、上杉、真田らに

よる旧武田領をめぐる騒乱に乗じて、上杉景勝の支援を得た長時の弟、洞雪斎が木曾

義昌から深志城（松本城）を奪還し、さらに徳川家康の支援を受け小笠原家旧臣の支
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持を得た長時の三男、貞慶が深志城を奪った。貞慶の子秀政は、天正 18 年（1590 年）

小田原征伐で戦功をたて、家康の関東移封にともなって下総国古河に入り、関ヶ原の

戦いの翌慶長 6年（1601 年）には加増されて信濃国飯田に移り、さらに同 18 年（1613

年）には松本に帰還した。大坂の陣で秀政、忠脩父子は戦死し、秀政の次男忠真が元

和 3 年（1617 年）に加増されて播磨国明石に移封されるまでの 5 年間、小笠原氏は

松本城に本拠を置くことになる。

井川城跡は、現在の松本市中心部、頭無川に面した低地に立地する室町時代の居城

である。現在も南北 100 メートル、東西 70 メートルの範囲で周囲よりも一段高い不

整長方形の高まりが認められ、この場所が井川城跡と伝えられてきた。享保 9年（1724

年）成立の『信府統記』には、館の周囲を井の字のように流れが囲んでいたことから

「井河ノ城」と称したとある。文献上の初出は文安 3年（1446 年）から 55 年間にわたっ

て諏訪大社の記録を書き継いだ『諏訪御符礼之古書』の応仁 2 年（1468 年）の記事

である。応仁元年（1467 年）に小笠原政秀が信濃守小笠原宗清（清宗）を府中に攻

めたときに、合戦の最中に切られた榊を捨てた場所として「井河堀」がみえる。

平成 25・26 年（2013、2014 年）に松本市教育委員会が行った発掘調査では、不整

長方形の高まりは、複数の河川が合流する低湿地に大規模な盛土を行って造成された

ものであることが分かり、それを囲む堀や土塁、掘立柱建物、礎石建物などを検出し

ている。土塁は高まりの周囲を全周する可能性が高く、出入り口は東側で 1 か所確認

している。堀は頭無川に流れ込む旧河川を付け替えたもので、その様子は明治に描か

れた『小島村絵図』などからも知られる。

また、堀の埋土からは多量のサイカチの花粉やサイカチ近似種の立株を検出してお

り、堀に沿ってサイカチが植栽されていたことが分かった。サイカチは幹や枝に鋭い

棘を持つことから、防
ぼうぎょ

禦性を高めるために植栽されたと考えられる。出土遺物には、

12 世紀から 16 世紀初頭の土師器や国産陶器、輸入陶磁器があり、15 世紀前半前後の

ものが最も多く、15 世紀末以後のものの出土量は極めて少ない。青磁花瓶や青花碗

等の威信財が含まれ、また京都系土師皿の出土が目立つ。

これらのことから、井川城跡は 15 世紀前半に築造され、15 世紀末に廃絶した一町

規模の方形館であり、位置、規模、構造などから、『信府統記』にみえる「井河ノ城」

である可能性が高い。

林城跡は、井川城跡の東方 4 キロメートルに位置し、松本盆地の東部を形成する薄

川扇状地の扇頂付近、薄川の現河道まで張り出した尾根先端に立地する。狭小な大嵩

崎谷を挟んで北東尾根上に林大城跡、南西尾根上に林小城跡が所在する。明治 11 年

（1878 年）の「入山辺村書き上げ」には、小笠原氏が 3家に分裂した直後の長禄 3年（1459

年）に府中小笠原氏の清宗が井川城から林城に移ったとある。また、武田氏に関する

記録史料である『高白斎記』には、天文 14 年（1545 年）、松本平に侵攻した武田勢

により、「林近所」「小笠原の館」が放火され、天文 19 年（1550 年）には「大城・岡田・

深志・桐原・山家」の 5城が自落したとある。

林大城跡は、延長 1 キロメートル、最大幅 400 メートルに達する長大な構えで、標

高 846 メートルの尾根頂部の主郭から、尾根先端に向けて階段状に複数の曲輪を造り、
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その間に竪堀と一体化した堀切や土塁を配している。城の保存状況は良好であり、主

郭の側面から背面にかけては、鉢巻状の平石積の石垣を巡らせている。

発掘調査は松本市教育委員会が昭和 63年度（1988 年度）に副郭で、平成 14年度（2002

年度）に大嵩崎谷に所在する林山腰遺跡で行っている。副郭では時期不明の掘立柱建

物等を検出している。林山腰遺跡では、戦国期に造成されたと考えられる複数の平坦

面を確認し、15 世紀末から 16 世紀初頭の瀬戸産陶器の一括資料を伴う大小複数の礎

石建物や土坑を検出している。林山腰遺跡の成立時期が井川城の廃絶時期にほぼ合致

することから、井川城から林城への居城の移動が想定されている。

小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田晴信の信濃侵攻によ

り信濃を退去するまでの間の小笠原氏の居城であり、平地に築かれた井川城から山城

である林城への移動は、戦国期に全国的にみられる平地から山城への領主の居城の移

動の典型例である。また、いずれの城もその保存状態は良好であり、室町時代から戦

国時代に至る領主の居城の在り方を具体的に知ることができる。さらに、これらの城

は、小笠原氏の分裂から信濃退去までの間の軍事的緊張関係をよく示しているだけで

なく、室町幕府や鎌倉府、上杉、徳川、北条といった信濃を取り巻く諸勢力の政治、

軍事的な動向を知る上でも重要である。よって、史跡に指定し保護を図ろうとするも

のである。

（『月刊文化財』平成 29 年（2017）2 月号（641 号）から引用）

⑵　平成 31 年追加指定時

小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田晴信の信濃侵攻によ

り信濃を退去するまでの間の小笠原氏の居城である。松本平の中央部から東部にかけ

て、平地に築かれた井川城跡と山城の林城跡からなる。

小笠原氏は甲斐源氏の庶流、加賀美遠光の次男、長清が遠光の所領である甲斐国小

笠原を相続し小笠原氏を名乗ることに始まり、建武元年（1334 年）に小笠原貞宗が

信濃守護に任命された。文安 3 年（1446 年）には家督相続争いにより、府中、鈴岡、

松尾の三家に分裂し抗争が繰り広げられた。この争いは天文 3 年（1534 年）に府中

小笠原氏が松尾小笠原氏を信濃から追放し終結するが、天文 19 年（1550 年）には、

武田晴信の侵攻により府中小笠原氏も信濃国から追われることとなる。

井川城跡は、現在の松本市中心部、頭無川に面した低地に立地する 15 世紀前半か

ら 15 世紀末にかけての居城である。文献上の初出は『諏訪御符礼之古書』の応仁 2

年（1468 年）の記事で、小笠原宗清（清宗）の名とともに「井河堀」の記載がある。

松本市教育委員会の発掘調査により、周囲に流路を兼ねた堀を巡らせた南北 100 メー

トル、東西 79 メートルの不整長方形の大規模な盛土と、それを囲む堀や土塁、掘立

柱建物、礎石建物などを確認しており、土塁を巡らせた単郭の方形居館とみられる。

林城跡は、井川城跡の東方 4 キロメートルに位置し、薄川扇状地の扇頂付近、薄川

の現河道まで張り出した尾根先端に立地する。小笠原氏の居館である「林館」の存在

が想定される大嵩崎谷を挟んで、北東尾根上が林大城、南西尾根上が林小城と呼称さ

れる。現在、林大城の範囲のみが史跡に指定されている。明治 11 年（1878 年）の「入

山辺村書き上げ」には長禄 3 年（1459 年）に府中小笠原氏の清宗が井川城から林城
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に移ったとあり、武田氏に関する記録史料である『高白斎記』には、天文 19 年（1550

年）には「大城・岡田・深志・桐原・山家」の 5 城が「自落」したとある。これらか

ら林城は 15 世紀後半に小笠原清宗により築城され、井川から館を移したが、16 世紀

中葉の武田氏侵攻に際して兵たちが戦わずに逃亡し、落城したとみられる。

林大城は、延長 1 キロメートル、最大幅 400 メートルに達する長大な構えで、尾根

頂部の主郭から尾根先端に向けて階段状に複数の曲輪を造り、その間に竪堀と一体化

した堀切や土塁を配する。主郭の側面から背面にかけては、鉢巻状の平石積みの石積

が巡る。

今回追加指定しようとするのは、大嵩崎谷を挟んで林大城と一体的に林城跡を構成

する林小城の範囲である。早くは昭和 11 年（1936 年）刊行の『長野県町村誌』に林

小城見取図として報告され、昭和 56 年度には長野県の中世城館跡分布調査に伴い調

査されたが、本格的な調査は平成 2 から 7 年度（1990 ～ 1995 年度）にかけての松本

市史編纂に伴う縄張り調査である。その後平成 28・29 年度（2016・2017 年度）には

松本市教育委員会により発掘調査、石積測量調査、石材調査、縄張調査が行われ、城

郭の詳細な構造が把握された。

林小城は延長 525 メートル、最大幅 510 メートルの城域を有し、標高 774 メートル

の尾根中腹に隅丸方形で石積や高土塁をもつ主郭を構える。主郭両側面の斜面には畝

状竪堀を、主郭に至る尾根上には堀切や不整形の削平地を多数設ける。尾根筋は大規

模な堀切により分断しており、途中で合流しつつ山麓まで達する長大な竪堀を配する。

主郭とその周辺の平場には鉢巻状の石積が、隅角部を造らず隅丸方形に巡る。石積は

山塊で産出する花崗岩や安山岩系統の岩石を用いて荒割りしたものを布積みしてお

り、垂直に安定して積み上げるため背面に控積みを行い互いの用材を噛み合わせる工

夫がなされる。主郭には新旧二段階の変遷が想定されるが、生活遺物の出土はほとん

どみられず、山上における長期の居住は想定しがたいことが発掘調査により明らかに

なっている。

このように小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから武田晴信の信濃

侵攻により信濃を追われるまでの小笠原氏の居城である。井川城から林城（大城・小

城）への移動は、戦国期の平地から山城への領主の居城の移動の典型例である。林小

城は居館が想定される大嵩崎谷を挟んで林大城と一体として機能したもので、井川城、

林城と合わせて室町時代から戦国時代に至る領主の居城の在り方を具体的に示す重要

な事例である。よって、林城跡（小城）について追加指定し、保護の万全を図るもの

である。

（『月刊文化財』平成 31 年（2019）2 月号（665 号）から引用）

５　土地所有の状況

史跡小笠原氏城跡の土地所有状況は、表 9 のとおりです。井川城跡の市所有地のうち

4,950.78 平方メートルは、史跡指定後に公有化したものです。

⑴　井川城跡

井川城跡は、指定範囲の一部に個人所有地を含んでおり、農地又は休耕地となって
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います。指定範囲は、発掘調査による遺構が確認された範囲と遺構の残存が推測され

る範囲の一部にとどまっています。

⑵　大城

大城は、里道を除く指定範囲の大半が個人所有地（一部神社所有地）となっていま

す。未指定地の一部には、所有者不明地（未番地）も含んでいます。

⑶　小城

小城は、指定範囲の全てが個人所有地です。

所有区分 井川城跡 大城 小城 合計

市所有地 5,092.92 ㎡ 2,270.54 ㎡ ― 7,363.46㎡

個人所有地 2,877.36㎡ 336,481.00 ㎡ 147,930.00 ㎡ 487,288.36㎡

神社所有地 ― 14,876.00 ㎡ ― 14,876.00 ㎡

合計 7,970.28 ㎡ 353,627.54 ㎡ 147,930.00 ㎡ 509,527.82 ㎡

【表 9】土地所有状況一覧（令和 6年（2024 年）1月 1日現在）

【図 26】土地所有区分図（井川城跡）
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【図 27】土地所有区分図（大城）

史跡指定範囲

市所有地

個人所有地

神社所有地

【図 28】土地所有区分図（小城）

史跡指定範囲

個人所有地
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第２節　井川城跡の概要

１　歴史

井川城跡は、現在の松本市の中心市街地の南側を流れる薄川と田川の合流地点の南側

に位置し、小河川が集まる低湿地に立地しています。中世の街道の様子はよく分かって

いませんが、近世に北
ほっこく

国脇
わき

往
おうかん

還（善光寺道）となる東山道が、井川城の東側を通ってい

ます。

井川城の築城時期は明らかではありませんが、小笠原貞宗が暦応 3 年（1340 年）に

守護として府中の御家人を統率している様子がうかがえることから、この頃に府中周辺

を支配する拠点があったことが推測されます。このことから、貞宗が井川に館を構え始

めたのも 14 世紀前半と推定されています。

文献史料での初出は、応仁元年（1467 年）に鈴岡小笠原氏の政秀が府中に乱入した

時の史料に、「井河堀」という記述があり、これが井川城を示していると考えられます。

小笠原氏は、拠点を井川から林へ移しますが、その時期については小笠原氏の系図や

伝承から 15 世紀中頃とされています。井川城のその後の利用について詳細は不明です

が、『信府統記』の「松本領古城記」には、「井河ノ城」として、地形が少し高く、東に

虎
こ ぐ ち

口（出入口）の跡が 1 か所、城内は畑になり、四方は沼地となっていたことが書かれ

ています。また、明治時代の様子を記した『小島村絵図』にも、城内は畑となり周囲を

川と水田に囲まれている様子を見ることができることから、江戸時代から明治時代に至

るまで耕作地としての利用をうかがうことができます。

【図 29】小島村絵図

 凡例

　　　　　 ：畑

　　　　　 ：水田

　　　　　：川 （水路）

現在の井川城跡
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２　調査成果

⑴　調査経過

井川城跡では、3次にわたり発掘調査を行いました。

第 1・2 次の発掘調査では、信濃守護小笠原氏の居館跡と伝わる遺跡の実態把握と

将来的な保護を目的とした確認調査を実施し、出土遺物や土壌を対象に花粉分析等の

自然科学分析を行いました。第 3 次調査では、先述した松本市中条保育園移転改築事

業に伴い、破壊を余儀なくされる防火水槽設置部分の緊急発掘調査を実施しました。

⑵　調査成果

第 1・2 次の発掘調査により、南北 100 メートル・東西 70 メートルの長方形の土壇

状盛土遺構が検出され、周囲は頭無川やその旧河道と見られる低湿地や堀状遺構に

よって囲まれていることが判明しました。

また、盛土による造成面には複数の遺構面があり、掘立柱建物跡・礎石建物跡等、

多数の遺構の存在が確認され、外周を土塁が巡っていたことも分かりました。

造成時期は、伴出する瀬戸産陶器の年代から 14 世紀後半まで遡る可能性がありま

すが、そのピークは 15 世紀前半～中葉と見られ、15 世紀末には終焉
えん

を迎えています。

これにより、後述する林山腰遺跡の出土遺構及び遺物の状況から、小笠原氏の井川城

から林城への本拠の移動という歴史的事象を、考古学的に確かめることができ、その

画期が 15 世紀末であることが分かりました。

井川城跡の遺物は、焼物全体に占める土
は じ

師質土器皿（かわらけ）の比重が非常に高

く、特に白い緻密な胎土で儀礼用と考えられる京都志向のものも多く見られます。

伴出する貿易陶磁には威信財である青
せいじたけのこがたへい

磁筍形瓶（長い頸の部分に筍のような節状の

突起がある青磁の花入れ）を始め、青磁や白磁、染付（青花）の碗
わん

・皿類、香炉など

があり、瀬戸産の陶器類も豊富に見られます。焼物の他にも碁石や小
こ ざ ね

札（甲冑を構成

する小さな板状の部品）等が出土しています。こうした状況から、1 町規模に及ぶ土

壇状盛土遺構は守護・国人に匹敵する武士勢力の方形居館跡である可能性が高く、文

献や地名、伝承に残る小笠原氏の居館「井川館（城）」である可能性が高いことが分

かりました。

また、土壌に含まれる花粉等の自然科学分析から、城跡を巡る環境の移り変わりが

以下のように推定されています。

【井川城跡が居館として機能していた時期】

① 堀状遺構は緩やかな水流を伴う沼沢地で、周辺の水田からもたらされたと考え

られる水生植物が繁茂し、ヨシも繁茂していた可能性がある。

② 堀状遺構の内側には鋭いとげを持つサイカチが植栽され、おそらく柵のように

密植していた。

③ 井川城跡周辺には水田が広がっており、山地・丘陵にはアカマツ、コナラ、サ

ワラを主要素とする森林があった。

【居館廃絶以後】

① 堀状遺構は河川環境となり、上流からの粗
そりゅうさい

粒砕屑
せつぶつ

物が堆積するようになった。

② サイカチは見られなくなり、水生植物も数が少なくなった。
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③ 周辺の山地・丘陵にはアカマツやコナラが更に拡大し、現代に見るような里山

が形成された。

第 3 次調査では、造成面上に計画的に配された溝や、自然流路が確認され、居館跡

を囲む堀状遺構の外側にも、広範囲にわたり造成が行われていたことが追認されまし

た。

遺物は、青磁、白磁、内耳鍋などが出土したほか、溝からは、水に関わる祭祀に用

いられたと推定される笹塔婆、漆椀、鹿角などが出土しました。

【図 30】井川城跡 発掘調査範囲図
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【図 31】井川城跡 遺構断面図
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【図 32】井川城跡 遺構現況図
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【図 33】井川城跡 遺構復元図
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３　構造

⑴　伝櫓台跡

『信府統記』に「土手形・矢倉台ノ跡ト見ユル所、塚ノ如クナリテアリ」と記され

た塚状の盛土で、唯一地表に露出した遺構です。現状で高さ 1.8 メートルです。発掘

調査が行われていないため、詳細は分かっていませんが、周囲の発掘調査で確認され

た土塁状盛土の状況から、居館の南西隅に当たる部分と考えられ、隣接して調査を

行ったトレンチの状況から、土塁状盛土と接続する可能性が高いと考えられます（図

34）。

⑵　土壇状盛土遺構（主郭）

試掘調査～第 2 次発掘調査で検出された人為的な造成遺構で、規模は南北 100 メー

トル・東西 70 メートル、面積 6,110 平方メートルです。平面形は方形を基調として

いますが、北東側が斜辺となる不整長方形と見られ、その長軸線はほぼ正確に南北を

指しています。盛土による造成面には、複数の遺構面が確認されました。

発掘調査成果から、主郭の周囲からの高さ（主郭遺構面と対岸の郭外遺構面との比

高　図 35 の b）は、主郭北側で 1.9 メートル、南東隅付近で 0.6 メートルです。

⑶　土塁状盛土と土塁

主郭を構成する土壇状盛土の外周には、土塁状の盛土が巡らされています。最初に

造成範囲の輪郭を決めるために土塁状盛土が設けられ、その内部に盛土を施し、土壇

状盛土（主郭）を構築しています。土塁は、土塁状盛土を骨格として、更に盛土を行っ

て構築していると考えられます。

これまでの発掘調査地点では、基部付近まで土塁が削平されていたため、土塁の裾

が溝や集石で区画されていたり、造成土が土塁の裾の上に盛られている状況が確認さ

れている箇所以外は、土塁と土塁状盛土の区別がつきません。

発掘調査で確認された土塁状盛土の基底幅は、主郭の東辺や西辺では 7 ～ 9.5 メー

トルですが、南辺では15メートルに達する箇所もあります。土塁外側の法面の傾斜は、

20 ～ 30°を標準に 12 ～ 60°の間に分布しています。内側法面の傾斜は、発掘調査

範囲では明確に確認することができていません。このため、土塁の高さを推定するこ

とが困難ですが、調査区内の最大残存高さは 64 センチ（2次 6トレンチ）です。

⑷　出入口

主郭の東辺には、1 か所屈曲した箇所があり、この箇所は土塁が途切れて開いてい

ます。こうした構造上の特徴と、『信府統記』の「東ノ方ニ虎口ノ跡一所アリ」とい

う記載から、この箇所が居館の出入口（虎口）であると想定されています。

この箇所の土塁の内側では、柱穴や礎石が確認されているため、門跡の可能性もあ

ります。現在、遺構の中央を走る里道及び私道、下水道のため調査が全体に及ばず、

出入口の構造はよく分かっていません。

⑸　堀状遺構

主郭の外周には堀状遺構が巡らされ、土塁状盛土とともに外周区画施設となってい

ます。発掘調査により堀状遺構の幅が明らかになっているのは、主郭の西側 2 か所、

北側 4 か所で、北側で 16 メートル（2 次 10 トレンチ－試掘４トレンチ間）、東側で
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 土塁状盛土 

１次４トレンチ 

0 10ｍ 

土塁状盛土 堀堆積土 

伝櫓台跡 

【図 34】伝櫓台跡と土塁状盛土

【図 35】井川城跡 遺構断面模式図
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【図 36】井川城跡 東側虎口の遺構図
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13 メートル（1 次 2 トレンチ－ 2 次 5 トレンチ間）、12 メートル（1 次 4 トレンチ－

2 次 4 トレンチ間）です。堀り込みは試掘 2 トレンチでは、外側が２段に掘り込まれ

た箱状を呈し、郭外の中世遺構面からの深さは 1段目が 1.3 メートル、2段目が 2メー

トルです。

主郭の西辺からは、サイカチ属の立木が出土し、東辺の堀内の堆積土からはその花

粉が大量に検出されました。サイカチの花粉は風によって運ばれることがほとんどな

いため、防御を目的に土塁上や堀に沿って高密度に植栽されていたと考えられます。

⑹　流路跡

堀状遺構の東側には、堀状遺構に並走するように 2 本の流路が確認されています。

西側の流路は、幅 4.2 ～ 6.2 メートル、東側の流路は幅 3.7 ～ 10.2 メートルです。

東側の流路は南側で幅が広くなっていることから、頭無川から水を取り入れていた可

能性があります。この 2 本の流路の北側は、発掘調査が行われていないため、どのよ

うに延長しているか詳細は分かっていません。

また、主郭の南辺から西辺を流れる頭無川は、居館跡を囲むように人為的に河道を

付け替えた可能性があります。

⑺　建物跡

調査範囲内で明確に確認された建物跡は 5 棟で、そのうちの 4 棟が主郭内にありま

す。礎石を伴う建物跡も複数見られ、武家の居館にふさわしい大型の建物があったこ

とが分かりました。

⑻　主郭外遺構

堀状遺構の北側から東側にかけての主郭外にも、盛土による整地が確認されていま

す。北東側の主郭外空間からは礎石建物跡が検出されており、青磁盤、硯などの遺物

が出土しています。一方南東側については、前述の 3 本の堀状遺構以外に建物などの

遺構は確認されていません。

４　井川城跡の現状

⑴　史跡指定地及び周辺

井川城跡は、昭和 42 年（1967 年）に松本市指定史跡に指定（昭和 51 年（1976 年）

に松本市文化財保護条例の改正により松本市特別史跡に指定）されて以後、説明板の

設置を除き史跡整備は行われていません。

史跡指定範囲は、発掘調査により確認された居館跡の範囲の一部に留まっています。

史跡指定地は、現在、耕作地、休耕地、更地（旧宅地）となっており、公有地を中心に、

松本市が業務委託による除草管理、樹木枯れ枝の枝打ち等の管理を行っています。

指定地東側には土取りを行った痕跡や、排水のための水路及び暗
あんきょ

渠があります。

指定地の東側は、休耕地となっており、地下水位が高く、降雨後に水没することか

ら立入りができなくなる時があります。

史跡周辺は住宅地であり、北側には井川城保育園が隣接し、それ以外はアパートや

民家等に面しています。西側と南側の住宅地との間には、頭無川が流れています。
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【図 37】井川城跡 保存及び活用の現状図
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その他は、耕作地として使用され、土地所有者等により耕作、管理されています。

史跡の中央を里道及び私道が通過し、その地下に公共下水道が埋設されています。

公有地内には、使用されていない電柱等が残されており、史跡の景観や、今後の整備

の支障となるおそれがあります。

⑵　保存の現状

遺構は、伝櫓台を除き地下遺構として保存されています。これまでの発掘調査は限

定的であるため、遺構の全容は把握できていません。露出遺構である伝櫓台には、高

木を含む樹木が生育し、周囲への枝の落下や、根による遺構の毀損が懸念されます。

隣接する井川城保育園の地下には、発掘調査により遺構があることが確認され、盛

土と特殊工法の採用によって、保存が図られています。

⑶　活用の現状

ア　便益施設、サイン類

井川城跡はこれまで史跡整備が行われていないため、トイレ、東屋、駐車場等の

施設は設置されていません。史跡は、幹線道路からの誘導サインがなく、場所が分

かりにくいほか、現地での遺構表示等のサイン類が不足しており、見学路の設定も

されていないため、史跡内での現在位置も把握しづらい状態です。

遺構が地下に埋没し、館跡を構成する遺構を見ることができず、説明板も不足し

ているため、居館の姿や構造を想像することもできないことから、史跡の本質的な

価値を理解するのは難しい状況です。

イ　見学路、動線、アクセス

東西に分かれている指定範囲の行き来は、私有地を通過するか、北側に迂回する

必要があります。史跡内の公有地と私有地との境界や、未指定地との境界が示され

ておらず、注意喚起等も行っていないため、見学者が私有地や未指定地に立入って

いる様子が見られます。

史跡内は、里道及び私道が通っており、東西の市道から入ることができます。史

跡内は、見学者のほかに、通勤通学や散歩等で通行する人が見られます。車両も同

様に進入が可能であり、東側からは、耕作関係の車両が入るほか、史跡見学者の車

両の進入が見られます。

史跡内の里道及び私道は道幅が狭いため、車両が駐車や転回する際に私有地や道

路外への立入りが確認されます。管理用車両は、東西方向から史跡内へ入っていま

す。西側からは、かつて個人住宅への出入りに利用された鉄筋コンクリート造の橋

を渡る必要がありますが、橋の点検等メンテナンスは行っていません。

史跡周辺の道路は道幅が狭く、交通量も多いため、見学者が車両や徒歩で通行す

る際の注意喚起が必要です。

ウ　降雨時の水没

指定地東側の休耕地は、水はけが悪く、降雨後に広範囲が長期間にわたって水没

し、立入りが困難となることがあります。地下水位が高いことと、図 97（142 ページ）

のように、現地表面が敷地の中央付近に向かって緩やかに傾斜しているため、既存

排水路への排水が不十分であることが原因と考えられます。
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【図 38】井川城跡 既存サイン類位置図
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方針
種類

（設置者）
内容

継
続
使
用

注意喚起

サイン

（松本市）

４ 犬のフン持ち帰り ６ 犬のフン持ち帰り

更
新
検
討

説明

サイン

（松本市）

２ 史跡概要

撤
去
検
討

説明

サイン

（松本市）

７ 史跡概要

注意喚起

サイン

（地元）

８　車両通り抜け禁止

個
別
検
討

名称

サイン

（不明）
５ 史跡名表示

　方針：撤去検討

誘導

サイン

（不明）
１ 史跡誘導矢印
　方針：更新

９ 史跡誘導矢印
方針：更新

注意喚起

サイン

（不明）

３ 車両通行禁止
　方針：継続使用

【図 39】井川城跡 既存サイン類一覧
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第３節　林城跡の概要

１　歴史

林城跡は、薄川が開析した谷の出口に当たる薄川扇状地の扇頂付近の左岸に位置して

います。この谷には、林城のほか、山家城、桐原城などの山城があり、武
た け し

石道
みち

と呼ばれ

る武石峠を経て上田・小県方面に抜けるルートと、扉峠を経て諏訪方面に抜けるルート

が通る交通の要衝です。林城は、このルートの入口を押さえる場所にあるとも言えます。

林城・林館の築城年は明らかになっておらず、小笠原氏の系図である『笠
りゅう

系
けい

大
たいせい

成』、

小笠原貞慶の家臣である溝口貞泰による『溝口家記』を増補校訂した『増補溝口家記』

ともに、小笠原清宗までは井川城で生まれていますが、清宗の嫡男長朝以降は長時まで

（『増補溝口家記』では貞慶まで）林館で生まれたとしています。前述のとおり、清宗は

応仁元年（1467 年）に小笠原政秀の襲撃を受け、その翌年に亡くなっているため、林城・

林館の築城は、15 世紀中頃から後半の始めの間であることがうかがえます。

天文 14 年（1545 年）には、武田晴信により林周辺及び小笠原館が放火されており、

これが林館のことと推察され、天文 19 年（1550 年）には深志・岡田・桐原・山家の 4

城とともに林城は自落しました。

その後晴信は、深志城を拠点とし、武田氏滅亡後の木曾氏、小笠原氏も深志城に入っ

ていることから、林城が自落後どのように利用されたかは不明です。

また、小城も『信府統記』をさかのぼる記載は見られず、大城とどのような関係にあっ

たのか文献史料からは分かりません。

２　調査成果

⑴　大城

ア　調査経過

大城ではこれまで 3 回発掘調査が行わ

れました。1回目は、主郭（曲輪 1）の土

塁を対象とした調査ですが、記録がなく

詳細は不明です。2 回目及び 3 回目の調
掘立建物跡・土坑完掘状況

林城跡遠景（左：大城、右：小城）



- 61 -

第３章　史跡の概要

第

３

章

査は、松本市教育委員会が行ったもので、昭和 63 年度（1988 年度）に曲輪 2 にお

ける東屋建設に係る記録保存調査、平成 15 年度（2003 年度）には、橋倉に伸びる

尾根上における携帯電話アンテナ基地局設置（史跡範囲外）に係る試掘調査を実施

しました。

山城の遺構の発掘調査は、曲輪 2の調査のみであり、埋没遺構の状況は不明です。

また、発掘以外の調査としては、平成 21 年度（2009 年度）に航空地形測量、平

成 22 年度（2010 年度）に詳細地形測量を実施し、平成 26 年度（2014 年度）から

翌 27 年度（2015 年度）にかけて縄張調査と縄張図の作成を行ったほか、平成 29

年度（2017 年度）に小城とともに石積の石材鑑定を実施しました。

イ　調査成果

昭和 63 年度（1988 年度）に実施した曲輪 2 の調査では、かつて所在した古峯神

社のものと見られる瓦を多量に含む腐植土の下約 25 センチメートルにおいて非常

に固い黄褐色整地土面が認められ、掘立柱建物跡 1 基、ピット 2 基、土坑 1 基が検

出されました。

掘立柱建物跡は曲輪 2と軸方向をそろえ、西隅の柱穴が未確認ながら、2間（3.6

メートル）四方の総柱建物だったと考えられます。遺物は土器の小片3点が見つかっ

ています。

アンテナ基地局設置（史跡範囲外）に伴う試掘調査では、遺構・遺物は得られて

【図 40】大城曲輪 2 東屋建設に伴う記録調査平面図



- 62 -

第３章　史跡の概要

第

３

章

いません。

平成 29 年度（2017 年度）に実施した

石積の石材鑑定では、大城で使用されて

いる石材は、小城と同じ内村層を貫入す

る花崗閃緑岩が主要石材であることが分

かりました。また、堀切Ｈ付近に花崗閃

緑岩及び花崗斑岩露頭が確認されており、

この付近から石材の供給があった可能性

をうかがうことができました。

⑵　小城

ア　調査経過

小城では、松本市が実施する小笠原氏

城館群史跡整備事業の平成 28 年度、平成

29 年度（2016、2017 年度）事業として、

石積の背面構造及び主郭の構造確認のた

めの試掘調査、主郭の北東部を中心とす

る延長 21 メートルの範囲について、三次

元計測による石積の立面図・横断図作成を実施しました。また、縄張調査と縄張図

作成を行ったほか、平成 29 年度（2017 年度）には大城とともに石積の石材鑑定を

【図 42】小城 石積立面図・立面写真

【図 41】小城 試掘調査主郭トレンチ配置図
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実施しました。

イ　調査成果

試掘調査では、土師質土器皿片と坩
る つ ぼ

堝片の 2 点が出土しました。遺構は、土塁法

尻に配されたと見られる石列とピットを確認しました。また、石積の背面は軟弱な

盛土であったほか、曲輪の築造に段階がある可能性が見出されました。主郭内での

限定的な調査であったため、その他埋没遺構についての詳細は不明です。

石積測量調査では、主郭を巡る鉢巻状の石積は、厚みのある平石を横目地を通し

ながら垂直に積み上げ、高さは 1 ～ 1.3 メートル程であることが分かりました。石

材は、母岩の節理に沿って割れた転石か意図的に粗割りしたと見られる角礫を主体

とし、一部には河床礫の使用も認められました。

また、崩落防止のため、背面に控
ひかえづみ

積が行われていることも判明し、一部では、石

積を支えるために、単発的に根石を前にせり出したアゴ止め石状の土台石が確認さ

れました。

石積の基底面は、場所により高さが異なり、縄張の基本設計に基づきながら地形

や造成の都合によって現地合わせを行っていることが推察されました。

石積の石材鑑定では、小城の石積に用いた石材は、大城と同様に内村層を貫く火

山由来の花崗閃緑岩を主体とすることが分かりました。その多くは山中で調達され

たものと考えられますが、河床礫は意図的に山麓から運び上げられたものと見られ

ます。

【図 43】大城 遺構区分図
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３　構造

⑴　大城

大城は、標高 844 メートルに主体部を構える山城です。城域は、約 1 キロメートル

× 400 メートルに及び、金華橋側登り口との比高差は約 200 メートルあります。

主体部及び一部の曲輪には石積が見られ、尾根を分断する堀切のほか、主体部西北

西に延びる尾根上には、無数の曲輪群が展開し、防御を固めています。

ア　西北西尾根ブロック

このブロックは、堀切・竪堀Ｄより下位の西北西尾根に展開する遺構群で、尾根

沿いに築かれた切岸を伴う曲輪で構成されています。曲輪群は、堀切・竪堀Ｂ、Ｃ

を境に三分され、曲輪群①の方が曲輪群②よりも個々の曲輪の面積が大きく、切岸

も高く勾配が急になっています。また曲輪群③は、不明瞭な小曲輪が堀切・竪堀Ｂ

寄りに認められるほかは、ほとんど遺構が認められません。

堀切・竪堀Ｂ、Ｃは、尾根上の堀切と竪堀がつながり、一体となっています。竪

堀は、斜面の傾斜が緩い南側が長く掘られており、斜面からの敵の侵入を遮断して

います。また、堀切・竪堀Ｂ、Ｃは、土塁が併設されており、堀内の法面が高くなっ

ているほか、堀切・竪堀Ｃに並走する土塁には、段差が見られます。

石積は曲輪 16 の南西側法面に確認されています。石積は安山岩を材料とし、上

端部に鉢巻状に積まれています。なお、石積が用いられた曲輪 16 は、方形に造ら

れており、他の西北西尾根ブロックの曲輪（三日月状）と形状が異なっています。

【図 44】大城 西北西尾根ブロック遺構現況図
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曲輪 21、25、27 端部（遊歩道側）には、土塁状の盛り上がりが見られ、曲輪の

区画又は昇降のためのスロープとして用いられた遺構の可能性があります。

曲輪 22 の南端には、土塁と曲輪 20 に挟まれた廊下状の空間が、曲輪 19 に残る

方形の虎口状遺構とスロープ状遺構で接続されています。これは城内通路の遺構で

ある可能性があります。廊下状の空間の西側下位にある曲輪は、後述する大嵩崎側

（南西支尾根）からの想定通路と接続する可能性があります。

尾根に広がる三日月状の曲輪は、端部が長く伸びているものがあり、一部がスロー

プ状に下がっています。端部の上下には、細長い列状の曲輪が見られ、これらを折

り返すことで曲輪間の移動が容易になることから、城内通路遺構の可能性が考えら

れます。また、スロープ状遺構が確認されていないところでも、細長い列状の曲輪

をたどることで、事実上のスロープとして機能していた可能性があります。

イ　主体部ブロック

このブロックは、内外に石積を伴う土塁で囲まれた主郭（曲輪 1）を、更に土塁

を伴う帯状の曲輪が取り囲む形で構成され、主郭と曲輪 2 は堀切・竪堀Ｅにより分

けられています。主体部北東側は、傾斜が緩いため、曲輪を雛壇状に造成し、切岸

と併せて防御を図っています。

堀切・竪堀Ｄは、西北西尾根と主体部を遮断する役割を持ち、堀切・竪堀Ｂ、Ｃ

と同様に土塁が伴っています。現在、北東側と南西側の 2 か所が土橋状になってい

ますが、いずれも後世の改変によるものと考えられ、主体部への導入方法は不明で

す。曲輪 2 の南東にある土塁は、上面が曲輪状に広くなっており、何らかの施設が

設けられていた可能性があります。この土塁上空間は段差が見られ、北東側にはス

【図 45】大城 主体部ブロック遺構現況図
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ロープ状の土塁が設けられています。堀切・竪堀Ｅは、主郭と曲輪 2 の間を通り、

石積を伴う土橋が架かっています。土橋は、後世の改変によるものと考えられます

が未調査のため詳細は不明です。

主郭は、大城最大の面積を持つ曲輪で、三方に土塁が残り、北東部と南西部に出

入口の可能性がある土塁開口部が見られます。広大な主郭にどのような施設があっ

たかは不明です。

曲輪 7 は、井戸跡（化粧井戸）のある曲輪 11 からの侵入に備えた大規模な虎口

遺構と考えられていますが、見学路が通る土塁開口部は、往時のものか定かではな

く、曲輪 11 からの城内通路は不明です。

石積は、主郭と曲輪 4 で見られます。いずれも 2 段程度の石を平積みしており、

土塁や法面の上部を鉢巻状に積んでいます。また、曲輪 4、6、9、10 には、切岸下

方にずり落ちた石や転石が多く確認できます。

ウ　主体部南東側ブロック

主体部から「水番所」と伝わる曲輪 13 にかけて延びる南東尾根は、高低差はあ

【図 46】大城 主体部南東側ブロック遺構現況図
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るものの勾配が緩いため、高さのある切岸や 1 ～ 3 重の堀切・竪堀を複合的に配置

した防御施設が築かれています。堀切・竪堀Ｋは、南東側で竪堀Ｉ、Ｊと合流して

おり、旧小笠原氏支配領域の山城に共通する特徴的な構造である「途中で合流する

竪堀」が確認できます。また、合流している堀切・竪堀Ｇと堀切・竪堀Ｈの南西側

の竪堀には、竪堀内の土砂が地滑り状に崩壊していると思われる範囲があり、今後

の遺構の保存に留意が必要です。

曲輪 11 北西端から曲輪 7 の東側下段の曲輪にはスロープ状遺構があり、城内通

路遺構の可能性があります。スロープ状遺構の先にある窪地は、主郭北側の土塁開

口部と石積遺構の直下になることから、出入口に関連する遺構の可能性があります。

エ　城内通路

現在使用している遊歩道及び見学路は、『文政 3 年慈眼寺論所立会絵図』に記載

が見られ、近世以降に入山辺村と里山辺村の境界ともなったことから、近世以降に

成立した可能性が高く、本来の城内通路は不明です。

史跡内には、部分的に戦国期の城内通路を踏襲している可能性のある遺構が残り

ますが、全体像が不明であり、遺構間の接続等が明らかにできません。また、遺構は、

近世以降の山道の可能性も否定できないことから、現段階では城内通路を特定する

ことができません。

前述した遺構から想定される城内通路の概要を下記のとおり示しますが、検証が

不十分であるため、継続した城内通路調査の実施が必要です。

（ア）金華橋側からの通路

城内通路は、三日月状の曲輪端部の上下に位置する細長い列状の曲輪を折り

返したり、スロープ状遺構を通りながら主体部に至ったことが考えられます。

途中にある堀切・竪堀については、架橋施設が確認できておらず、引橋等によ

り渡った可能性がありますが詳細は不明です。堀切・竪堀Ｃは、土塁の段差部

分から渡った可能性があります。また、曲輪 19、22 にかけては、土塁と曲輪 20

の切岸に挟まれた廊下状の空間（Ｂ）から曲輪 19 の虎口状遺構（Ｃ）への接続

【図 47】大城　昭和 11 年見取図
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【図 48】大城 想定城内通路図
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が想定され、明瞭に残る曲輪 25 のスロープ状遺構（Ａ）も城内通路の可能性が

あります。

しかし、遊歩道沿いにも遊歩道に沿って東西に伸びる土塁状の盛土や石積が

残ることから、遊歩道が城内通路を踏襲している可能性があります。

（イ）橋倉側からの通路

橋倉集落側から主体部までは、堀切・竪堀Ｋから曲輪 11（井戸跡）を経由し、

スロープ状遺構（Ｄ）を通り、窪地（Ｅ）から梯子等で曲輪 7 へ至るルート、

窪地（Ｅ）を通過し、スロープ状遺構（Ｆ）を通り曲輪 7 へ至るルートが考え

られます。

（ウ）大嵩崎側からの通路

大嵩崎側から主体部までは、主郭の南東側に登っていく見学路が通っていま

すが、かつての城内通路かは不明です。

なお、大嵩崎側は、武田氏侵攻以前の段階において、小笠原氏の山麓拠点があっ

たと推定されることから、麓との連絡のための通路があったと考えられます。

主郭の南西支尾根（Ｇ）には、小さい曲輪状の削平地があることから、大嵩崎

側への城内通路がある可能性があります。主体部までの通路については、昭和

11 年見取図に南西支尾根（Ｇ）付近を通り、曲輪 10 へ直接登る道が図化され

ていますが、急傾斜で明瞭な遺構が確認できません。一方、廊下状の空間（Ｂ）

の西側下位にある曲輪からは、テラス状の曲輪を経由することで南西支尾根に

至ることができます。しかし、通路が不鮮明であることから、城内通路遺構か

は不明です。

（エ）その他の通路

曲輪 13 から広沢寺山方面への通路がありますが、城内通路かは不明です。

オ　車道開削による改変箇所

車道開削前（昭和 11 年（1936 年））に描かれた大城の見取図によると、曲輪 3は、

車道が通る北側が閉塞され、スロープにより曲輪 2の北側の曲輪に接続しています。

また、堀切Ｄの北側の土橋状の遺構がなく、土塁を伴う竪堀が描かれています。

曲輪 4 の東から南側に広がるテラス状の遺構は確認できず、車道開削時に造られ

たものと考えられます。堀切Ｅも、その際に埋められたようです。

カ　石積

主郭（曲輪 1）の北側土塁の内側、西端外側法面、曲輪 16 の南西側法面などには、

石積が断片的に残ります。大城の石積は小城と比較すると、高さが低く、土塁の内

外に確認できるのが特徴です。石材は、曲輪 16 南西側法面と主郭周辺で材質が異

なり、石材の統一をせず、付近の石を用いて造られたと考えられます。表面観察では、

いずれも平石を布積にし、法面の上部に鉢巻状に築いています。他にも土塁の所々

に石材が露出している箇所や、前述のとおり転石が多く確認できることから、少な

くとも主郭及び曲輪 2、4 については曲輪と土塁に石積が巡っていたと考えられま

す。転石等は、破城によるものかは不明です。
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【図 49】大城 遺構復元図
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【図 50】大城 遺構復元図（主体部）・昭和 11 年見取図（部分）
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⑵　小城

小城は、標高 774 メートルに主体部を構える山城で、北麓との比高差は約 150 メー

トルあります。主体部には石積が見られ、主郭（曲輪 1）の東西斜面には、畝
うね

状竪堀

があります。

主郭の南側は、堀切によって尾根を分断し、北尾根や北西尾根には、大城と同様に

曲輪群が展開しています。

【図 51】小城 遺構区分図

ア　主体部ブロック

このブロックは、長方形の主郭（曲輪 1）と、それを北側からコの字形に取り囲

む曲輪 2 を中心に展開しています。主郭は、四方を土塁に囲まれ、特に尾根後方に

当たる南辺の土塁を高くしています。現在、主郭には、東辺中央（曲輪 2 南端の土

塁上）から入りますが、本来の出入口であるかは不明です。また、東西斜面には畝

状竪堀を配して斜面上の横移動を妨げています。
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曲輪 2 の内部は東西 2 段に造成され、段差の北縁には出入口と見られる土塁開口

部があり、曲輪 4からここを通過すると、石積を巡らせた曲輪を正面に仰ぎます。

竪堀Ｇ、Ｈは、北側に位置する竪堀Ｇの方が短く、竪堀Ｉとともに尾根を完全に

は断ち切っていません。これは尾根を断ち切る南側の様相とは異なっています。ま

た、竪堀Ｇ付近からスロープ状遺構が曲輪 4 まで続いています。この遺構は、曲輪

2から見下ろされ、圧迫される構造であることに加え、竪堀Ｇが自然地形ではなく、

通路を迎え入れるために意図的に短くなっている様子が見えることから、城内通路

遺構の可能性があります。

曲輪 6 の直下、北尾根に展開する曲輪群は、北に続く北尾根斜面ブロックに比べ

て急勾配で高い切岸を有しています。

北西尾根の曲輪 8 ～ 11 は、細い尾根の稜線部に余すところなく曲輪を配置し、

前面には急傾斜で高い切岸を削り出しており、北西尾根からの進入を壁によって遮

断しています。

石積は、主郭と曲輪 2 の外周に確認され、法面上部に鉢巻状に築かれています。

曲輪 2や曲輪 2東下方と南側の曲輪に、転石が多く確認されています。

【図 52】小城 主体部ブロック遺構現況図
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イ　北西尾根ブロック

このブロックは、比較的傾斜の緩い尾根上に曲輪群が展開します。尾根の屈曲部

にある馬蹄形の曲輪 12 より下方では、道を思わせるような溝状の地形が稜線上を

走り、それに沿って曲輪が多数配置されています。曲輪 12 より上方は、輪郭が不

明瞭で背面の切岸が低い曲輪が連なり、その上方に続く主体部ブロックの曲輪 8 ～

11 とは対照的な姿を見せます。

【図 53】小城 北西尾根ブロック遺構現況図

ウ　北尾根斜面ブロック

北尾根は、途中で東西（東稜線、西稜線）に分岐し、麓まで続きます。

このブロックは、西稜線に沿って「之」の字形に下方に延びるスロープ状遺構と、

緩い谷空間に確保された比較的広く切岸の低い雛壇状の曲輪群のおおよそ二つの遺

構群からなります。

スロープ状遺構は、西稜線の小規模な曲輪群から見下ろすことができ、末端は不

明ですが、山麓付近まで続きます。また、スロープ状遺構を通り、竪堀Ｍを越えた

空間の上部（南側）に溝状の遺構が確認でき、ここから上部空間への進入ができる

ことから、城内通路遺構の可能性があります。

東稜線の竪堀Ｊ上部付近は崩落したと見られ、周辺の曲輪の一部が欠落している

と見られます。
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エ　南尾根ブロック

このブロックは、遮蔽物がなく、緩い斜面が主郭に向かって下る地形となり、主

郭との間は竪堀Ｄ、Ｅに連なる堀切で断ち切っています。更に、ブロック南端のピー

ク（標高 794 メートル）の背後は、竪堀Ａ、Ｂ、Ｃにより、尾根を断ち切り、小城

の南側の外郭を構成しています。

主郭背後の竪堀Ｄ、Ｅに連なる堀切と、竪堀Ａ、Ｂ、Ｃの間は、削平が十分に行

われていない不整形空間が広がっています。竪堀の位置関係から、不整形空間が使

用可能な空間として取り込まれており、非常に曖昧ですが、曲輪を削平しようとし

た痕跡も見られます。

オ　城内通路

現在使用している見学路（後述）は、尾根上の遺構配置などから、本来の城内道

が未解明なまま後世に整備されたものと思われます。しかし、主体部周辺について

は往時の城内通路を踏襲している可能性があります。詳細は不明ですが、想定され

【図 54】小城 北尾根斜面ブロック遺構現況図
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る通路は下記のとおりです。

（ア）北尾根からの通路

北尾根には、西側の稜線に沿ってスロープ状の遺構（Ａ）が山麓に向かって伸

びており、前述のとおり、通路の可能性が考えられます。（Ａ）は竪堀Ｍの上端

部を越えて（Ｂ）の空間に入り、上部（南側）にある溝状遺構（Ｃ）から竪堀Ｋ

と曲輪 7 の間を通り、曲輪 6､5､4 を経由して虎口（Ｄ）から曲輪 2 へと入る通路

が想定されます。

（イ）北西尾根からの通路

曲輪 2 の下方（北側）には、前述のとおり城内通路の可能性があるスロープ状

の遺構（Ｅ）が確認されています。ここにつながる城内通路は、北西尾根に残る

溝状遺構（Ｆ）とスロープ状遺構（Ｇ）が考えられます。山麓部の様子は、崩落

により不明です。

（ウ）主郭周辺

曲輪 2から主郭へは、曲輪 2の南東端にある土塁（Ｈ）から上がっていますが、

主郭で行った発掘調査で虎口と思われる遺構が確認できず、本来の城内通路は不

明です。

（エ）その他の通路

昭和 11 年（1936 年）に描かれた小城の見取図によると、前述の北尾根及び北

西尾根からの通路のほかに、大嵩崎集落側から登る通路（現在の見学路とは異な

【図 55】小城 南尾根ブロック遺構現況図
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る。）が確認できます。大嵩崎側には、小笠原氏の山麓拠点が想定されるほか、

井戸跡の伝承が残る「カマ」があることから、通路が存在した可能性があります。

カ　石積

主郭と曲輪 2 を鉢巻状の石積が巡っています。埋没しているものや崩落したとこ

ろもあり、未調査のため全貌は不明ですが、前述の転石の状況等から主郭と曲輪 2

の外周を石積が全周していたと考えられます。転石は、破城によるものかは不明で

す。

主郭の石積の高さは、おおむね 1 ～ 1.3 メートル程でほぼ垂直に積まれ、隅角部

を造らずに連続させた積み方をし、背面構造に控積が確認されるなど、松本市域の

山城に見られる石積の特徴をよく表しています。

【図 56】小城 昭和 11 年見取図



- 78 -

第３章　史跡の概要

第

３

章

【図 57】小城 推定城内通路図



- 79 -

第３章　史跡の概要

第

３

章

【図 58】小城 遺構復元図
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４　大城の現状

⑴　保存の現状

ア　遺構の保存

遺構は明瞭に残りますが、落ち葉や土砂の堆積も加わり、堀切や切岸など本来の

形状が分からなくなっている遺構が見られます。

石積は、多くが崩落又は埋没しており、残存する石積も、周囲にある樹木の根に

よる押し出しが懸念されるほか、倒木による毀損のおそれがあります。石積の現状

記録及び詳細調査等は行っていません。

土塁等の遺構上や周辺に生育している樹木は、遺構の保存に悪影響を与えていま

す。また、後述しますが、近年は松くい虫によるアカマツの面的な枯損が生じてお

り、枯損木の倒木により、土塁の毀損が発生しています。

見学路が通過している遺構は、見学者等の通行により地面が削られ、土塁等の遺

構の毀損が生じている箇所があります。また、東城山遊歩道は、歩道が水路化して

洗掘（雨水による地盤の浸食）が生じ、西北遊歩道が通過している曲輪や土塁等の

遺構や自然地形の毀損が見られます。洗掘が著しい箇所では、１メートルを超える

深さが浸食されており、歩きにくくなった歩道の脇を見学者が通行し、更に毀損が

広がっている箇所もあります。

また、後述のように主体部付近まで車道が開削されており、車両やマウンテンバ

イク等の進入による遺構への影響が懸念されます。

イ　地形の保存

史跡内には、電柱や土砂流出を防ぐための治山施設等の、近隣住民の生活に係る

施設があります。史跡の北側の市道に、史跡の急傾斜の斜面からの落石が生じてい

る箇所があります。

ウ　遺構の改変

西北西尾根先端の堂平には、麓にあった真言寺院の慈眼寺（廃仏毀釈により廃寺）

の観音堂が建てられていました。主体部周辺は、後世の改変と思われる石段や、石

積を伴う土橋が確認できますが、本来の城郭遺構と混同されています。

また、かつて主郭にあったとされる古峯社と蚕影社の合殿（「小祠創建願」明治

13 年（1880 年）、以下「神社跡」という。）による改変もあると考えられます。昭

和 30 年代に主郭東側直下まで車道が開削され、遺構の一部に改変が見られます。

山麓部は、第 2 次世界大戦時に造られた軍需工場の遺構が確認されており、地下

壕への入口跡、採掘時の土砂捨て場が残ります。また、山腹には桑畑として利用さ

れた箇所があります。

⑵　活用の現状

主体部付近まで車道が開削がされ、観光用に遊歩道も設置されていることから、比

較的容易に登れる山城として、様々な年齢層の方が登っている光景が見られます。

ア　サイン類

史跡やその周辺には、見学ルートや史跡の内容を表示するサイン類が、地元団体

や松本市によって設置されていますが、全体的に不足しており、一部に劣化も見ら
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【図 59】大城 保存及び活用現状図

【図 60】大城 保存及び活用現状図（西北西尾根ブロック）
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【図 61】大城 保存及び活用現状図（主体部及び主体部南東側ブロック）

【図 62】大城 既存サイン類位置図
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方針 種類
（設置者） 内容

継
続
使
用

説明
サイン

（地元）
 2 林町会「歴史の里」

　　散策マップ
 25 化粧井戸 6 林村「山の神社」跡

　説明板　

誘導
サイン

（松本市）

8 ルート案内矢印 9 ルート案内矢印 10 ルート案内矢印 11 ルート案内矢印

12 ルート案内矢印

誘導
サイン

（地元）

5 登り口表示 21 大嵩崎ルート案内
（林城跡歴史の道）

22 化粧井戸への案内 23 化粧井戸への案内

26 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

27 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

28 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

29 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

30 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

31 大嵩崎ルートの案内
（林城跡歴史の道）

32 登り口案内表示 35 橋倉ルート案内矢印

36 橋倉ルート案内矢印

【図 63】大城 既存サイン類一覧　１
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方針 種類
（設置者） 内容

継
続
使
用

注意喚起
サイン

（地元）

3 タバコポイ捨て禁止　　4 ゴミ捨て注意喚起　　15 不法投棄禁止

その他
サイン

（地元）

　18 「松風亭」標柱
　　　（東屋）

更
新
検
討

説明
サイン

（松本市）
13 遺構説明 16 史跡概要説明 　　17 史跡標柱

撤
去
検
討

説明
サイン

（松本市）
1 大城概要説明 19 大城の縄張説明 34 県史跡時の概要説明

誘導
サイン

（地元）
20 大嵩崎ルート案内
　（林城跡歴史の道）

24 化粧井戸への案内
33 橋倉ルート案内矢印

個
別
検
討

誘導
サイン

（不明）
　 14 東城山遊歩道
  　  方針：更新

注意喚起
サイン

（不明）
　　7 山火事注意　
　　　方針：撤去

【図 64】大城 既存サイン類一覧　２
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れます。地元団体により、史跡への誘導や史跡内の誘導サインはある程度設置され

ていますが、説明サインが不足しており、見学者が遺構を見ながら史跡や遺構の理

解を深めることができません。

イ　見学路・管理用動線

見学路は、松本市が所管する東城山遊歩道か地域住民等が整備した見学路を使用

しています。本計画では、3 か所ある登り口からの見学路について、金華橋側登り

口からの見学路を東城山遊歩道、橋倉側登り口からの見学路を橋倉ルート、大嵩崎

側登り口からの見学路を大嵩崎ルートと呼称します。

（ア） 東城山遊歩道

以前からあった金華橋から主郭（曲輪 1）に至る山道を、東城山遊歩道として整

備したもので、前述のとおり本来の城内通路とは異なります。一部は未指定地を

通っています。

登り口から主郭までの所要時間は、上り 40 分、下り 30 分です。登り口から堂

平までの間は急傾斜が続くため、地元保存団体等により、階段や誘導サインが整

備されています。東城山遊歩道は、西北西尾根ブロックに広がる曲輪群や堀切・

竪堀等の主要遺構を通ることから、大城の構造を最も理解することができる見学

路です。駐車場からも近く、登り口までのアクセスが容易なことから、見学者の

多くはここから登っており、講座等でも活用しています。

東城山遊歩道は、雨水等による洗掘が起き、段差が生じたり、表土が失われ、

【図 65】大城 見学路現状図（時間は、登り口から主郭までの所要時間）
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曲輪等の遺構が毀損している範囲があります。洗掘が激しい箇所は、見学者が本

来の遊歩道を避けて歩くことにより、遊歩道の複線化が生じています。また、登

り口から堂平までの間に設けられた階段等は破損が見られ、修理が必要です。

（イ） 橋倉ルート

昭和 30 年代に、橋倉集落から主郭東側直下まで開削された車道です。橋倉集

落から携帯電話施設までが市道、残りの部分が私道となっています。市道はアス

ファルト舗装、私道部分は未舗装で、主郭付近まで車両の乗入れが可能です。

市道部分の山側法面にオーバーハングしている箇所があり、風化した真砂土の

崩落が見られます。また、私道部分の路面は凹凸があり、車両通行に支障が生じ

ています。

登り口から主郭までの所要時間は上り 20 分、下り 15 分です。見学路は、曲輪

3 で東城山遊歩道と合流します。他の見学路に比べ傾斜が緩く歩きやすいため、

保育園や小学校の遠足での活用が見られます。また、土地所有者の管理用車両の

通行のほか、樹木伐採等の山林・史跡管理の工事用車両等の管理用車両の動線と

なっています。

橋倉ルートには、車道の途中から分岐する見学路（車両通行不可）があります。

登り口から主郭までの所要時間は、上り 20 分、下り 15 分です。見学路は、車

道分岐後、堀切・竪堀Ｋを土橋で通過し、井戸跡（化粧井戸）から主郭南東下の

虎口を経由して主郭に至ります。堀切・竪堀Ｋから虎口までは、急傾斜ですが階

段等は整備されていません。また、見学路は夏から秋の間草木が繁茂し通行が困

難になります。井戸跡から虎口までは城内通路遺構の可能性があるスロープが確

認されていますが、見学路は通過していません。

（ウ） 大嵩崎ルート

登り口から主郭までの所要時間は、上り 20 分、下り 15 分です。見学路は、主

体部南東側ブロックの堀切・竪堀を通り、曲輪 4 を経て主郭に至ります。遺構の

大半を見ることができませんが、大嵩崎集落を通り、小城へ最短でアクセスでき

ることから、周遊ルートとしての活用が見られます。見学路は、急傾斜であり、

浮石も多く見られます。

ウ　便益施設

活用のための便益施設は、東屋が 3 か所整備されています。主郭の東屋は、橋倉

町会が中心となり、昭和 49 年（1974 年）に建てられました。曲輪 2 の東屋は、地

元団体からの寄付により昭和 63 年（1988 年）に建てられ、堂平の東屋は、同年に

松本市が建てています。主郭の東屋には、カラーベンチが設置されています。

トイレは、春期から秋期まで、主郭周辺に仮設トイレを設置していますが、恒久

的なトイレは設置されていません。

エ　樹木・植生

大城は、アカマツを主体とした山林となっています。

松本市では樹木による遺構の毀損、見学者の安全確保の観点から、維持管理のた

めの支障木伐採を行っています。
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【図 66】大城 主要遺構及び見学路周辺の枯損木・残置木位置図
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【表 10】主要遺構及び見学者動線周辺の支障木

危険度 支障木の状況 対象樹木の内訳（本）
大城 小城 合計

1 枯損し、腐食、樹皮剥落があるもの（倒木寸前のもの） 26 33 59
2 枯損し、腐食、傾斜し、倒木の可能性が高いもの 6 13 19

3
枯損し、腐食
しているもの

遺構上にあるもので、遊歩道に近い、又は自由動線上にあり、
見学者の安全確保に支障があるもの

21 10 31

4
遊歩道に近い、又は自由動線上にあり、見学者の安全確保に支
障があるもの

28 17 45

5 遺構上にあるもので、倒木により遺構毀損のおそれがあるもの 21 11 32

6 枯損している
が、腐食は確
認できないも
の

遺構上にあるもので、遊歩道に近い、又は自由動線上にあり、
見学者の安全確保に支障があるもの

34 5 39

7
遊歩道に近い、又は自由動線上にあり、見学者の安全確保に支
障があるもの

15 26 41

8 遺構上にあるもので、倒木により遺構毀損のおそれがあるもの 34 17 51
9 石積等遺構の保存に支障がある生木 6 21 27

合　　　計 191 153 344

近年では松くい虫による枯損が進み、被害木の伐倒駆除や枯損木の伐採を行って

おり、植生環境が大きく変化しています。また、伐採された樹木は、切岸や曲輪等

の遺構に残置されています。枯損木の倒木により遺構の毀損が生じており、また、

見学路周辺の松枯れによる枯損木は、倒木により来場者に危険を及ぼすおそれがあ

ります。こうした枯損木等について、枯損の進行度合（倒木の危険性）及び遺構や

来場者への影響の観点から調査を行い、遺構の保存や来場者の安全の確保に支障の

ある樹木は、大城で 190 本以上あります（表 10）。

遺構内では、大城の特徴の一つである西北西尾根上に広がる曲輪群の大半につい

て、樹木等の繁茂により、立入りができず、曲輪内の見通しが利きません。また、

樹木が密集した状態で生えており、史跡から周囲の眺望を得ることができません。

５　小城の現状

⑴　保存の現状

ア　後世の改変等

小城の山麓部には、大城と同様に第 2 次世界大戦時に造られた軍需工場の遺構が

確認されており、地下壕への入口跡、採掘時の土砂捨て場、トロッコ跡が残ります。

また、山腹には耕作地跡があり、平場や石積があります。なお、曲輪の一部も耕作

地として利用されていました。

イ　遺構の保存

遺構は明瞭に残りますが、樹木等の繁茂や落ち葉、土砂の堆積も加わり、堀切や

切岸など本来の形状が分からなくなっている箇所が見られます。

石積は、主郭と曲輪 2 の外周を鉢巻状に巡り、大城と比較すると露出している部

分が多く見られます。石積は、一部を残し崩落しており、下方の曲輪に落ちています。

また、主郭外周の石積は、崩落した箇所が通路状になり、通行できるようになって
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いるほか、残る石積にも切岸を登って接近できる状態であり、見学者等の安全の確

保や石積の保存への悪影響が懸念されます。石積の周囲には樹木が生えており、樹

木の根による石積の押し出しや、はらみ出しが見られます。また、主郭内の石積の

一部は、後世に改変されたと思われます。石積の現状記録や詳細調査等は、主郭の

一部を除き行っていません。

土塁上や周辺に樹木が生えており、根や倒木による遺構の毀損が発生しています。

史跡内には、土砂流出を防ぐための治山施設や鳥獣被害防止のための防護柵等の、

近隣住民の生活に係る施設があります。

⑵　活用の現状

ア　サイン類

見学路の誘導、史跡の概要や個々の遺構の説明、史跡名称の表示等のサイン類が、

地元団体や松本市によって設置されています。設置者や設置時期が異なるため、デ

ザインが不統一であり、経年劣化が進んでいるものもあります。

幹線道路や駐車場からの誘導から史跡への誘導サインが不足しています。

個々の遺構の説明板も不足しており、主体部周辺や見学路沿いに主要な遺構が見

られるにも関わらず、それに気づいたり、城郭の構造を理解できない状態です。

イ　見学路

地域住民等が整備した見学路があり、大嵩崎側登り口、廣澤寺側登り口の２つが

あります。それぞれの登り口から主体部に至る見学路を、本計画では大嵩崎ルート、

【図 67】小城 保存及び活用現状図
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【図 69】小城 既存サイン類位置図

【図 68】小城 保存及び活用現状図（主体部ブロック）
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方針
種類

（設置者）
内容

継
続
使
用

説明

サイン

（地元）

 4 地獄の釜  

名称

サイン

（地元）

 5 地獄の釜

誘導

サイン

（地元）

2 大嵩崎側登り口
（大城、小城）案内

6 大嵩崎ルート案内
（林城跡歴史の道）

7 大嵩崎ルート案内
（林城跡歴史の道）

8 大嵩崎ルート案内
（林城跡歴史の道）

9 大嵩崎ルート案内
（林城跡歴史の道）

11 大嵩崎・廣澤寺ルー
ト、廣澤寺山への案内
（林城跡歴史の道）

12 廣澤寺山への案内
（林城跡歴史の道）

13 廣澤寺ルート案内
（林城跡歴史の道）

14 廣澤寺ルート案内
（林城跡歴史の道）

15 廣澤寺ルート案内
（林城跡歴史の道）

18 廣澤寺ルート案内
（林城跡歴史の道）

19 廣澤寺登り口と廣澤
寺への案内
（林城跡歴史の道）

注意喚起

サイン

（地元）

3 地獄の釜立入禁止

撤
去
検
討

説明

サイン

（松本市）

1 史跡概要 10 主郭周辺遺構

個
別
検
討

注意喚起

サイン

（不明）

16 転落・崩落注意喚起　方針：継続使用 17 転落・崩落注意喚起　方針：継続使用

【図70】小城 既存サイン類一覧
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【図 71】小城 見学路現状図（時間は、登り口から主郭までの所要時間）

廣澤寺ルートと呼称します。なお、北尾根斜面ブロックと北西尾根ブロックには雛

壇状の曲輪、城内通路の可能性があるスロープ状の遺構等がありますが、急傾斜で

あり、見学路は設けられていません。見学路のうち、主郭の北側から主郭へと至る

部分は、図 57 に示した城内通路の可能性のある遺構を通っています。

（ア） 大嵩崎ルート

大嵩崎集落から主郭に至る見学路です。登り口から主郭までの所要時間は、上

り 20 分、下り 15 分です。見学路は、地元保存団体により整備され、階段や誘導

サインが設置されています。見学路は、合流する竪堀を通過し、小規模な曲輪で

構成される北尾根斜面ブロックの遺構群を俯瞰しながら主体部ブロック東側に取

り付き、曲輪群を経て主体部に至り、石積を仰ぎ見て主郭へ至るため、小城の主

要な遺構を見学することができます。主体部ブロック西側に至るまでは、一部急

傾斜となっています。

（イ） 廣澤寺ルート

主郭西側の山麓から斜面を登り主郭に至る見学路です。登り口から主郭までの

所要時間は、上り25分、下り15分です。見学路は昔から残る山道（昭和11年（1936

年）段階では確認）を利用し、地元保存団体により整備が行われました。

見学路は、登り口から主体部まで遺構がない斜面を登ります。大半が急傾斜で

裸地となり、土壌の風化も見られます。

遺構は明瞭に残りますが、北西尾根の曲輪は、一部耕作地として利用されたほ
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か、見学路沿いには、耕作等により造られた石積も見られます。

ウ　便益施設

東屋等の便益施設は、設置されていません。

エ　樹木・植生

小城は、主体部及び遺構が存在する尾根の大半がアカマツ林となり、その他広葉

樹と合わせて樹木が密集した状態で生え、史跡から眺望を得ることができません。

大城と同様に、維持管理のための支障木伐採、松枯れ被害木の伐倒駆除等が実施

されており、植生環境が変化しています。また、伐採木が畝状竪堀や竪堀に残置さ

れ、史跡の景観を損ねています。大城と同様に、枯損木の倒木により遺構の毀損が

生じており、また、見学路周辺の松枯れによる枯損木は、倒木により来場者に危険

を及ぼすおそれがあります。主要遺構や見学路周辺にあり、遺構の保存や来場者の

安全の確保に支障のある樹木は、150 本以上あります（88 ページ、表 10）。

【図 72】小城 主要遺構及び見学路周辺の枯損木・残置木位置図
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第４節　史跡の本質的価値と構成要素

1　史跡小笠原氏城跡を構成する諸要素

保存活用計画では、史跡小笠原氏城跡を構成する諸要素を下記のとおり区分していま

す。

Ａ　史跡の本質的価値を構成する要素（表 11）

史跡の立地を含めた、史跡指定地内の遺構群によって構成されます。現在地上で確

認できる遺構や、地下に残る遺構、史跡の価値付けに関係する遺物などが該当します。

Ｂ　史跡の本質的価値を構成する要素に含まれない要素（表 11）

上記Ａ以外の史跡指定地内における構成要素が該当しますが、史跡の保存、活用、

整備を考える上で、以下の二つの要素に分類します。

Ⅰ　史跡の保存活用に有効な要素

遺構及び周辺環境の保存活用につながる治山施設、遊歩道やサイン類などの活用

の面で必要な設備が該当します。

Ⅱ　その他の要素

ＢⅠのいずれにも当てはまらないものが該当します。また、近世以降に史跡指定

地内に造られた施設なども、ここに含みます。

Ｃ　周辺環境を構成する要素（表 12）

史跡の構成要素及び本質的価値に関係する要素の中で、史跡指定地外のものが該当

しますが、保存活用計画では以下の二つの要素に分類します。

Ⅰ　史跡の本質的価値に関連する要素

発掘調査結果や、立地などを考慮し、史跡小笠原氏城跡の本質的価値に直接関係

する要素が該当します。

Ⅱ　その他の要素

史跡小笠原氏城跡と同時代にあり、歴史的にも関係がある、又は推測される要素

が該当します。

２　史跡の本質的価値

⑴　井川城跡の本質的価値

井川城跡は、発掘調査により、堀や土塁を巡らせた土壇状盛土遺構が検出され、1

町（約 100 メートル）規模の居館跡があることが分かりました。居館跡からは、礎石

建物跡、青磁筍形瓶などの威信財、儀礼的様相が強い京都を意識したかわらけなど、

守護クラスの居館跡を裏付ける遺構や遺物が出土しました。

また、棘の発達したサイカチが、立木の出土と花粉分析により、堀に沿って密に植

栽されていたことがうかがえ、防御機能を担っていたことが考えられます。こうした

守護の居館の景観をうかがえる資料が出土したことも本城跡の価値といえます。更に

守護クラスの居館跡が、市街地にありながら開発されずに、全体が良好な状態で保存

されていることは極めて貴重であるといえます。

これまでの発掘調査が居館の存在や範囲の把握を目的とした限定的な内容であるた
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区分

要素

井川城跡
林城跡

大城 小城

Ａ
史跡の本質的価値を構成する要素

伝櫓台跡、地下遺
構及び遺物、自然
地形

石積、曲輪、切岸、
土塁、堀切・竪堀、
井戸跡、地下遺構及
び遺物、自然地形、
その他露出遺構

石積、曲輪、切岸、
土塁、堀切・竪堀、
井戸跡、地下遺構及
び遺物、自然地形、
その他露出遺構

Ｂ
史跡の本質的価値
を構成する要素に
含まれない要素

Ⅰ
史跡の保存・活用
に有効な要素

サイン類 サイン類、森林（保
安林及び地域森林
計画対象林）、治山
施設、遊歩道・見学
路

サイン類、森林（保
安林及び地域森林
計画対象林）、治山
施設、見学路

Ⅱ
その他の要素

電柱・支線、里道、
私道、公共下水道、
水路、祠、その他
建築物及び工作物

神社跡、市道、私道、
東屋、ベンチ、排水
溝、軍事工場関連
跡、保存活用の支障
となる樹木・枯損木、
その他建築物及び
工作物

後世の石積、鹿柵、
ベンチ、祠、軍事
工場関連跡、保存
活用の支障となる樹
木・枯損木、その他
建築物及び工作物

区分 要素

Ｃ
周辺環境を構成

する要素

Ｉ
史跡の本質的価値
に関連する要素

保護を検討する範囲に含まれる遺構及び遺物、史跡の本質的
価値に関連する遺跡（林山腰遺跡、水番城跡）

Ⅱ
その他の要素

埴原城跡、山家城跡、桐原城跡
その他史跡小笠原氏城跡に関連する城跡や寺社など

【表 12】周辺環境を構成する要素

【表 11】史跡小笠原氏城跡を構成する諸要素

め、居館の内部構造や、周辺の土地利用、植生などの景観について今後の継続的な調

査研究によって守護居館の様相を明らかにできる可能性を有する点でも高い価値を持

ちます。

⑵　林城跡の本質的価値

林城跡は、尾根に沿って雛壇状に造成された曲輪群や、竪堀と一体化した堀切、主

郭周辺で多用される平石積の鉢巻状の石積といった松本平に共通して見られる特徴的

な城郭構造が良好な状態で保存されており、県史跡小笠原氏城跡とともに松本地方の

山城の特徴や変遷を捉えることができます。

また、大城と小城の谷間（大嵩崎谷）にある林山腰遺跡からは、中世に造成された

雛壇状の平場群や礎石建物跡が検出され、立地や遺構、遺物から、遺跡を含む周辺に

は戦国時代における小笠原氏の本拠があったと推定されます。

林城跡は、林山腰遺跡とともに、山麓に本拠を構え山城を要害とする戦国時代の典

型的な領主の本拠の在り方を伝えることから、極めて高い価値を有しています。
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⑶　史跡小笠原氏城跡の本質的価値

ア　信濃守護小笠原氏の居城（本拠地）であること

小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田晴信の侵攻により

信濃を追われるまでの居城（本拠地）であることが、文献史料、発掘調査等により

明らかにされています。

また、井川城跡は居館として、林城はその麓にあったと推定される居館に伴う要

害であったと考えられます。

イ　室町時代から戦国時代への領主の居城（本拠地）の変遷を知ることができる

中・近世の史料と井川城跡、林山腰遺跡の出土遺物から裏付けられた、小笠原氏

の井川城から林城への拠点移動は、戦国時代の軍事的な緊張の高まりの中、列島規

模で行われた平地居館から山城への地域領主の拠点移動の状況を具体的に示す例と

いえます。

小笠原氏城跡は、我が国における室町時代から戦国時代に至る領主の居城（本拠

地）の在り方を示す典型例であり、保存状態も良好であることに極めて高い価値を

見出すことができます。

ウ　信濃を取り巻く諸勢力の軍事的、政治的な動向をうかがうことができる

3 城跡は、信濃における室町時代から戦国時代末までの遺構を残しており、信濃

守護に任じられてからの小笠原氏による信濃支配に加えて、小笠原氏の分裂、武田

晴信の信濃侵攻による小笠原氏の信濃退去に至るまでの変遷を示すとともに、室町

幕府や鎌倉府、上杉、徳川、北条といった信濃を取り巻く諸勢力の政治的、軍事的

な動向を知る上でも重要です。

エ　中世的な支配構造から近世的な支配構造への変化を捉えることができる

戦国時代の終焉と織豊系城郭の出現により、地域の政治状況は、方形居館や山城

を中心とした中世的な支配構造から、平地の拠点城郭を核とする近世的な支配構造

へと変化を遂げました。その過程を、松本市域の 4 キロメートル四方の中に所在す

る、小笠原氏城跡と松本城という中・近世の城郭遺産によって総体的に捉えること

ができます。

⑷　今後明らかにすべき価値

林城は、小笠原氏の信濃退去により、その居城としての役割を終えますが、その後

の武田氏支配を経て、小笠原貞慶が松本に戻り支配を確立するまでの時期に山城とし

て用いられた可能性があることが指摘されています。

現在は、林城の築城から廃城に至るまでの遺構の変遷が分かっていないため、小笠

原氏退去前後における城の構造変化を明らかにすることはできません。県史跡小笠原

氏城跡をはじめとする周辺の山城を含めた調査研究により、小笠原氏退去後の林城に

ついても学術的な評価が行われ、新たな価値を見出せる可能性があります。
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第４章　史跡の現状と課題

第１節　史跡指定地全体

１　史跡指定地及び周辺

・遺構の確認できる範囲と推定範囲に未指定地を含むことから、史跡としての保護を図

ることができません。

・私有地の整備に当たり、地権者への配慮、合意形成が必要です。また、整備内容により、

市有地の公有化が必要です。

・史跡の保存活用、整備にあたり、史跡指定地内の私有地の現状の土地利用状況や指定

地周辺の環境に配慮が必要です。

・付近の公共施設や幹線道路からの誘導看板等がないため、見学者が史跡にアクセスし

にくくなっています。

・松本市が管理団体として行う史跡の保存管理について、土地所有者の合意を得ながら

実施する必要があります。

２　遺構及び遺物

・発掘調査範囲が限定的で、埋没遺構等の全容が分かっていません。また、史跡の保存

や整備に必要となる遺構深度等の基礎的な情報が不足しています。

・樹木が遺構に影響を与えているおそれがあります。

・遺構表示等がされておらず、見学者が現地で遺構を理解することができません。

・遺構が地下遺構として埋没していることで保護が図られている一方で、遺構を視覚的

に把握できず、見学者に史跡本来の姿を伝えることができません。

３　便益施設

・バス等の公共交通機関を利用した３城の周遊ができない上、専用の駐車場やタクシー

等の乗降スペースがありません。

・史跡にトイレ等の便益施設がなく、史跡の活用等に支障が生じています。

・見学者が現地で遺物や情報に触れられるガイダンス機能を持った施設がありません。

第 2節　井川城跡

１　史跡指定地及び周辺

・現在の史跡指定範囲は、発掘調査により確認された居館跡本体の一部にとどまるため、

居館跡全体を史跡として一体的に保存活用することができません。

・史跡指定地の今後の整備に当たり、私有地の公有化が必要な場合があります。

・史跡指定地の見学者の私有地への立入り、ごみのポイ捨て等の迷惑行為が懸念され、

史跡指定範囲の私有地及び指定範囲に隣接する未指定地との境に柵等を設置する必要

があります。

・隣接する保育園や近隣の学校での活用があることから、児童生徒の安全確保や親しみ
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を持ってもらえるような配慮が必要です。

・史跡指定指定地の民有地や隣接する未指定地では耕作等が行われており、史跡の保存

活用にあたり、現状の土地利用状況等に配慮が必要です。また、史跡は市街地にあり、

周囲住宅地等の生活環境等への配慮が必要です。

・伝櫓台跡以外の遺構は埋没しており、耕作地と休耕地が広がる現状では、往時の居館

の姿を現地で理解することが困難です。こうした現状では、史跡の価値や意義が理解

してもらえず、保存活用に疑義が生じかねません。

２　保存

・伝櫓台は、居館跡を構成する遺構の可能性が高いものの、未調査であるためどのよう

な遺構であるか分かっていません。

・伝櫓台には高木を含む樹木が生育し、遺構への影響、枝の落下等が懸念されます。

・出入口（虎口）の遺構に下水道が通っていますが、移設が難しいのが現状です。

・指定地東側はかつて土取りが行われており、地形改変、遺構の滅失に留意が必要です。

・史跡内を通過している下水道の本管及びマンホール等の改修時の掘削の際、地下遺構

の保存に留意が必要です。

３　活用

【サイン類】

・幹線道路等からの誘導サインがなく、史跡の場所が分かりにくくなっています。

・私道（未指定地）を通らないアクセス方法が周知されていません。

・遺構表示サイン等が不足し、居館跡の姿や遺構の状況を理解することができません。

【便益施設】

・史跡の周囲の河川及び史跡内の水路は、柵や蓋等がないため、現状では見学者等が転

落するおそれがあります。

・近隣に公衆トイレや、見学者が利用できる公共施設がありません。

・伝櫓台の緑陰以外に日陰がなく、ベンチ等も設置されていないため、見学者が休憩で

きる場所がありません。

【見学路、動線】

・里道及び私道は、通勤通学や散策等の通行者が多く、整備に当たって留意が必要です。

・除草等の管理を行うに当たり、管理用車両の進入が必要ですが、警告表示等がないた

め、一般車両の史跡内への進入による私有地への立入りや、遺構の毀損のおそれがあ

ります。

・見学路が設定されておらず、遺構が埋没していることから、史跡の価値を理解するこ

とが困難です。

・伝櫓台へ通じる通路上の畦畔ブロックは、傾斜や段差が生じ歩きにくくなっています。

【周辺環境】

・草木の繁茂により史跡の景観、近隣住宅地や農地の環境に悪影響を与えています。

・公有地内に残る使用されていない電柱や、工作物等は史跡の景観阻害要因や整備時の
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【図 73】井川城跡 現状課題図
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支障となる場合があります。

・指定地東側の水はけが悪く、水没や湿地化により立入りが困難となり、除草等の維持

管理、見学等の支障となっています。既存の排水用水路・暗渠も考慮した排水計画を

検討する必要があります。

第３節　大城

１　指定地及び周辺

・史跡指定地から周辺道路への落石が見られます。

・金華橋登り口付近の保安林に設置された治山施設の保全等の工事が予想されます。

・支障木の特定、遺構への影響の程度が把握できていません。

・大城と小城の間にある林山腰遺跡に居館があったことが推定されており、今後さらに

調査を行い、居館の状況や大城と小城との関係等を明らかにする必要があります。

２　保存

・浸食や遊歩道の拡幅による遺構の毀損箇所が見られます。

・土塁や切岸等の遺構上を往来することにより、遺構の毀損が見られます。

・石積は、崩落や毀損のおそれがあり、遺構の保存や見学者の安全確保のための措置が

必要です。特に主体部の曲輪の外側を巻く石積は、曲輪からおよそ 4 ～ 5 メートルの

高さにあり、崩落による遺構の毀損防止や見学者の安全確保のための措置が必要です。

・石積の現状記録・詳細調査が行われておらず、石積の保存管理に必要となる毀損状況

等の情報がありません。

・石積の多くが埋没しており、未調査であることから、見学者に本来の姿を伝えること

ができません。

・松枯れの進行により樹木が面的に失われることで、下草の繁茂や、雨水の影響等遺構

の保存、活用の環境変化が懸念されます。

・石積や土塁上の樹木の倒木や根の押出し等により、遺構が毀損するおそれがあります。

・マウンテンバイク等の軽車両の乗り入れは、遺構を毀損するおそれがあります。

・曲輪 2で建物跡が確認されていますが、その他の地下遺構の状況が分かっていません。

・遺構の適切な保護措置や整備時に必要となる地下遺構の深度・分布や毀損の状況が不

明です。

３　活用

【サイン類】

・設置者や設置時期により、表示、デザインに差異があり、見学者等に提供する情報の

過不足や劣化状況等が把握できていません。

・見どころ、歩きやすさ、注意喚起等の見学に必要となる案内が不足し、情報を提示で

きていません。また、情報が古いものや破損しているものもあります。

・山麓には、主体部に通じる車道への誘導サインが設置されているため、動線計画にあ
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わせて内容を見直す必要があります。

・幹線道路からの誘導サインがなく、史跡の場所が分かりにくくなっています。

【見学路・管理用動線】

・車道（市道部分）の山側法面がオーバーハングしていることから、崩落による人的被害、

遺構の毀損、車両等の通行阻害のおそれがあります

・史跡の大半は私有地であるため、車道の取扱いや整備には地権者の合意形成が必要で

す。

・市所管の遊歩道と、地域住民等が整備し、管理を行う見学路があることから、整備に

当たり、関係する団体等との協議が必要です。

・遊歩道の一部が未指定地であるため、国庫補助事業としての一体的な整備ができませ

ん。

・橋倉から化粧井戸を経由して主体部に至るルートは、夏から秋にかけて草木の繁茂に

より通行が難しくなっています。

・遊歩道及び見学路の一部は急傾斜であり、転落のおそれのある箇所等もありますが、

階段や柵等の整備、注意喚起のサイン類が不足しています。

・後世に造られた道を利用しているため、見学者が遊歩道及び見学路を当時の城内通路

と誤解してしまうおそれがあります。

・雨水等の浸食により窪みが生じ、水路となることによって浸食が進行しています。

・浸食により、岩盤や樹根等が地表に露出し、歩きにくくなっています。

【城内通路】

・対外的な道と曲輪間の連絡用通路等、複数系統の城内通路が残っている可能性があり

ますが、それぞれの系統を区別することが困難で、城内通路の全体像が分かっていま

せん。

・別系統の城内通路をつなげることにより、見学者に誤った情報を伝えるおそれがあり

ます。

・縄張調査のみでは不明な箇所があるため、発掘調査が必要です。

・既存の遊歩道及び見学路の一部が、当時の城内通路を踏襲している可能性もあり、留

意が必要です。

【便益施設】

・最寄りの駐車場から近い登り口（金華橋側）までの距離が 500 メートル以上あり、付

近への路上駐車が見られます。

・城域が広く見学に時間を要し、トイレの必要な状況ですが、現地には恒久的なトイレ

がありません。

・トイレが利用できる公共施設は距離が離れており、当該施設が休館日の場合は利用で

きません。

・既存の東屋やベンチは、史跡活用上の位置付けが明確でなく、管理や将来的な取扱方

針が検討されていません。

・カラーベンチや劣化したベンチは、管理者が不明であり、史跡の景観を損ねています。

【樹木・植生】
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【図 74】大城 現状課題図（全体図）

・堀切や切岸に落ち葉や土砂が堆積しており、本来の遺構の姿を見ることができません。

・曲輪の大半は、主郭周辺の一部を除き草木により立入りができず、見通しも利かない

ため、遺構理解の妨げになっています。

・松くい虫の被害木は、伐採時にくん蒸処理が必要となる場合があり、残置された樹木

が遺構の理解を妨げたり、史跡内の景観阻害要因となっています。

・樹木により史跡から周囲の関連遺跡（小城、大嵩崎（林山腰遺跡）、深志城等）が眺

望できず、広域的な遺跡の理解を妨げています。

【遺構の改変箇所】

・主体部周辺の曲輪 3、9、10、堀切Ｄ、Ｅ、Ｋや土塁は、車道開削時に削平を受け、本

来の形状が分からなくなっています。

・主郭や堀切Ｅの土橋に、後世の改変とされる石積が残っていますが、未調査です。

・主体部に残る石段や土橋、礎石等の後世の改変による遺構が本来の城郭遺構と誤解さ

れることで史跡の理解を妨げています。

・遊歩道により遺構が改変されており、本来の遺構の姿が分かっていません。
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【図 75】大城 現状課題図（西北西尾根）

【図 76】大城 現状課題図（主体部）
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第４節　小城

１　史跡指定地及び周辺

・史跡指定地から周辺道路への落石のおそれがあります。

・史跡指定範囲西側の保安林に設置された治山施設の保全等の工事が予想されます。

２　保存

【石積】

・主郭北側から北東側の石積を除き現状記録・詳細調査が行われておらず、石積の保存

管理に必要となる毀損状況等の情報がありません。

・石積の崩落や毀損により、史跡の本質的価値が失われたり、見学者の安全確保の支障

となるおそれがあります。

・主郭石積の崩落箇所が、主郭への出入口として使われるおそれがあります。

・主郭石積は、見学者の接近が容易な状況にありますが、上端が曲輪 2からおよそ 4メー

トルにあるため、崩落による遺構の毀損防止や見学者の安全確保のための措置が必要

です。

・石積が埋没している箇所があり、未調査であることから、見学者に本来の姿を伝える

ことができません。

【発掘調査】

・発掘調査は主郭で実施していますが、限定的なため、建物跡等の城郭構造が不明です。

・遺構の適切な保護措置や整備時に必要となる地下遺構の深度・分布や毀損状況が不明

です。

【樹木・植生】

・樹木の枯損・倒木により、遺構の毀損や見学者の安全に悪影響が及ぶおそれがありま

す。

・松枯れの進行により樹木が面的に失われることで、下草の繁茂や、雨水の影響等遺構

の保存、活用の環境変化が懸念されます。

・支障木の特定、遺構への影響の程度が把握できていません。

・石積や土塁上の樹木の倒木や根の押出し等により、遺構が毀損するおそれがあります。

３　活用

【サイン類】

・設置者や設置時期により、表示、デザインに差異があり、見学者等に提供する情報の

過不足や劣化状況等が把握できていません。

・情報が古いものや破損しているものがあります。

・登り口までの誘導サインがなく、史跡の場所が分かりにくくなっています。

【見学路・動線】

・地元住民等が整備し、管理を行っているため、整備に当たり関係する団体等との協議

が必要です。
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・見どころ、歩きやすさ、注意喚起等の見学に必要となる案内が不足し、情報を提示で

きていません。

・遊歩道及び見学路の一部は急傾斜であり、転落のおそれのある箇所等もありますが、

階段や柵等の整備、注意喚起のサイン類が不足しています。

・後世に造られた道を利用しているため、見学者が見学路を当時の城内通路と誤解して

しまうおそれがあります。

・救急車両や管理車両の乗り入れができず、山麓に駐車場もないため保存活用に当たり

支障が生じます。

【城内通路】

・既存の見学路の一部が、当時の城内通路を踏襲している可能性に留意が必要です。

・北尾根及び北西尾根に残る城内通路は、急傾斜であり、通行するのは困難です。

【便益施設】

・最寄りの駐車場から近い登り口（大嵩崎側）までの距離が 1.3 キロ以上あり、付近へ

の路上駐車が見られます。

・城域が広く見学に時間を要し、トイレが必要な状況ですが、トイレが設置されていま

せん。また、トイレが利用できる公共施設は距離が離れており、当該施設が休館日の

場合は利用できません。

・東屋等休憩施設の設置について具体的な検討がされていません。

【樹木・植生】

・松くい虫の被害木は、伐採時にくん蒸処理が必要となる場合があり、残置された樹木

が遺構の理解を妨げたり、史跡内の景観阻害要因となっています。

・樹木により史跡から周囲の関連遺跡（井川城跡、大城、大嵩崎（林山腰遺跡）、深志城等）

が眺望できず、広域的な遺跡の理解が困難となっています。

・堀切や切岸に落ち葉や土砂が堆積しており、本来の遺構の姿を見ることができません。

【改変箇所】

・主郭に改変されたと思われる石積が見られるほか、見学路周辺に耕作地跡の石積が残

り、本来の城郭遺構と誤解されることで、史跡の理解に支障となっています。

・主郭の改変されたと思われる石積は、未調査であり、本来の姿が分かっていません。
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【図 77】小城 現状課題図（全体図）

【図 78】小城 現状課題図（主体部）
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第５章　基本理念と基本方針

第１節　基本理念

史跡小笠原氏城跡は、室町時代から戦国時代までの間、信濃守護小笠原氏の居城（本拠

地）として機能し、発掘調査の成果により、井川城から林城への拠点移動の様子を確認す

ることができます。こうした在り方は、戦国時代における列島規模の動きである平地の居

館から山城への領主の拠点移動の状況を示す典型であるとともに、室町時代から近世初頭

までの信濃を取り巻く軍事的政治的な動向を示唆するものと捉えることができます。そし

て、小笠原氏城跡と近世城郭である松本城と合わせることによって、方形居館や山城を中

心とした支配から平地の拠点城郭を核とする支配へと、中世から近世に至る領主の支配構

造の変化を一体的に捉えることができます。

また、本質的価値を構成する城郭遺構は、城郭としての機能を失った最終段階の姿とし

て、信濃守護小笠原氏の動向に加え、小笠原氏退去後の府中一帯の情勢変化の痕跡を現在

に伝えています。

こうした要素は、史跡小笠原氏城跡の本質的価値を示すものであり、次世代へ確実に継

承していかなくてはなりません。そのためには、市民に親しまれ、多くの人から大切にさ

れながら、史跡の持つ価値や魅力を理解してもらえる整備を行う必要があります。そこで、

本計画では、史跡小笠原氏城跡の目指す将来の姿「大綱」を下記に示し基本理念とします。

第 2節　基本方針

1　整備の基本方針

保存活用計画と大綱に基づき、基本方針を下記のように示します。

⑴　遺構の保存を第一とし、段階的な整備を行います。

⑵　史跡の本質的価値を多くの人に理解してもらえるよう、調査研究の成果や整備過程

等の情報を発信しながら整備を行います。

⑶　史跡の景観に調和した整備を行い、地域住民や見学者が安全・快適に史跡を活用で

きるよう、市民に親しまれる整備を行います。

⑷　室町時代から近世初頭までの城館の姿を体感できる整備を行います。

○　信濃守護小笠原氏の拠点移動や府中一帯の政治的、軍事的動向を城郭遺構

から体感できる整備を目指す。
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2　整備の方向性

前述までの基本理念、基本方針、史跡の現状と課題を基に整備の方向性を示します。

⑴　井川城跡

ア　現在公有地となっている箇所を中心に部分的な整備を行い、史跡の追加指定と指

定地の公有化によって保存範囲の拡大を図りながら、段階的な整備を行います。

イ　�中世の居館の雰囲気を歩いて体感しながら、史跡の理解を深められるよう、サイ

ン類による情報の提示、遺構表示や復元整備等により、遺構の顕在化を行います。

ウ　�市街地に位置し、保育園も隣接していることから、市民の憩いの場や地域活動の

場として活用できる整備を行います。

⑵　林城跡

ア　石積を始めとした露出遺構は毀損のおそれがあり、現状記録調査と破損状況調査

に基づく保存のための整備を計画的に行います。

イ　史跡指定範囲が広いことから、活用のための整備は遊歩道・見学路沿いや主要な

遺構が集中している範囲を中心に行います。

ウ　特徴的な遺構や城跡の構造等に関するサイン類の設置等によって、史跡の理解を

手助けし、遺構を見ながら戦国時代の山城を体感できるようにします。

３　整備の時代設定

史跡小笠原氏城跡は、信濃守護小笠原氏の居城であり、室町時代から戦国時代の軍事

的状況下における地域領主の拠点の変遷を示しています。正確な廃城時期が不明で、そ

の後の信濃を巡る争いで、引き続き使用されたことも考えられることから、付加された

遺構等についても同様とし、整備の時代設定を下記のとおり示します。

⑴　井川城跡

発掘調査において、15 世紀第 2 四半期には、曲輪の造成が行われていることが確

認でき、建物跡の遺構や威信財を含む多くの遺物が出土している 15 世紀中葉を整備

の時代設定とします。

⑵　林城跡

発掘調査は限定的に行われたのみで、縄張や遺構の時期を特定することができな

いため、現在残る本質的価値を持つ要素（表 11）を、城郭の最終期の姿として捉え、

戦国時代末（16 世紀末）を整備の時代設定とします。
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第 6章　整備基本計画

第１節　全体計画及び地区区分計画

１　全体計画

⑴　整備方針　

史跡小笠原氏城跡は、市街地と山地といった異なる環境にあり、指定範囲も広域で

あることから、段階的に整備を行い、史跡の本質的価値の保存活用を図ります。

本計画の対象期間である 10年間では、史跡の本質的価値の保存のための整備に着手

した後、中世の城館跡を体感できるよう、活用のための整備に着手します。

⑵　保存のための整備

文化財保護法において設置が義務付けられている標識及び境界標を設置します。

遺構は、破損状況調査や、三次元計測等の現状記録調査を実施し、修復や毀損防止

措置を計画的に行います。現状で、大城の遊歩道部分の遺構や土塁に毀損が生じている

ため、修復を行います。また、崩落のおそれのある石積や斜面は定期的な観測を行うこ

とで毀損の未然防止を図ります。

根等により遺構に影響を与えている樹木は、伐採後の遺構や植生への影響を検討し、

伐採を行います。松枯れ等により枯損した樹木は、倒木による遺構の毀損、見学者へ

の危険につながることから伐採します。

城郭が築かれた地形は、構造を理解するために必要であることから、保護層を設け

るなどし、保護を図ります。また、山城は急傾斜地であり、落石や土砂崩落が懸念さ

れることから、遺構の保護と周辺住民の安全のために、落石・崩落防止等の地形保全

の在り方について検討します。

⑶　活用のための整備

ア　井川城跡

周辺の土地利用状況や生活空間に配慮しながら、公有地を中心に段階的な整備を

実施します。中世の居館を顕在化させるため、埋没遺構の遺構表示の方法を検討し、

発掘調査を行い土塁と堀で囲まれた空間を顕在化します。また、市街地に位置し、

教育機関も近いことから、憩いの場や社会教育活動の場としての機能を併設します。

見学者が容易にアクセスしやすいよう、史跡までの誘導看板を設置するほか、史

跡の本質的価値の理解を深めるためのサイン類や動線の整備を行います。また、史

跡の保存活用を進めるため、駐車場やトイレ等の便益施設の設置、管理車両や緊急

車両の動線について検討します。

イ　大城

指定範囲が広いため、主要遺構が集中している範囲と遊歩道・見学路沿いを中心

に段階的な整備を実施します。

大城の特徴である、主体部に近づくにつれて変化する曲輪と切岸の構造、石積、

堀切からつながる竪堀を体感できるよう、遺構の観察スポットの設置やサイン類整

備を行います。
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【図79】井川城跡 整備箇所

【図 80】小城 整備箇所
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【図 81】大城 整備箇所



- 112 -

第６章　整備基本計画

第

６

章

また、見学者が容易にアクセスしやすいよう、史跡までの誘導看板を設置するほ

か、史跡の本質的価値の理解を深めるためのサイン類や動線の整備を行います。改

変された遺構は、史跡の本質的価値の理解に支障を与えることから、復元や改変を

示す案内に整備等を検討します。史跡の保存活用を進めるため、駐車場やトイレ等

の便益施設の設置、既存車道の取扱いについて検討します。

ウ　小城

指定範囲が広いため、主要遺構が集中している範囲と遊歩道・見学路沿いを中心

に段階的な整備を実施します。

見学者が容易にアクセスしやすいよう、史跡までの誘導看板を設置するほか、史

跡の本質的価値の理解を深めるための説明板の設置、見学路の急傾斜地等の危険個

所への注意喚起サインの設置等のサイン類の整備を行います。

２　地区区分計画

保存活用計画で定めた地区区分を基に、井川城跡、林大城、林小城のそれぞれについ

て、本計画での地区区分を設定し、各地区の整備方針、短期及び中・長期の整備内容を

整理します。地区区分に当たり、大城と小城の周辺エリアは林城周辺エリアとして一括

して区分します。

⑴　地区区分の概要

ア　井川城跡

（ア）主郭遺構表示エリア

保存活用計画でＡ－２区 ( 主要遺構が残る公有地区域）とした区域の一部であ

り、発掘調査により、堀状遺構及び土塁に囲まれた居館の一部であることが明ら

かになっているエリアです。建物跡や虎口と推定される遺構の一部も確認されて

います。

（イ）主郭維持管理エリア

保存活用計画ではＡ－１区 ( 主要遺構が残る民有地区域 ) とした区域の一部で

あり、指定地東側のうち、私有地の区域です。発掘調査により、土塁と堀に囲ま

れた居館の一部であることが確認されており、唯一の露出遺構である伝櫓台跡も

残存しています。現状は休耕地となっており、除草管理を行っています。エリア

南側は水はけが悪く、降雨後に水没する範囲があります。

（ウ）主郭耕作地エリア

保存活用計画ではＡ－１区 ( 主要遺構が残る民有地区域 ) とした区域の一部で

あり、指定地西側のうち、私有地の区域です。発掘調査により土塁と堀に囲まれ

た居館跡の一部、建物跡が確認されています。現状は耕作地として利用されてお

り、耕作者や農業用車両の通行は、東側郭外活用整備エリアの里道を利用してい

ます。本計画で整備を行う主郭遺構表示エリア、東側郭外活用整備エリアに隣接

しており、現状の土地利用に支障が及ばないよう、配慮が必要なエリアです。

（エ）主郭管理用エリア

保存活用計画ではＡ－２区 ( 主要遺構が残る公有地区域）とした区域の一部で
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【図 82】井川城跡 地区区分図

あり、指定地西側のうち、公有地の区域です。発掘調査は行われていませんが、

隣接地等の発掘調査成果から、堀跡、土塁が埋没遺構として残存していることが

推定されています。現状は更地（公有化前は宅地）であり、除草管理を行っており、

管理用車両の一時的な乗入れ等をしています。

（オ）東側郭外活用整備エリア

保存活用計画でＡ－２区 ( 主要遺構が残る公有地区域）とした区域の一部で、

指定地東側のうち公有地の範囲であり、史跡への東側からのエントランスとなる

区域です。発掘調査により、堀、流路遺構、中世の整地面が確認されています。

エリア南側は、発掘調査により、堀跡、整地層などが確認されています。現状

は休耕地となっており、除草管理を行っています。水はけが悪く、おおむね６月
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から９月までは、降雨後に敷地が長期間水没することが多く、史跡の保存活用に

支障が生じています。

（カ）西側管理エリア

史跡指定範囲外ですが、史跡西側の市道と指定地の接続のため公有化した区域

です。アスファルト舗装され、コンクリート製の橋で指定地と接続しています。

（キ）未指定地エリア

保存活用計画で今後保護を検討する範囲とした区域であり、郭内の私有地と郭

外の井川城保育園用地の範囲です。史跡指定範囲に隣接し、発掘調査成果から居

館跡及び郭外の遺構が確認されていたり、存在が推定されている区域であり、遺

構の保存に配慮が必要です。

郭内の範囲は、耕作地として利用されており、耕作者や農業用車両の通行は、

東側郭外活用整備エリアの里道を利用し、本計画で整備を行う主郭遺構表示エリ

ア、東側郭外活用整備エリアに隣接していることから、史跡整備、活用にあたり

土地所有者等の土地利用に支障が及ばないよう配慮が必要な区域です。

（ク）井川城エントランスエリア

井川城保育園の駐車場の範囲であり、井川城跡見学者の駐車場として想定して

いる場所です。保育園利用者、地元住民等との協議を行い、了承を得た上で、保

育園駐車場の一部を井川城見学者の駐車場として利用するものです。

イ　大城

（ア）主体部遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ａ区（主郭(曲輪1）を中心とした主要遺構が残る区域）と

した区域であり、主郭を中心とした主体部の遺構群で構成されたエリアです。城郭の

中枢部に当たり、曲輪、土塁、石積など史跡の本質的価値を構成する要素が集中し

ており、城郭構造を理解するのに好適なエリアです。

（イ）主体部南東側遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ｂ区（主要遺構が残る区域）とした区域の一部であり、主体

部南東側に位置する堀切･竪堀を中心に構成されたエリアです。水番所と伝わる曲輪

や、井戸跡（化粧井戸）、規模の大きい三重堀切といった特徴的な遺構があります。

橋倉ルートから井戸跡（化粧井戸）を経由して主郭に至る見学路が通過しています。

（ウ）西北西尾根遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ｂ区（主要遺構が残る区域）とした区域の一部であり、大城

の特徴である、尾根沿いに広がる曲輪群が見られるエリアです。東城山遊歩道がエ

リア内を通っており、主体部に近づくにつれ変化する曲輪の形状、切岸の高さといった

大城の特徴を、遊歩道沿いに見学することができます。

（エ）遊歩道エリア

保存活用計画ではＢ区（急傾斜森林区域）とした区域の一部であり、金華橋側登

り口から東城山遊歩道が尾根の先端に至るまでの急傾斜なエリアです。曲輪等の城郭

遺構は確認されていません。保存活用計画ではＢ区（急傾斜森林区域）とした区域の
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【図 83】大城 地区区分図



- 116 -

第６章　整備基本計画

第

６

章

一部であり、東城山遊歩道の登り口周辺のエリアです。後述のように、東城山遊歩道

をメインの見学者動線とすることから、大城のメインエントランスとなるエリアであり、

来場者の史跡への導入口として整備する必要がある地域です。

（オ）急傾斜森林エリア

保存活用計画ではＢ区（急傾斜森林区域）とした区域であり、城郭と一体をなす自

然地形が残り、現状では遺構が確認されていない、急傾斜の森林となっているエリア

です。大半が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域となっており、森林は保安

林、地域森林計画対象民有林に指定されています。

（カ）未指定地遊歩道エリア

保存活用計画では今後保護を検討する範囲とした区域の一部であり、東城山遊歩

道が通過する未指定地区域です。

（キ）未指定地エリア

保存活用計画では今後保護を検討する範囲とした区域の一部であり、未指定の私有

地のエリアです。

（ク）金華橋エントランスエリア

東城山遊歩道の登り口に隣接する指定地外の範囲です。登り口に隣接し、見学者

駐車場の想定地として検討するエリアです。

（ケ）橋倉エントランスエリア

橋倉ルートの登り口に隣接する指定地外の範囲で、橋倉公民館周辺の範囲です。

登り口に隣接し、見学者駐車場の想定地として検討するエリアです。他の遊歩道と比

べ傾斜が緩やかで歩きやすい橋倉ルートのエントランスとし、徒歩で見学することが

困難な見学者の車両のエントランスとしても位置付けます。

ウ　小城

（ア）主郭・曲輪２周辺遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ａ区（主郭(曲輪1）を中心とした主要遺構が残る区域）と

した区域であり、主郭と曲輪２周辺の遺構群からなるエリアです。主郭とそれを取り巻

く曲輪、鉢巻状の石積、畝状竪堀など、小城の特徴をよく示す遺構をはじめ、曲輪、

土塁など主要な遺構が集中しています。城郭の構造や小城の特徴を理解するのに好

適なエリアです。

（イ）北尾根遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ｂ区（主要遺構が残る区域）とした区域の一部であり、主体

部北側の尾根沿いを中心として遺構が広がるエリアです。雛壇状の曲輪群、城内通路

と考えられるスロープ状の遺構など、重要な遺構があります。急傾斜地であり、危険

を伴うことから見学路は設けられていません。見学路の大嵩崎ルートから、本エリア

南側の曲輪群の一部を見通すことができます。

（ウ）主体部遺構及び北西尾根遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ｂ区（主要遺構が残る区域）とした区域の一部であり、主体
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【図 84】小城 地区区分図
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部の遺構（曲輪 2北西の曲輪群）と、主体部北西の尾根沿いの曲輪群、城内通路と

考えられるスロープ状の遺構からなるエリアです。急傾斜地であり、危険を伴うこと

から見学路は設けられていません。

（エ）南尾根遺構エリア

保存活用計画ではＡ－ｂ区（主要遺構が残る区域）とした区域の一部であり、主体

部南側の、主郭に向かって下る緩い未整形の斜面に、竪堀や曲輪が見られるエリアで

す。

（オ）急傾斜森林エリア

保存活用計画ではＢ区（急傾斜森林区域）とした区域であり、城郭と一体をなす自

然地形が残り、現状では遺構が確認されていない、急傾斜の森林となっているエリ

アです。大半が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域となっており、森林は

保安林、地域森林計画対象民有林に指定されています。

（カ）未指定地エリア

保存活用計画では今後保護を検討する範囲とした区域であり、未指定の私有地のエ

リアです。

（キ）大嵩崎エントランスエリア

大嵩崎ルートの登り口に隣接する指定地外の範囲です。登り口に隣接し、見学者

駐車場の想定地として検討するエリアです。

エ　林城周辺地区

（ア）関連施設エリア

松本市教育文化センター、県史跡針塚古墳のエリアで、林城見学者の駐車場やト

イレの場所として位置付け、自動車で林城を訪れる見学者のエントランスとなるエリア

です。

（イ）林山腰遺跡エリア

小笠原氏の居館跡と推定されている林山腰遺跡の範囲です。林城の本質的価値と

密接に関係する遺跡であり、山城と麓の居館跡という構造を理解するのに好適なエリ

アです。大城と小城の間に位置し、双方へのアクセスが容易であり、両城をつなぐ動

線上に位置しています。

⑵　地区別整備方針

ア　井川城跡

遺構の大半が埋没し、遺構の保存が図られている一方、史跡の本質的価値を理解

できない状態であるため、活用のための整備に取り組み、中世の居館跡を体感でき

る空間を目指し、整備を行います。

保育園が隣接し、近隣に小学校、中学校があることから、児童等が安心安全に史

跡を活用でき、またイベントの場や市民の憩いの場としての活用が可能な整備を行

うこととします。

史跡周辺は市街地であり、住宅地に隣接し、また整備範囲に隣接して未指定の耕
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【図 85】林城跡周辺地区区分図

作地があります。史跡整備により、見学者や市民等の来訪者の増加など、環境が変

化することから、周辺住民の住環境や隣接耕作地の土地利用に悪影響が及ばないよ

う配慮した整備、活用を行います。
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地区区分 整備方針

主郭遺構表

示エリア

〇整備方針

•�居館跡の構造を現地で理解してもらうとともに、市民の憩いの場、学びの場、

児童が安心して過ごせる場として優先的に整備を行います。

•�土塁、堀、土壇状盛土など居館内部を構成する遺構を、平面表示など視覚的に分か

るように表示し、説明板を設置し理解を図ります。

•�整備に先だって発掘調査を実施し、遺構面深度、遺構の状況を確認します。

•�隣接する私有地（農地、宅地）との間に、柵、植栽などを設置し、見学者の立入防止、

目隠し等を行います。

〇短期

【調査】

•�遺構深度、遺構の状況等整備に必要な地下遺構の状況確認のための発掘調査の実施

【遺構表現】

•�土塁、堀等の遺構表示

【地形造成】

•�芝張り、植栽、排水対策等の環境整備の実施

【管理施設・便益施設】

•�隣接する私有地や指定範囲内私有地への見学者の立入防止、目隠しのための

フェンス、植栽、注意喚起看板等の設置

【案内解説施設】

•�個々の遺構の説明、居館跡表示等のサイン類の設置

〇中・長期

•�整備範囲の維持管理

・未整備エリアの整備に合わせた再整備の検討

主郭維持管

理エリア

〇整備方針

•�当面は現状を維持し、将来的に館跡全体の整備が可能となった際に整備を

行います。

•�エリアの西側・南側の未指定の私有地に見学者が誤って立ち入ることがな

いよう、柵等の立入防止措置、注意喚起サイン等を設置します。

•�将来的な整備に向け、発掘調査を実施し、遺構の状況等を確認します。

•�伝櫓台跡への見学路を整備します。

〇短期

【管理施設・便益施設】

•�隣接私有地への見学者の立入防止措置の実施

【案内解説施設】

•�既存看板の整理、遺構表示看板等のサイン類を設置

•�伝櫓台までの見学路整備

〇中・長期

•公有化が可能となり、条件が整ったところで史跡整備を実施

主郭耕作地

エリア

〇整備方針

•�私有地であることから、土地所有者及び利用者の意向を尊重し、現状の土

地利用を継続します。

〇短期

•土地所有者及び利用者の意向を尊重した土地利用の継続

〇中・長期

•�公有化が可能となり、条件が整ったところで史跡整備を実施
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地区区分 整備方針

主郭管理

エリア

〇整備方針

•�当面は現状を維持し、将来的に館跡全体の整備が可能となった時点で整備

を行うこととします。

•�現状で西側市道から管理用車両、緊急車両の一時的な乗入れが可能であり、

当面は指定範囲西側の管理用スペースとして活用します。

•�私有地への見学者の立入防止、頭無川への転落防止のための柵、注意喚起

サイン等の設置を行います。

〇短期

【調査】

・地下遺構の状況確認のための面的な発掘調査の実施

【管理施設・便益施設】

•見学者の隣接地への立入り、頭無川転落防止のための柵、サイン類等の設置

〇中・長期

•�館跡全体の整備が可能となった段階で史跡整備を実施

•�電柱及び支線の取扱い検討

東側郭外活

用整備エリ

ア

〇整備方針

•�史跡へのメインエントランスとなるエリアであり、居館跡の構造を現地で

理解してもらうとともに、市民の憩いの場、学びの場、児童が安心して過

ごせる場として、主郭遺構表示エリアと一体的に整備を行います。

•�里道から北側の範囲は、堀、堀東側の整地面を、平面表示など視覚的に分かるよう

に表示し、説明板を設置し理解を図ります。

•�里道から南側の範囲は、張芝等により整備し、管理用スペースを設けます。

•�整備時には排水対策を行い、降雨後に地面が水没する現状を改善します。

•�整備に先立って発掘調査を実施し、遺構面深度、遺構の状況を確認します。

•�隣接する私有地（農地、宅地）との間に、目隠しのためのフェンス、植栽などを設

置し、見学者の立入り防止、目隠し等を行います。

•�里道は土地所有者等の農業用車両等を含む通行、地元住民の日常的な通行等の現状

を維持します。

〇短期

【調査】

•�遺構深度、遺構の状況等整備に必要な地下遺構の状況確認のための発掘調査の実施

【遺構表現】

•�堀、流路跡、整地面の平面表示

【地形造成】

•�芝張り、植栽、排水対策等の環境整備の実施

【管理施設・便益施設】

•�史跡のメインエントランスとして、史跡標柱、史跡境界標、史跡の概要を示す

説明板の設置

•�隣接する私有地や指定範囲内私有地への見学者の立入防止、目隠しのための

柵、植栽、注意喚起看板等の設置

•�頭無川への転落防止のための柵等の設置

•�東屋等の休憩施設の検討

•�管理車両や緊急車両の一時的な乗り入れが可能な管理スペースの設置

【案内解説施設】

•�総合案内板、個々の遺構の説明、居館跡表示等のサイン類の設置

•�里道の現状の利用状況の維持

〇中・長期

•�トイレ等の便益施設の検討
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イ　大城

遺構の大半が露出遺構であることから、現状でも戦国時代の山城を体感できる状

態です。また、学校の遠足や地域の社会教育活動の場としても活用されるなど、多

くの人が訪れています。そのため、本質的価値の保存を第一に、保存のための整備

に着手した後、主体部及び遊歩道・見学路を中心に活用のための整備を行います。

地区区分 整備方針

西側管理

エリア

〇整備方針

•�西側市道からのアクセスの確保のため、現状を維持します。

•�史跡の説明板、東側入口への案内のサイン類等を設置します。

〇短期

•説明板、サイン類の整備

〇中・長期

•館跡全体の整備が可能となった段階で史跡の西側エントランスとしての整備を検討

未指定地

エリア

〇整備方針

•�私有地範囲の土地所有者による現状の土地利用に支障がないように史跡内の整備を

行います。

•�史跡内の整備に当たり、未指定地エリアへの見学者の立入り等を防止するため、注

意喚起サインや柵の設置等を行います。

井川城エン

トランスエ

リア

〇整備方針

•�保育園利用者、地元住民等との協議を行い、了承を得た上で、保育園駐車場の一部

を井川城見学者の駐車場として利用するものです。保育園児や保護者の安全確保等

を踏まえた利用とし、説明板、誘導サイン等を設置します。

〇短期

•説明板、サイン類の整備
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地区区分 整備方針

主体部遺構

エリア

〇整備方針

•�城郭の中枢部を構成する主要な露出遺構が集中し、城郭の構造を理解する

のに好適なエリアであることから、保存及び活用のための整備を他のエリ

アより優先して実施します。

•�石積等の主要遺構の保存、修復のための整備を実施します。

•�城郭の中枢部分の遺構や城郭の構造を見学しながら理解してもらうため、

説明板設置等の整備を実施します。

•�遺構保存、来場者の安全確保のため、松枯れ枯損木等の伐採を行います。

•�神社遺構等の後世の遺構、林道開削による改変箇所など、城郭遺構と混同

されることがないよう、説明板を設置します。

•�遺構面の深度確認等のため、発掘調査を実施します。

•�曲輪３は、橋倉からの見学路・管理用道路からの入口となることから、管

理用スペースを設けます。また、説明板や仮設トイレの設置、堀切・土塁

観察デッキの設置など、主体部への入口としての整備を行います。

〇短期

【遺構保存】

•�石積の破損状況・現状記録（三次元測量、石垣カルテ作成）、定点測量等

による経過観察の実施

•土塁等主要遺構周辺の松枯れ枯損木等の伐採【修景・植栽】

【修復】

•�土塁等遺構の毀損箇所の調査、修復

・曲輪内の盛土等保護措置の調査、検討、修復

•�石積の毀損防止措置、修復方法の検討

【修景・植栽】

•見学路周辺の松枯れ枯損木等の伐採

•主要遺構に残置された伐採木の撤去

【調査】

・遺構深度、分布状況確認のための発掘調査の実施

【動線】

•城内通路調査の実施

・橋倉から主体部へ至る管理用道路私道部分の路面修繕の実施

【案内解説施設】

•�主郭周辺の城郭構造、石積・土塁・城内通路等の主要遺構の説明板、案内サイン

等の設置

•�既存の東屋への説明パネル等の設置

•�史跡への車両乗入についての注意喚起措置の実施

・堀切・土塁観察スポットの設置

【管理施設・便益施設】

•仮設トイレの設置継続

・ベンチ等休憩施設の検討、更新、整備、東屋の見直し

〇中・長期

•城内通路調査の継続、遊歩道及び見学路の城内通路への付替えの検討

•史跡から周囲を望む眺望確保のための樹木の枝打ち等の実施
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地区区分 整備方針

主体部南東側

遺構エリア

〇整備方針

•�井戸跡（化粧井戸）、三重堀切等の特徴的な遺構がありますが、主郭から

の見学路が急傾斜です。このため、当面は注意喚起サイン、遺構の説明板

の設置を行い、現状のままとします。

•�城内通路が推定されているため、将来的に階段や案内サインを設置し、見

学路整備を行います。

〇短期

【修景・植栽】

•土塁周辺等の松枯れによる枯損木等の伐採

【調査】

•城内通路調査の実施

【案内解説施設】

•注意喚起サイン、遺構説明板の設置

・車道（私道部分）の路面修繕の実施

〇中・長期

•�城内通路調査を踏まえ、橋倉ルートから井戸跡（化粧井戸）を経由し主郭に

至る見学路整備（城内通路への付替えを含む。）

•大嵩崎側へ通じる見学路整備

•�井戸跡（化粧井戸から）三重堀切（堀切・竪堀Ｋ）への眺望確保のための

樹木の枝打ち、下草刈り等の実施

西北西尾根遺

構エリア

〇整備方針

•�既存遊歩道の雨水による浸食等により遺構が毀損していることから、浸食

箇所の遺構及び園路の復旧を優先して行います。

•�東城山遊歩道沿いから、主体部に近づくにつれ変化する曲輪の形状、切岸

の高さが体感できるよう、曲輪群や堀切等を見通せるよう、下草の除去等

の維持管理を行い、遺構表示サインの整備を行います。

•�遊歩道は後世に造られたものであるため、当面は活用しつつ、本来の城内

通路が判明した箇所は付替えを行います。

〇短期

【遺構保存】

•�土塁等遺構周辺、見学路周辺の松枯れによる枯損木等の伐採

【修復】

•�雨水等により浸食された遺構の復旧、遊歩道の修復【地形造成】

【修景・植栽】

•見学路周辺の松枯れによる枯損木等の伐採

•主要遺構に残置された伐採木の撤去

•曲輪群や堀切を見通せるよう、下草刈り等の維持管理の実施

【調査】

•雨水による浸食箇所等の修復に必要となる発掘調査の実施

【案内解説施設】

•案内サイン、遺構説明板等の整備

【動線】

•調査により城内通路と判明した箇所への見学路付替え

〇中・長期

•城内通路調査の継続•城内通路整備
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地区区分 整備方針

遊歩道エリア 〇整備方針

•�遊歩道は、大城の主要遺構がある西北西尾根遺構エリアを通過し、主体部

へと続くことから、主要動線として位置付け、総合案内板や誘導サイン類、

階段等の整備を行います。

•�登り口周辺への総合案内板、史跡標柱等設置、環境整備の実施

〇短期

•サイン類の整備

・遊歩道整備（階段設置、修繕、危険箇所の封鎖措置の実施等）

急傾斜森林エ

リア

〇整備方針

•�未発見遺構の存在が想定されることに加え、土砂災害警戒区域、保安林が

含まれていることから、現状を維持し、地形の保全に努めます。

〇短期

•�橋倉から主体部に至る管理用道路市道部分法面の崩落防止措置の実施

・管理用道路私道部分の路面修繕の実施

•現状維持

•経過観察�

〇中・長期

• 地形保全

【修景・植栽】

•史跡から周囲を望む眺望確保のための樹木枝打ち等の実施

未指定地

遊歩道エリア

〇整備方針

•�雨水等により遊歩道が浸食され、遺構を毀損している箇所があるため、遺

構及び園路の復旧、史跡の追加指定を行います。

〇短期

•�遺構及び遊歩道修復のために、関係機関と協議し追加指定を行います。

•体系的なサイン類の整備

〇中・長期

•城内通路の調査の実施

未指定地

エリア

〇整備方針

•�私有地範囲の土地所有者による現状の土地利用に支障がないように史跡内の整備

を行います。

•�史跡内の整備に当たり、未指定地エリアへの見学者の立入り等を防止するため、

注意喚起サインや柵の設置等を行います。

金華橋エント

ランスエリア

〇整備方針

•�東城山遊歩道の登り口に隣接し、見学者駐車場として想定している範囲であり、

駐車場の設置に向けた検討を行います。

〇短期

•�駐車場設置に向けた検討、土地所有者等との協議

〇中・長期

•�設置可能箇所を駐車場として整備

橋倉エントラ

ンスエリア

〇整備方針

•�橋倉ルートの登り口に隣接し、見学者駐車場として想定している範囲であり、駐

車場の設置に向けた検討を行います。

〇短期

•�駐車場設置に向けた検討、土地所有者等との協議

〇中・長期

•�設置可能箇所を駐車場として整備
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地区区分 整備方針

主郭・曲輪２

周辺遺構エリ

ア

〇整備方針

•�城郭の中枢部を構成する主要な露出遺構が集中し、城郭の構造を理解す

るのに好適なエリアであることから、保存及び活用のための整備を他のエ

リアより優先して実施します。

〇短期

【遺構保存】

•�石積の破損状況・現状記録（三次元測量、石垣カルテ作成）、定点測量等

による経過観察の実施、石積周辺の離隔措置の実施

•石積等遺構周辺の松枯れによる枯損木等の伐採【修景・植栽】

【修復】

•�土塁等遺構の毀損箇所の調査、修復

・曲輪内の盛土等保護措置の調査、検討、修復

•�石積の毀損防止措置、修復方法の検討

【修景・植栽】

•見学路周辺の松枯れによる枯損木等の伐採

•主要遺構に残置された伐採木の撤去

•史跡から周囲を望む眺望確保のための樹木の枝打ち等の実施

【案内解説施設】

•�主郭周辺の城郭構造、石積・土塁・城内通路等の主要遺構の説明板、案内サイン

等の設置

【動線】

•見学路の城内通路への付替え

〇中・長期

•�城内通路調査の実施、見学路付替えの検討

•�曲輪２から主郭への見学路整備

•�見学路整備のために必要な調査の実施

北尾根遺構

エリア

〇整備方針

•�急傾斜地であり、見学に危険を伴うことから、見学路の設置は行わず、

大嵩崎ルート沿いから、雛壇状の曲輪群など本エリアの一部を見通すこと

ができる現状を維持します。

•�注意喚起サインや北尾根遺構エリア内の遺構等に関する説明サインを、

主郭・曲輪２周辺遺構エリア内の適切な場所に設置します。

〇短期

【案内解説施設】

•�注意喚起サイン、遺構説明サインの設置（主郭・曲輪 2周辺遺構エリア内）

〇中・長期

•地形保全

•城内通路調査の実施

•見学路整備の検討

ウ　小城

遺構の大半が露出遺構であることから、現状でも戦国時代の山城を体感できる状

態です。また、大城に比べ車道開削等後世の改変が少なく、本来の山城に近い姿を

体感できます。そのため、小城は石積の保存を第一にした保存のための整備を行い、

活用のための整備は最小限にとどめます。
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地区区分 整備方針

主体部遺構

及び北西尾根

遺構エリア

〇整備方針

•�急傾斜地であり、見学に危険を伴うことから、見学路は設置せず、現状

を維持します。注意喚起サインや北西尾根遺構エリア内の遺構等に関する

説明サインを、主郭・曲輪２周辺遺構エリア内の適切な場所に設置します。

〇短期

•�注意喚起サイン、遺構説明板の設置（主郭・曲輪２周辺遺構エリア内）

〇中・長期

•地形保全

•城内通路調査の実施、見学路整備の検討

南尾根遺構

エリア

〇整備方針

•�不整形空間は性格が不明であり、竪堀、曲輪は急斜面に位置するため、

積極的な誘導や整備は行わず、現状を維持します。

〇短期

•現状維持

〇中・長期

•地形保全

急傾斜森林エ

リア

〇整備方針

•�未発見遺構の存在が想定されることに加え、土砂災害警戒区域、保安林

が含まれていることから、現状の地形を維持します。

〇短期

・現状の地形の維持

〇中・長期

・史跡内から周囲を望む眺望確保のための樹木の枝打ち等の実施

大嵩崎エント

ランスエリア

〇整備方針

•�大嵩崎ルートの登り口に隣接し、見学者駐車場として想定している範囲であり、

駐車場の設置に向けた検討を行います。

〇短期

•�駐車場設置に向けた検討、土地所有者等との協議

〇中・長期

•�設置可能箇所を駐車場として整備

エ　林城周辺エリア

地区区分 整備方針

関連施設

エリア

〇整備方針

•�見学者の駐車場等の場所であることから、史跡の説明板や史跡への誘導サインを

設置する大城・小城へ自動車で来訪する見学者のエントランスとして整備します。

〇短期

•�史跡説明サイン、史跡までの誘導サイン等の設置

・林城や山辺谷の眺望を説明するサインの設置（県史跡針塚古墳）

・旧山辺学校校舎等への史跡ガイダンス機能設置

林山腰遺跡

エリア

〇整備方針

•�説明サインの設置等、山城と麓の居館跡という構造の理解を図る整備を行います。

両城をつなぐ動線の整備、サイン類の設置を行います。

〇短期

•�林山腰遺跡の説明サイン、史跡までの誘導サイン等の設置

〇中・長期

・林山腰遺跡の発掘調査の実施
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第 2節　動線計画

1　史跡全体の動線計画

史跡へのアクセスは、第 2 章第 3 節で述べたとおり、公共交通機関の利用が難しく、

自動車によるものとなるため、史跡を結ぶ動線は自動車を想定しています。見学車両は、

松本インターチェンジ方面に続く国道 158 号線と接続し、松本駅前を通過する国道 143

号線から駐車場へ誘導します。

井川城跡については、現在利用できる駐車場がないため、本計画期間中に井川城保育園

駐車場の利用に向けた検討を行います。林城跡については、当面の間、付近の公共施設で

ある教育文化センター及び針塚古墳へ誘導することとし、専用駐車場の整備については、

関係者と協議をし、条件が整い次第行います。

広域動線は、中世から近世への支配構造の変化を体感できるよう、松本城を含めた動

線を設定します。また、松本駅や松本城、あがたの森公園等の観光拠点にシェアサイクル

が設置されているため、自転車での動線を想定し、動線上の誘導看板等の整備を行います。

２　井川城跡

⑴　エントランス

井川城跡への入口は東西の 2 か所がありますが、発掘調査により、居館跡の入口で

ある虎口が東側に確認されていることから、東側を主要なエントランスとします。指

定地西側からアクセスした場合、東側指定地との間に未指定の私有地があることから、

【図 86】広域動線計画図
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指定地西側の入口は主に管理用の入口とし、見学者には東側の入口を案内することと

します。

⑵　見学者動線

見学者動線は、東側入口からアクセスし、主郭遺構表示エリアや露出遺構である伝

櫓台跡への誘導を行います。指定地西側へのアクセスは、指定地の間に未指定地があ

るため、北側へ迂
う

回するよう案内を行います。見学者が私有地に立ち入らないよう、

注意喚起サインや柵等を設置します。

⑶　土地所有者・地元市民の日常動線、管理用動線

管理車両の動線は、歩行者動線と同様とします。また、土地所有者や地元市民の動

線は、これまでと同様とします。

３　大城

⑴　見学者動線

主体部に至る動線は 3 つあり、金華橋側登り口からの東城山遊歩道、大嵩崎側登り

口からの大嵩崎ルート、橋倉側登り口からの橋倉ルートとします。橋倉ルートは車道

の通行が可能なルートですが、遺構保護の観点及び見学路沿いの遺構を見ながら史跡

の理解を深めてもらう観点から、大城の見学動線は徒歩によることを原則とします。

3 つのルートのうち、東城山遊歩道は、沿線に小笠原氏系の山城の特徴である無数

の曲輪群や堀切から連続する竪堀等の遺構が集中し、山城の構造を理解するのに適し

ていること、既に園路として整備されていることから、主要動線と位置付けます。

ア　東城山遊歩道

当面の間は、既存の遊歩道を活用し、危険箇所への階段設置や洗掘箇所の修復等

を行います。また、切岸や尾根上の曲輪の広がりが見られる観察スポットを設置し、

遺構表示サインの整備を行います。

イ　大嵩崎ルート

大嵩崎ルートは、小笠原氏の居館推定地である大嵩崎（林山腰遺跡）を通り、小

城へアクセスできるため、小城と接続する動線として位置付けます。見学路は急傾

斜なため、注意喚起サインを設置します。中・長期事業において、階段等の設置を

行います。

ウ　橋倉ルート

橋倉ルートは、主体部まで車道が通じており、他の遊歩道及び見学路と比べ傾斜

が緩やかで歩きやすいことから、急な山道を歩くことが困難な方や、気軽に山城を

楽しみたい方向けの見学者動線として位置付けます。遺構保護のため、見学車両の

進入を制限します。また、後述のように管理用動線及び徒歩での見学が困難な見学

者の車両動線としても位置付けます。

エ　その他の見学動線

橋倉ルートの車道の途中から分岐し、井戸跡（化粧井戸）を経由して主体部に向

かう見学路は、夏から秋にかけて草木により不明瞭になることから、刈払いを行い

ます。また、急傾斜であることから、注意喚起サインを設置します。
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カ　主体部の見学動線

当面の間、既存の遊歩道及び見学路を活用し、曲輪内は自由動線とします。

オ　城内通路への見学動線付替え

これまでの縄張調査で、城内通路の一部であった可能性のある遺構が確認されて

います。現状では城内通路の全体像が分かっていないため、短期事業では既存の見

学路を使用します。縄張り調査等の調査を継続し、中・長期事業において、城内通

路への見学路付替えについて検討します。

⑵　見学路を徒歩で利用することが困難な見学者の動線

橋倉ルートは車両通行が可能であることから、徒歩での見学路の利用が困難な見学

者が、車両により主体部まで上がるためのルートとしても位置付けます。私道である

ことから、土地所有者との調整等を行った上で、見学車両動線として位置付けること

とします。また、見学車両の利用は徒歩での見学が困難な見学者に限定し、利用方法

の検討を行い、後述する路面補修を行った上で運用することとします。

⑶　管理用動線

橋倉ルートは、主体部まで車両通行が可能であることから、土地所有者等の山林管

理、史跡の管理、史跡整備事業時の工事等の車両の管理用動線とします。

主体部へ車両を乗り入れることになることから、遺構保護のため一般車両の進入を

制限します。車道の法面の一部が崩落するおそれがあるため、注意喚起サインを設置

し、経過観察を行った上で、崩落防止措置を実施します。

３　小城

２か所ある登り口から主体部に至る見学動線を、大嵩崎側登り口からの大嵩崎ルート、

廣澤寺側登り口からの廣澤寺ルートとします。大城や小笠原氏居館推定地からのアクセ

スを考慮し、大嵩崎ルートを主要動線と位置付けます。小城には車両通行が可能な道が

ないことから、見学は徒歩によります。

⑴　大嵩崎ルート

大嵩崎側からの見学路は、小笠原氏系の山城に見られる合流する竪堀や無数に広が

る曲輪群（北尾根斜面ブロック）を体感することができます。遺構表示サインのほか、

急傾斜等危険箇所について注意喚起サインを設置します。中・長期事業において、見

学路の修復等の整備を検討します。

⑵　廣澤寺ルート

廣澤寺側からの見学路は、小城周辺の文化財へのアクセス動線として位置付けます。

急傾斜であることから、注意喚起サインを設置します。中・長期事業において、見学

路への階段設置等の整備を検討します。

いずれの見学路も一部を除き城内通路ではない箇所を通っていますが、城内通路遺

構が想定される北尾根と北西尾根は、急傾斜であり、山麓部に急崖があることから、

活用に当たって危険が大きいため、既存の見学路を使用します。

⑶　主体部周辺の見学動線

主郭への城内通路は不明のため、既存の見学路を使用し、中・長期事業において、
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城内通路への付替えを検討します。

⑷　城内通路への見学動線付替え

大城と同様に、短期事業では既存の見学路を使用し、縄張り調査等の調査を継続し、

中・長期事業において、城内通路への見学路付替えについて検討します。

４　大城と小城のアクセス

大城と小城は隣接していることから、両城をつなぐ動線を設定します。主要動線とし

て位置付けた大城の金華橋登り口と小城の大嵩崎側登り口をつなぐ動線のほか、大城及

び小城の大嵩崎側登り口をつなぐ動線を設定します。特に、大城及び小城の大嵩崎側登

り口をつなぐ動線は、小笠原氏居館推定地を上方から俯瞰することができ、史跡の位置

関係を理解することができることから、案内サインを設置し、周遊動線として整備しま

す。

【図 87】井川城跡 動線計画図
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【図 89】大城 動線計画図（西北西尾根ブロック）

【図 88】林城跡動線計画図
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【図 91】小城 動線計画図（主体部ブロック）

【図 90】大城 動線計画図（主体部ブロック）
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第３節　遺構保存に関する計画

１　基本方針

⑴　地下遺構は、現状の保存状態を維持し、必要に応じて盛土により保護層を設ける等

の保護措置を講じます。

⑵　石積、土塁、曲輪等の露出遺構は、日常的な見回り等の維持管理を徹底するととも

に、石積のカルテ作成等の現状記録・毀損状況調査、経過観察等を行い、必要に応じ

て修復を実施します。

⑶　整備箇所は、保護盛土を設ける等、適切な保存方法を検討し、整備します。

２　井川城跡

⑴　地下遺構

遺構の大半は埋没しており、現状の保存状態を維持します。

必要に応じて発掘調査等遺構確認のための調査を行い、史跡整備時には盛土により

保護層を設ける等の保護措置を講じます。また、工作物、植栽等を設置する場合は、

地下遺構への影響がないように工法を定めます。

⑵　露出遺構

唯一の露出遺構である伝櫓台は、発掘調査を行っていないため、遺構の性格が不明

ですが、現状の保存状態を維持することとします。

３　林城跡

⑴　遺構面の確認

大城、小城とも発掘調査がほとんど行われておらず、遺構の保存、修復、整備に必

要となる地下遺構及び露出遺構の遺構面の深度を始めとした情報が分かっていませ

ん。このため、遺構面等を把握する発掘調査を行い、必要な情報を把握します。

⑵　地下遺構

発掘調査成果に基づき、盛土等により地下遺構を保護します。

⑶　露出遺構

ア　石積

三次元測量等による現状記録を行った上で、石積の特徴や破損状況等を記録する

石垣カルテを作成します。また、定点測量やクラックゲージの設置等により経過観

察を行い、石積の変状を把握し、毀損の未然防止に努めます。調査により崩落の危

険度が高いことが判明した石積は、崩落防止措置や修復方法を個別に検討します。

また、石積保護や見学者の安全確保のため、石積に見学者等が接近しすぎないよ

う、柵やバリケードの設置等の離隔措置を必要に応じて実施します。

イ　その他の露出遺構

曲輪、土塁、堀切・竪堀等の遺構は、現状の保存状態を維持しますが、経年的な

盛土流出等により保存に支障がある箇所は、盛土による保存や修復を行います。保

存や修復に当たっては、城域が広大であることから破損状況調査等を行い、把握に
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努めながら個別に検討します。

⑷　植生管理

史跡内に生育する樹木や下草には、傾斜地を始めとした自然地形の保全、雨水等に

よる表土流出の防止といった遺構の保存に大きな役割を果たしています。一方で、石

積や土塁等の遺構上の樹木等、遺構の保存に悪影響を及ぼしているものもあります。

また近年は松くい虫の被害によるアカマツの面的な枯損、松くい虫被害の拡大防止

のための伐倒駆除により、史跡内の植生環境が大きく変化しています。

詳細は第７節に記載しますが、遺構の保存のため、遺構上の枯損木等の伐採を行う

とともに、松枯れや伐採による植生環境の変化が及ぼす遺構への影響の経過観察等の

植生管理を行います。

【図 92】石積保存範囲図

大城

小城
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第４節　遺構修復に関する計画

１　基本方針

⑴　遺構の修復は、現況調査や発掘調査成果に基づき行います。

⑵　現状で毀損が確認されている箇所の修復を優先して実施します。

⑶　発掘調査等で新たに発見された遺構は、取扱いについて個別に検討します。

２　井川城跡

露出遺構である伝櫓台は、遺構の性格が不明であるため、今後の調査成果を基に取扱

いを検討します。

３　林城

⑴　毀損箇所の修復

毀損が確認されている大城西北西尾根の曲輪、大城主郭土塁の修復を行います。

ア　大城西北西尾根の曲輪

（ア）  概要

遊歩道及び遊歩道の水路化によって洗掘され、毀損している曲輪の修復を、

遊歩道の復旧と合わせて行います。事前に発掘調査、水文調査、測量調査を実

施し、再度の洗掘を防止する対策を検討した上で実施します。本来の城内通路

が不明であるため、当面の間、修復箇所を引き続き遊歩道として使用すること

とし、遊歩道の修復を合わせて行います。

（イ）  事前調査

適切な修復方法を検討するため、事前に水文調査（表流水調査）、測量調査、

発掘調査を実施します。水文調査（表流水調査）は、表流水による洗掘の原因

を明らかにし、復旧後の洗掘防止対策や整備方法を検討することを目的とし、

遊歩道及びその周辺の地形や表流水の流れ方等を調査するものです。測量調査

は、洗掘箇所の平面及び断面測量を行い、毀損の詳細を把握します。発掘調査は、

毀損範囲内部及び外周（遊歩道沿いの曲輪部分）を調査し、遺構の毀損状況及

び曲輪の本来の状況を確認するものです。

（ウ）  遺構修復

洗掘部分の修復は、遊歩道の隣接範囲や遊歩道部分の発掘調査により遺構の

状況を確認した上で、洗掘部分を隣接する遺構と同程度まで埋め戻して行いま

す。場所によって異なる洗掘の深さや断面形状、傾斜に対応し、埋め戻し土が

定着するよう、適切な材料を用いることとします。修復後に遺構の洗掘が生じ

ないよう、遊歩道部分と合わせて排水対策を講じます。

遊歩道沿いに土塁や石積がある範囲等の城内通路であった可能性がある箇所

は、発掘調査結果を踏まえ、埋め戻しや遊歩道修復の方法を個別に検討します。

土塁が切られている箇所や堀切を埋め立てて土橋状になっている箇所は、短

期事業の中では本来の姿への修復は行わず、中・長期事業の中で、それぞれの
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【図 93】大城 遊歩道洗掘箇所・主郭土塁断面図

洗掘箇所横断１

主郭土塁断面

洗掘箇所横断2 洗掘箇所横断3
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②充填土

 排水流速の低下

②階段

 排水流速の低下

①横断排水対策

 排水流路の変更

縦断図

0 5m

谷方向

洗掘箇所

①横断排水対策

　排水流路の変更

②階段

　排水流速の低下

平面図

0 1.5m
参考事例（七尾城）

【図 94】大城 遊歩道洗掘対策施工例

箇所の遺構調査を行うとともに、城内通路調査に基づく見学路の付替えも踏ま

えながら、修復を検討します。

（エ）  遊歩道の修復

遊歩道の修復に当たっては、水文調査結果を踏まえ、排水施設の設置や階段

設置等の対策を講じます。遊歩道の表面は、現状と同様に舗装は行わないこと

を基本とし、ウッドチップの散布により、踏圧や路面上への降水の軽減を図り

ます。

排水対策として、図 94 ①のように、遊歩道に横断溝を設け、上方からの表流

水の方向を変え、側面に排水します。また、②のように、階段を設けて遊歩道

の勾配を緩やかにし、遊歩道表面の流水の流速を低下させる対策を取ります。

遊歩道が曲輪の平坦面を切っている範囲は、洗掘箇所の埋め戻しにより、曲

輪の平坦面上に遊歩道を修復することになります。このため、水文調査により

各曲輪毎の集水状況を確認し、遊歩道部分を盛土する等の対策を取ります。

こうした対策を講じても洗掘が想定される箇所については、舗装や工作物の
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階段の設置等の対策を検討します。

イ　大城主郭土塁

主郭土塁上を見学路が通過し、土塁が毀損している箇所は、遺構保護のための盛

土を行い、引き続き見学路とします。発掘調査により遺構面深度や毀損の状況を確

認した上で、保護盛土により修復し、保護盛土内に丸太階段を設置します。

⑵　石積の修復

大城、小城を始めとした山城に見られる石積は、近世城郭など一般的な石垣と構造

が異なっています。同様の特徴を持つ石積は長野県内、県外にも見られますが、解体

修復の事例がほとんどありません。このため、近世石垣の修復方法を参考にしながら、

大城、小城の石積の適切な修復方法を検討した上で実施する必要があります。

石垣カルテ作成や定点観測を行い、石積の変状、毀損状況を把握し、現状の保存状

態を維持します。変状が進行し、対応が必要な場合は、応急措置や転石防止措置（ネッ

ト等）を個別に検討します。

⑶　後世の改変箇所の取扱い

ア　西北西尾根の土塁及び堀切

遊歩道の通過により、西北西尾根の土塁は断ち切られているところがあり、堀切

には土橋が付加されています。本来の城内通路が不明のため、該当箇所の修復は行

わず、既存の遊歩道としての活用を継続します。

イ　主体部の改変遺構

主体部には後世に付加された石段や土橋、石積が残されています。これらの遺構

は、地域での史跡の活用の歴史を物語るものであるため、改変箇所の修復は行いま

せん。石段や土橋は遊歩道として活用されていますが、本来の城内通路が不明なた

め、遊歩道としての活用を継続します。
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第５節　地形造成に関する計画

１　基本方針

⑴　地形造成に当たっては、周辺環境への影響を考慮し、適切な工法を検討します。

⑵　遺構保存や快適な見学環境を維持するため、排水施設を設置します。

２　井川城跡

⑴　造成計画

主郭遺構表示エリアについて、盛土を行った上でその上面に遺構の平面表示を行い

ます。図 96 は、図 95 の断面測量箇所 B1 の断面図に、主郭遺構表示エリアの発掘調

査で確認された遺構断面と、東側郭外活用整備エリア南側の発掘調査で確認された遺

構断面から作成した模式図です。主郭遺構表示エリアと東側郭外活用整備エリアの遺

構上面の比高（b）は 90 センチメートル程度、現地表の比高は 30 センチメートル程

度です。主郭と周囲の高低差（旧地形）を表現するためには、60 センチメートル程

度の盛土が必要となります。東側郭外活用整備エリア北側は水はけが悪く、滞水も懸

念されることから、地盤を下げることは行わず、主郭遺構表示エリアへの盛土で高低

差を表現することとします。盛土は最大でも主郭遺構表示エリア西側の未指定私有地

と、主郭遺構表示エリアとの比高（d）40 センチメートル程度となります。

また、現状の水路は、土段状盛土の傾斜面上に位置していることから、堀状遺構西（土

段状盛土の傾斜面）の表現にあたっては、水路を移設し、切土を行う必要があります。

造成を行うことにより、造成範囲の端部（私有地や頭無川との境等）で高低差が生

じるため、雨水の流入を避けるため排水路を設置する等の整備を行います。

⑵　排水計画

降雨時に広範囲にわたって水没する東側郭外活用整備エリア及び遺構表示を行う主

郭遺構表示エリアは、既存の排水路及び新設する排水路を用いて排水を行います（141

ページ、図 96）。

東側郭外活用整備エリアは、現状の地形が図 97（142 ページ）のように、敷地の中

央付近に向かって緩やかに傾斜し、既存排水路への排水が不十分な状態です。このた

め、東側郭外活用整備エリアの南側は、里道沿い及びエリア南端に排水路を新設し、

ここに排水できるよう、土地造成を行います。新設排水路は、堀跡の遺構表示範囲に

設置することになるため、できるだけ目立たない外観となるよう検討します。エリア

北側は、西側にある既存排水路に排水します。

主郭遺構表示エリアは、整備時に東側既存排水路に接続できるよう造成を行うとと

もに、主郭維持管理エリア及び里道への雨水の流入を防ぐよう、排水路を新設します。

排水路の新設にあたってはできるだけ目立たない外観となるよう検討します。また、

遺構の平面表示に当たっては、透水性のある素材を用いるなどの対策を講じます。

主郭維持管理エリアの南部については、水没により史跡の保存活用に支障が出るこ

とから、土地所有者の協力を得た上で排水方法について検討します。また、周辺の河

川や水路への排水については、担当課と協議します。
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【図 95】井川城跡 現状断面測量箇所

【図 96】遺構断面模式図
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【図 97】井川城跡 現状横断図
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【図 98】井川城跡 排水計画図



- 144 -

第６章　整備基本計画

第

６

章

３　大城

⑴　造成計画

現況地形の保存を原則とし、遺構保護及び毀損箇所修復のため盛土を行います。

遊歩道の水路化による洗掘箇所への盛土を行うとともに、再度の洗掘を防ぐため、

横断溝の設置等の排水計画と合わせて実施します。また、城内通路整備箇所、案内解

説施設の設置箇所等整備のための保護盛土を行います。

⑵　排水計画

曲輪等の遺構の排水は、自然浸透によるものですが、松枯れ等による樹木の枯損に

より、状況の変化が懸念されるため、経過観察を行い、必要に応じて対策を検討しま

す。洗掘が生じている遊歩道及び遺構については、修復時に再度の洗掘が生じないよ

う、水文調査結果等に基づく排水対策を講じます。

４　小城

⑴　造成計画

現況地形の保存を原則とし、遺構保護が必要な箇所、案内解説施設の設置箇所等必

要な箇所について、必要に応じて盛土を行います。

⑵　排水計画

曲輪等の遺構の排水は、自然浸透によるものですが、松枯れ等による樹木の枯損に

より、状況の変化が懸念されるため、経過観察を行います。特に石積に関しては、雨

水が石積内部や石積上面の盛土部分に浸透し、遺構の変状を引き起こすおそれがある

ことから、定点測量や石垣カルテを活用しながら観察を行い、必要に応じて対策を検

討します。
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第６節　遺構の表現に関する計画

１　基本方針

　⑴　井川城跡は、遺構が埋没しており、現状では居館の姿を理解することができない状

　　況であることから、土塁や堀等の主要な遺構や居館の構造を視覚的に理解できるよう、

　　カラー舗装や張芝等を用いて遺構表示を行います。

　⑵　山城の遺構の特徴や構造を理解してもらうため、大城に土塁・堀切及び曲輪を観察

　　するスポットを設置します。

２　井川城跡

⑴　概要

遺構が埋没しており、史跡の本質的価値を理解できない状態であることから、主郭

遺構表示エリア及び東側郭外活用整備エリア北側を対象として、カラー舗装等を用い

て地下遺構を地表面に表現する平面表示を行い、見学者の理解を促すための遺構表現

を行います。両エリアとも発掘調査を実施し、表示対象とする遺構の位置等を確認し

た上で行います。

⑵　表現する遺構の時期

第 5 章第 2 節 3 整備の時代設定（108 ページ）のとおり、15 世紀中葉の遺構を表現

することとします。

⑶　表現する遺構

ア　主郭遺構表示エリア

当時の地表面（整地面）、土塁、土塁の外周を区画する溝、主郭外周の法面（土

塁状盛土外周の法面）、堀状遺構を基本とし、発掘調査により建物跡等の遺構が確

認された場合は、表示を検討します。エリア南端に確認された建物跡は、遺構表示

する土塁と時期が異なるため、表現しないこととします。また、主郭と東側郭外整

地面の高低差を地形造成により表現します。

これまでの発掘調査はエリア内の一部にとどまっていることから、発掘調査を実

施し、その成果に基づいて遺構表示を行います。

イ　東側郭外活用整備エリア

東側郭外の整地面、堀状遺構及び流路状遺構を表現します。

里道より南側の範囲の堀状遺構は、その東岸側のみですが、遺構表示を行うこと

で、主郭の外周の形状を示すことができ、主郭の規模や形状の理解を深めることが

できます。主郭遺構表示エリアと同様に、これまでの発掘調査が一部にとどまって

いることから、発掘調査を実施し、その成果に基づいて遺構表示を行います。

⑷　表現の方法

遺構表示は、地表面の仕上げ（舗装の色、張芝等）を変えることで、遺構の平面的

な位置・規模・形状等を視覚的に分かるようにするもの（平面表示）で行います。

ア　主郭遺構表示エリア

第 5 節に記載のように、主郭と東側郭外整地面の高低差を地形造成（盛土）によ
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【図 99】井川城跡 遺構表示
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り表現し、盛土上に遺構表示を行います。

遺構表示は、表現する遺構が多く、溝など小規模の遺構もあることから、明確に

表示することが可能なカラー舗装等を用いて行います。土塁はこれまでの調査成果

では高さを推定する根拠が得られていないため、盛土による高さや形状の表現を行

うことができませんが、今後実施する発掘調査成果を踏まえて表現方法を検討しま

す。主郭外周の法面は、張芝により表現します。

イ　東側郭外活用整備エリア

イベントでの利用や、井川城保育園等の児童の活用が見込まれ、市民の憩いの場

ともなるエリアであることから、張芝で整地面を表現し、堀状遺構・流路跡をカラー

舗装、玉砂利等により表現します。堀状遺構・流路跡の表示に用いる素材は、児童

の利用に配慮したものとします。

⑸　サイン類による遺構表現の補足

遺構表示を行う範囲は、居館跡の一部に限られ、全体像を示すことができず、また

土塁等の高さも表現することができません。

このため、平面表示による遺構表現を簡易な形で補足し、土塁と堀に囲まれた居館

跡の全体像を視覚的に理解してもらうため、発掘調査成果及び類例から推測される居

館の姿をイラスト等で表示した説明板を設置します。

設置場所は、土塁、東側郭外活用整備エリア南側を想定します。

２　大城

⑴　概要

林城の主要な遺構である土塁、堀切、曲輪を観察し、山城の構造を体感してもらう

ための観察スポットを設置するものです。

⑵　堀切・土塁観察スポット

主体部西側の曲輪３西側土塁に、土塁上に上るための階段等を設置し、土塁と堀切

を観察するためのスポットとするものです。主体部を防御する土塁上から、大規模な

堀切を見下ろし、高低差や形状を観察してもらうことで、遺構の理解を図ります。

スポット周辺の土塁、堀切内は、除草や枝打ちを行い、土塁や堀切を見やすくしま

す。また、土塁上に保護盛土を行い、保護盛土内に丸太階段等を設置します。土塁上

には転落防止のための柵や遺構説明サインを設置します。

⑶　曲輪観察スポット

西北西尾根遺構エリアの曲輪に、大城の特徴の一つである連続する曲輪群を観察し

てもらうためのスポットを設置するものです。遊歩道沿いの曲輪の１か所を、除草や

ウッドチップの散布、残置された伐採木の撤去を行い、曲輪内に立ち入って規模や形

状を観察したり、連続する曲輪群を俯
ふ か ん

瞰できるようにします。また、遺構や城郭構造

についての説明板を設置します。

⑷　主体部石段部分への階段設置

近代に主郭に設けられていた神社に関係すると思われる後世の石段部分は、現在見

学路となっており、見学者等の通行により毀損が見られます。この部分に階段を設置
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し、毀損進行を防止するとともに、階段の踏板の間や横から石段を見られるようにし、

この石段が神社に関係するものであることを説明するサインを設置します。これによ

り、神社が主郭に設けられていたという地域の歴史を知ってもらえるようにします。

上記の階段については、地下遺構に影響を与えないよう、据置型の基礎によること

とします。設置に先立ち、基礎設置予定箇所の地耐力調査を行い、階段の構造検討を

行います。

主郭石段（神社参道）部分への階段設置

参考事例（史跡慧日寺跡）

土塁への丸太階段の設置

参考事例（特別史跡水城）

【図100】大城 遺構観察スポット・主郭石段部分への階段設置
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第７節　修景及び植栽に関する計画

１　基本方針

⑴　遺構の保存や顕在化等を目的として行う伐採は、面的な伐採は極力避け、枝打ちや

芯止めにとどめます。

⑵　近年の松枯れによる枯損や松枯れ対策のための伐倒駆除により、森林が面的に失わ

れる範囲が広がっています。こうした植生環境の大きな変化による遺構や史跡の地形

への影響等を踏まえながら、枯損木伐採等の既存植生の管理を行います。

⑶　管理施設や便益施設、サイン類等は、改修や新設の際に、史跡の景観との調和が取

れるものとし、素材、構造、デザイン等の統一を図ります。

⑷　私有地における修景及び植栽については、土地所有者の協力を得た上で、行います。

２　井川城跡

⑴　既存植生の管理

業務委託により定期的に実施している除草を継続して行います。伝櫓台の樹木は、

定期的観察を行い、倒木や落枝のおそれがある場合は、土地所有者の協力を得ながら

管理を行います。

⑵　修景のための新規植栽（東側郭外活用整備エリア）

東側郭外活用整備エリアは、東側及び南側が住宅に面するため、縁辺部に遮蔽植栽

や目隠し塀を配置します。植栽にあたっては、遺構面までの保護層を設け、防根シー

トを使用する等、遺構に影響の及ばない工法によることとします。植栽の樹種につい

ては、遮蔽のため必要となる葉の密度や維持管理のしやすさ等を踏まえ、適切なもの

を選定することとします。遺構表示等を行わない範囲は芝張りを行い、イベントでの

活用や、市民の憩いの場としても活用できる整備を行います。

⑶　工作物等の修景

新設する管理・便益施設やサイン類は、形状、色調等が史跡の景観と調和するもの

とします。

３　林城跡

⑴　既存植生の管理

林城跡に生育する樹木等の既存植生は、雨水による表土流出の防止等、史跡の遺構・

地形の保存に大きな役割を果たしています。また、樹木が生育していることで、下草

の生育が抑制され、遺構の見学や歩行がしやすいことによる見学環境の向上や、緑豊

かな環境の形成といった活用面でも一定の役割を果たしています。

一方で、史跡の保存活用の支障となっている樹木として、遺構の毀損の要因となる

もの、遺構を見えにくくしたり、史跡からの眺望を妨げているもの、枯損等による倒

木で見学者等に被害を及ぼすおそれのあるもの等があります。

既存植生を適切に管理するとともに、近年の松枯れによる植生環境の大きな変化を

踏まえ、遺構や地形の保全を目的とした植生回復についても検討する必要があります。
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ア　枯損木等の伐採

松枯れ等による面的な枯損が発生していることから、遺構の保護及び来訪者の安

全確保のため、主要遺構と見学動線上及びその周辺の枯損木を伐採します。対象と

する枯損木等は、表 10（88 ページ）のとおり、大城で 191 本、小城で 153 本であり、

それぞれ３年を目標に、図 100（151 ページ）、図 102（153 ページ）のように伐採

を計画します。表 10 の危険度の高い順に伐採することを基本としますが、伐採後

の環境変化や地被植物の生長等の経過観察を行いながら段階的に実施します。

伐採した樹木のうち、くん蒸処理が必要なものについては、一時的に集積し、く

ん蒸を行います（半年～１年）。伐採した樹木は、残置すると史跡の景観を損ねる

ため、チップ化し、史跡内に散布します。

また、これまで行われた伐採による残置木のうち、図 101（152 ページ）、図 103（153

ページ）の区域（主体部周辺及び大城曲輪）のものをチップ化し、史跡内に散布し

ます。対象とする残置木は、大城で 189 か所、小城で 17 か所となります。

大城の伐採木及び残置木は、曲輪 3 の管理スペースに集積してチップ化し、主体

部及び曲輪 22 等に散布します。小城はチップ化に用いる機械を史跡内に搬入する

ことができないことから、麓の史跡指定外の区域に作業ヤードを設け、そこに架線

で伐採木・残置木を運搬し、チップ化します。

イ　遺構顕在化のための修景

見学のポイントとなる曲輪等のうち、樹木や下草により遺構が見えにくくなって

いるものは、除草や枝打ち等を行い、遺構を見ることができるようにします。

松枯れ等により伐採が行われた曲輪は、一時的に遺構が見通せる状況になってい

ますが、放置することにより再び森林化することが予想されるため、ゾーニングを

行い、定期的な除草や実生木の除去を行うことで、多数の曲輪が広がる景観を体感

できるよう修景を図ります。

遺構の景観に支障のある樹木のうち、枯損木以外の樹木は、枝打ち等にとどめ見

通しの改善を図ります。なお、これまでの松枯れ等枯損木の伐採により、森林環境

が変化しており、遺構保護の観点から経過観察を行いながら植生を管理を行います。

また、史跡を理解するに当たり、大城と小城の相互の眺望や、林山越遺跡や他の

城郭など関連する遺跡等を眺望することが重要ですが、現在は史跡内から周囲の山

城等を見ることができません。現在、松枯れの進行により樹木環境が大きく変わっ

ており、更に枯損木伐採を行うことから、今後、史跡内からの眺望が大きく変化す

ることが予想されます。こうした変化を踏まえた上で、中・長期事業において眺望

点を設置し、支障となる樹木の枝打ち等を行い、史跡内から周囲の遺跡等への眺望

の確保を図ります。

⑵　工作物等の修景

新設する管理 ･ 便益施設やサイン類等は、形状、色調等が史跡の景観と調和がとれ

るものとします。既存の階段やサイン類等の諸施設は、設置者や時期によって意匠が

異なるため、関係者と協議を行い、改修の際に統一的なデザインのものに置き換えて

いきます。
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【図101】大城 枯損木伐採計画図
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【図102】大城 残置木撤去計画図
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【図103】小城 枯損木等伐採計画図

【図104】小城 残置木撤去計画図
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種類 機能 記載内容 設置場所

総合案内サイン 史跡小笠原氏城跡全体

の概要と、見学地の城

跡の情報を記載

史跡小笠原氏城跡の概要

３城跡の位置関係を示す地図

全体図（縄張図）

見学ルートの案内

史跡見学の注意事項

周辺文化財地図

見学の起点となる

箇所

説明サイン 特徴的な遺構の情報を

記載

遺構の名称、解説

位置図、写真、図面

本質的価値を構成

する遺構

遺構改変箇所

名称サイン 史跡名や遺構名等を記

載。遺構名には、必要

に応じて簡易的な解説

を記載

史跡名や遺構名等

遺構解説

本質的価値を構成

する遺構

その他必要な箇所

誘導サイン 史跡内外の動線上に設

置し、歩行者を案内す

る。（車両等の誘導サイ

ンは別途）

目標となる遺構等の名称

方向

距離

位置図

見学動線の分岐点

眺望サイン 景観に関する情報を記

載

視点場からの眺望解説

写真（視対象の名称を記載）

視点場となる箇所

注意喚起サイン 見学者への注意喚起に

関する情報を記載

注意喚起情報 注意喚起が必要な

箇所

その他サイン 上記以外の情報を記載 史跡内の文化財紹介等 各所

第８節　案内解説施設に関する計画

１　基本方針

⑴　動線計画に基づき、史跡の景観と調和する体系的なサイン整備を行います。

⑵　来訪者が史跡を理解しながら、安全快適に見学できるよう、デザインや表示内容（用

語等）等を統一したものとします。

⑶　来訪者の誰もが使い易く、史跡を理解し易くなるよう、多言語対応、ユニバーサル

デザインに配慮したものとします。

⑷　地元保存団体等が設置したサイン類は、史跡のこれまでの活用の経過を示すもので

あり、継続的に活用することを原則とします。

⑸　既存サイン類の整理を行い、計画的に更新を行います。

⑹　サイン類の新設、更新に当たっては、必要に応じて土地所有者や地元保存団体等と

事前協議を行います。

⑺　サイン類の設置に当たっては、遺構に影響を与えないよう、据置型を基調とします。

２　サイン構成
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総合案内板:史跡概要、広域案内、見学注意点を記載して

いる。多言語対応は二次元コードで行っている。

（史跡津軽氏城跡堀越城跡　青森県弘前市）

誘導サイン：上面に位置図を記載

（史跡津軽氏城跡堀越城跡　青森県弘前市）

名称サイン：景観に配慮した色調

（史跡鉢形城跡　埼玉県大里郡寄居町）

眺望サイン：写真を用いて周辺の城跡等を示す。

（史跡春日山城跡　新潟県上越市）

総合案内板:パンフレット入れを併設。

（史跡高岡城跡　富山県高岡市）

誘導サイン：イラストを使用し、現在位置、起伏等の地形

情報が分かる（史跡春日山城跡　新潟県上越市）

注意喚起サイン：見学者に立入禁止等の注意を促す。

（特別史跡平城宮跡　奈良県奈良市）

説明サイン：写真等を用い、用途、面積等の基礎情報を記載。

多言語表記。（史跡津軽氏城跡弘前城跡　青森県弘前市）
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３　整備の考え方

⑴　既存サイン

サイン配置について見直しを行い、老朽化したものや情報が古いものは撤去又は更

新します。地元保存団体等が設置したサイン類は継続利用を原則としますが、遺構保

存に支障がある箇所については個別に検討を行います。また、改修が必要になった際

に統一的なデザインへの更新を協議します。

更新に当たり、基礎構造等継続利用できるものは、板面張替えや塗装等を行い、デ

ザインの統一を図ります。

設置者が不明なサイン類は、当面の間、存置し、対応について個別に検討します。個々

のサインの対応方針は、58 ページ、83・84 ページ、91 ページの既存サイン類一覧の

とおりです。

⑵　新設サイン

既存サインの整理を行い、説明が不足する箇所や見どころとなるポイント等にサイ

ン類を新設します。

新設するサイン類は、多様な来訪者が見学できるよう、形状・表示・色調等をユニバー

サルデザインに配慮した統一的なデザインとします。また、必要に応じて二次元コー

ドによるスマートフォン等への内容表示を併用しながら、多言語対応を図ります。

記載内容は最小限にとどめ、分かりやすい文章とし、散策マップや二次元コード等

で追加の解説を行います。なお、散策マップとサイン類の位置図が連動するよう整備

を行います。

サイン類の設置については、遺構に影響が少ない据置型を基本とし、遺構面が浅い

箇所については、地表面に基礎を整備するなど構造を検討します。設置箇所の状況に

より、据置型が設置できない場合は、事前に発掘調査により遺構保存への影響を調査

し、支柱型の設置を検討します。

４　個別サイン計画

⑴　井川城跡

整備を行う主郭遺構表示エリア、東側郭外活用整備エリアのサイン類の新設を行う

名称サイン：史跡標柱

（史跡鮫ヶ尾城跡　新潟県妙高市）

注意喚起サイン：見学車両に注意を促す。

（史跡春日山城跡　新潟県上越市）
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【図105】井川城跡 サイン類計画図
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ほか、主郭管理用エリアには、私有地への立入を禁止する注意喚起サイン、史跡への

動線上に東側入口への誘導サインを設置します。

井川城跡は平坦で見通しが良いことから、史跡の景観に配慮し、事例１のようなサ

イン類は高さが低いものを想定します。東側入口周辺に、史跡標柱、総合案内サイン

を設置し、遺構表示箇所に説明サイン、館跡の姿をイラストで示す眺望サインを設置

します。隣接する私有地への見学者立ち入りを防止する注意喚起サインを私有地との

境界付近に設置します。

既存サイン類のうち、主郭維持管理エリア（伝櫓台）の説明サインは撤去し、新設

する総合案内板へ集約します。西側管理エリアにある解説サインは、整備内容にあっ

たものに板面更新を行います。

⑵　林城跡

史跡の概要説明のサインや、地元保存団体等が設置した誘導サイン、文化財紹介サ

イン等が設置されています。既存サインはデザインが統一されていないため、説明内

容の見直しと併せて更新を行います。

地元保存団体等が設置したサイン類は、継続使用し、改修の際に関係団体と協議を

行い、統一的なデザインのサイン類へ更新を行います。

遺構の名称サイン、説明サイン、誘導サインが不足しているため、新設します。総

合案内板及び史跡標柱を登り口に設置し、主要遺構に説明サイン・名称サインを設置

します。また、後世の改変箇所や城内通路を説明するサイン類を新設します。

総合案内板は事例２のような高さのあるものを用い、史跡への入口であることを分

かりやすくします。

林城跡周辺については、駐車場である教育文化センター・針塚古墳から林城へ誘導

サイン、大城金華橋登り口と小城大嵩崎側登り口の間の誘導サイン、小城大嵩崎側登

り口と大城大嵩崎側登り口の間の誘導サインを設置します。

種類 方針 番号 内容

総合案内サイン 新設 ② 史跡概要、全体図、見学の注意点、周辺文化財地図等

説明サイン
新設

⑤ 堀状遺構と流路跡

⑥ 土檀状盛土遺構と土塁、土塁裾部の溝、出入口（虎口）

⑧ 伝櫓台

更新 ⑫ 整備内容に合わせた板面更新

名称サイン 新設 ① 史跡標柱

誘導サイン

新設 ⑮⑯⑰
歩行者誘導サイン（史跡東側入口への誘導）

更新 ⑭

新設 ⑱
車両・歩行者誘導サイン（駐車場と史跡東側入口への誘導）

更新 ⑬

新設 ⑲⑳ 車両・歩行者誘導サイン（駐車場への誘導）

眺望サイン 新設 ③ 復元イメージ図、遺構説明（用語等）

注意喚起サイン

新設 ④
関係車両以外立入禁止

継続 3

新設 ⑦⑩⑪ 私有地のため史跡見学者の立入禁止

新設 ⑨ 伝櫓台見学の注意事項

継続 4,6 犬のフン持ち帰り

【表 13】　井川城跡 サイン一覧
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種類 方針 番号 内容

総合案内サイン

新設 ①㉛㉜ 史跡概要、全体図、見学路の説明、見学の注意点、周辺文化財地図等

更新
⑬ 史跡概要、主体部ブロックの遺構、全体図、見学路の説明、見学の注意

点、周辺文化財地図等

説明サイン

更新 ② 西北西尾根ブロックの遺構、堂平

新設

④ 土塁を伴う堀切・竪堀

⑤ 堀切・竪堀を境に変わる遺構の特徴（曲輪と切岸）

⑦ 大規模な曲輪群

⑧ 通路状遺構と城内通路について

⑭ 主郭へ続く石段について

⑯ 堀切・竪堀、車道開削により改変された遺構

⑱ 主郭（土塁、土塁開口部、石積等の遺構）

㉓ 主体部南東側ブロックの遺構

継続

2 林町会「歴史の里散策マップ」

6 林村「山の神社」跡

25 化粧井戸

名称サイン 新設

③ 竪堀

⑩⑳㉑ 石積

⑪⑰㉖ 堀切・竪堀

⑮ 史跡標柱

誘導サイン

新設

⑥ 通路状遺構、主郭、金華橋側登り口への誘導

⑫ 主郭、金華橋側登り口、橋倉側登り口への誘導

⑲㉒ 金華橋・橋倉、林城跡歴史の道への誘導

㉗ 主郭、橋倉側登り口への誘導

更新
14 東城山遊歩道ルート

32 大嵩崎ルート登り口

継続

5 東城山遊歩道登り口

8,9,10,11,12 主郭への誘導

21,26,27,28
29.30,31

大嵩崎ルートの案内

22,23 化粧井戸への誘導

33,35,36 橋倉ルート案内

注意喚起サイン
新設

⑨ 遺構保護のため立入禁止

㉔㉕㉘ 通行注意

㉙ 関係者等以外の車両の進入禁止

㉚ 私道への関係者等以外の車両の進入禁止

継続 3,4,15 タバコ・ゴミ捨て等禁止

その他サイン 継続 18 「松風亭」（東屋）標柱

【表14】大城 サイン一覧

５　車両誘導サイン計画

史跡へ車両を誘導するサイン類がないため、新設する必要があります。

現状誘導先となる専用駐車場がなく、短期計画内での駐車場整備が難しいため、歩行

者の誘導に関する整備を短期計画内で行い、車両誘導サインの設置は専用駐車場の確保

と合わせて中・長期計画で実施するすることとします。当面の間、史跡周辺の公共施設

の駐車場への案内をインターネット等で行っていきます。

広域動線計画（128 ページ、図 86）では、松本インターチェンジからの車両動線とシェ

アサイクルを活用した自転車動線も想定しているため、サイン類の設置場所の検討を行

います。
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【図106】大城 サイン類計画図
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【図107】大城 サイン類計画図（西北西尾根拡大図）

【図108】大城 サイン類計画図（主体部拡大図）
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種類 方針 番号 内容

総合案内サイン 新設 ①⑭ 史跡概要、全体図、見学路の説明、見学の注意点、周辺文化財地図等

説明サイン
新設

② 竪堀、松本市域の竪堀の特徴（合流する竪堀）

④ 北尾根斜面ブロックの遺構、スロープ状遺構

⑥ 鉢巻状石積、松本市域の石積の特徴

⑦ 主体部ブロックの遺構

⑨ 南尾根ブロックの遺構

⑪ 北西尾根ブロックの遺構、スロープ状遺構

継続 4 地獄の釜

名称サイン
新規

① 史跡標柱

③ 竪堀

⑧⑩ 堀切・竪堀

⑬ 耕作地跡の石積

継続 5 地獄の釜

誘導サイン 継続

2,6,7,8,9 大嵩崎ルート誘導

11 大嵩崎・廣澤寺ルート、廣澤寺山への誘導

12 廣澤寺山への誘導

13,14,15,18 廣澤寺ルート誘導

19 廣澤寺ルート登り口、廣澤寺誘導

注意喚起サイン

新設 ⑤⑫ 遺構保護のため立入禁止

継続
3 地獄の釜立入禁止

16,17 転落・崩落注意喚起

【表15】小城 サイン一覧

【図109】小城 サイン類計画図
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【図110】林城跡周辺のサイン類計画図

種類 方針 番号 内容

説明サイン 新設 ⑬ 林山腰遺跡、林城と麓の居館跡

誘導サイン
新設

①③④⑤ 林城跡登り口への歩行者誘導
大城：金華橋側登り口・橋倉側登り口、小城：大嵩崎側登り口

⑥⑦⑧⑨ 大城橋倉側登り口への歩行者誘導

⑩⑪⑫ 小城大嵩崎側登り口への歩行者誘導

⑭⑮
小城大嵩崎側登り口と大城大嵩崎側登り口の間の歩行者誘導

継続 31,32

眺望サイン 新設 ② 史跡小笠原氏城跡の概要、山辺谷の山城概要、周辺地図等

【表 16】林城跡周辺 サイン一覧
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第９節　管理施設及び便益施設に関する計画

１　基本方針

⑴　地域住民や見学者が安全・快適に史跡を見学、利用できるよう整備を行います。

⑵　既存の施設は継続利用し、老朽化等改修が必要な部分については、史跡の景観と調

和したデザインのものを採用します。

⑶　新設する施設は、必要最小限とし、遺構に影響を与えない工法を用います。

⑷　管理施設のうち、史跡名称等を示す標識、史跡の概要を示す説明板は 3 城跡それぞ

れに設置することとし、サイン類とともに第 8 節に記載します。史跡の境界標につい

ては、管理上必要な箇所に設置します。

２　井川城跡

⑴　管理施設

ア　囲いその他の施設

（ア）  立入防止柵

主郭遺構表示エリア・東側郭外活用整備エリア西側及び西側管理エリア南側・

東側に、隣接する私有地沿い及び里道沿いに、見学者の立入防止柵を設置します。

柵は、据置型の基礎に支柱の間をロープ等で連結したもの等、史跡の景観と調

和し、見学者等への圧迫感のない外観となるようにします。

（イ）  転落防止柵

東側郭外活用整備エリア南側及び西側管理エリア西側に、頭無川への転落防

止柵を設置します。安全確保のため必要となる高さ等の構造、頭無川対岸の住

宅地の目隠しの機能、史跡景観と調和した外観を検討し、遺構保護層を確保し

た上で埋込基礎により設置します。頭無川との間に一定の幅を取り、地区で行

われている頭無川の清掃作業等に支障がないようにします。

（ウ）  目隠し（遮蔽）の塀・植栽

東側郭外活用整備エリアの東側に、隣接する住宅地の目隠しのための塀又は

遮蔽植栽を設置します。住宅地への日照の影響、目隠しのため必要となる高さ

等の構造、史跡景観と調和した外観を検討します。塀の場合は遺構保護層を確

保した上で埋込基礎により設置します。遮蔽植栽の場合は、適切な樹種を検討し、

遺構保護層を設け、防根シートを設置する等、遺構の保存を図ります。

イ　管理用スペース

日常的な維持管理等の作業スペース、管理車両の立入り等のための管理用スペー

スを、東側郭外活用整備エリア東側の張芝範囲内に設置します。トラック等の管理

用車両が３台程度駐車できる規模とし、芝生保護材を設置します。里道からの入口

部分には車止めを設置し、見学車両等が進入しないよう管理します。

⑵　便益施設

ア　駐車場

井川城保育園駐車場の一部について、関係課、保育園利用者及び地元住民と協議
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し、了解を得た上で、見学者駐車場として活用します。駐車場として使用する範囲、

利用形態等園児をはじめとした利用形態の検討、サイン類による注意喚起等を行い、

園児をはじめとした保育園利用者、地元住民の安全確保を図ります。

イ　休憩施設

周囲に緑陰等がなく、保育園児の利用も見込まれることから、東側郭外活用整備

エリアに東屋、ベンチを設置し、見学者の休憩場所とします。東屋は東側郭外活用

整備エリアの南側の芝張り範囲に設置することとします。発掘調査により地下遺構

の状況を確認し、遺構保護層を確保した上で設置します。発掘調査により建物跡が

確認された場合は、建物跡の範囲に設置することを検討します。パネル展示を行い、

史跡のガイダンスや講座等での活用を図れるものとします。

ウ　里道

指定地西側の耕作地へ唯一出入りができる道であることから、耕作用車両等が通

過するための通行スペースを確保し、見学者にはサイン類により注意喚起を行いま

す。遺構の保存及び私有地への立入防止のため、里道への一般車両の立入りを禁止

し、注意喚起サインを設置します。

【図111】井川城跡 管理・便益施設計画図
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２　大城

⑴　管理施設

ア　管理用道路

橋倉集落から大城主体部まで続く車道は、土地所有者の山林管理等のため設けら

れたものです。今後の史跡の維持管理や整備事業に当たり、管理用車両や工事・資

材運搬車両の通行が必要であるため、この車道を史跡の管理用道路として位置付け

ます。また、他のルートより歩き易い見学動線であり、徒歩で見学することが困難

な方が、車両で主体部へ入るための動線としても位置付けます。

地権者等関係者、徒歩での見学が困難な方、史跡の管理車両を除く一般車両は、

遺構保護のため進入を制限することを関係者と協議します。

遺構保護と見学者の安全確保のため、原則車両の進入は曲輪 3 までとし、曲輪 3

【図112】大城管理用道路
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から曲輪 4東側へ通じる道には車止めを設置します。

管理用道路は、市道部分の山側斜面のオーバーハング箇所の崩落防止のため、オー

バーハング部分の除去及び法面保護工事を行います（図 111）。オーバーハング部

分は、事前に上面の発掘調査を行い、遺構の状況を確認し、上面の樹木の伐採を行っ

た上で除去します。法面保護工事は、景観に配慮した工法とします。

また、路面の凹凸があり、車両の通行に支障をきたし始めているため、凹凸を解

消するための砕石敷を行い、木製路面排水工等の路面の排水対策を行います。

イ　管理用スペース

管理用道路が主体部へ入る曲輪 3 に、管理用車両、工事用車両等の一時的な立入

りや、整備工事等の作業ヤードとして用いる管理用スペースを設けます。地下遺構

の保護を図るため、発掘調査により地下遺構の深度を確認した上で、盛土等の保護

措置を講じます。

⑵　便益施設

ア　駐車場

当面の間、現在活用している松本市教育文化センター、針塚古墳の駐車場を活用

します。合わせて、金華橋エントランスエリア、橋倉エントランスエリアでの駐車

場確保のため、土地所有者・地元町会と協議を行います。賃貸借を含めて駐車場の

確保を図ることとします。駐車場用地が確保できる場合、当面は駐車場として使用

するための簡易な整備を行い、中・長期計画において便益施設の併設を含めた整備

を検討することとします。

イ　遊歩道・見学路

城内通路の全容が未解明であることから、当面の間、既存の遊歩道・見学路を継

続して使用します。東城山遊歩道の洗掘による遺構毀損範囲及び主体部の見学路の

整備を優先的に行うこととし、その他のルートについては、除草や枝払いを定期的

に行い、通行を確保するほか、危険箇所（急傾斜地）への注意喚起サインの設置を

行います。遊歩道・見学路の急傾斜地には、階段を設置し見学者の安全確保を行い

ます。

東城山遊歩道の洗掘箇所の整備については第 4 節に述べましたが、洗掘が再度生

じないよう、排水対策等を講じながら遊歩道の修復を行います。また、東城山遊歩

道の登り口から尾根に至るまでの間は急傾斜で階段等が設置されていますが、破損

が見られるため、修復を行います。

ウ　休憩施設

既存の 3 棟の東屋は継続して使用しますが、老朽化等で改修が必要になった場合

は、在り方を検討します。

ベンチについては、地元保存団体が設置したものは継続して使用し、主郭東屋に

設置されている管理者が不明なカラーベンチは、老朽化しているため、史跡の景観

に合うものに置き換えます。新設するベンチは、地下遺構へ影響を与えないものと

します。
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エ　トイレ

曲輪 3 に設置している簡易トイレ（春季～秋季）の設置を継続し、利用実績等を

見て設置について検討します。また、周辺のトイレとして松本市教育文化センター

及び松本市山辺運動広場のトイレを案内します。中・長期計画においてトイレを設

置できるよう、本計画期間中に設置場所について検討します。

３　小城

⑴　管理施設

石積保護のための離隔措置として柵、バリケード等を設置します。柵は、地下遺構

に影響を与えないものとします。

⑵　便益施設

ア　駐車場

当面の間、現在活用している松本市教育文化センター、針塚古墳の駐車場を活用

し、大嵩崎エントランスエリアでの駐車場確保のため、土地所有者と協議を行いま

す。大城と同様に、賃貸借を含めて駐車場の確保を図り、当面は駐車場として使用

するための簡易な整備を行い、中・長期計画において便益施設の併設を含めた整備

を検討することとします。

イ　見学路

大城と同様に、城内通路の全容が未解明であることから、当面の間、既存の遊歩道・

見学路を継続して使用します。急傾斜地があるため、注意喚起サインを設置します。

ウ　休憩施設

大嵩崎ルートの地元保存団体設置のベンチは、継続使用します。東屋等の休憩施

設については、本計画では設置せず、中・長期計画において設置を検討します。

第 10 節　公開活用及びそのための施設に関する計画

１　基本方針

⑴　既存の公共施設を活用し、来訪者に史跡の本質的価値を伝えられるよう展示を行う

ほか、関連する文化財の情報を発信します。

⑵　史跡小笠原氏城跡の専用のガイダンス施設の設置については、中・長期計画におい

て検討することとします。

２　ガイダンス機能の配置

現在、史跡小笠原氏城跡に関するガイダンス施設はなく、史跡に設置されているサイ

ン類や、パンフレット、市ホームページで情報発信を行っています。

井川城跡は近隣に公共施設がないことから、設置を計画している東屋にパネル展示等

を行うなど、ガイダンス機能を持たせます。

林城跡は、現在駐車場として活用している松本市教育文化センターや隣接する旧山辺

学校校舎に史跡小笠原氏城跡や山辺地区の山城等のパネル展示を行うことを検討しま
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す。また、中山地区に所在する松本市立考古博物館で、出土遺物の展示や市域の山城等

に関する展示を行うことを検討します。

第 11 節　周辺地域の環境保全に関する計画

１　基本方針

⑴　史跡小笠原氏城跡周辺の未指定地や、史跡の本質的価値に関連する遺跡の保護を図

ります。

⑵　史跡周辺の環境を保全するため、地域住民や保存団体、庁内関連部署、関係する団

体等との連携を図ります。

２　個別計画

⑴　井川城跡

井川城跡の中心部が未指定地であることから、遺構の保存を図るため、土地所有者・

利用者の理解、協力を得ながら周知の埋蔵文化財包蔵地として保護を図るとともに、

史跡指定や公有化について検討します。

⑵　林城跡

史跡の本質的価値に関連する遺跡である林山腰遺跡、水番城跡について、周知の埋

蔵文化財包蔵地として保護を図ります。また、大城と橋倉を隔てて位置する水番城、

大城と小城の間に位置する林山腰遺跡を、史跡から眺望できるようにする等の一体的

な保存活用の方法を検討します。

第 12 節　地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画

１　基本方針

史跡小笠原氏城跡や小笠原氏に関係する文化財や、史跡の所在する鎌田地区、里山辺

地区及び入山辺地区の文化財を、小笠原氏城跡と一体的に活用することを目指します。

２　関連文化財等との連携

⑴　松本市文化財保存活用地域計画における関連文化財群

松本市文化財保存活用地域計画では、市内 35 地区の公民館を拠点とした市民によ

る文化財悉皆調査の成果をもとに、165 の関連文化財群が設定されています。

史跡小笠原氏城跡は、松本市の歴史文化の特徴（「松本の８つの魅力」）の一つであ

る「松本城と城館群」に位置付けられています。

また、井川城跡が所在する鎌田地区は「井川城と関連文化財群」、林城跡が所在す

る里山辺地区、入山辺地区では、里山辺地区が「林城下の遺構」、山辺地区として「山

家氏、小笠原氏と山城」を関連文化財群として設定しています。また、所在地域以外

にも、関連する文化財があります。
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【図113】小笠原氏城館群と松本平一円の城郭群（イメージ）

史跡小笠原氏城跡と関連するこうした数多くの文化財は、史跡小笠原氏城跡や地域

の歴史を理解する上で欠かせないものとして保存活用を図る必要があります。

⑵　関連文化財群の活用

　ア　史跡小笠原氏城跡に関する情報発信の際、関連する文化財群を紹介したり、講座

　　で関連する山城や周辺の文化財を訪れるなど、史跡小笠原氏城跡と一体的に関連文

　　化財の活用を図ります。

　イ　史跡小笠原氏城跡周辺の文化財も取り上げた散策コースやマップの作成、関連文

名　称 地区 名　称 地区

1 天満宮跡 15 竹渓庵跡（林薬師堂跡）

2 廣正寺 16 林山腰遺跡

3 浄林寺 第１地区 17 南方遺跡

4 松本城（深志城） 中央地区 18 橋倉諏訪神社

5 深志神社 第２地区 19 南方諏訪神社本殿

6 筑摩神社 20 水番城

7 若宮八幡社 21 天満宮跡

8 蔵造の街並通り 22 桐原城跡

9 旧薬医門移築（個人宅） 23 霜降城跡

10 兎田旧跡 24 宮原神社

11 千鹿頭神社 里山辺・神田地区 25 宮原城跡

12 廣澤寺の小笠原家墓所 26 徳雲寺跡

13 旧浄蓮寺跡 27 山家城跡

14 旧浅間社跡 28 大和合神社

入山辺地区
里山辺地区

里山辺地区

里山辺地区鎌田地区

庄内地区

【表 17】　史跡小笠原氏城跡周辺の関連文化財
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【図115】里山辺地区の関連文化財群（林城下の遺構）

【図114】井川城跡周辺の関連文化財群
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【図116】入山辺地区の関連文化財群（山家氏、小笠原氏と山城）

【図117】里山辺林町会作成の「歴史の里」散策マップ
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　　化財の標柱・説明板設置が、地元町会によって行われていたり、公民館活動で他地

　　区の山城を訪れたりする活動が行われています。こうした活動の支援、共同実施に

　　取り組みます。

第 13 節　整備事業に必要となる調査等の計画

１　基本方針

⑴　史跡の保存及び整備に当たって必要となる発掘調査等を、計画的に実施します。

⑵　史跡小笠原氏城跡や周辺の関連文化財について、絵図や文献史料での調査を継続し

て行います。

２　井川城跡

⑴　発掘調査（図 118）

ア　遺構表示に必要となる遺構の確認調査

整備に先立ち、主郭遺構表示エリア及び東側郭外活用整備エリアで遺構確認調査

を行います。主郭遺構表示エリア内は、土塁・堀状遺構等の遺構範囲確認を目的とし、

面的な調査を実施します。東側郭外活用整備エリアは、流路状遺構・整地面等の遺

構範囲確認を目的とし、トレンチ調査及び面的な調査により調査を実施します。

イ　便益施設等設置範囲の遺構確認調査

管理用スペース、東屋等便益施設の整備に先立ち、設置範囲を対象として遺構の

状況を確認するための調査を実施します。

ウ　将来的な整備に向けた遺構確認調査

主郭管理用エリアについて、将来的な整備に向けた遺構確認を目的とし、エリア

内を面的に発掘調査します。主郭西側にも館への出入口があった可能性があるため、

留意して調査を行います。

⑵　測量調査

地形造成、排水計画の設計に必要となる測量調査を行うものです。

⑶　地下水調査

排水計画立案のため、必要に応じて地下水位等の調査を行うものです。

３　大城

⑴　発掘調査（図 119）

ア　遺構保護に必要な情報を把握するための遺構深度確認調査

見学者が面的に立ち入る主体部及び曲輪 22 について、遺構の保護措置を検討す

るため、遺構深度の確認を目的とし、トレンチ又はグリッドにより調査を行います。

イ　遺構修復箇所の調査

遺構修復を行う主郭土塁について、遺構の毀損状況、修復方法の検討のため、修

復範囲の遺構面の状況を確認することを目的として実施します。
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ウ　管理用道路法面整備のための調査

オーバーハング箇所を除去する必要があることから、事前にオーバーハング箇所

上面の発掘調査を行い、遺構の有無等を確認することを目的として実施します。

エ　遊歩道洗掘部分の遺構修復範囲の調査

遊歩道洗掘により毀損した曲輪等の遺構修復方法を検討するため、遺構の毀損状

況及び曲輪の本来の状況を確認することを目的とし、毀損範囲内部及び外周（遊歩

道沿いの曲輪部分）の調査を実施するものです。

オ　堀切・土塁観察スポット設置箇所の調査

設置方法や保護措置を検討するため、設置箇所の遺構面の状況を確認することを

目的として調査を実施するものです。

⑵　石積

石積の現状記録調査（三次元測量、石垣カルテ作成）、動態調査（定点測量、クラッ

クゲージ設置等）を実施するものです。

⑶　測量調査

土塁・遊歩道洗掘部分の遺構修復、遊歩道整備、階段設置等の基本設計及び実施設

計のため必要となる測量調査を実施するものです。

⑷　植生調査

松枯れ等による樹木の枯損、枯損木伐採後の環境変化対応のための経過観察を行う

ものです。

⑸　地質調査

竪堀・切岸等の斜面崩落、史跡外への転石、史跡地下にある地下壕崩落による遺構

への影響等、地形地質に関する調査の実施について検討します。

⑹　城内通路調査

縄張調査や発掘調査等による城内通路確認調査を行うものです。主体部及び東城山

遊歩道沿いの曲輪等の遺構は、遺構深度確認や遺構修復のため発掘調査を行うため、

これに合わせて城内通路調査を行います。また、中・長期計画で整備を行う見学路（橋

倉ルートから化粧井戸を経由して主体部へ向かう見学路、大嵩崎ルート）及びその周

辺の城内通路調査を行い、見学路付替えや整備方針の検討に繋げます。

⑺　水文調査（表流水調査）

遊歩道部分の遺構及び園路復旧に当たり、表流水による洗掘の原因を明らかにし、

復旧後に洗掘が再度生じないための対策や整備方法を検討するため、整備に先立って

遊歩道及びその周辺の地形や表流水の流れ方等について調査を行うものです。

⑻　地耐力調査

主体部の旧神社石段部分に設置する階段の設計に当たり、据置基礎部分の地耐力調

査（簡易貫入試験等）を行うものです。

４　小城

⑴　発掘調査（図 120）

見学者が面的に立ち入る主体部周辺の曲輪について、遺構の保護措置を検討するた
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【図119】大城 発掘調査等計画箇所
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【図120】小城 発掘調査計画箇所

め、遺構深度の確認を目的とし、トレンチ又はグリッドにより調査を行います。

⑵　石積

石積の現状記録調査（三次元測量、石垣カルテ作成）、動態調査（定点測量、クラッ

クゲージ設置等）を実施します。

⑶　植生調査

松枯れ等による樹木の枯損、枯損木伐採後の環境変化対応のための経過観察を行う

ものです。

⑷　地質調査

森林環境の変化による切岸等の斜面崩落といった、地形地質に起因する遺構への影

響についての調査を検討します。

⑸　城内通路調査

縄張調査や発掘調査等による城内通路確認調査を行うものです。主体部周辺及び中・

長期計画で整備を行う大嵩崎ルート周辺について調査を行い、見学路付替えや整備方

針の検討に繋げます。

第 14 節　公開活用に関する計画

１　基本方針

⑴　史跡小笠原氏城跡の魅力や整備事業等に関する情報発信に積極的に取り組みます。

⑵　学校教育や地域の社会教育の場として活用してもらえるよう働き掛けを行います。

⑶　史跡への興味関心を高めてもらうため、市民協働型のイベントを検討します。



- 177 -

第６章　整備基本計画

第

６

章

２　情報発信

⑴　史跡小笠原氏城跡の魅力を発信するため、パンフレット、市ホームページ、ＳＮＳ

等で最新の調査成果等を公開します。刊行物や市ホームページでの周知は、多言語化

を図ります。

⑵　史跡への関心を高め、史跡整備について理解してもらうため、発掘調査等の現地説

明会を開催するほか、整備事業の様子を発信します。また、整備事業への市民参加に

ついて検討します。

⑶　史跡小笠原氏城跡に関する講座、講演会等を継続して実施します。

３　活用

⑴　学校教育・生涯学習

ア　地域の歴史や中世の城館の姿を学べる場として、史跡を積極的に活用してもらえ

るよう、出前講座や現地講座等の仕組みづくりを行います。

イ　健康づくりのためのウォーキング等野外活動とも絡めたイベントを行い、幅広い

層への史跡の周知を行います。

⑵　地域づくりや観光

ア　地元保存団体等と連携したイベントを継続して行うほか、史跡の保存活用に関す

る事業に市民や見学者が参加できる取組みの実施など、史跡と人とのつながりを深

める仕組みを検討します。

イ　公民館活動等で史跡を活用してもらえるよう、見学メニューの提供等連携を図り

ます。

ウ　地域のイベントの会場等、地域づくりの場として活用を図ります。

第 15 節　管理・運営に関する計画

１　基本方針

⑴　整備事業の推進に当たっては、有識者や地元関係者からなる委員会、文化庁、県教

育委員会からの指導助言を得ながら行います。

⑵　整備事業の推進や史跡の維持管理を、地域と行政が一体となって行えるよう、体制

を整備します。

２　整備事業の体制

⑴　整備事業は、教育委員会文化財課の主管業務とします。

⑵　事業の計画、設計、実施に当たっては、有識者や保存団体、地元関係者等からなる

委員会、長野県教育委員会及び文化庁の指導及び助言を仰ぎます。

⑶　整備事業開始に伴い、日常の維持管理業務に加え、発掘等の各種調査が始まること

から、事務局体制の充実、予算の継続的な確保を図ります。

⑷　整備事業の実施に当たっては、環境エネルギー部、建設部等の庁内関係部局との連

携が求められることから、庁内の協力体制を構築します。
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３　維持管理の体制

⑴　これまで、地元町会や保存団体等による定期的な清掃や除草、遊歩道の点検が行わ

れ、史跡の維持管理に大きな役割を果たしてきました。史跡の維持管理にはこうした

地元住民や市民の協力が不可欠です。一方で、高齢化に伴い、町会や保存団体の負担

が大きくなっています。今後の整備等により新たに維持管理が必要になる箇所につい

ては、松本市が適切に維持管理を行います。また、地元町会や保存団体と協議し、清

掃活動等の時期や実施範囲を踏まえ、効果的に維持管理が行えるよう連携を図ります。

⑵　遊歩道管理や樹木管理等複数の関係課が管理を行っているところがあります。管理

区分を整理し、協力体制の強化を図ります。

⑶　地震、火災、風水害、土砂災害等の自然災害に備え、非常時連絡体制等を整備します。

第 16 節　事業計画

１　段階的事業計画

史跡小笠原氏城跡は、3つの城跡からなり、一度に整備を行うには費用面のみならず、

実施体制において負担が大きいため、事業計画に優先順位をつけ、段階的な整備を行い

ます。史跡の追加指定や、公有化、調査等を行いながら中・長期的に取り組むべき課題や、

本計画では整備が及ばなかった範囲については、本計画の事業の進捗や成果を基に次期

整備基本計画を定め、事業を行います。

２　短期事業計画

本計画では、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間を短期事業計画として位置付

け、当面優先すべき課題を事業計画に盛り込みます。

短期事業計画では、遺構の保存に係る整備を優先的に実施した後、活用のための整備

を行います。
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～

東側郭外 主郭遺構表示 東側郭外 東側郭外 西側市有地

内容検討 基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

主体部 管理用道路 遊歩道 整備箇所

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

基本設計 実施設計 整備

１年次 ２年次 ３年次

１年次 ２年次 ３年次

表流水調査 発掘調査 基本設計 実施設計 修復

測量
上面発掘 基本設計 実施設計 整備

内容検討 基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討・実施

実施

主体部

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

作業ヤード検討 １年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討・実施

実施

中・長期

見学スポット
設置

前期（R6～R10） 後期（R11～R15）

井
川
城
跡

発掘調査

サイン類整備

地形造成
遺構表示
管理便益施設

枯損木等伐採

残置木の撤去

毀損遺構・遊
歩道の修復

管理用道路整
備

サイン類整備

地
区

項目
短期

眺望点検討

城内通路調査
・見学路付替
え

史跡周囲眺望
の確保

眺望点検討

林
城
跡
（
小
城
）

発掘調査

石積現状記録
調査

枯損木等伐採

残置木の撤去

サイン類整備

城内通路調査
・見学路付替
え

史跡周囲眺望
の確保

林
城
跡
（
大
城
）

発掘調査

石積現状記録
調査

土塁等修理

全体事業計画



- 180 -

第６章　整備基本計画

第

６

章

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～
遺構確認調査

基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

内容検討 基本設計 実施設計 整備

現状の土地利用を継続・公有化の検討及び調整

現状の土地利用を継続・公有化の検討及び調整

発掘調査

内容検討 基本設計 実施設計 整備

遺構確認調査 遺構確認調査

里道南側 里道北側 里道南側

基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

内容検討 基本設計 実施設計 整備

内容検討 基本設計 実施設計 整備

現状の土地利用を継続・追加指定の検討

サイン類整備 供用開始保育園利用者等協議

中・長期
前期 後期

主郭
遺構表示
エリア

発掘調査

地区 項目
短期

主郭
耕作地
エリア

地形造成
（盛土）

遺構表示

管理・便益施
設整備

サイン類整備

主郭
維持管理
エリア

井川城エ
ントラン
スエリア

駐車場整備

サイン類整備
西側

管理用
エリア

未指定地
エリア

発掘調査

遺構表示

主郭
管理用
エリア

発掘調査

サイン類整備

整備の実施

東側郭外
活用整備
エリア

地形造成
(排水対策）

管理・便益施
設整備

サイン類整備

公有化を踏まえた

整備の検討・実施
公有化を踏まえた

整備の検討・実施

整備検討・実施

井川城跡　地区別事業計画
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大城　地区別事業計画

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～
遺構深度確認調査

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

発掘調査 基本設計 実施設計 修復

１年次 ２年次 ３年次

１年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

基本設計 実施設計 整備

地耐力調査

上面発掘 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討 実施

実施

仮設トイレ設置

１年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

上面発掘 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 整備・付替の検討 実施

実施

中・長期
項目

短期

眺望点検討

眺望点検討

史跡周囲眺望
の確保

後期

石積現状記録
調査

主体部
遺構

エリア

トイレの設置

堀切・土塁観
察スポット整
備

サイン類整備

前期地区

史跡周囲眺望
の確保

主体部南
東側遺構
エリア

橋倉ルートか
ら分岐する見
学路の整備

主郭背後の土
塁の修復

城内通路調査
見学路付替
見学路整備

発掘調査

管理用道路整
備

残置木の撤去

他エリアへの設置検討・実施

枯損木等伐採

旧神社石段部
分への階段設
置

枯損木等伐採

サイン類整備

管理用道路整
備
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～
遊歩道・隣接曲輪等

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

水文調査 基本設計 実施設計 修復

測量
１年次 ２年次 ３年次

１年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

整備・付替の検討 実施

発掘調査箇所周辺
実施

水文調査 基本設計 実施設計 修復

測量

内容検討 基本設計 実施設計 整備

上面発掘 基本設計 実施設計 整備

実施

城内通路調査 整備・付替の検討 実施

関係機関等協議 追加指定

水文調査 基本設計 実施設計 修復

測量
地権者等協議 駐車場仮整備・供用 整備検討 実施

地権者等協議 駐車場仮整備・供用開始 整備検討 実施

金華橋エ
ントラン
スエリア

駐車場整備

橋倉エン
トランス
エリア

駐車場整備

眺望点検討

毀損遺構・遊
歩道の修復

発掘調査

枯損木等伐採

残置木撤去

史跡周囲眺望
の確保

毀損遺構・遊
歩道の修復

城内通路調査

遊歩道
エリア

毀損遺構・遊
歩道の修復

管理用道路整
備

史跡周囲眺望
の確保

サイン類整備

追加指定
未指定地
遊歩道
エリア

城内通路調査
見学路付替
見学路整備

眺望点検討

前期 後期

西北西尾
根遺構エ
リア

サイン類整備

城内通路調査
見学路付替
見学路整備

石積現状記録
調査

急傾斜森
林エリア

中・長期
地区 項目

短期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～
内容検討 基本設計 実施設計 整備

関係課協議 展示

内容検討

内容検討 基本設計 実施設計 整備

実施

地区 項目
短期

中・長期
前期 後期

林山腰遺
跡エリア

サイン類整備

居館跡等確認
のための発掘
調査

調査地点検討

関連施設
エリア

サイン類整備

山辺歴史資料
館での展示

林城周辺地区　地区別事業計画
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小城　地区別事業計画

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16～
遺構深度確認調査

詳細測量 現状記録 定点観測・経過観察

工程検討 １年次 ２年次 ３年次

内容検討 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 整備・付替の検討 実施

実施

内容検討 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 整備・付替の検討 実施

実施

内容検討 基本設計 実施設計 整備

実施

内容検討 基本設計 実施設計 整備

実施

内容検討 基本設計 実施設計 整備

城内通路調査 見学路付替の検討・実施

実施

地権者協議 駐車場仮整備・供用 整備検討 実施大嵩崎エ
ントラン
スエリア

駐車場整備

眺望点検討
史跡周囲眺望
の確保

史跡周囲眺望
の確保

眺望点検討

眺望点検討

サイン類整備

サイン類整備

史跡周囲眺望
の確保

城内通路調査
大嵩崎ルート
整備・付替

サイン類整備

後期

主郭・曲
輪２周辺
遺構エリ

ア

発掘調査

サイン類整備

地区 項目
短期

中・長期

北尾根
遺構

エリア

南尾根
遺構

エリア

主体部遺
構及び北
西尾根遺
構エリア

急傾斜森
林エリア

城内通路調査
大嵩崎ルート
整備・付替

枯損木等伐採

残置木の撤去

眺望点検討

サイン類整備

城内通路調査
見学路付替
見学路整備

史跡周囲眺望
の確保

眺望点検討

史跡周囲眺望
の確保

石積現状記録
調査

前期
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第 17 節　完成予想図

【図121】井川城跡 完成予想図

こ
の
図
は
、
井
川
城

跡
を
北

東
方
向
か
ら
見
た
図
で
す
。
本

計
画
で

実
施

す
る
整

備
内
容
を
図
化
し
て
い
ま
す
。

図
の
右

端
の
建

物
が

井
川
城
保
育
園
で
す
。
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【図122】林城跡 完成予想図

こ
の
図
は
、
林

城
跡
を
北

東
側
上

空
か
ら
見
た
図
で
す
。
本

計
画
で

実
施

す
る
整

備
内
容
を
図
化
し
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
、
樹

木
の
た
め
林

城
の
遺

構
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
整

備
内
容
を
示
す
た
め
、
整

備
箇

所
周
辺
の
樹

木
を
描
か
ず
に
作
成
し
て
い
ま
す
。

図
の
手
前
が
大

城
、
奥
が
小

城
で
す
。
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【図123】大城 完成予想図

こ
の
図
は
、
大

城
を
西
側
上

空
か
ら
見
た
図
で
す
。
本

計
画
で

実
施

す
る
整

備
内
容
を
図
化
し
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
、
樹

木
の
た
め
大

城
の
遺

構
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
整

備
内
容
を
示
す
た
め
、
整

備
箇

所
周
辺
の
樹

木
を
描
か
ず
に
作
成
し
て
い
ま
す
。



 

 

 

議案第 ８ 号 

 

史跡松本城整備基本計画の策定について 

 

１ 趣 旨 

  国史跡松本城の今後の整備の具体的な内容等を定める史跡松本城整備基本計画（以下

「整備基本計画」という。）に対するパブリックコメント及び市議会経済文教委員協議会

での協議結果等を踏まえ、整備基本計画を策定するものです。 

 

２ 経過 

  ４・ ５．１７  第１回史跡松本城整備基本計画策定委員会（以下「策定委員会」

という。）を開催 

  ５．１２．１１  第６回策定委員会で整備基本計画（案）を協議 

       ２２  教育委員会に整備基本計画（案）を協議 

       ２６  庁議に整備基本計画（案）を協議 

  ６． １．１２  市議会経済文教委員協議会に整備基本計画（案）を協議 

       １３～ パブリックコメント実施（２．１１まで） 

     ２．１９  第７回策定委員会において整備基本計画（案）の修正が了承 

 

３ パブリックコメント等の結果 

 ⑴ パブリックコメントの結果及び対応 

   別紙１のとおり 

 ⑵ 市議会経済文教委員協議会における意見及び対応 

   別紙２のとおり 

 

４ 修正後の整備基本計画（案） 

 ⑴ 計画案（概要） 

別紙３のとおり 

 ⑵ 計画（案） 

   別冊のとおり 

 

５ 今後の予定 

今後の庁議及び市議会経済文教委員協議会に整備基本計画の策定を報告します。 

 

 

教育委員会資料 

６．２．２９ 

文 化 財 課 

担当 文化財課城郭整備担当 

課長 竹内 靖長 

電話 ３１－３３６９ 



 

史跡松本城整備基本計画（案）に対するバブリックコメントの結果について 
 
 
１ 募集期間 
  令和６年１月１３日（土）から令和６年２月１１日（日）まで 
 
２ 閲覧方法 
 ⑴ 市ホームページ 
 ⑵ 窓口 

（文化財課、松本城管理事務所、行政情報コーナー、各地区地域づくりセンター） 
 
３ 実施結果 
 ⑴ 件数 
   ３４件（４人） 
 ⑵ 提出方法 
  ア 直接提出 １件（１人） 
  イ ファクシミリ １９件（１人） 
  ウ Ｅメール １４件（２人） 
 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの １１ 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれて

いるもの 

１ 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 

８ 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの ３ 

オ その他 案の内容に関する質問等 １１ 

 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方（同一趣旨の意見についてはまとめました） 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 計画全般 

策定委員会の委員に、もっと市

民を加える必要があるのではな

いか。 

【エ 対応が困難な意見】 

専門的な検討が必要のため、委員

会は各分野の専門家で構成しまし

た。 

２ 計画全般 
ホームページのどこに計画案が

あるか分かりにくい。 

【オ その他】 

今後の参考とします。 

３ 計画全般 

第１章から第４章までの文章量

が多すぎる。もっと減らせると

思う。 

【エ 対応が困難な意見】 

計画書の構成は、文化庁の様式に

基づいて作成したものであり、構

成は原案のとおりとします。 

別紙１ 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

４ 計画全般 

松本城の管理体制が、管理部門

と整備部門で分かれてしまって

いる。計画の事業を進めていく

ためにも、管理や観光、普及や

文化財保存活用を一体的に行う

総合的な組織体制が必要ではな

いか。 

【ウ 参考とする意見】 

現状の課題を整理し、計画的に事

業が実施できるよう、組織体制を

検討します。 

５ 計画全般 

平成１１年に策定された「松本城

およびその周辺整備計画」がどの

ように引き継がれているかを記

載すべき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

第１章の P1に沿革を記載し、第６

章の P96 に記載のとおり、周辺整

備計画の課題を本計画にどう引き

継いでいるかを示しています。 

６ 表紙 

第１期の着手は、２０２３年で

なく、２０２４年ではないか。 

（同一趣旨の意見あり） 

【オ その他】 

第１期の計画対象期間は、令和５

年度から令和１４年度までとして

います。 

７ 

1ページ 

第１章 

第１節 計画策

定の沿革 

「松本城およびその周辺整備計

画」は、松本市独自の計画ではな

い。 

【エ 対応が困難な意見】 

「松本城およびその周辺整備計

画」については、文化庁の様式に

基づいて作成した本計画と対比

し、独自と表現したものであり、

記載は原案のとおりとします。 

８ 

2ページ 

第１章 

第４節 計画の

対象範囲 

江戸時代の史料では、暘谷霊社で

はなく、陽谷霊社と記されてお

り、修正すべき。 

【ア 反映する意見】 

P2の第１図の中の「暘谷霊社」を

「陽谷霊社」へ修正しました。 

９ 

15ページ 

第２章 

第 ２ 節  松 本

城・城下町及び

その周辺の歴史

的環境 

信府統記の記述で分かりにくい

部分があるため、修正すべき。 

【ア 反映する意見】 

P15の 25行目に「石川氏の時代に」

という記載を追加しました。 



  

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

10 

28ページ 

第２章 

第５節 松本城

周辺の社会的環

境 

駐車場の名称が違うのではない

か。 

【ア 反映する意見】 

P28の５（１）イ駐車場の「東洋計

器大手門駐車場」を「松本城大手

門駐車場（東洋計器大手門駐車

場）」へ修正しました。 

11 

34ページ 

第２章 

第６節 松本城

とその周辺の法

的規則 

都市計画法以外の他法令に関わ

る内容を記載しているのではな

いか。 

【ア 反映する意見】 

P34の６（２）オ防火・準防火地域

の記載について、「建築物について

は建築基準法に基づき、防火上の

制限を受けます」という記載へ修

正しました。 

12 

60ページ 

第３章 

第２節 史跡等

の指定の現状 

「水堀が良好に現存する」と記載

しているが、誤りではないか。 

【ア 反映する意見】 

P60の２（４）の「石垣、水堀等が

良好に残存し」という記載を、「石

垣等の遺構が良好に残存し」とい

う記載に修正しました。 

13 

65ページ 

第３章 

第３節 史跡等

の公開活用のた

めの諸条件の把

握 

太鼓門は内部公開可能な建物で

あることから、積極的に公開して

ほしい。 

【オ その他】 

耐震対策工事終了後は、内部公開

を行い、伝統的な木造建築の様子

等の理解促進を図ります。 

14 

66ページ 

第３章 

第３節 史跡等

の公開活用のた

めの諸条件の把

握 

パンフレットの種類がもっとあ

るのではないか。 

【ア 反映する意見】 

P66の３（２）のパンフレット配布

について、「７種類」を、スペイン

語を加えた「８種類」へ修正しま

した。 
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15 

77ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

足駄塀の周知について、東側の足

駄塀は図には示されているが、本

文には記述がない。 

【ア 反映する意見】 

P77の③足駄塀の周知について「埋

の橋が架けられている場所にはか

つて足駄塀が」という記載を、「埋

の橋が架けられている場所及び、

本丸東側には、かつて足駄塀が」

という記載へ修正しました。 

16 

77ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

足駄塀の周知について、「東」内

堀側の「足駄塀」は、写真史料が

比較的多く残されているため、早

期の復元を目指すことはできな

いか。東側に実物があれば、「埋

の橋」周辺の幕末期の様子もいっ

そうイメージしやすくなる。 

【ウ 参考とする意見】 

足駄塀の復元整備等を行うために

は、絵図、写真、発掘調査の成果等

が必要となります。今後も、総合

的に情報の収集や整理を行い、引

き続き復元整備等を検討していき

ます。 

17 

79ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

二の丸御殿が再現されれば、観

光客の分散化や導線の変化、ま

た新しい活用ができる施設にな

る。復元すべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

二の丸御殿の復元整備等を行うた

めには、絵図、写真、発掘調査の成

果等が必要となります。今後も、

総合的に情報の収集や整理を行

い、引き続き復元整備等を検討し

ていきます。 

18 

79ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

二の丸御殿の跡の再整備につい

て、「より良い姿」、「引き続き調

査研究とは」何か。 

【オ その他】 

二の丸御殿跡は、現在平面表示と

いう形で整備されています。整備

から３０年以上経過しており、劣

化している部分もあるため、再整

備の際にはより良い整備手法の検

討を行いたいと考えています。 

19 

79ページ 

第５章  

第２節 整備に

おける現状と課

題 

太鼓門は、既に現在耐震対策工事

を実施中である。工事が必要との

記載を修正すべき。 

（同一趣旨の意見あり） 

【ア 反映する意見】 

P79 の③太鼓門の耐震対策につい

て「耐震対策工事が必要です」と

いう記載を「耐震対策工事を実施

しています」へ修正しました。 
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20 

80ページ 

第５章  

第２節 整備に

おける現状と課

題 

博物館解体に伴う、発掘調査は終

わっているのではないか。 

【オ その他】 

工事等の際に、史跡を毀損するこ

とがないよう、今後も追加の発掘

調査もしくは立会が必要になりま

す。 

21 

81ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

整備の図の本来の内堀のライン

が違う。 

【ア 反映する意見】 

P81の第 34図の本来の内堀のライ

ンを修正（南側に拡張）しました。 

22 

88ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

管理事務所の移転は、前の計画で

早期に行うことになっていた。 

【オ その他】 

管理事務所の移転先の問題、警備

等、移転後の管理体制の問題、検

討の必要があるため、第３期以降

としました。 

23 

88ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

二の丸御殿の復元は、前の計画で

早期に行うことになっていた。 

【オ その他】 

二の丸御殿跡の再整備について

は、絵図、写真、発掘調査の情報を

総合的に整理し、整備手法を第３

期以降に検討します。 

24 

89ページ 

第５章 

第３節 整備の

優先順位 

足駄塀周知、二の丸御殿跡の再整

備 とは何か。 

【オ その他】 

足駄塀の周知とは、P77の③に記載

のとおり、かつて足駄塀が設置さ

れていた場所について、幕末期本

来の姿を周知させる方法の検討を

行うことを考えています。 

二の丸御殿跡の再整備とは、P79の

①に記載のとおり、整備から３０

年以上経過した二の丸御殿跡の再

整備について検討を行うことを考

えています。 

25 

95ページ 

第６章  

第４節 めざす

べき姿 

二の丸全体の空間の整備や活用

をどのように検討するか、第１期

の大きな課題として記載すべき。 

【ウ 参考とする意見】 

二の丸の整備は、第２期の大きな

課題だと考えており、今後の計画

において検討します。 
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26 

96ページ 

第６章  

第４節 めざす

べき姿 

表 15に整備時期を表記すべき。 

【オ その他】 

P96の表 15では、周辺整備計画と

本計画の関連性を示しています。 

27 

152ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

第１期に行う計画について、南・

西外堀の復元、堀の浚渫以外の内

容が、「４その他の計画」にまと

められている。もう少し丁寧な記

載がされるべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

その他とした事業の実施にあたっ

ては、今後、個別に具体的な計画

を作成します。 

28 

152ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

石垣カルテの作成と同時に、天守

建物内部の細部写真撮影や測量

など現状把握を詳細におこなっ

ておく必要がある。 

【ウ 参考とする意見】 

本計画の対象外になります。天守

耐震等の天守の整備事業で検討し

ます。 

29 

153ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

サイン計画は第１期で、早急に実

施が可能と考えられるので、具体

的な計画を記載すべきではない

か。 

【ウ 参考とする意見】 

最新の技術を取り入れたサインを

体系的に設置するため、今後、具

体的な計画を作成します。 

30 

154ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

動線計画図（案）に博物館や旧開

智学校等からの動線がない。 

【ア 反映する意見】 

P154 の第 73 図に「史跡外からの

動線」を追加しました。 



 

市議会経済文教委員協議会における意見及び対応 
 
 
 
１ 意見等に対する対応 
 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの ３ 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれて

いるもの 

４ 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 

４ 

エ その他 案の内容に関する質問等 ３ 

 

 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

  

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 計画全般 

文章量が多く、わかり難い部分

があるので、市民にもわかりや

すい冊子などがあるとよい。 

【ウ 参考とする意見】 

計画の構成は、文化庁の様式に基

づいて作成しましたが、概要版と

は別に、計画の内容をわかりやす

く伝える手法等を検討します。 

２ 計画全般 

「整備には復元も含まれる」と

整備の定義を記載しておいた方

が良いのではないか。 

【ア 反映する意見】 

計画の P89、P95と概要版の P5の

図表に、「整備には復元整備等も

含まれる」という記載を追加しま

した。 

３ 計画全般 

本計画の事業を円滑に進めてい

くために、組織体制についても

検討が必要ではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

現状の課題を整理し、計画的に事

業が実施できるよう、組織体制を

検討します。 

４ 計画全般 

計画に位置付けた事業を実施す

る際には、その概算事業費を説

明して、事業を進めてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見を踏まえて、事業を推進し

ます。 
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№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

５ 

77ページ 

第５章 

第２節 

整備における課

題と現状 

「往時の姿を可能な限り具現化

する」基本方針に対して、往時は

存在しなかった埋の橋の取扱い

は矛盾するのではないか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

埋の橋については、足駄塀の周知

という整備項目を提示し、幕末期

本来の姿を周知させる方法の検討

を行っていくため、矛盾しないと

考えます。 

６ 

85ページ 

第５章 

第２節 

整備における課

題と現状 

大手門桝形跡地の方向性は記載

しないのか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

三の丸地区（指定範囲外）に歴史

的価値の周知として記載しており

ます。また、P90の１（２）の基

本理念にも「史跡指定範囲外にあ

る重要遺構の追加指定を視野に入

れながら、史跡松本城の価値の更

なる向上を図る」という方向性を

記載しております。 

７ 

87ページ 

第５章 

第３節 

整備の優先順位

について 

１期、２期、３期に分けた基準

はなにか。 

【エ その他】 

計画的に課題を解決していくため

に、現在の取り組み進度を踏まえ

て、優先順位を検討しました。 

８ 

94ページ 

第６章 

第３節 

めざすべき姿 

松本城およびその周辺整備計画

（平成１１年策定）では、御幸

橋に関わる記載があったが、無

くなったのか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

P85の①三の丸地区（指定範囲

外）の特徴と歴史的価値の周知の

中に記載しております。 

９ 

94ページ 

第６章 

第３節 

めざすべき姿 

樹木や植栽の取扱いは、どのよ

うに考えているのか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

第２期整備において検討します。 

10 

94ページ 

第６章 

第３節 

めざすべき姿 

管理事務所の移転を、第３期以

降とした理由を教えてほしい。 

【エ その他】 

管理事務所の移転先の問題、警備

等、移転後の管理体制の問題、検

討の必要があるため第３期以降と

しました。 



 

 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

11 

94ページ 

第６章 

第３節 

めざすべき姿 

トイレの再配置を第２期の整備

としたが、第１期で実施すべき

ではないか。 

【エ その他】 

現在設置されているトイレの改修

は、順次行います。 

そのうえで、今後の整備に連動す

るトイレの再配置については、第

２期の整備で検討します。 

12 

122ページ 

第７章 

第１節 

南・西外堀の復

元整備計画 

整備後に溢水することが無いよ

うに計画すべき。 

【ウ 参考とする意見】 

ご意見を踏まえて、堀水の排水方

法等を検討します。 

なお、降雨時に溢水することの無

いように余裕を確保して堀の水面

を設定する方針を P121のウ現在

の周辺地形を考慮した水面の設計

の中に記載しております。 

13 

97ページ 

第７章 

第１節 

南・西外堀の復

元整備計画 

堆積土、埋立土、底泥などがど

こを示しているのかわかりやす

く示してほしい。 

【ア 反映する意見】 

P98に第 41図を追加しました。 

14 

140ページ 

～151ページ 

第７章 

第３節 

事業後の水質維

持・管理 

水質維持・管理についての文章

がわかりづらい。 

【ア 反映する意見】 

P142のウ水質改善と、P148のイ事

業後の滞留日数の検討、P150 の

（エ）事業後の堀水の滞留日数を

低下される方策の内容を整理しま

した。 
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これからの松本城 (案)
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例 言 
 

 

１ 本書は、長野県松本市に所在する史跡松本城の整備基本計画です。 

 

２ 史跡松本城整備基本計画（以下、「本計画」という。）は、平成２８年（２０１６年）９月

に策定された「史跡松本城保存活用計画」に基づき策定しました。なお、現状の課題や整備項

目については、平成１１年（１９９９年）９月に策定された「松本城およびその周辺整備計画」

の内容を引き継いでいます。 

 

３ 整備基本計画策定事業は、松本市教育委員会が歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業と

して国庫補助金の交付を受け、令和４年度（２０２２年度）から令和５年度（２０２３年度）

の２か年で実施しました。 

 

４ 本計画策定に当たり、史跡松本城整備基本計画策定委員会、文化庁文化資源活用課、長野県

教育委員会文化財・生涯学習課の指導及び助言を得ました。 

 

５ 計画の執筆・編集並びに事業に係る事務は、松本市教育委員会で行い、関連業務の一部をア

ジア航測株式会社に委託しました。 

 

６ 本書に掲載した図版は、松本市において作成したものを中心に使用しましたが、一部で既知

の文献や業績の成果を使用しました。 

 

７ 城内の 櫓
やぐら

等の名称は、基本的に「史跡松本城保存活用計画」と同じものを使用しています。 
 



 

 
 

 
令和４年（２０２２年） 

松本城航空写真  
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松本城は、五重六階の天守が現存する日本を代表する近世城郭跡です。 

北から流れる女
め

鳥羽
と ば

川と東から流れる 薄
すすき

川によって形成された複合扇状地の末端に当たる、

南西に緩く傾斜した地形上にある平城です。現在の松本市の中心市街地の北西寄りに位置して

います。 

昭和５年（１９３０年）に史蹟名勝天然紀念物保存法による「史跡松本城」の指定が、昭和１１

年（１９３６年）に国宝保存法による「国宝松本城」の指定が行われ、国の文化財としての保護

が始まりました。現在は、本丸・二の丸・内堀・外堀の一部・総堀の一部が史跡に指定されてい

ます。 

戦後、昭和２５年から昭和３０年（１９５０年から１９５５年）には、国直轄事業として天守

の解体修理が行われ、修理中の昭和２７年（１９５２年）に文化財保護法による「国宝松本城天

守」の指定が行われました。 

昭和３２年（１９５７年）には、松本城本丸及び二の丸を中心とする範囲が都市公園（中央公

園。現在は松本城公園）として都市計画決定され、以後は都市公園としての活用・整備を行って

います。 

昭和４８年（１９７３年）には、松本城周辺における景観形成の在り方等を調査して「松本城

周辺整備報告書」としてまとめ、これに基づいて松本城周辺の景観保護を図っています。昭和５２

年（１９７７年）に「松本城中央公園整備計画」を策定し、松本城の近代以降の改変箇所を往時

の姿に復元することなどを整備項目としました。これに基づいて二の丸に置かれていた長野地

方裁判所松本支部の撤去と二の丸御殿跡の整備、太鼓門復元等の史跡整備を行いました。 

昭和６１年（１９８６年）には、専門家による調査研究と指導・助言を仰ぐことを目的として

「史跡松本城整備研究会」を設置し、その指導を仰ぎながら、平成１１年（１９９９年）に「松

本城およびその周辺整備計画（以下「周辺整備計画」という。）」を松本市独自の計画として策

定しました。この計画では、復元整備の最終完成形を幕末維新期の松本城の姿とし、その観点か

ら現状の課題の整理と１８の整備項目を示しました。 

平成２８年（２０１６年）９月には、史跡松本城の保存・活用・整備等に関する現状と課題の

把握とそれに基づく今後の基本方針、方法を明確にした「史跡松本城保存活用計画（以下「保存

活用計画」という。）」を文化庁の指導のもと策定しました。 

こうした経緯を踏まえ、「保存活用計画」で示した方針に基づき、史跡松本城の整備と活用の

推進を図るため本計画を策定するものです。なお、現状の課題や整備項目については、「周辺整

備計画」の内容を引き継いでいます。 

  

第１章 計画策定の沿革・目的 

１ 計画策定の沿革 
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本計画は、保存活用計画で示した保存・活用・整備の方針に基づき、現状を正しく把握し、課

題を整理した上で、今後実施する整備事業の根幹となる基本理念を定め、目指すべき姿を実現す

るための具体的な整備内容や調査、スケジュール等を示すことを目的としています。 

 

全体の計画期間をおおむね５０年とし、１０年を目途に段階的に計画を策定し、整備を進めて

いきます。 

まず、令和５年度から令和１４年度まで（２０２３年度から２０３２年度まで）の１０年を

「第１期」とし、本計画ではこの期間における内容を重点的に示します。また、第１期の前半の５

年間を「前期」、後半の５年間を「後期」とします。 

令和１５年度（２０３３年度）以降の事業計画については、整備の進捗状況や計画の成果の反

映、社会情勢の変化等を考慮し、計画期間の終盤（令和１２年度から令和１４年度（２０３０年

度から２０３２年度））に検討します。 

 

本計画の対象とする範囲は、原則として松本城の史跡指定地内とします。ただし、本来の城域

（三の丸）及び城下町の範囲は史跡指定地外にも広がっていることから、必要に応じて、史跡指

定地周辺も含めて一体的に検討します。 

 

  

２ 計画の目的 

３ 計画期間 

４ 計画の対象範囲 

第１図 計画対象範囲 
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第２図 往時の松本城と城下町の範囲 
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(1)概要 

本計画は、事務局の作成した計画案を史跡松本城整備基本計画策定委員会で協議し、その指

導・助言内容を反映しながら策定作業を進めました。また、広く市民の意見を得るため、パブ

リックコメントを実施しました。最終的に、作成した計画案を松本市教育委員会で審議し、計

画を策定しました。 

(2)史跡松本城整備基本計画策定委員会 

ア 委員会の構成 

役職 氏名 役職 

委員長 渡邉 定夫 東京大学名誉教授 

委員 佐々木邦博 信州大学名誉教授 

委員 澤栁 秀子 元山辺小学校校長 

委員 西形 達明 関西大学名誉教授 

委員 原  明芳 松本市文化財審議委員会委員 

委員 梅干野成央 信州大学工学部建築学科准教授 

委員 吉田ゆり子 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 

委員 米本  潔 文化遺産マネジメントラボ代表 

指導助言者 市原富士夫 文化庁文化財第二課文化的景観部門主任文化財調査官 

指導助言者 馬場伸一郎 長野県教育委員会文化財･生涯学習課指導主査・文化財専門員 

事務局 

伊佐治裕子 松本市教育委員会教育長 

逸見 和行 松本市教育委員会教育次長 

竹原  学 松本市教育委員会文化財課長 

竹内 靖長 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当課長 

百瀬  学 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当課長補佐（令和４年度） 

鈴木 幹彦 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当係長 

大西 哲理 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当主任（令和５年度） 

福嶌 彩子 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当主任 

水上 公子 松本市教育委員会文化財課城郭整備担当会計年度任用職員 

田中 史郎 松本市総合戦略局お城まちなみ創造本部本部長 

岩渕  省 松本市総合戦略局お城まちなみ創造本部次長 

黒田  晋 松本市総合戦略局お城まちなみ創造本部主任（令和５年度） 

青山 千華 松本市総合戦略局お城まちなみ創造本部主事 

  

５ 委員会の設置及び策定の経緯 
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イ 開催経過 
 

開催日 協議内容 

令和４年（２０２２年）５月１７日 

第１回史跡松本城整備基本計画策定委員会 

・委員、指導助言者の委嘱について 

・史跡松本城整備基本計画の策定について 

・今後の策定スケジュールについて 

令和４年（２０２２年）８月３０日 

第２回史跡松本城整備基本計画策定委員会 
・史跡松本城整備基本計画（素案）について 

令和５年（２０２３年）３月３０日 

第３回史跡松本城整備基本計画策定委員会 

・計画（素案）の課題点について 

・取組方針について 

令和５年（２０２３年）７月１３日 

第４回史跡松本城整備基本計画策定委員会 

・現地視察（南・西外堀発掘調査現場） 

・前回までの課題の確認について 

・南・西外堀の復元計画について 

・堀浚渫
しゅんせつ

計画について 

・事業後の水質維持・管理について 

令和５年（２０２３年）１０月３０日 

第５回史跡松本城整備基本計画策定委員会 

・現地視察（南・西外堀発掘調査現場） 

・本来の堀形状について 

・本質的価値について 

令和５年（２０２３年）１２月１１日 

第６回史跡松本城整備基本計画策定委員会 
・史跡松本城整備基本計画（案）について 

令和６年（２０２４年）２月１９日 

第７回史跡松本城整備基本計画策定委員会 

・パブリックコメントの結果について 

・修正案について 

(3)パブリックコメントの実施 

令和６年（２０２４年）１月１３日から２月１１日までの３０日間、計画案のパブリックコ

メントを実施しました。実施に当たっては、計画案を市ホームページに掲載するとともに、松

本市役所行政情報コーナー、市内各地区の地域づくりセンター、文化財課及び松本城管理課に

おいて計画案の閲覧を行いました。  
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本計画は、「松本市総合計画」、「松本市教育振興基本計画」の下位に位置付け、「保存活用

計画」と並列し、「周辺整備計画」の整備項目を今の時代に即した内容に整理して引き継いだ計

画として位置づけます。関連する計画・方針としては、「松本市景観計画」、「国宝松本城天守

保存活用計画」、「松本市緑の基本計画」、「松本市文化財保存活用地域計画」、「松本市歴史

的風致維持向上計画」、「松本城三の丸エリアビジョン」「松本市都市計画マスタープラン」等

があり、史跡の保存・活用・整備は、これら計画との連携、整合を取りながら推進します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1)上位計画 

ア 松本市総合計画（基本構想２０３０・第１１次基本計画）（令和３年（２０２１年）８月） 

基本理念を「岳 自然豊かな環境に感謝し、楽 文化・芸術を楽しみ、学 共に生涯学び

続ける」ことにより三ガク都に象徴される松本らしさを「シンカ」（進化・深化）させるこ

ととし「豊かさと幸せに挑み続ける三ガク都」をキャッチフレーズとして策定した、松本市

の最上位計画であり、令和３年度から令和１２年度まで（２０２１年度から２０３０年度ま

で）を計画期間としています。 

また、以下の５つの行動目標をエンジンに、基本施策を推進しています。 

 

 みとめる …  自分らしく生き支え合う 

 まなぶ  …  共にはぐくみ学ぶ 

 いかす  …  自然・歴史・文化の恵みを受け継ぎ磨く 

 つなぐ  …  人・街・自然をつなぎ直し未来に贈る 

 いどむ  …  新たな価値を創造し、常に進化する 

 

総合計画の基本施策の一つに、「歴史・文化遺産の継承」を掲げています。施策の方向性

として、松本城や旧開智学校等の保存活用、学ぶ環境の充実と持続可能な運用、文化財を活

用した地域づくりを示しました。 

  

６ 他計画との関係 

【上位計画】   ・松本市総合計画    ・松本市教育振興基本計画 

史跡松本城 

保存活用計画 
史跡松本城 

整備基本計画 

見直し 

【関連計画】 
・松本市景観計画 

・国宝松本城天守保存活用計画 

・松本市緑の基本計画 

・松本市文化財保存活用地域計画 

・松本市歴史的風致維持向上計画 

・松本城三の丸エリアビジョン 

・松本市都市計画マスタープラン 

第３図 他計画との関係 

松本城および 

その周辺整備計画 

整合 

整合 整合 
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イ 第３次松本市教育振興基本計画（令和４年（２０２２年）６月） 

教育振興のための施策に関する基本的な計画です。第２次計画の策定から５年が経過し、

教育を取り巻く環境が目まぐるしく変化する状況の中、教育長及び教育委員との協議を経

て市長が定めた教育大綱と整合を図り、これからの松本市の教育の目指す姿を見据え、新た

に第３次の教育振興基本計画として策定したものです。「子どもが主人公 学都松本のシン

カ」を掲げる松本市が、「学びに、遊びや体験を。生涯を通じた学びを保障する松本まるご

と学都構想」をキャッチフレーズに、具体化するための施策を推進しています。 

第３次教育振興基本計画は、教育分野を９つの柱に整理し、「９ 文化芸術・歴史」の中

に史跡整備事業等の各種事業を位置付けています（第４図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４図 松本市教育振興基本計画の体系 
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(2)史跡松本城保存活用計画（平成２８年（２０１６年）９月） 

史跡松本城の保存・活用・整備等に関する現状と課題の把握とそれに基づく今後の基本方針、

方法を明確にするために策定したものです。基本方針は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)松本城およびその周辺整備計画（平成１１年（１９９９年）９月） 

昭和５２年（１９７７年）に策定した「松本城中央公園整備計画」を引き継ぎ、史跡松本城

の整備基本計画として策定したものです。「周辺整備計画」において、整備の基本方針を４項

目定めています。 

・国宝松本城天守及び史跡松本城の歴史的・文化的価値を重視し、文化財保護の見地に立って、

その保全及び復元を行うとともに、観光資源的機能と都市公園的性格や機能にも配慮する。 

・本丸、二の丸の全域において、史実に基づく遺構の復元整備、城跡にふさわしい施設を整え、

かつ城構えを踏まえた史跡の範囲の拡大を目標とした整備を行う。 

・史跡外に残る城郭関係遺構についても調査を進め、その保護と活用を図り、併せて歴史的景

観の保全に努める。 

・松本市の歴史的シンボルとして、文化・教育面に資するとともに、その向上発展を目指す。 

更に基本方針を踏まえて、本丸地域・二の丸地域・三の丸地域、歴史的町並みの保存の区分

を設け１８の整備項目を掲げ、それぞれの整備内容を定めています。本計画に基づき史跡松本

城とその周辺部の整備事業を進め、現在に至っています。 

基本方針 

⑴ 保存の基本方針 

ア. 史跡松本城の本質的価値を構成する要素である歴史的建造物、石垣、堀、地下遺構等を確実に保

存し、後世に継承します。 

イ. 史跡松本城を構成する諸要素及び地区別の保存の方針とこれに基づく保存の方法を具体的に定

めます。 

ウ. 今後予想される現状変更等に関する方針を定め、その厳密な運用を図ります。 

エ. 史跡松本城の本質的価値をさらに明らかにし、深化させるための調査研究に継続して取り組みま

す。 

オ. 史跡指定地外に所在する松本城の本質的価値を構成する要素の調査研究及び保存に取り組みま

す。 

⑵ 活用の基本方針 

ア. 天守と一体的な史跡の価値を市民・観光客にわかりやすく伝えるとともに、その価値を身近に享

受できる環境を整えます。 

イ. 史跡松本城の価値を活かし、松本城や城下町を学びの場として活用する事業を継続するととも

に、その充実を図ります。 

ウ. 都市公園として求められる憩いの場、賑わいの場としての役割を、史跡の保存との両立を図りな

がら果たします。 
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(4)関連計画 

ア 松本市景観計画（平成２０年（２００８年）４月） 

松本市は四季折々の表情が美しい自然に囲まれ、また、由緒ある歴史的資源や、人々が育

んできた文化的資源等、世界に誇るべき豊かな景観資産に恵まれています。このすばらしい

景観を守り、育て、未来へと引き継ぐため、松本市における景観形成の指針として策定した

ものです。 

この計画には、景観重点地区を定める規定を設けており、松本城周辺地区は「お城地区」

として指定し、景観のシンボルである松本城と城下町松本の景観を保全し、かつ景観的魅力

が高まるように独自の基準を設けています。 

イ 国宝松本城天守保存活用計画（平成２７年（２０１５年）３月） 

国宝松本城天守の保存、活用の基本方針を定めるため、文化庁の「重要文化財（建造物）

保存活用計画策定指針」に基づき策定したものです。天守の保存と活用に係る保存管理計画、

環境保全計画、防災計画、活用計画、保護に係る諸手続を定めています。 

ウ 松本市緑の基本計画（平成２７年（２０１５年）３月） 

都市緑地法第４条に規定された「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」

であり、市町村がその区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策等を内容として策定する緑

とオープンスペースに関する総合的な計画です。「まちの将来像」として「いのち育む こ

ころ育む 水と緑のまち 松本」を定め、市内を五つのエリアに区分し、それぞれの将来像と

取り組むべき施策を定めています。 

松本城は「中心市街地エリア」に含まれ、「『湧水や緑陰の周りに人々が集まり、賑わい

を創り出している』まち」を将来像とし、主な施策として「文化財や寺社等と一体となった

樹木等の保全」が掲げられ、松本城史跡整備・保存管理事業に合わせた緑の在り方を検討す

ることとしています。 

エ 松本市文化財保存活用地域計画（平成３１年（２０１９年）２月） 

市民が歴史や文化を通じて郷土に愛着と誇りを持つことができ、更に観光や産業といっ

た経済振興につながる街づくりを進めるため、平成１２年（２０００年）に策定した「松本

まるごと博物館構想」の理念を具現化し、松本市が目指す将来の都市像を実現すべく、平

成３０年（２０１８年）に松本市の文化財保存活用のマスタープランとして松本市歴史文化

基本構想を策定しました。その後、文化財保護法の改正を受け、文化財保存活用地域計画が

法定化されたことから、この構想に位置付けた各種施策を実現するためのアクションプラ

ンとして、松本市文化財保存活用地域計画を策定しました。 

オ 松本市歴史的風致維持向上計画（第２期）（令和３年（２０２１年）５月） 

歴史、文化を活かした景観形成による住環境の向上、伝統行事等の伝統文化の保存及び継

承、観光都市としての魅力の向上を目指して「松本市歴史的風致維持向上計画」を策定し、
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平成２３年（２０１１年）６月に国の認定を受け、以来、１０年間にわたり歴史まちづくり

の事業に取り組んできました。松本市のまちづくりを進めていくに当たり、重要な方針の一

つは松本城を中心とした歴史的まちなみ景観の保全と活用であり、そのためには伝統行事

等伝統文化の継承が必要となっています。そのことから、歴史的風致の一層の維持向上を目

指し、文化財行政と一体となって事業を実施する「松本市歴史的風致維持向上計画（第２期）」

を策定したものです。 

カ 松本城三の丸エリアビジョン（令和４年（２０２２年）３月） 

かつて総堀で囲まれた松本城三の丸と、昭和３９年（１９６４年）に移築復元された旧開

智学校周辺を合わせて「松本城三の丸エリア」とし、その二つの国宝を有する歴史ある街の

中心地において、様々な形で松本に暮らす方、働く方、松本を愛する方と対話を積み重ね、

公民が連携して実現するエリアの目指す姿を描いて策定したものです。 

本ビジョンでは「誰かに語りたくなる暮らし」をエリアの合言葉とし、都市公園としての

憩いや活用の機能と史跡としての保全のバランスを踏まえた在り方を検討することで、北

アルプスと松本城天守という背景に地元の人々の暮らしのシーンが加わった情景を創出す

ることなどを取組方針として掲げました。 

キ 松本市都市計画マスタープラン（令和４年（２０２２年）３月） 

都市づくりの将来像を「ゆとりと活気にあふれる、自然共生都市」とし、令和３年から令

和２２年まで（２０２１年から２０４０年まで）のおおむね２０年間を計画期間としていま

す。都市づくりの基本方針として、「歴史や自然を活かし、活力ある産業を育てる都市づく

り」、「誰もが快適で安心して暮らせる都市づくり」、「集約連携型都市構造の実現による

効率的かつ機能的な都市づくり」、「自然災害による被害を最小限に抑える安全な都市づく

り」、「市民や地域が自ら考え、自ら行動する都市づくり」を掲げています。 

地域別構想では、城下町として栄えた中心市街地を含む地域である中央部地域、中央北部

地域の将来像をそれぞれ「歴史的遺産や豊かな水と緑を活かした松本広域都市圏の中心拠

点」、「豊かな自然や歴史文化と調和したうるおいのある文教のまち」としており、整備方

針では、「松本城三の丸エリアビジョンの実現に向けたまちづくり」、「城下町にふさわし

い賑わいと風格のあるまちなみの形成」、「歴史的・伝統的街並み景観の整備・保全」等を

示しました。 
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表１ 諸計画一覧 

 名 称 所管等 策定年月日等 

(1)
上
位
計
画 

ア 松本市総合計画 

(基本構想２０３０・第１１次基本計画) 
総合戦略局総合戦略室 

令和３年（２０２１年）８月策定 

(期間：令和３年度から１２年度) 

イ 第３次松本市教育振興基本計画 教育委員会教育政策課 令和４年（２０２２年）６月策定 

(2)史跡松本城保存活用計画 
教育委員会文化財課 

文化観光部松本城管理課 

平成２８年（２０１６年）９月策定 

(3)松本城およびその周辺整備計画 
教育委員会文化財課 

文化観光部松本城管理課 

平成１１年（１９９９年）９月策定 

(4)
関
連
計
画 

ア 松本市景観計画 建設部都市計画課 平成２０年（２００８年）４月策定 

イ 国宝松本城天守保存活用計画 

教育委員会文化財課 

文化観光部松本城管理課 

平成２７年（２０１５年）３月策定 

ウ 松本市緑の基本計画 建設部都市計画課 平成２７年（２０１５年）３月策定 

エ 松本市文化財保存活用地域計画 教育委員会文化財課 

平成３１年（２０１９年）２月策定 

(期間：令和元年度から１０年度) 

オ 松本市歴史的風致維持向上計画（第２期） 
総合戦略局 

お城まちなみ創造本部 

令和３年（２０２１年）５月策定 

(期間：令和３年度から１２年度) 

カ 松本城三の丸エリアビジョン 
総合戦略局 

お城まちなみ創造本部 

令和４年（２０２２年）３月策定 

キ 松本市都市計画マスタープラン 建設部都市計画課 

令和４年（２０２２年）３月策定 

(期間：令和３年度から２２年度) 
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(1)松本城の立地 

松本城は、西側を３,０００メートル級の高山が連なる飛騨山脈、東側を美ケ原高原に代表さ

れる１,０００～２,０００メートル級の山々が連なる筑摩山地に挟まれた、南北に細長い松本

盆地の中央部にあります。松本城の北西約１.５キロメートルには、標高６７０メートルの城山

を先端とする城山丘陵が北方に向かって尾根状に連なり、東約４キロメートルには、筑摩山地

が連なります。 

また、周辺にはいくつもの河川が流れ、北及び北東から大門沢川・女
め

鳥羽
と ば

川が、東から湯川・

薄
すすき

川が、南から田川・奈良井川が流れ込み、薄川と女鳥羽川によって形成された複合扇状地の

末端部に松本城が位置します。 

城郭の最高地点（北門馬出し周辺）で標高５９６.５メートル、最低地点（西総堀）で標

高５８５.１メートルを測り、松本城は北東から南西に向かって緩く傾斜している地形にあり

ます。 

 

  

第２章 計画地の現状 

１ 松本城の位置と自然的環境 

城山丘陵 

大門沢川 
松本城 

女鳥羽川 

薄川 

田川 
奈良井川 

松本

第５図 松本城の位置（国土地理院の電子地形図２５０００を使用 河川等名称を加筆） 



 

13 

 

(2)松本城周辺の地形・地質 

松本城周辺の砂礫土は、近年行われているボーリング調査の結果、大別すると松本盆地形成

時の堆積物（梓川系）と、局部的沈降地帯となってからの堆積物（女鳥羽川・薄川系）であり、

両者は地下４０メートル前後で重なっていますが、堆積時までの時間差が大きいので不整合関

係となっています。沈降地帯（深志湖）となってからの堆積物には、地下３０メートル付近か

ら上に何層もの漆黒色粘土層が見られます。これは扇状地の特徴である流路の首振りにより、

流路が遠去かると湿地帯となって有機質の多い粘土層が、流路となった時には砂礫が堆積した

ことを示しています。 

この局部的沈降地帯の動きは現在も継続しているものと見られ、発掘調査成果から、松本城

下町では年１.６～２.４ミリメートルの速さで沈降していることが判明しています。これは松

本盆地中心付近の沈降率年１ミリメートルと比べて大きな値となっています。このことが扇状

地の末端とあいまって、湧水や地下水面の高くなっている原因です。 

(3)松本市の気候 

松本城が所在する松本市は、内陸性気候であり、気温は日較差や年較差が大きいことが特徴

です。また、第６図に示すとおり、降水量が少なく日照時間が長いことが特徴です。 

※平年値の統計期間は、平成３年から令和２年まで(１９９１年から２０２０年まで)です。 

 

 

 

(1)原始・古代 

松本城のある一帯は、薄川と女鳥羽川の複合扇状地の末端に当たり、湧水が多い湿地帯となっ

ています。しかし、これまで松本城や城下町で行われてきた発掘調査に際して、縄文時代中期

から後期（約４,０００年前から３,０００年前）の打製石斧、土器、弥生時代の土器等が出土

しており、わずかながらも各所で生活の痕跡が確認されています。 

古墳時代になると、城下町の範囲において古墳時代前期（５世紀）の竪穴住居跡が確認され

ており、湿地帯の中に点在する微高地の上に集落があったことが推測されます。また、六九
ろ っ く

で

も、古墳時代前期の東海系土器と水田跡が確認されています。 

奈良・平安時代には、天皇を中心とした朝廷による律令制が敷かれ、松本市内の集落も信濃

２ 松本城・城下町及びその周辺の歴史的環境 

第６図 松本市の降水量及び日照時間 

観測所 日照時間(時間) 降水量(mm)

松　本 2,134.7 1,045.1

奈　川 1,759.5 1,946.8

長　野 1,969.9 965.1

諏　訪 2,164.8 1,301.5

飯　田 2,074.5 1,688.1

札　幌 1,718.0 1,146.1

東　京 1,926.7 1,598.2

名古屋 2,141.0 1,578.9

大　阪 2,048.6 1,338.3

福　岡 1,889.4 1,686.9

那　覇 1,727.1 2,161.0

日照時間 

降水量と平均気温 日照時間と降水量 
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国筑摩郡・安曇郡（梓川より北の地域）下の郷に属する村として、この律令制に組み込まれま

した。信濃国の国府は、始めは現在の上田に置かれましたが、８世紀末から９世紀前半までに、

松本に移されました。ただ、国府の場所、規模等はまだ分かっていません。これまで、惣社、

大村、筑摩等の説が示されてきましたが確定せず、今後の発掘調査による解明が期待されます。

三の丸の発掘では、平安時代の掘立柱建物跡が確認されており、松本城周辺にも集落があった

ことが分かってきています。 

(2)中世から戦国時代 

鎌倉時代から国ごとに守護が置かれ、荘園や公領には地頭が置かれました。信濃国の守護は、

最初は比企氏でしたが、後に北条氏となりました。鎌倉幕府が倒れ、北条氏が滅びると、小笠

原氏が守護となりました。 

小笠原氏が信濃守護となったのは、建武政権樹立に際し功績を収めた小笠原貞宗から

で、１３４０年頃までには所領を得て府中（国府があったことから当時松本は府中と呼ばれま

した。）に進出し、井川館（国史跡小笠原氏城跡井川城跡）を築いたとされます。 

松本城の前身である深志城は、享保９年（１７２４年）に完成した松本藩及び信濃国の地誌

である『信府統記』によれば、永正元年（１５０４年）に、信濃守護小笠原氏に連なる一族で

ある島
しま

立
だち

氏が、井川に造られた深志城をこの地に移したとされます。元々、この地には坂西氏

の居館があったとされ、これを拡張して二の曲輪を整備したと考えられています。深志城

は、１５世紀末までに井川城から移転した小笠原氏の本拠地である林城を守る支城の一つでし

た。 

天文１４年（１５４５年）から、隣国甲斐国の武田晴信（信玄）による信濃国への侵攻が本

格化しました。小笠原長棟の跡を継いだ長時は、天文１７年（１５４８年）の塩尻峠の戦いで

武田氏に敗れ、天文１９年（１５５０年）に本拠地である林城等を自落させて敗走したことが、

武田家家臣駒井政武（高白斎）が記した『高白斎記』等に記されています。 

武田晴信は府中の地に入ると、小笠原氏が本拠とした山城の林城（国史跡小笠原氏城跡林城

跡）を廃し、新たな信濃の支配拠点として平城の深志城を取り立て、その拡張整備を進めまし

た。近年、三の丸で実施されてきた発掘調査では、最下層から深志城時代の遺構・遺物が複数

箇所で発見されています。深志城の時代と近世松本城の時代の遺構を比較すると、屋敷や溝の

主軸が５度ほど西にずれており、堀や道の位置も一致しないため、石川氏は深志城をそのまま

踏襲したのではなく、深志城とは構造の異なる城として松本城を築城したことが分かってきて

います。 

これまでの定説では、松本城の丸馬出しを武田氏の築城技術と捉え、三の丸までの縄張りが

武田氏の深志城期に形成されたものとされてきました。しかし、近年、丸馬出しが必ずしも武

田氏特有のものではないということが分かってきており、深志城と松本城の関係については、

今後、調査研究により明らかにしていく必要があります。 

(3)近世城郭としての松本城の成立と城下町の形成 

武田氏による信濃国の支配は、天正１０年（１５８２年）３月に織田信長が武田勝頼を滅ぼ
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したことで終わりを迎えます。織田信長は、信濃国のうち、安曇・筑摩両郡を木曽義昌に安堵

し、深志城へは木曽氏が入りました。しかし３か月後の同年６月２日に本能寺の変が起きて織

田氏の政権が崩壊すると、木曽氏による支配が固まっていなかった当地方は、旧武田領の領有

を狙う上杉氏、徳川氏、北条氏といった大勢力による抗争地帯の一つとなりました（天正壬午
てんしょうじんご

の乱）。 

松本平では、その一連の戦乱の中で、越後の上杉氏の支援を受けた小笠原貞
さだ

種
たね

が、織田氏の

後ろ盾をなくした木曽氏を追い、深志城に入りました。しかし、小笠原貞慶
さだよし

が、徳川氏の支援

を受けて、父長時の旧臣を糾合して叔父である貞種を追放して深志城を奪回すると、深志城の

名を改めて松本城とし、筑摩・安曇両郡の平定を進めました。天正１３年頃までに領国の支配

を確立すると、貞慶は武家地と町人地を明確に区分した城郭・城下町の本格的な整備に着手し

ました。 

貞慶による整備が始まるまで、現在の二の丸の東側には市辻・泥町といった町屋がありまし

た。令和２年（２０２０年）に柳町で実施した発掘調査では、松本城築城前に遡る荷札木簡や

焼き物が出土し、市辻・泥町の市
いち

の存在を裏付ける資料として注目されます。貞慶はこれらの

町屋を女鳥羽川の南の本町に移し、善光寺街道沿いに本町・中町・東町（親町三町）を、野麦

街道沿いに伊勢町を置き、親町につながる枝町も町割を行いました。 

更に、城郭の整備についても、三の丸の縄張りを行い、堀を掘り土塁を築いて、５か所の入

口に大城戸を設け、このうちの南門を大手門とし、三の丸内の整備を進めたことが分かります。

ただし、この段階では町割はできたものの、城下町、三の丸内とも建物はまだ少なかったこと

が伺われます。 

天正１８年（１５９０年）の豊臣秀吉による小田原攻めの後、豊臣氏による統一政権が確立

し、徳川氏が北条氏の旧領である関東へと転封となり、徳川氏に従っていた小笠原氏も下総国

古河（現茨城県古河市）へ移りました。 

小笠原氏の後には、豊臣秀吉の命を受けた石川数正が城主となりました。『信府統記』には、

石川氏の時代に天守を建て、全ての堀を深くし、幅を広くし、土塁を築き、石垣で固め、黒門・

太鼓門を建て、小笠原氏の築いた５か所の大城戸を門楼（ 櫓
やぐら

門）とし、三の丸の武家地に屋敷

を建設し、城下町にも武家地を設けたことが記されています。また、城下町の町屋を建設し、

整備を進めました。この他、総堀東側の捨堀の築造を進めたとされていますが、慶長１８年

（１６１３年）、数正の子康長は大久保長安事件に連座して改易され、豊後国佐伯（大分県佐

伯市）に配流となったため、未完成に終わっています。 

松本城や城下町の初期の築造は、小笠原氏によって開始され、石川氏の段階で近世城郭とし

て整えられたことが発掘調査からも裏付けられています。特に城下町は、小笠原氏の段階では、

整地のみで遺構が確認できない箇所が広く見られるため、『信府統記』に記されているように、

まだまだ空き地が多かったと考えられます。本格的に近世城下町として整備されたのは石川氏

の段階で、短冊形地割の城下町に改められ、町人の集住が進んだと考えられます。 

  



 

16 

 
 

(4)石川氏以降の松本城と歴代藩主 

ア 小笠原氏 

石川康長が改易された後、慶長１８年（１６１３年）貞慶の子小笠原秀政が飯田（現長野

県飯田市）から入封しました。秀政は石川氏に引き続き、城下町の整備を進めたことが『信

府統記』に記されています。城下町の発掘調査でも、伊勢町や本町等の調査結果から、短冊

形の地割が１７世紀初頭から見られ始めることが確認されており、これを裏付けています。

しかし、秀政とその長男忠脩
ただなが

は、慶長２０年（１６１５年）の大坂夏の陣において戦死し、

家督は次男の忠真
ただざね

が継ぎ、元和３年（１６１７年）に播磨国明石（現兵庫県明石市）に転封

となりました。 

イ 戸田氏 

元和３年（１６１７年）に戸田康長が上野国高崎（現群馬県高崎市）から入封しました。

康長は松本城の北側に武家地の造成を行っています。寛永１０年（１６３３年）、康長の子

の康直の時に播磨国明石（兵庫県明石市）に転封となりました。 

ウ 松平氏 

寛永１０年（１６３３年）に松平直政が越前国大野（現福井県大野市）から入封しました。

直政が松本藩主であった時期は短く、寛永１５年（１６３８年）までですが、『信府統記』

には城郭の整備として門、櫓等を修復し、二の丸御殿、多聞
た も ん

櫓、八千俵蔵の建設を行い、城

下町には六九に馬屋を建て、武家地の屋敷の整備を進めたことが記されています。また、月

見櫓、辰巳附櫓についても、将軍家光を松本城に迎えるために増築したとされています。寛

永１４年（１６３７年）、松本で寛永通宝の鋳造が始まります。本町の第８次発掘調査では、

寛永通宝松本銭の鋳造関連遺物（坩堝
る つ ぼ

、取鍋
と り べ

、金属滓
さい

、バリ銭等）が出土し、直政の時代に

松本で寛永通宝が鋳造されていたことを裏付けるものとなっています。 

直政は寛永１５年（１６３８年）に出雲国松江（現島根県松江市）に転封となります。 

エ 堀田氏 

寛永１５年（１６３８年）に堀田正盛が武蔵国川越（現埼玉県川越市）から１０万石（関

東にも知行地があり、松本は７万石）で入封しました。正盛は老中として幕府の中枢にいた

人物であったため、松本に常勤していたわけではなく、わずか４年で下総国佐倉（現千葉県

佐倉市）に転封となりましたが、三の丸の上土に蔵を建設しました。 

オ 水野氏 

寛永１９年（１６４２年）に水野忠清が三河国吉田（現愛知県豊橋市）から入封しました。

この後、水野家は６代にわたり松本藩主となります。忠清は石垣の修理、二の丸の辰巳隅櫓

の改修を行いました。 

水野氏の事績として５代目の忠幹が享保７年（１７２２年）から編纂
さん

させ、享保９年

（１７２４年）に完成した『信府統記』があります。松本藩の地誌として、歴史・地理・経

済等多岐にわたる記載があります。このうち、「松本城地形間数記」には、城郭の規模が詳
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細に述べられている他、城下町についても現在伝わっている城下町の各町名（親町三町、枝

町十町、二十四小路）とその規模、軒数が記載されており、この頃には城下町の整備がほぼ

完了したと考えられます。 

享保１０年（１７２５年）、６代目の水野忠恒は江戸城松の廊下で刃傷事件を起こし、改

易となりました。この後約半年間は幕府直轄となり、松代藩真田家が松本城を管理しました。 

カ 戸田氏 

享保１１年（１７２６年）に戸田光慈
みつちか

が志摩国鳥羽（現三重県鳥羽市）から入封し、以降

明治維新を迎えるまで９代にわたり戸田氏が松本藩主となります。翌年には本丸御殿が火

災に見舞われました。松本移封前の享保２年（１７１７年）にも江戸屋敷を火災で失ってい

た戸田氏は、立て続けの巨額の出費によって本丸御殿の再建はできず、政庁は二の丸御殿に

移されました。しかし、手狭であったことから、郡所や町所は大手門西側の城下町の六九に

移され、また、藩主の私邸である古山地御殿を増築しました。 

戸田氏入封直後の地図として、「享保十三年秋改松本城下絵図」があります。これは松本

城下町全体を表した精度が高い絵図で、江戸時代の松本城と城下町を示す基本図の一つと

なっています。また、この図を元に作成された「天保六年松本城下絵図」は、明治維新後も

藩庁から筑摩県に引き継がれ、使用されました。 

幕末には、藩主戸田光則
みつひさ

の下、戊辰戦争で官軍に属し、北越、会津等に転戦しました。そ

れを記念した碑が本丸内に設置されています。明治２年（１８６９年）に信濃国で最初に版

籍を奉還し、戸田光則は松本藩知事に任命されます。明治３年（１８７０年）から廃仏毀釈

が行われ、戸田氏は菩提寺である全久院を率先して取り壊しました。廃仏毀釈は全国的に行

われましたが、松本藩は特に盛んであった地域の一つで、城下他藩内の多くの寺院が取り壊

されました。明治４年（１８７１年）に廃藩置県が実施され、松本藩は松本県となり、光則

は知事を解任され、華族に列せられて東京へ去り、１４６年にわたる戸田氏の治世が終わり

ました。  
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第７図 城下町の形成過程（概念図） 
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(1)松本城と城下町の範囲 

城郭としての松本城の範囲は、大手門から内側を「城内」と呼び、空間的には総堀から内側

を指します（第８図）。松本城は三重の水堀（内側から内堀、外堀、総堀）で囲まれ、内側か

ら本丸、二の丸、三の丸となっています。本丸には天守、御殿が置かれ、政庁及び藩主の居住

空間であり、城郭の中枢部です。二の丸には二の丸御殿、古山地御殿が置かれ、本丸御殿焼失

後は、両御殿が政庁及び藩主の居住空間となりました。外堀を隔てて本丸・二の丸を囲む三の

丸は、上級家臣団の屋敷地及び作事所等の藩施設が置かれました。松本城の平面形は逆台形を

呈し、東西・南北とも約６００メートルあり、総面積は約３９万平方メートルに達します。 

松本城の南側・東側・北東側には城下町が展開し、城内と城下町は５つの門で連結されてい

ました。城下町は、武家地、町人地、寺社地から成り、北国脇往還（善光寺道）及び野麦道沿

いに形成されました。西側は低湿地のため城下町は発達せず、湿地や水田等の耕作地が広がっ

ていました。 

松本城と城下町の東側には、女鳥羽川が北から南に流れ、松本城の南東側で流路を西に変え、

城下町を南北に分けています。また、城下町の南側には薄川が東から西に流れ、二つの河川は

松本城と城下町の防御の役割も果たしていました。城下町は、中山道の洗馬宿から北に分かれ

て善光寺（長野市）へ向かう北国脇往還、塩の道として知られ越後へ向かう千国道、飛騨高山

へ向かう野麦道、武石（上田市）へ向かう武石通りが分岐する交通の要衝でした。 

 

 

 

  

３ 松本城と城下町の概要 
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第８図 松本城と城下町 
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(2)松本城の構成 

ア 本丸 

天守と本丸御殿が置かれ、松本城の最も枢要な場所です。南西隅に天守が、中央に本丸御

殿があり、馬屋、番所等も置かれていました。本丸御殿は政庁及び藩主の居所でしたが、享

保１２年（１７２７年）に焼失した後は再建されず、その機能は二の丸御殿及び古山地御殿

に移されました。 

本丸の周囲は、西面の乾小天守の北側から埋門南側石垣までの間を除いて土塁で囲まれ、

外周は全て石垣となっています。 

本丸南西隅に位置する天守は５棟から成り、うち天守、乾小天守、渡櫓が石川康長により

文禄２年から３年（１５９３年から１５９４年）に、月見櫓及び辰巳附櫓が松平直政により

寛永１０年から寛永１１年（１６３３年から１６３４年）に築かれたと推定されています。

天守を低湿地に築くため、天守台石垣のうち、大天守の載る石垣の中には土台支持柱を設け、

大天守の荷重を支えています。また、軟弱な地盤のため、天守台石垣の法勾配は緩やかで、

高さも６メートル程度と高くはなく、石垣の基礎部分には 筏
いかだ

地形
じぎょう

と呼ばれる石垣を支える

ための材が配され、内堀には地盤を安定させるための木杭が打ち込まれていました。 

 

  馬出し 馬出し 

北不明門 捨堀 

総堀 

北門 
馬出し 作事所 

外堀 

本丸 

内堀 太鼓門 

内堀 
総堀水切り土手 

西不明門 二の丸 
外堀 

総堀 

三の丸 東門 

馬出し 

総堀 

大手門 

第９図 松本城の範囲（「享保十三年秋改 松本城下絵図」(１７２８年)の部分） 
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イ 内堀 

本丸の南側をＵ字形に取り囲み、堀の両側は石垣となっています。内堀の幅は天守の周囲

では６０メートルに及び、深さは現状の水位から３メートル以上あり、断面形態は二の丸側

が深い片薬研
か た や げ ん

となっています。 

水野氏の時代の絵図には、埋門から二の丸瓦門北側に埋門板橋と呼ばれた橋が架かって

いましたが、戸田氏の時代の絵図には、埋門板橋より南側に足駄
あ し だ

塀
べい

と呼ばれる塀が設けられ

ています。足駄塀は内堀北東にも設けられており、内堀と外堀との境界ともなっていました。

足駄塀は古写真（図版２４）から外観が分かりますが、類例がなく、その機能や構造の詳細

は分かっていません。 

ウ 二の丸 

内堀の外側、外堀の内側にある区画で、北を除いて本丸を囲んでいます。政庁及び藩主私

邸としての御殿、蔵等藩の施設が存在する松本城の枢要な場所です。二の丸への入口は、太

鼓門、二の丸御殿裏御門、若宮
わかみや

八幡社
はちまんしゃ

南土橋瓦門の３か所があります。 

二の丸の東側に二の丸御殿があり、本丸御殿焼失後は政庁としての役割を担いました。二

の丸の南側は、南東に古山地御殿が、その西側に蔵がありました。 

古山地御殿は、石川数正によって城主私邸として建てられたもので、本丸御殿焼失後に戸

田氏が増築して新御殿を建てました。 

二の丸の西側に御用
ご よ う

米
まい

（幕府直轄の城米）の米蔵である八千俵蔵、焔硝蔵
えんしょうぐら

等がありまし

た。後の戸田氏の時代には、八千俵蔵の北から西側にかけて、「華畑」と呼ばれる庭園区画

として整備されます。お花畑や茶室のほか、将軍から拝領した松も植えられ、内堀側には船

着場も設けられました（図版１５）。 

その北側には、二の丸及び三の丸と土橋で接続していた浮島状の平坦地があり、ここに深

志城主島立貞永を子の貞政が祀り、深志城の鎮守としたとされます。 

エ 外堀 

本丸と二の丸を囲む堀で、外周は約１.２キロメートルありました。外堀の両側は基本的

には土坡ですが、太鼓門周辺、東外堀三の丸側の北半、南外堀三の丸側の一部等は腰巻石垣

が築かれていました。これまでの試掘調査から、西外堀及び南外堀の二の丸側土坡の法尻に

は、土留めや浸食防止と防御を兼ねたものと考えられる木杭列が確認されています。また、

三の丸土居尻の発掘調査では、絵図にも記載されている石組水路が発見されています。この

水路は、外堀の水を総堀へ排出するために設けられたもので、築城期から昭和３０年

（１９５５年）頃まで、改修を重ねながら使い続けられました。現在では、当時の約半分が

埋め立てられている状況です。 

オ 三の丸 

三の丸は、上級家臣の屋敷を中心とし、作事所等藩の施設が置かれました。周囲は土塁で

囲まれ、土塁上には土塀が巡らされ、四隅及び要所に１３の櫓（隅櫓・平櫓）が設けられて
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いました。土塁の規模は、西総堀土塁整備に伴って実施した発掘調査結果から、敷幅（下面

の幅）１６メートル前後、馬踏（上面の幅）３.６メートル前後、高さ３.２メートル前後と

想定されています。 

三の丸には５か所の門があり、南側中央部に位置する大手門が松本城の正門です。 

三の丸に置かれた藩の施設として作事所、藩校崇教館等があり、北不明門東側には、戸田

康長の子永兼を祀った陽谷霊社
ようこくれいしゃ

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 総堀 

松本城の最も外側を取り囲むのが総堀です。総堀は、一般的には城下町を取り囲む総構え

の堀の呼称として用いられていますが、松本城では三の丸を取り囲む堀を総堀と呼んでい

ます。 

江戸時代の古文書では「三の丸東北之方堀」といった呼び方をしており、総堀（惣堀）と

いう呼称は確認できず、近代以降は外堀と呼ばれることが多くありました。東総堀の史跡追

加指定に当たり、長野県による仮指定が行われた際も「松本城外堀（三の曲輪堀跡）」の呼

称が用いられています。また、当初の指定理由にある「外堀」も「処々に残存せり」とある

ことから、現在の総堀を指しているものと思われます。昭和４２年（１９６７年）の東総堀

の二度目の史跡追加指定申請の際から「惣堀」という呼称が公式に用いられ現在に至ってお

り、二の丸を囲む外堀と区別するため、比較的最近に用いられるようになった呼称です。 

絵図によれば、南側の大手門東側で最大幅約５０メートルを測り、総延長は約２キロメー

稲荷社（北） 
若宮八幡社（南） 

北裏門 折廻し櫓 

足駄塀 

北西隅櫓 足駄塀 

東
北
隅
櫓 

埋門 

（本丸御殿） 
（庭園区画） 

瓦門 

多
聞
櫓 

二
の
丸
御
殿 

土塁 
水門 

塀 
八
千
俵
蔵 

外堀 

内堀 黒門 

太鼓門 

古山地御殿 

南西隅櫓 外堀 

辰巳隅櫓 

南隅櫓 

第１０図 松本城本丸から外堀までの範囲 

（「享保十三年秋改 松本城下絵図」(１７２８年)の部分） 
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トルに達しました。堀の両側は土坡で、基部には木杭列が総堀各所の発掘調査で確認されて

おり、「大坂冬の陣図屏風」に見られるような防御用の装置と土留めを兼ねていたものと考

えられます。全国的にも類例が少なく、注目すべき構造で史跡の構成要素となっています。 

松本城周辺は南西に緩く傾斜した地形にあり、堀の水位調整が必要となりますが、馬出し

に付属する土橋と東総堀ほぼ中央にある水切り土手（水持ち土手）がその役割を果たしてい

ました。 

キ 郭外 

東総堀北端部東側には、北門馬出し堀の東側から、捨堀と呼ばれる長さ１４０メートル程

の南北方向の土塁と堀が存在していました。堀は江戸時代の早い段階で埋められたと見ら

れ、元禄以降の絵図等によれば細い水路として残存していたことが伺われます。三の丸の外

ですが、松本城の外郭遺構です。この捨堀土塁の東町側裾部では発掘調査により、総堀と同

様の木杭列が発見されています。 

(3)城下町について 

城下町は武家地、町人地、寺社地からなり、おおむね武家地は松本城の南を流れる女鳥羽川

よりも北側に、町人地は南側と善光寺道沿いに、寺社地は城下町の東側に配されました。 

武家地は主に松本城の東側と北側にあり、一部女鳥羽川の南側にも屋敷地がありました。町

人地は女鳥羽川の南側を中心に広がり、善光寺道沿いの本町・中町・東町の親町三町とそれら

に付属する枝町十町、更に親町・枝町から分かれる二十四小路から構成されていました。城下

町は善光寺道や野麦道等が通る交通の要衝であり、信濃国だけでなく、領国外各地からの物資

の集散地として賑わいました。その様子は、天保１４年（１８４３年）に記された『善光寺道

名所図会』に「（前略）城下の町広く大通り十三街、町数およそ四十八丁、商家軒をならべ当

国第一の都会にて、信府と称す、相伝ふ牛馬の荷物一日に千駄附入りて、また千駄附送るとぞ、

実に繁昌の地なり（後略）」と記されています。江戸時代後期には犀川の水運を利用した犀川

通船も始まりました。また同時期には、源池周辺の湧水地帯から城下町へ木樋による引水が行

われ、人々に使われていたことが、城下町跡での発掘調査や古文書等により明らかとなってい

ます。 
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大手門 

第１１図 松本城下町 
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(4)近代以降の松本城の改変と現状 

明治維新と廃藩置県によって近世の政庁・軍事施設としての城の時代は終わりました。明治４

年（１８７１年）７月の廃藩置県の後、各地の城郭は兵部省（明治５年（１８７２年）２月２８

日兵部省廃止、陸軍省となる）の管轄となります。松本には１０月に兵部省の山県狂介（有朋）

が入り、松本城本丸と天守等が兵部省の所管となりました。二の丸御殿は県庁として使用され

ましたが、本丸を除く二の丸、三の丸の大手門、太鼓門等の門、櫓、塀等は、１１月頃から払

下げられ、取り壊されました。 

明治５年（１８７２年）、筑摩県が陸軍省に対し天守の取壊し許可を求める伺書を提出し許

可されたため、天守は入札に付され、落札されてしまい、取壊しの危機を迎えます。これを憂

えた下横田町の副戸長の市川量造は、明治６年（１８７３年）に本丸と天守を博覧会場に拝借

したい旨の請願を行い、陸軍省の許可を得て、「松本博覧会」を明治９年（１８７６年）まで

に計６回開催し、その収益等で天守を買い戻し、天守を破却の危機から救いました。 

明治６年（１８７３年）１月の「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」（廃城令）により、

松本城は「存城」とされ、引き続き陸軍省の管轄の下に置かれますが、明治４年（１８７１年）

以降の門、櫓等の取壊しの後も、本丸以外の石垣・土塁は、太鼓門枡形の一部を除いてほとん

どが取り崩されました。 

明治８年（１８７５年）５月、松本城（本丸・二の丸・三の丸）は、筑摩県が替地を提供し、

陸軍省から筑摩県に返還されました。その後の本丸、二の丸の利用状況を概観すると、本丸は

天守を会場に松本博覧会が開催された後、明治１１年（１８７８年）から松本農事協会の農事

試験場として使用されました。二の丸は、県庁として使用されていた二の丸御殿が明治９年

（１８７６年）に焼失し、その跡地が明治１１年（１８７８年）から松本区裁判所として使用

されました。二の丸御殿跡を除く二の丸は、古山地御殿跡が長野県筑摩出張所として使用され

た後、明治１８年（１８８５年）から旧制松本中学校が置かれ、本丸も明治３３年（１９００

年）からそのグラウンドとして使用されます。図版１４及び２６・２７に、明治初期から旧制

松本中学校が置かれていた当時の状況を伺うことができます。 

この状況は昭和１０年（１９３５年）に旧制松本中学校が移転するまで続き、その後は、本

丸・二の丸は公園や運動場として利用されましたが、第二次世界大戦中であったため、公園と

しての本格的な整備は行われず、終戦を迎えます。戦後、昭和２５年（１９５０年）からの天

守解体修理を機に、本丸及び二の丸の公園としての整備が行われ、現在に至る公園としての姿

に整備されました（図版１８）。 

三の丸は、総堀や土塁が残されていましたが、次第に撤去され、周囲の城下町と一体の市街

地へと変貌していきました。 

 

(1)松本市の位置 

松本市は、長野県のほぼ中央部に位置します。平成１７年（２００５年）の旧松本市、東筑

４ 松本市の社会的環境 
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摩郡四賀村、南安曇郡梓川村、安曇村、奈川村、平成２２年（２０１０年）の東筑摩郡波田町

との合併を経て現在に至っています。面積は９７８．４７平方キロメートルです。市域の６０％

は山林であり、市域の東西に広く分布しています。市域の中央部が、南北に細長い松本盆地の

中央部であり、平坦地が広がっています。 

(2)交通 

松本市の現在の幹線道路の多くは、江戸時代の街道を引き継いでおり、道路交通網の結節点

であるという点も変わっていません。善光寺道は犀川沿いに道筋を変えて国道１９号に、千国

道はほぼ同じ道筋で国道１４７号に、野麦道はほぼ同じ道筋で国道１５８号に、武石通りは三

才山峠（トンネル）に道筋を変えて国道２５４号に、それぞれ継承されています。明治２２年

（１８８９年）には上田市に向かう県道第二線路が造られ、現在の国道１４３号となっていま

す。現在はこれらに加えて中央自動車道長野線が平成４年（１９９２年）に全通し、東京、名

古屋といった大都市圏とつながり、上信越道を経て新潟県等と結ぶ大動脈となっています。 

また、明治３５年（１９０２年）に篠ノ井線が開通し、松本駅は城下町の南西郊外に設けら

れました。その後明治４４年（１９１１年）の中央本線の全通によって東京、名古屋と、昭和３２

年（１９５７年）には大糸線が全通して糸魚川と結ばれました。 

近代以降は輸送の主力は牛馬・人力から鉄道に替わっていきます。開通当初こそ閑散として

いた松本駅前でしたが、従来の城下町（南側町人地）とつながっていき、現在のような一体と

なった商業地区を形成するようになりました（図版１９）。 

(3)観光都市 

松本市は、松本城、上高地等の重要な観光資源があり、観光都市としての側面を持っていま

す。また、国際観光都市に指定されており、松本観光コンベンション協会が設立され、近年の

外国人観光客の増加にもつながっています。 

中心市街地一帯は、扇状地の末端部に当たるため地下水位が高く、井戸や湧水が多くあり、

これらは平成２０年（２００８年）に「まつもと城下町湧水群」として環境省による平成の名

水百選に選定されました。この湧水は、江戸時代から松本城下町の水源としても用いられてき

ました。江戸時代後期には、源池周辺の湧水地帯から城下町へ木樋による引水が行われ、町の

辻には溜井戸が設けられ、人々に使われていたことが、城下町跡での発掘調査や古文書等によ

り明らかとなっています。現在でも、松本市の水源の一つとして利用され、城下町の風情を偲

ばせる観光資源ともなっています。 

 

(1)市所有の便益施設の状況 

ア 松本市立博物館 

史跡指定地内にあった旧松本市立博物館は老朽化・狭隘
あい

化が進んでいたことから閉館し、

史跡指定地外の大手３丁目へ移転整備して、令和５年（２０２３年）１０月に新たな博物館

５ 松本城周辺の社会的環境 
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として開館しました。 

その規模は、敷地面積４,１１５平方メートル、延床面積７,７７５平方メートルの鉄筋コ

ンクリート造３階建てであり、「松本まるごと博物館」の基幹博物館としての役割を担いま

す。 

イ 駐車場 

第１２図①市営開智駐車場が松本城来場者用の駐車場であり、普通車は１１０台駐車可

能です。ゴールデンウイークやお盆等の混雑時には③開智臨時駐車場にも駐車可能です。松

本市立博物館の南側にある④松本城大手門駐車場（東洋計器大手門駐車場）は、立体駐車場

であり、普通車４３７台が駐車可能です。 

また、観光バス等の大型車は②開智大型車駐車場や、⑤松本城大手門平面駐車場（東洋計

器大手門平面駐車場）へ駐車可能であり、バイクも駐車可能です。 

ウ トイレ 

トイレは全部で７か所に設置されており、男子４０基、女子２８基、多目的（身障者用）５

基があります。７か所のうち、オストメイトが整備されているのは２か所、ベビーシート等

が設置されているのは２か所です。 

エ ベンチ 

ベンチは計画対象地各所に設置されており、約１００基あり、主に二の丸の園路周辺に設

置してあります。背もたれがある移動可能なものは寄贈を受けたものが多く、よく利用され

ています。一方で、コンクリート製のものは背もたれがなく、傷んだものも多いためあまり

利用されていません。 

オ 標識 

案内標識、誘導標識、注意喚起標識を含めて設置数は約１００基あります（天守は除く。）。 
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第１２図 松本市立博物館、トイレ、駐車場配置図 
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(2)松本城へのアクセス環境 

ア バス 

松本城へアクセスする路線バスは、「ぐるっとまつもとバス」として松本市が公設民営方

式で運行するもので、「松本駅」を出て「松本城・市役所前」に停まるバスが９系統（浅間

線、信大横田循環線、横田信大循環線、美ケ原温泉線、アルプス公園線、タウンスニーカー

北コース、岡田線、ほしみ線、入山辺線（降車のみ））あります。「松本駅」から「松本城・

市役所前」までの所要時間は、約１２分です。 

このうちタウンスニーカー北コースは、松本城、旧開智学校校舎、大名町や縄手通りなど

を巡るルートとして利用されています（第１３図）。 

イ 自動車 

主に県外から松本城へ車でアクセスする場合、長野自動車道松本インターチェンジが利

用されます。インターチェンジから松本城までの所要時間は、約２０分です。 

ウ 自転車 

松本城周辺には、シェアサイクルの貸出・返却ステーションが３か所（松本城、開智駐車

場、松本城西）設置されており、松本駅から松本城へのアクセスのみならず、周辺観光スポッ

ト等を含めた周遊が可能です。 

エ 徒歩 

松本駅から松本城へ徒歩でアクセスする場合、所要時間は約２０分です。 

(3)松本城周辺の現況動線（第１４図） 

ア 利用者動線（徒歩） 

松本城公園内への出入口は東西南北にあります。自動車や観光バス等による来場者は、主

に北側、西側から出入りします。路線バスによる来場者はバス停「松本城・市役所前」で下

車し、東側（太鼓門）からの出入りが最寄りです。また、松本駅方向から徒歩で来場する場

合は、主に南側から出入りします。 

本丸への出入りは黒門からのみ可能であり、公開は午前８時半から午後５時までに限定

されます。二の丸への出入りは２４時間可能なため、早朝の散歩等で利用されています。 

イ 緊急車両動線（車両） 

緊急車両が本丸へ出入りする場合、高さが制限されることにより黒門を通行できないこ

とから、北裏門土橋を通行します。二の丸へ出入りする場合は、南側から可能です。 

(4)松本城周辺の土地利用 

史跡松本城（本丸・二の丸）から北側は住居系、南側は商業系の土地利用がされており、江

戸時代の城下町の在り方をほぼ踏襲していると言えます。かつての城下町は、明治期の大火や

近代化事業が行われたことにより、町割を除き、江戸時代の城下町らしいまちなみをほとんど

残していません。松本城二の丸の周囲一帯も市街化が進み、とりわけ南側には一面ビルが立ち
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並んでいます。 

特に高度経済成長期以降、松本市街は大きく近代化しました。松本城南側の本町等も、昭

和４１年（１９６６年）に近代化事業が行なわれ、その後、昭和５３年（１９７８年）には松

本市を主会場に開催されたやまびこ国体を契機に駅前の区画整理事業が実施されました。本町

等の旧市街と駅前は、近代的なビルが建ち並ぶ街となり、江戸時代の松本で最も高い建物であっ

た松本城天守は、市街地の中に埋没し、その姿は三の丸からは限られた場所からしか望むこと

ができなくなっています。 
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第１３図 松本城周辺バスルート 
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第１４図 松本城周辺現況動線図 
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松本城とその周辺地域においては、松本市のシンボルである松本城の眺望景観を保全し、調和

を図るまちづくりを重視して、様々な観点から歴史的景観の保全に関する取組みを進めていま

す。松本城とその周辺の土地利用や景観保全に関連する法令が定められており、概要は以下のと

おりです。 

(1)文化財保護法（昭和２５年 法律第２１４号） 

松本城は、大正８年（１９１９年）に制定された史蹟名勝天然紀念物保存法により、昭和５

年（１９３０年）１１月１９日に国の史跡として指定されています。昭和２５年（１９５０年）

以降は、史蹟名勝天然紀念物保存法を廃止して制定された文化財保護法の規定に基づき、建築

物・工作物等の設置・除却等の史跡の現状変更等の行為については、事前に文化庁長官の許可

が必要です（文化財保護法第１２５条）。 

(2)都市計画法（昭和４３年 法律第１００号） 

ア 都市公園 

史跡松本城は、都市公園として都市計画決定された区域に含まれています。公園として未

開設の範囲における建築物の建築等には、市長の許可が必要です（都市計画法第５３条によ

る一定の建築制限が課されます。）。 

イ 用途地域 

都市計画法第８条（地域地区）の区分により、史跡松本城のうち、本丸地区・二の丸地区

は第二種住居地域、東総堀は近隣商業地域と商業地域、西総堀土塁跡は商業地域に指定され

ており、建築物の規模（建ぺい率・容積率）、用途に制限が設けられています（第１５図）。 

ウ 風致地区 

昭和１５年（１９４０年）に指定された松本城址地区（１４.４ヘクタール）は、松本市

を代表する歴史性と緑の拠点としての役割を担うため、史跡松本城及びその周辺が風致地

区に指定されています（第１６図）。「風致地区」とは、都市における良好な自然環境の維

持・保全を目的として、自然的・歴史的要素に富んだ地域又は樹林に富んだ住宅地域等にお

いて定めるものです。風致の維持を図るため、地区内で建築物の建築、宅地の造成、木竹の

伐採その他の行為を行う場合は市長の許可が必要です。 

エ 高度地区 

平成１３年（２００１年）３月に、建築物の高さ制限を定めた高度地区（３２.６ヘクター

ル）が指定され、松本城本丸及び二の丸内から望む北アルプス及び美ケ原を中心とした東山

の優れた景観保護、松本城天守の存在感保持、また、松本城周辺の住環境の保全を図ってい

ます（第１７図）。 

オ 防火・準防火地域 

史跡指定地は準防火地域に該当します。建築物については建築基準法に基づき、防火上の

６ 松本城とその周辺の法的規則 
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制限を受けます。 

(3)松本市都市公園条例（昭和３２年 条例第４号） 

史跡松本城及びその周辺は、松本城公園（総合公園）として都市計画決定されています。 

・総合公園 松本城公園 松本市丸の内１番１ 

(4)松本市景観条例（平成２０年 条例第３号） 

それまでの松本市都市景観条例を全面改正し、景観法の規定に基づく事項その他良好な景観

形成に必要な事項を定め、魅力あるまちづくりに資することを目的として制定しました。この

景観条例に基づき、平成２０年（２００８年）４月に景観形成の指針となる松本市景観計画を

策定し、令和５年（２０２３年）３月に改定しました。景観計画では、松本城周辺を「お城地

区」（松本城周辺重点地区）と位置づけ、地域独自の基準を含めた景観形成基準を定めていま

す（第１８図）。 

(5)松本市屋外広告物条例（平成２０年 条例第６２号） 

看板・各種サイン等の掲出及び設置に対し、良好な景観形成、風致の維持及び公衆への危害

防止を目的とした規制を行う条例であり、松本市の特性を踏まえた独自の屋外広告物条例とし

ています。松本市の魅力である北アルプスや美ケ原高原等の山岳眺望と、松本城を中心とした

歴史的景観の保全のため、屋上広告物や野立て看板の規制を強化するなど、独自条例としての

有効性と実効性を確保しています。本条例において、史跡松本城は禁止地域に該当し、景観計

画重点地区である「お城地区」及び「お城南地区」は、この条例においても特別な規制を行う

地区として、各地域の許可基準に加え、屋上広告物の禁止・色彩制限の上乗せをした行為制限

を定めています（第１９図）。 

(6)松本市受動喫煙防止に関する条例（平成３１年 条例第３号） 

未来を担う子どもたちに誇れる受動喫煙のない美しいまちづくりを推進することで、市民一

人ひとりが健康でいきいきと暮らせる社会の実現を目指し、「松本市受動喫煙防止に関する条

例」を令和元年（２０１９年）７月１日から施行しました（第２０図）。 
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表２ 関連法令一覧 

名 称 所管等 制定年月日等 

(1) 文化財保護法(史跡指定) 文化庁 昭和２５年法律第２１４号 

(2) 都市計画法 

建設部公園緑地課 

建設部都市計画課 

昭和４３年法律第１００号 

ア 都市公園 

イ 用途地域 

ウ 風致地区 

エ 高度地区 

オ 防火・準防火地域 

(3) 松本市都市公園条例 建設部公園緑地課 昭和３２年条例第４号 

(4) 松本市景観条例 建設部都市計画課 平成２０年条例第３号 

(5) 松本市屋外広告物条例 建設部都市計画課 平成２０年条例第６２号 

(6) 松本市受動喫煙防止に関する条例 健康福祉部健康づくり課 平成３１年条例第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第１５図 松本都市計画図（史跡松本城とその周辺部） 
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松本城Ｃ 18ｍ 

松本城Ｂ 16ｍ 

松本Ｄ 

 20ｍ

松本城Ａ 15ｍ 

松本城Ａ 15ｍ 

松本城Ｃ 18ｍ 

第１７図 高度地区区分図 

第１９図 屋外広告物規制図 第１８図 景観計画お城地区 

第１６図 風致地区区分図 

第２０図 松本城公園・旧開智学校周辺の受動喫煙防止条例区域 
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(1)史跡松本城の概要 

松本城の城域は約６００メートル四方で、南がやや狭くなった台形状をなし、外周を総堀が

めぐり、二の丸には外堀が、本丸の東・南・西には内堀があり、城郭を固めています。それぞ

れの 郭
くるわ

には、三の丸に大手門、二の丸には太鼓門、本丸には黒門が正門として置かれました。 

本丸・二の丸・内堀・外堀は、昭和５年（１９３０年）に史蹟名勝天然紀念物保存法により

史跡に指定されました。昭和２５年（１９５０年）の文化財保護法の施行に伴い、史蹟名勝天

然紀念物保存法は廃止され、旧法による史跡指定は文化財保護法による指定とみなされました。 

昭和４５年（１９７０年）には東総堀が、また平成１９年（２００７年）には西総堀土塁跡、

平成２５年から平成２９年（２０１３年から２０１７年）には南・西外堀、東総堀水切土手が

追加指定を受けました。 

本丸御殿は享保１２年（１７２７年）に焼失し再建されませんでした。二の丸にあった古山

地御殿は明治になって取り壊されました。二の丸御殿は筑摩県庁として使用されていましたが

焼失し、跡地に松本地方裁判所（のちの長野地方裁判所松本支部）庁舎が置かれました。裁判

所移転後の昭和５５年から昭和５９年（１９８０年から１９８４年）に二の丸御殿跡の発掘を

中心とする総合調査が行われ、史跡公園として平面表示による復元がなされています。 

南・西外堀は大正から昭和初めにかけて埋め立てられ、住宅地や店舗が建ち並びましたが、

「松本城周辺整備報告書」、「松本城中央公園整備計画」、「周辺整備計画」において、南・

西外堀復元事業が整備項目として掲げられました。同事業は、南側に隣接する都市計画道路（内

環状北線）拡幅整備事業と一体的に行うこととしており、平成８年度（１９９６年度）以降、

試掘調査による堀の位置の確定、それに基づく史跡指定範囲の設定、地元権利関係者との協議

を継続的に進め、平成２４年度（２０１２年度）からは、史跡として保護を図ることを目的に、

権利関係者の同意の得られた範囲から順次史跡追加指定を図るとともに、追加指定範囲の公有

地化に取り組んでいます。 

(2)国宝松本城天守の概要 

本丸南西隅に建つ松本城天守は、明治維新の旧物破壊の風潮の中で売却され破壊の危機にさ

らされましたが、市川量造らの尽力により破壊を免れました。昭和１１年（１９３６年）に国

宝保存法により天守５棟が国宝に指定され、昭和２５年（１９５０年）には文化財保護法によ

り旧国宝は重要文化財とみなされ、昭和２７年（１９５２年）に「松本城天守」として国宝に

指定され今日に至っています。 

(3)三の丸及び城下町 

外堀と総堀に囲まれた三の丸には上級家臣の屋敷が配置され、その外側に町人地等の城下町

が広がっていました。その後、総堀の多くと外堀の一部は埋め立てられて市街地に変貌しまし

第３章 史跡松本城の概要 

１ 史跡等の概要 
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たが、松本の街の中心地としての役割を担う中で、時代に応じた都市機能の変化を重ねてきた

ことにより、都市構造や建築物等に様々な時代の面影を感じることができます。それらの歴史

を尊重しながら、これからの時代にあった新たな役割を持つエリアを目指すべく、令和４年

（２０２２年）３月に「松本城三の丸エリアビジョン」を策定し、公民連携によるまちづくり

を進めています。 

 

(1)当初指定 指定に至る経緯 

ア 当初指定 

大正８年（１９１９年）に史蹟名勝天然紀念物保存法が公布され、長野県が県内の史跡名

勝天然記念物調査を実施し、大正１２年（１９２３年）から調査報告書を刊行しました。松

本城は、大正１２年（１９２３年）に唐澤貞治郎氏、岩崎長思氏による調査成果が「史蹟名

勝天然紀念物調査報告書第１ 輯
しゅう

」に掲載されました。 

昭和３年（１９２８年）８月には、松本城の史跡指定に関する内申が行われ、昭和５年

（１９３０年）１１月１９日付けで「松本城」が史蹟名勝天然紀念物保存法による史跡に指

定されました。戦後、昭和２５年（１９５０年）の文化財保護法の施行に伴い、史蹟名勝天

然紀念物保存法は廃止され、旧法による史跡指定は文化財保護法による指定とみなされま

した。 

なお、天守は昭和１１年（１９３６年）に国宝保存法により「松本城」として国宝（旧国

宝）に指定されました。文化財保護法により旧国宝は重要文化財とみなされ、昭和２７年

（１９５２年）に「松本城天守」として国宝に指定されました。 

イ 追加指定 

昭和４５年（１９７０年）には東総堀が、平成１９年（２００７年）には西総堀土塁跡が

それぞれ史跡松本城に追加指定されています。平成２４年度（２０１２年度）からは、南・

西外堀復元事業の推進に伴い、事業用地の追加指定に取り組んでいます。現在の史跡指定範

囲は、第２１図のとおりです。 

(ｱ) 東総堀 

東総堀は、総堀のうち水堀として残存している範囲（北西隅部分は埋め立てられていま

す。）であり、昭和５年（１９３０年）の当初指定範囲に含まれなかったものの、昭和１５

年（１９４０年）に、本丸・二の丸等と共に風致地区（松本城址地区）に指定され、景観

上の保護が図られていました。昭和４１年（１９６６年）２月に史跡追加指定の申請を行

い、昭和４２年（１９６７年）２月に長野県により、文化財保護法第７０条第１項（当時。

現在の第１０１条第１項）による史跡仮指定を受けました。昭和４２年（１９６７年）８

月に再度史跡追加指定の申請を行い、昭和４５年（１９７０年）１月に指定となりました。

当時、総堀を埋め立てて土地として利用を図るべきとの要望が市民から多く寄せられてお

２ 史跡等の指定の現状 
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り、史跡として保護を図るため、追加指定の申請に至ったものです。中心市街地に広い土

地が必要となっていたこと、松本市有地として松本市が管理していたものの、管理が不十

分であったこと等が背景にあったようです。風致地区に指定されていたことから、水面の

埋め立てが規制され、史跡指定までの間、水堀の姿をとどめていたもので、風致地区の指

定が東総堀の保存に大きな役割を果たしていました。更に、平成２８年（２０１６年）１

月に再々度の史跡追加指定の申請を行い、東総堀の水切土手が平成２９年（２０１７

年）１０月１３日に指定となりました。 

(ｲ) 西総堀土塁跡 

西総堀土塁跡は、顕在遺構として残存している３か所の総堀土塁の一つとして把握され

ていましたが、文化財指定等の保護措置が取られずにいました。平成１８年（２００６年）

に土塁の削平を伴う開発行為が予定されたことから、当時の土地所有者と協議を行い、発

掘調査を実施したところ、土塁、その西側の総堀、東側の武家地が確認されました。顕在

遺構として残存する数少ない貴重な遺構であることから、土地所有者の同意を得て、史跡

追加指定を受けたものです。追加指定後、公有地化し、西総堀土塁公園として整備し、公

開活用を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 南・西外堀 

南・西外堀は大正８年（１９１９年）から昭和初めにかけて埋め立てられ、公有地化を

進める以前は、住宅や店舗が建ち並んでいました。「松本城周辺整備報告書」、「松本城

中央公園整備計画」、「周辺整備計画」において、南・西外堀復元事業が整備項目として

第２１図 史跡松本城指定範囲 
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掲げられ、現在に至っています。「周辺整備計画」では、南・西外堀復元事業を、南側に

隣接する都市計画道路（内環状北線）拡幅整備事業と一体的に行うこととしており、平成８

年度（１９９６年度）以降、発掘調査による堀の位置の確定、それに基づく史跡指定範囲

の設定、地元権利関係者との協議を継続的に進めてきました。平成１９年度（２００７年

度）から、市として南・西外堀と内環状北線の一体的な整備に具体的に取り組むこととし、

組織整備、権利関係者への意向調査、復元事業に関する事業計画の策定等を実施しました。

平成２４年度（２０１２年度）からは、史跡として保護を図ることを目的に、権利関係者

の同意の得られた範囲から順次史跡追加指定を図り、平成２５年度（２０１３年度）から

は追加指定範囲の公有地化に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２２図 南・西外堀の範囲と史跡指定を図る範囲 
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(2)指定の状況 

ア 指定告示及び指定理由 

(ｱ) 当初指定（昭和５年（１９３０年）） 

〇文部省告示第二百二十二號 

史蹟名勝天然紀念物保存法第一條ニ依リ左ノ通指定ス 

昭和五年十一月十九日 文部大臣 田中 隆三 

第一類 

史蹟 

名稱 地名 地番 

松本城 長野縣松本市大字北

深志字二の丸 

一番イ號、一番ロ號、一番ハ號ノ一、一番ハ號四、一番ニ號、

一番ノ一、二番、三番ト號ノ四、三番ト號ノ五、三番ノ五、一

五六 

六番ノ一、一五六六番ノ二、一五六六番ノ三 

 同字二の丸跡地 三番イ號、三番ロ號ノ一、三番ロ號の二 

 同字花畑 三番ハ號一ノ二、三番ヘ號二ノ一ノ一 

 同字土井尻町 二五番 

右地域内ニ介在スル道路敷 

指定説明 

松本市ノ北部ニ位スル平城ニシテ天正年間石川康昌ノ経営ニ係リ其ノ子光長城壘ヲ修

築シテ現今ノ規模ヲ成セリト傳フ後小笠原、戸田、水野ノ諸氏在城シ享保十年戸田光慈

入城シテ子孫相継キ明治維新ニ至ル城構ハ本丸、二ノ丸、三ノ丸ヲ備ヘ本丸ハ周囲ニ城

門ヲ有スル石壁竝城濠ヲ繞ラシ西部ニ五層ノ天守閣三層ノ小天守及月見櫓ヲ有シ東南ニ

黒門阯ヲ残セリ二ノ丸ハ本丸ノ東及南ニ連リ外濠ノ見ルヘキモノアリテ三ノ丸ハ全ク市

街地トナリタルモ外濠ハ溝渠トナリテ諸所ニ遺存セリ 

指定ノ事由 

保存要目史蹟ノ部第四ニ依ル 

保存ノ要件 

公益上必要已ムヲ得サル場合ノ外現状ノ變更ハ之ヲ許可セサルコトヲ要ス 

建物ハ應急ノ修理ト雖十分ノ注意ヲ要ス 

（注：「保存要目史蹟ノ部第四」は、「古城址、城砦、防壘、古戦場、國郡廰址其ノ他政

治軍事ニ関係深キ史跡」） 
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(ｲ) 東総堀の追加指定（昭和４５年（１９７０年）） 

〇文部省告示第二号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第六十九条第一項の規定により、史跡

松本城（昭和五年文部省告示第二百二十二号）に次の表に掲げる地域を追加して指定する。 

昭和四十五年一月十七日 文部大臣 坂田 道太 

所 在 地 地 域 

長野県松本市大字

北深志丸の内 

一〇二番ノ七のうち実測一〇平方メートル、一〇四番ノイノ一のうち実測

五五平方メートル、一〇四番ノイノ二のうち実測一四平方メートル、一〇四

番ノ四、一〇四番ノ一五のうち実測九・四五平方メートル、一〇四番ノ一

六、一〇四番ノ一七、一〇四番ノ一八、一〇四番ノ一九、一〇四番ノ二一、

一〇四番ノ二二、一〇四番ノ二三、一〇四番ノ二四、一六三番ノロ 

松本市道葵馬場線道路敷のうち右の地域内に介在する部分を含む 

指定説明 

既指定地は、本丸跡、二の丸跡、外堀の一部であるが、三ノ曲輪跡東側に現存する惣

堀を追加指定するものである。 

(ｳ) 西総堀土塁跡の追加指定（平成１９年（２００７年）） 

〇文部科学省告示第十二号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定する。 

平成十九年二月六日 文部科学大臣 伊吹 文明 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省告示第二百 

二十二号及び昭和四十五年文部省告示第二号 

長野県松本市大手

二丁目 

五四番四、五五番六 

指定説明 

松本城は戦国時代から幕末まで継続して使われた信州を代表する近世城郭である。初

め、深志城と呼ばれ、甲斐の武田氏が守護小笠原氏を追放し、信濃支配の拠点としたこ

とから重要性を増すこととなった。武田氏滅亡後は北から上杉氏が、南から徳川氏が信

濃支配をめざすが、徳川氏の支援を得た小笠原氏が奪取し、城下町の経営を進めた。天

正１８年の家康の関東移封に伴い、小笠原氏に替わって豊臣系大名である石川数正が入

部し、数正・康長父子により城と城下町の建設が大きく進展した。関ヶ原の戦後は、小

笠原・戸田・松平・堀田・水野・戸田氏とめまぐるしく藩主が交代し、明治維新を迎え

る。外周に総堀をめぐらし、内側に三の丸を置く。その北寄りに外堀があり、内側が二

の丸、更にその内側の東・南・西に内堀を掘り、本丸を置く。三の丸南側の総堀のすぐ

南に女鳥羽川が総堀と並行して東から西へ流れ二重の堀としての役割を果たしていた。

本丸の西南隅には国宝松本城天守がある。松本市教育委員会は平成１１年に「周辺整備
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計画」を策定し、史跡整備を進めている。追加指定地は西総堀土塁の一部であり、開発

計画に伴い、市教育委員会が発掘調査を実施した。その結果、石川氏による築城時のも

のであると考えられるに至ったことから、追加指定を行い、保護の万全を期そうとする

ものである。 

(ｴ) 南・西外堀の追加指定（平成２５年から平成２９年（２０１３年から２０１７年）） 

○平成２５年文部科学省告示第四十六号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定する。 

平成二十五年三月二十七日 文部科学大臣 下村 博文 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省

告示第二百二十

二号、昭和四十

五年文部省告示

第二号及び平成

十九年文部科学

省告示第十二号 

長野県松本市

大手三丁目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同城西二丁目 

三番一のうち実測一一○・二二平方メートル、三

番六のうち実測四七四・二八平方メートル、三番

七のうち実測四四五・四○平方メートル、三番九

のうち実測三五六・三二平方メートル、三番一○

のうち実測六九・五九平方メートル、三番一一の

うち実測二九二・一七平方メートル、三番一二の

うち実測一○二一・三三平方メートル、三番一三

のうち実測三三二・一四平方メートル、三番二六

のうち実測九・一九平方メートル、三番二七のう

ち実測六九・三二平方メートル、三番二八のうち

実測二○・三四平方メートル、三番二九のうち実

測三四三・三六平方メートル、三番三○のうち実

測一五・三四平方メートル、三番三一のうち実測

二一二・六○平方メートル、三番三二、三番三三、

三番三四、三番三五、三番三六、三番三七、三番

三八、三番三九のうち実測三六二・七九平方メー

トル、三番四〇、三番四一、三番四二、三番四三

のうち実測七五・○七平方メートル、三番四四、

三番四五、三番四六、三番四七 

三番三のうち実測二二二七・四三平方メートル 

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定するもの

については、地域に関する実測図を長野県教育委

員会及び松本市教育委員会に備え置いて縦覧に

供する。 
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○平成２６年文部科学省告示第三十七号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定に基づ

き告示する。 

平成二十六年三月十八日 文部科学大臣 下村 博文 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省告

示第二百二十二号、

昭和四十五年文部

省告示第二号、平成

十九年文部科学省

告示第十二号及び

平成二十五年文部

科学省告示第四十

六号 

長野県松本市

大手三丁目 

 

 

同 松本市城

西二丁目 

三番七六のうち実測〇・七平方メートル、三

番七七のうち実測四・二五平方メートル、三

番七九のうち実測一・五一平方メートル、三

番九三、三番九六 

三番三、三番二五、三番三六、三番四二 

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定する

ものについては、地域に関する実測図を長野

県教育委員会及び松本市教育委員会に備え置

いて縦覧に供する。 

○平成２７年文部科学省告示第四十四号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定に基づ

き告示する。 

平成二十七年三月十日 文部科学大臣 下村 博文 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省告示第二

百二十二号、昭和四十五

年文部省告示第二号、平

成十九年文部科学省告示

第十二号、平成二十五年

文部科学省告示第四十六

号及び平成二十六年文部

科学省告示第三十七号 

長野県松本市

大手三丁目 

同 城西二丁目 

三番七五、三番七七のうち実測九八・七

〇平方メートル、三番八四、三番八五 

三番二三 

備考 一筆の土地のうち一部のみを指

定するものについては、地域に関する

実測図を長野県教育委員会及び松本市

教育委員会に備え置いて縦覧に供す

る。 
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○平成２８年文部科学省告示第三十五号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定に基づ

き告示する。 

平成二十八年三月一日 文部科学大臣 馳 浩 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省告示第二百二十二号、昭和四十

五年文部省告示第二号、平成十九年文部科学省

告示第十二号、平成二十五年文部科学省告示第

四十六号、平成二十六年文部科学省告示第三十

七号及び平成二十七年文部科学省 

示第四十四号 

長野県松本市城西 

二丁目 

三番二九 

指定説明（平成２５年度指定時） 

松本城は戦国時代から幕末まで継続して使われた信州を代表する近世城郭である。 

初め、深志城と呼ばれ、甲斐の武田氏が守護小笠原氏を追放し、信濃支配の拠点とし

たことから重要性を増すこととなった。武田氏滅亡後は、徳川氏の支援を得た小笠原氏

が回復し、城下町の経営を進めた。天正１８年（１５９０年）の家康の関東移封に伴い、

小笠原氏に替わって豊臣系大名である石川数正が入部し、数正・康長父子により城と城

下町の建設が大きく進展した。関ヶ原の戦い後は、小笠原・戸田・松平・堀田・水野・

戸田氏とめまぐるしく藩主が交代し、明治維新を迎える。外周に総堀を廻らし、内側に

三の丸を置く。その北寄りに外堀があり、内側が二の丸、更にその内側の東・南・西に

内堀を掘り、本丸を置く。三の丸南側の総堀のすぐ南に女鳥羽川が総堀と並行して東か

ら西へ流れ二重の堀としての役割を果たしていた。本丸の西南隅には国宝松本城天守が

ある。 

昭和５年に本丸と二の丸が指定され、昭和４５年に総堀、平成１９年に西総堀土塁跡

が追加指定された。松本市教育委員会は平成１１年に「周辺整備計画」を策定し、史跡

整備を進めている。追加指定地は南外堀西側と西外堀に相当する。当該地は明治２０年

（１８８７年）、長野県から松本斎産土地株式会社（堀での養魚を目的に結社）に払い

下げられ、現在も同社がほとんどの土地を所有している。大正期に至って、堀を埋め、

宅地として貸し付けることが始まり、昭和初期には大部分が宅地となったことが跡づけ

られる。平成９年、同１８年、同２０年に松本市教育委員会は南・西外堀の範囲確認の

ための調査を実施し、平成２３年度には松本市が「松本城南・西外堀復元に係る事業計

画」を策定し、幕末維新期の外堀の復元を行うこととした。外堀の三の丸側は、享保１３

年（１７２８年）の絵図に、西外堀は土坡、南外堀の西側は石垣と表現されているが、
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発掘調査の成果ともよく符合するものであった。 

今回、松本城の城郭構造を考える上で重要であり、その範囲と構造が明らかとなった。

南・西外堀の条件が整った部分を追加指定し、保護の万全を図ろうとするものである。 

（『月刊文化財』平成２５年（２０１３年）２月号（５９３号）から引用） 

(ｵ) 南・西外堀、東総堀の追加指定（平成２９年（２０１７年）） 

〇平成２９年文部科学省告示第百四十三号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定に基づ

き告示する。 

平成二十九年十月十三日 文部科学大臣 林 芳正 

上 欄 下 欄 

名称 関係告示 所在地 地域 

松本城 昭和五年文部省告示第二百

二十二号、昭和四十五年文

部省告示第二号、平成十九

年文部科学省告示第十二

号、平成二十五年文部科学

省告示第四十六号、平成二

十六年文部科学省告示第三

十七号、平成二十七年文部

科学省告示第四十四号及び

平成二十八年文部科学省告

示第三十五号 

長野県松本市大

手三丁目 

 

 

 

同 城西二丁目 

 

同 丸の内 

三番一四、三番一七のうち実測二三・七五

平方メートル、三番一八のうち実測九・五

六平方メートル、三番一九、三番七〇のう

ち実測二〇〇・三一平方メートル、三番八

〇、三番八一 

三番二〇、三番二一、三番四六、三番四九 

一六三番五、一六三番六 

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定す

るものについては、地域に関する実測図

を長野県教育委員会及び松本市教育委員

会に備え置いて縦覧に供する。 

指定説明（平成２９年指定時） 

松本城は戦国時代から幕末まで継続して使われた信州を代表する近世城郭である。 

初め、深志城と呼ばれ、甲斐の武田氏が守護小笠原氏を追放し、信濃支配の拠点とし

た。武田氏滅亡後は、徳川氏の支援を得た小笠原氏が再び入り、城下町の経営を進めた。

天正１８年（１５９０年）の家康の関東移封に伴い、小笠原氏に替わって豊臣系大名で

ある石川数正が入部し、数正・康長父子により城と城下町の建設が大きく進展した。関ヶ

原の戦い後は、小笠原・戸田・松平・堀田・水野・戸田氏とめまぐるしく藩主が交代し、

明治維新を迎える。外周に総堀を巡らし、内側に三の丸を置く。その北寄りに外堀があ

り、内側が二の丸、更にその内側の東・南・西に内堀を掘り、本丸を置く。三の丸南側

の総堀のすぐ南に女鳥羽川が総堀と並行して東から西へ流れ、二重の堀としての役割を

果たしていた。本丸の西南隅には国宝松本城天守が建つ。 

昭和５年に本丸と二の丸が指定され、昭和４５年に総堀、平成１９年に西総堀土塁跡
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が追加指定された。さらに平成２５年には、現在は埋め立てられ宅地化している南外堀

西側と西外堀について条件の整った部を追加指定し、平成２６年、平成２７年、平成２８

年と追加指定を重ねてきた。今回同地区において条件の整った部分を追加指定するとと

もに、昭和４５年に指定された総堀（東総堀は水堀部分を保存）の南橋に接し、絵図か

ら東総堀の水切土手（水持土手）が存在したと考えられる箇所を追加指定し、保護の万

全を図るものである。 

（『月刊文化財』平成２９年（２０１７年）９月号（６４７号）から引用） 

イ 国宝松本城天守の指定 

(ｱ) 旧国宝保存法による国宝指定（昭和１１年（１９３６年）） 

〇文部省告示第二百三號 

國寶保存法第一條ニヨリ左記ノ建造物ヲ國寶ニ指定ス 

昭和十一年四月二十日 文部大臣 平生 釟三郎 

名稱 構造形式 所有者 所在地 

松本城 天守 五層天守、内部六階、屋根本瓦葺 乾小天

守 三層櫓、内部四階、屋根本瓦葺渡リ櫓 二層

渡櫓、屋根本瓦葺 

辰巳附櫓 二層櫓、屋根本瓦葺 

月見櫓 單層、屋根四注造、本瓦葺 

國（文部省所管） 長野縣松本市大

字北深志字二ノ

丸 

指定理由 

松本城ハ、永正元年小笠原氏ノ支族島立右近貞永ノ創始トイフ、後武田氏ノ縄張、小

笠原貞慶ノ擴張等ヲ經テ、文禄三年石川玄蕃光長大ニ土木ノ工ヲ起シ、門、櫓ヲ作リ、

濠、石垣ヲ築キ、殿舎ヲ經營シ、天守閣ヲ造立シテ、近國ニ並ビナキ名城ト言ハルルニ

至ッタ、寛永年間、松平出羽守直政更ニ之ヲ增營シ、辰巳附櫓、月見櫓等ハ此ノ時ニ成

ルトイフ、享保十二年本丸御殿焼失、天保十三年天守閣修理、其他數次ノ補修アリ、明

治維新ニ城ハ廢サレ、明治四年兵部省ノ有ニ歸シ、五年、櫓、門、塀等ヲ公賣ニ附シテ

夫々取毀チ、僅カニ天守ノ一郭ノミ保存サレテ今日ニ及ブ、明治四十年一タビ地方有志

ノ保存修理ヲ受ケタ、當天守ハ、大小天守ヲ渡櫓ヲ以テ継グモノデ、所謂聯立式天守ノ

稀有ナル例デアリ、名古屋城天守ノ先駆ヲナスモノデアル、加之更ニ辰巳附櫓、月見櫓

ヲ加へ、ソノ構成ヲ複雑化シ、殊ニ月見櫓ヲ殿舎風造リトセルハ、姫路城西ノ丸ノ化粧

櫓ト共ニ、城郭建築中ノ異彩ト見ラル 
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(ｲ) 文化財保護法による国宝指定（昭和２７年（１９５２年）） 

〇文化財保護委員会告示第二十一号 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第一項の規定により、昭和二十七年三

月二十九日付をもつて、第一号表上欄に掲げる重要文化財を同表下欄のようにそれぞれ国

宝に指定し、及び第二号表上欄に掲げる重要文化財の一部を同表下欄のようにそれぞれ国

宝に指定した。 

昭和二十七年十月十六日 文化財保護委員会委員長 高橋誠一郎 

第一号表  

上 欄 下 欄 

建造物の部 

名称 指定告示 名称 員数 構造及び形式 所有者 所 有

者 の

住所 

所在の場所 

松本城 昭 和 十 一

年 文 部 省

告 示 第 二

百三号 

松本城天守 

天守 

乾小天守渡櫓 

辰巳附櫓月見

櫓 

五棟 五重六階、本瓦葺 

三重四階、本瓦葺 

二重二階、本瓦葺 

二重二階、本瓦葺 

一重、地下一階附、

本瓦葺 

国（文部

省所管） 

 長野県松本

市大字北深

志字二ノ丸 
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ウ 指定地の状況 

(ｱ) 土地等の所有関係と指定後の地番変更 

史跡指定範囲の現在の土地所有関係は第２３図、地目は第２４図のとおりです。また、

表３に指定範囲の地番、地目及び所有区分について、指定当時のものと現状をまとめまし

た。東総堀及び南・西外堀の一部が民有地となっているほかは、本丸・二の丸・内堀・外

堀（水堀として現存する範囲）、西総堀土塁跡は全て公有地です。令和５年（２０２３年）４

月１日現在の指定総面積（登記簿上の面積）は９３,６７５.６０平方メートルです。 

本丸全域と二の丸及び内堀の一部は国有地であり、松本市が文化庁長官宛てに国有財産

使用許可申請書を提出し、都市公園の用に供することを指定用途として無償での使用許可

を得ています。 

また、二の丸の大半と内堀の一部は長野県有地であり、長野県と松本市の間で県有財産

使用貸借契約を締結し、都市公園敷地を使用用途として使用貸借（無償での貸借）してい

ます。 

民有地は南・西外堀と東総堀南側にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２３図 史跡松本城土地所有区分図 
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(ｲ) 管理団体の指定 

昭和６年（１９３１年）１月２８日付けで、史蹟名勝天然紀念物保存法第５条第１項の

規定により、松本市は史跡松本城の管理者に指定されています。昭和２５年（１９５０年）

の文化財保護法施行に伴い、「史跡名勝天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する

規則」により、引き続き管理者として指定されました。更に、昭和２９年（１９５４年）

の文化財保護法の改正に伴い、この規則が廃止され、現在は文化財保護法第１１３条第１

項の規定による指定を受けた管理団体となっています。 

(ｳ) 公有地化の経緯 

当初指定範囲は、指定当時の民有地部分（内堀及び二の丸北西部（外堀及びその南側、

若宮
わかみや

八幡社
はちまんしゃ

跡）、太鼓門東側土橋北側の外堀の一部）を昭和２３年（１９４８年）及び昭

和３２年（１９５７年）に公有地化し、全域が公有地（国・長野県・松本市）となってい

ます。また、二の丸御殿跡（旧地方裁判所跡地）については、昭和５０年度（１９７５年

度）に松本市が長野県から取得しています。追加指定範囲のうち、東総堀は史跡指定前の

昭和２５年（１９５０年）に国から松本市へ払下げとなりました。西側石垣上に民有地が

ありましたが、その一部を、平成５年度（１９９３年度）に松本市が取得しています。西

総堀土塁跡は、指定後に松本市が取得しています。南・西外堀については、関係権利者の

同意の得られた箇所から順次公有地化を進めています。 

  

第２４図 史跡松本城地目別区分図 
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表３ 史跡指定地地籍一覧表 
史跡指定当初登記情報  現時点登記情報   

昭和5年11月19日告示時点  平成28年4月1日現在 
備考 

所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡)  所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

二の丸 

1-ｲ 国有地 宅地 6,329.04 

 

丸の内 

1-4 市有地 宅地 5,414.12 
昭和40年9月1日 

昭和61年7月4日 

住居表示整備に伴い所在変更 

1-4、1-5に分筆 

地目変更による少数切捨 
 

1-5 市有地 池沼 914.00 

1-ﾛ 民有地 池沼 297.00  1-ﾛ 市有地 池沼 297.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1-ﾊ-1 県有地 学校用地 2,132.00 

 

1-3 県有地 宅地 21,951.00 

昭和23年4月1日 

昭和40年9月1日 

昭和50年3月3日 

昭和50年3月10日 

1-3に変更 

住居表示整備に伴い所在変更 

3-17,3-18,3-19を合筆 

錯誤(地積 21,951.00㎡) 

1-ﾊ-4 国有地 学校用地 211.00  1-ﾊ-4 国有地 学校用地 211.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1-ﾆ 民有地 池沼 578.00  1-2 市有地 池沼 578.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1-1 国有地 宅地 901.15  1-1 国有地 宅地 901.15 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

2 国有地 雑種地 18,307.00  2 国有地 雑種地 18,307.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

3-ﾄ-4 民有地 池沼 3,021.00  3-ﾄ-4 市有地 池沼 3,021.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

3-ﾄ-5 民有地 宅地 753.58 
 

3-8 市有地 宅地 753.58 
昭和32年10月10日 

昭和40年9月1日 

3-8に変更 

住居表示整備に伴い所在変更 

3-5 民有地 池沼 462.00  3-5 市有地 池沼 462.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1566-1 国有地 池沼 4,003.00  1566-1 国有地 池沼 4,003.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1566-2 国有地 池沼 1,606.00  1566-2 国有地 池沼 1,606.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

1566-3 国有地 池沼 1,590.00  1566-3 国有地 池沼 1,590.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

二の丸跡地 

3-ｲ 県有地 学校用地 5,259.00 

 

    

昭和23年4月1日 

昭和40年9月1日 

昭和50年3月3日 

3-17に変更 

住所表示整備に伴い所在変更 

1-3に合筆 

3-ﾛ-1 県有地 学校用地 11,126.00 

 

    

昭和23年4月1日 

昭和40年9月1日 

昭和50年3月3日 

3-18に変更 

住居表示整備に伴い所在変更 

1-3に合筆 

3-ﾛ-2 県有地 学校用地 3,434.00 

 

    

昭和23年4月1日 

昭和40年9月1日 

昭和50年3月3日 

3-19に変更 

住居表示整備に伴い所在変更 

1-3に合筆 

花畑 
3-ﾊ-1-2 市有地 宅地 1,158.01  3-ﾊ-1-2 市有地 宅地 1,158.01 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

3-ﾍ-2-1-1 民有地 池沼 13,699.00  3-ﾍ-2-1-1 市有地 池沼 13,699.00 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

土井尻町 25 市有地 宅地 402.90  25 市有地 宅地 402.90 昭和40年9月1日 住居表示整備に伴い所在変更 

 小計   75,269.68   小計   75,268.76   

 
昭和45年1月17日告示時点  平成28年4月1日現在 

備考 
所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡)  所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

丸の内 

102-7の内 民有地 宅地 10.00  

丸の内 

102-7の内 民有地 宅地 10.00 平成3年12月9日 102-7,102-13に分筆 

104-ｲ-1の内 民有地 宅地 55.00  104-ｲ-1の内 民有地 宅地 55.00   

104-ｲ-2の内 民有地 宅地 14.00  104-ｲ-2の内 民有地 宅地 14.00   

104-4 民有地 宅地 33.05 

 104-27 市有地 宅地 4.35 平成3年7月25日 

平成4年6月8日 

平成6年7月12日 

104-4,104-27に分筆 

104-1に合筆 

104-1,104-32に分筆 

 104-1の内 民有地 宅地 
28.70 

 104-32の内 市有地 宅地 

104-15の内 市有地 宅地 9.45  104-15の内 市有地 宅地 9.45   

104-16 市有地 宅地 23.96 104-16 市有地 宅地 23.96   

104-17 民有地 宅地 46.90 
 104-17 民有地 宅地 18.80 

昭和45年5月2日 104-17,104-25に分筆 
 104-25 市有地 宅地 28.10 

104-18 民有地 宅地 9.42  104-18 民有地 宅地 9.42   

104-19 民有地 宅地 16-46  104-19 民有地 宅地 16.46   

104-21 民有地 宅地 6.14  104-21 民有地 宅地 6.14   

104-22 民有地 宅地 6.61  104-22 民有地 宅地 6.61   

104-23 民有地 宅地 18.71 

 104-28 市有地 宅地 5.27 
平成4年7月6日 

平成6年7月12日 

平成6年7月12日 

平成8年4月18日 

104-23,104-28に分筆 

錯誤(地積 21.90㎡) 

104-23,104-29,104-30に分筆 

101-6に合筆 

地目変更による少数切捨 

 104-29 市有地 池沼 17.00 

 101-30の内 民有地 宅地 0.11 

 
101-6の内 民有地 宅地 4.30 

104-24 民有地 宅地 18.18 
 104-24 民有地 宅地 5.45 

平成6年3月30日 
錯誤(地積 19.83㎡) 

104-24,104-31に分筆  104-31 市有地 宅地 14.38 

163-ﾛ 市有地 井溝 7,699.00  163-ﾛ 市有地 井溝 7,699.00   

 小計   7,966.88   小計   7,976.50   

 累計   83,236.56   累計   83,245.26   

 
平成19年2月6日告示時点  平成28年4月1日現在 

備考 
所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡)  所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

大手二丁目 
54-4 民有地 宅地 394.50  

大手二丁目 
54-4 市有地 宅地 394.50   

55-6 民有地 宅地 284.98  55-6 市有地 宅地 284.98   

 小計   679.48   小計   679.48   

 累計   83,916.04   累計   83,924.74   
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史跡指定当初登記情報  現時点登記情報  

平成25年3月27日告示時点  平成28年4月1日現在 
備考 

所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡)  所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

大手三丁目 

3-1の内 民有地 宅地 110.22  

大手三丁目 

3-1 民有地 宅地 44.81 

平成25年6月27日 

告示時点各地番を合筆 

現在の各地番分筆 

合筆、分筆による少数点第3位 

以下の扱いの差により0.51㎡

増 

3-6の内 民有地 宅地 474.28  3-54の内 民有地 宅地 73.90 

3-7の内 民有地 宅地 445.40  3-55 市有地 宅地 511.76 

3-9の内 民有地 宅地 356.32  3-56の内 市有地 宅地 31.96 

3-10の内 民有地 宅地 69.59  3-57の内 民有地 宅地 152.63 

3-11の内 民有地 宅地 292.17  3-58の内 民有地 宅地 147.47 

3-12の内 民有地 宅地 1,021.33  3-59の内 民有地 宅地 240.27 

3-13の内 民有地 宅地 332.14  3-60 市有地 宅地 90.96 

3-26の内 民有地 宅地 9.19  3-61の内 民有地 宅地 93.48 

3-27の内 民有地 宅地 69.32  3-62の内 民有地 宅地 47.09 

3-28の内 民有地 宅地 20.34  3-63の内 市有地 宅地 161.55 

3-29の内 民有地 宅地 343.36  3-64の内 市有地 宅地 153.08 

3-30の内 民有地 宅地 15.34  3-65 市有地 宅地 85.98 

3-31の内 民有地 宅地 212.60  3-66 市有地 宅地 47.85 

3-32 民有地 宅地 4.57  3-67の内 市有地 宅地 47.72 

3-33 民有地 宅地 31.47  3-68の内 民有地 宅地 97.03 

3-34 民有地 宅地 53.26  3-69の内 市有地 宅地 132.62 

3-35 民有地 宅地 179.04  3-71の内 民有地 宅地 100.59 

3-36 民有地 宅地 13.23  3-72の内 民有地 宅地 10.66 

3-37 民有地 宅地 33.72  3-73 民有地 宅地 75.07 

3-38 民有地 宅地 18.82  3-74の内 民有地 宅地 212.96 

3-39の内 民有地 宅地 362.79  3-76の内 民有地 宅地 196.93 

3-40 民有地 宅地 16.80  3-77の内 民有地 宅地 180.01 

3-41 民有地 宅地 26.71  3-79の内 民有地 宅地 102.15 

3-42 民有地 宅地 17.15  3-82 市有地 宅地 248.91 

3-43の内 民有地 宅地 75.07  3-83 市有地 宅地 145.80 

3-44 民有地 宅地 276.90  3-86 市有地 宅地 147.45 

3-45 民有地 宅地 12.27  3-87 市有地 宅地 93.06 

3-46 民有地 宅地 64.47  3-88 民有地 宅地 110.23 

3-47 民有地 宅地 66.12  3-89 市有地 宅地 55.57 

 

 3-90 民有地 宅地 58.07 

 3-91 市有地 宅地 224.29 

 3-92 民有地 宅地 107.24 

 3-94 市有地 宅地 55.05 

 3-95 市有地 宅地 56.50 

 3-97 市有地 宅地 79.46 

 3-98 民有地 宅地 604.34 

城西二丁目 3-3の内 民有地 宅地 2,227.43 

 

城西二丁目 

3-22 市有地 宅地 111.96 

平成25年6月27日 3-3から分筆 

 3-24 市有地 宅地 192.54 

 3-26 市有地 宅地 108.71 

 3-27 民有地 宅地 71.73 

 3-28 民有地 宅地 0.30 

 3-30 民有地 宅地 91.79 

 3-31 民有地 宅地 126.43 

 3-32 民有地 宅地 133.56 

 3-33 民有地 宅地 233.24 

 3-34 民有地 宅地 8.69 

 3-35 民有地 宅地 120.55 

 3-37 民有地 宅地 8.03 

 3-38 民有地 宅地 109.85 

 3-39 民有地 宅地 101.15 

 3-40 民有地 宅地 195.23 

 3-41 民有地 宅地 2.58 

 3-43 市有地 宅地 71.82 

 3-44 民有地 宅地 96.34 

 3-45 民有地 宅地 68.78 

 3-47 市有地 宅地 127.17 

 3-48 民有地 宅地 246.98 

 小計   7,251.42   小計   7,251.93   

 累計   91,167.46   累計   91,176.67   
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史跡指定当初登記情報 現時点登記情報   

平成26年3月18日告示時点 平成28年4月1日時点 
備考 

所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

大手三丁目 

3-76の内 民有地 宅地 0.70 

大手三丁目 

3-76の内 民有地 宅地 0.70 

  

3-77の内 民有地 宅地 4.25 3-77の内 民有地 宅地 4.25 

3-79の内 民有地 宅地 1.51 3-79の内 民有地 宅地 1.51 

3-93 民有地 宅地 77.77 3-93 市有地 宅地 77.77 

3-96 民有地 宅地 192.82 3-96 市有地 宅地 192.82 

城西二丁目 

3-3 民有地 宅地 107.50 

城西二丁目 

3-3 民有地 宅地 107.50 

  
3-25 民有地 宅地 183.60 3-25 民有地 宅地 183.60 

3-36 民有地 宅地 85.69 3-36 民有地 宅地 85.69 

3-42 民有地 宅地 84.74 3-42 市有地 宅地 84.74 

 小計   738.58  小計   738.58   

 累計   91,906.04  累計   91,915.25   

 
平成27年3月10日告示時点 平成28年4月1日時点 

備考 
所在 地番 所区分 地目 地積(㎡) 所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

大手三丁目 

3-75 民有地 宅地 107.93 

大手三丁目 

3-75 民有地 宅地 107.93 

  
3-78の内 民有地 宅地 98.70 3-78の内 民有地 宅地 98.70 

3-84 民有地 宅地 153.79 3-84 民有地 宅地 153.79 

3-85 民有地 宅地 154.47 3-85 民有地 宅地 154.47 

城西二丁目 3-23 民有地 宅地 277.74 城西二丁目 3-23 民有地 宅地 277.74   

 小計   792.63  小計   792.63   

 累計   92,880.30  累計   92,707.88   

 
平成28年3月1日告示時点 平成28年4月1日時点 

備考 
所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

城西二丁目 3-29 民有地 宅地 181.63 城西二丁目 3-29 民有地 宅地 181.63   

 小計   181.63  小計   181.63   

 累計   92,880.30  累計   92,889.51   

 
平成29年10月13日告示時点 令和5年4月1日時点 

備考 
所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 所在 地番 所有区分 地目 地積(㎡) 

大手三丁目 

3-14 市有地 池沼 3.30 

大手三丁目 

3-14   3.30 

  

3-17 市有地 公衆用道路 23.75 3-17   23.75 

3-18 市有地 公衆用道路 9.56 3-18   9.56 

3-19 市有地 公衆用道路 3.30 3-19   3.30 

3-70 民有地 宅地 200.31 3-70   200.31 

3-80 市有地 宅地 2.16 3-80   2.16 

3-81 市有地 宅地 3.53 3-81   3.53 

城西二丁目 

3-20 市有地 公衆用道路 29.00 

城西二丁目 

3-20   29.00 

  
3-21 市有地 公衆用道路 62.00 3-21   62.00 

3-46 民有地 宅地 118.08 3-46   118.08 

3-49 市有地 公衆用道路 0.04 3-49   0.04 

丸の内 
163-5 民有地 宅地 178.28 

丸の内 
163-5   178.28 

  
163-6 民有地 宅地 152.78 163-6   152.78 

 小計   786.09  小計   786.09   

 累計   93,666.39  累計   93,675.60   
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(3)調査と保存整備の経過 

ア 発掘調査 

史跡指定範囲内では、史跡整備事業に伴う発掘調査、現状変更に先立つ試掘調査がこれま

で実施されています。また、周知の埋蔵文化財包蔵地として松本城の範囲（総堀を含む。）

までを「松本城跡」、松本城下町の範囲を「松本城下町跡」としており、史跡指定地外の松

本城三の丸、松本城下町の範囲内における開発行為等に伴い、武家地跡、町屋跡、堀跡等の

記録保存のための発掘調査が実施されています。史跡指定範囲を含む松本城跡内でのこれ

までの発掘調査地点を第２５図に、概要を表４に示しました。 

 

  

第２５図 松本城発掘調査地点位置図 
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表４ 松本城跡の発掘調査履歴 
№ 年度 調査地 調査場所 指定 発掘次 調査原因 報告書 特記事項 

1 S54 

二の丸 二の丸御殿跡 史 二の丸1 
史跡整備事業 

(二の丸御殿跡公園整備) 
松本城二の丸御殿跡 

御殿跡の礎石列を確認 

2 S55 御殿の各部屋を確認 

3 S56 推定部屋割りの表示、北東隅 櫓
やぐら

の調査

実施 

4 S57 建物跡等の測量を実施 

5 S58 土塁調査・遺物整理 

6 S59 
東外堀埋め立て部分のトレンチ調査等

を実施 

7 S61 二の丸 南隅櫓跡付近 史 二の丸2 
公園施設改修 

(電話ボックス改修) 
史跡松本城南隅櫓跡付近 櫓に関する遺構は確認できず。 

8 S61 総堀 西不明門付近 ―  
周辺整備(地方事務所・保

健所跡地整備) 
  

9 S61 外堀 西外堀 ― 西外堀1 
道路改良 

(市道排水路工事) 
  

10 
S62 

-63 
本丸 黒門 史 本丸1・2 

史跡整備事業(黒門枡形二

の門復原整備) 

史跡松本城本丸黒門枡形二

の門・同袖塀復元工事報告書
枡形内の整地面を確認 

11 S63 外堀 北外堀 史 外堀1 
道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 
史跡松本城北外堀外側土塁 

近代石垣裏側から18C前半以降の石積

み、堀幅を確認 

12 S63 三の丸 西馬出 ― 西馬出1 
官公署改築 

(松本税務署改築) 
 

部分的なトレンチ調査ながら堀を埋め

た部分と見られる有機物堆積範囲を確

認 

13 H1 三の丸 葵馬場 ― 
三の丸葵馬

場1 

道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 
  

14 H3 外堀 北外堀 史 外堀2 
道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 

史跡松本城東総堀土塁・北外

堀外側土塁 
 

15 H3 三の丸 地蔵清水井戸 ― 
地蔵清水井

戸 

道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 
地蔵清水井戸跡 

絵図等のとおり二つ並んだ形で井戸跡

を確認 

16 H3 三の丸 土居尻 ― 土居尻1 
駐車場建設 

(大手門駐車場建設) 
松本城三の丸跡 

上級武士屋敷跡（宇野氏）の調査、水道

施設として木樋・竹管等を確認 

17 H3 三の丸 西馬出 ― 西馬出2 
官公署移築 

(丸の内消防署移築) 
松本市城西西馬出遺跡  

18 H3 三の丸 作事所 ― 作事所1 
道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 
  

19 H3 三の丸 柳町 ― 柳町1 
官公署増築 

(市役所東庁舎別棟新築) 
  

20 H3 二の丸 南側・西側一帯 史 二の丸3 
イベント 

(松本城400年まつり) 
 

トレンチ調査、八千俵蔵の礎石他を確

認、旧制松本中学校校舎により大きく攪

乱される。 

21 
H2 

-3 
二の丸 太鼓門 史 二の丸4 

史跡整備事業 

(太鼓門石垣改修) 
史跡松本城太鼓門枡形 

礎石他の遺構を確認、台上は遺構なし、

門復元のデータを得る。 

22 H3 総堀 東総堀 史  
道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 

史跡松本城東総堀土塁・北外

堀外側土塁 

堀際から先の尖った木杭列を確認、総堀

の幅の根拠を得る。 

23 H4 本丸 本丸 史 本丸3 
管理施設建替 

(管理事務所改築) 
 

現地表下13㎝から通路の三和土面を確

認 

24 H4 三の丸 作事所 ― 作事所2 児童遊園跡トイレ移築   

25 H4 総堀 北総堀土塁 ― 総堀1 
道路改良 

(市道宮新上金井線改良) 
  

26 H4 二の丸 二の丸 史 二の丸5 
イベント 

(松本城400年まつり) 
  

27 H8 三の丸 小柳町 ― 小柳町1 商業施設(映画館建設)   

28 H8 外堀 南外堀 ― 外堀3 
確認調査 

(堀範囲確認調査) 
 

南外堀三の丸側の位置、石垣残存状況を

確認 

29 H11 総堀 西総堀土塁 史 総堀2 
道路改良 

(市道西堀線改良) 
  

30 
H12 

—13 
三の丸 土居尻 ― 土居尻2 

公共施設 

(中央地区公民館他建設) 
  

31 H13 外堀 北外堀 史 外堀4 史跡整備事業(石垣改修)   

32 H13 外堀 北外堀 史 外堀5 史跡整備事業(石垣改修)   

33 H14 二の丸 東北隅櫓及び土塀 史  
史跡整備事業 

(二の丸土塀・隅櫓確認) 
史跡松本城二の丸土塀跡 

土塁上部は削平されていたが、基部を確

認。また、築城以前の遺構を確認 

34 
H14 

—15 
二の丸 東北隅櫓及び土塀 史 二の丸6 

史跡整備事業 

(二の丸土塀・隅櫓確認) 
史跡松本城二の丸土塀跡 

土塁上部は削平されていたが、基部を確

認。また、築城以前の遺構を確認 

35 H15 三の丸 土居尻 ― 土居尻3 民間開発(事務所改築)   

36 H15 三の丸 柳町 ― 柳町2 民間開発(事務所兼住宅)   

37 H15 総堀 東総堀 史  史跡整備事業(石垣改修) 史跡松本城総堀跡  

38 H15 三の丸 土居尻 ― 土居尻4 民間開発(事務所兼住宅)   

39 H16 総堀 東総堀 史  
史跡修復事業 

(石垣崩落・孕み出し) 
史跡松本城総堀跡  

40 H16 二の丸 東北隅櫓及び土塀 史 二の丸7 史跡整備事業 

(二の丸土塀・隅櫓確認) 
史跡松本城二の丸土塀跡 

土塁上部は削平されていたが、基部を確

認。また、築城以前の遺構を確認 41 H17 二の丸 東北隅櫓及び土塀 史 二の丸8 

42 H17 三の丸 大名町 ― 大名町1 民間開発(店舗建設) 松本城三の丸跡大名町第1次 
築城以前と見られる大規模な溝(堀)を

確認 
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№ 年度 調査地 調査場所 指定 発掘次 調査原因 報告書 特記事項 

43 H18 総堀 西総堀土塁 ― 西総堀土塁1 史跡整備事業 史跡松本城西総堀土塁跡 確認調査 

44 H18 内堀 南内堀 史 二の丸内堀1 史跡整備事業   

45 H18 外堀 南外堀 ― 南外堀2 史跡整備事業   

46 H18 捨堀 捨堀土塁 ― 捨堀土塁1 地区公民館建設   

47 H18 総堀 東総堀土塁 ―  民間開発(個人住宅)   

48 H18 三の丸 小柳町 ― 小柳町2 民間開発(共同住宅) 松本城三の丸跡小柳町 
中級武士の屋敷跡、下層には深志城時代

の泥町遺構か。 

49 H19 外堀 西外堀 ― 西外堀2 史跡整備事業   

50 H20 総堀 西総堀土塁 ― 西総堀土塁2 
史跡整備事業 

(史跡公園整備) 
史跡松本城西総堀土塁跡 

西側総堀に唯一残る土塁遺構、総堀の尖

状木杭列も確認、成果をもとに整備 

51 H20 内堀 西内堀 史 内堀2 石垣修理事業   

52 H20 三の丸 土居尻 ―  民間店舗兼共同住宅   

53 H23 三の丸 柳町 ― 柳町3 
公共施設（東庁舎太陽光発

電設置工事） 
  

54 H24 三の丸 大手門枡形 ―  保存を前提とした調査 松本城大手門枡形跡  

55 
H22 

—26 
二の丸 

二の丸御殿跡西側内

堀東面石垣 
史  石垣修理事業 

史跡松本城二の丸御殿跡西

側内堀東面石垣 
 

56 H24 本丸 埋門南側石垣 史  石垣修理事業 史跡松本城埋門南側石垣  

57 H24 三の丸 小柳町 ― 小柳町3 民間開発(共同住宅)   

58 H26 三の丸 土居尻 ― 土居尻5 

南・西外堀復元及び事業、

内環状北線整備事業代替

地 

  

59 H27 三の丸 土居尻 ― 土居尻6 
南西外堀復元事業及び、内

環状北線整備事業代替地 
  

60 H27 三の丸 土居尻 ― 土居尻7 
内環状北線整備事業代替

地 
  

61 H28 三の丸 柳町 ― 柳町4 市庁舎発電用施設設置   

62 H28 三の丸 土居尻 ― 土居尻8 内環状北線整備事業   

63 
H28 

—29 
三の丸 土居尻 ― 土居尻9 内環状北線整備事業  

外堀から総堀へ引水する松本城の石組

水路遺構を検出 

64 
H28 

—29 
三の丸 土居尻 ― 土居尻10 

南西外堀復元事業及び、内

環状北線整備事業代替地 
  

65 
H28 

—30 
本丸 北裏門東側門台 史  石垣修理事業 

史跡松本城北裏門東側門台

石垣 
 

66 H29 三の丸 柳町 ― 柳町5 市庁舎仮設庁舎   

67 H29 二の丸 西外堀土塁 史 西外堀3 史跡整備事業 
史跡松本城南・西外堀跡試掘

調査報告書 

土塁状の突き固めた人為的な盛土を確

認 

68 H29 二の丸 南外堀土塁 史 南外堀3 史跡整備事業  
2ｍ以上の版築された人為的な盛土を検

出 

69 H30 三の丸 大名町 ― 大名町2 内環状北線整備事業   

70 H30 三の丸 西不明門 ― 西不明門1 
南西外堀復元事業及び内

環状北線整備事業代替地 
 近年の攪乱により門遺構は未検出 

71 H30 二の丸 西外堀土塁 史 西外堀4 史跡整備事業  
土塁状の盛土を確認。盛土からは松本城

築城以前の時期の陶磁器が出土 

72 R1 三の丸 土居尻 ― 土居尻11 内環状北線整備事業  
流路跡から大量の笹塔婆やこけら経出

土 

73 R1 三の丸 大名町 ― 大名町3 基幹博物館建設  近世上級武家屋敷や庭の池跡を確認 

74 R1—2 三の丸 柳町 ― 柳町6 市役所拡充代替地  
北総堀土塁構築土、また深志城期である

泥町遺構を確認 

75 R2 三の丸 土居尻 ― 土居尻12 
南西外堀復元事業及び、内

環状北線整備事業代替地 
  

76 R2 三の丸 土居尻 ― 土居尻13 内環状北線整備事業   

77 R2 三の丸 北門 ―  市役所建設代替地   

78 R2 総堀 東総堀 史  災害復旧   

79 R2 本丸 天守台 史  天守耐震対策事業   

80 R2-3 三の丸 柳町 ―  市役所拡充代替地  
中世の市辻・泥町の痕跡と見られる柱穴

や荷札木簡等を確認 

81 R3 本丸 本丸 史 本丸4 
防災設備設置に先立つ試

掘 
  

82 R3 外堀 南外堀 史 南外堀4 史跡整備事業  
外堀の二の丸側の境界及び木杭列を確

認 

83 R3 三の丸 土居尻 ― 土居尻14 内環状北線整備事業   

84 R3-4 
三の丸・

西総堀 
土居尻 ― 土居尻15 

南外堀復元事業及び、内環

状北線整備事業代替地 
  

85 R4 外堀 南外堀 史 南外堀5 史跡整備事業   

86 R4 三の丸 土居尻 ― 土居尻16 内環状北線整備事業   

87 R4 二の丸 
古山寺御殿及び二の

丸土塁 
史 二の丸9 博物館解体事業   

88 R5 外堀 南外堀 史 南外堀6 史跡整備事業   

89 R5 外堀 西外堀 史 西外堀5 史跡整備事業   

90 R5 本丸 本丸 史 本丸5    
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イ 保存整備の経過 

明治維新とその後の近代の土地利用の中で、松本城は往時の姿の多くを失いました。松本

城本丸及び二の丸は、明治から昭和にかけて旧制中学校及び裁判所敷地として利用されま

した。旧制松本中学校が昭和１０年（１９３５年）に移転した後、本丸及び二の丸は公園と

して利用されましたが、第二次世界大戦の影響もあり、本格的な整備は行われませんでした。

天守については、明治３６年から大正２年（１９０３年から１９１３年）にかけて修理が行

われました。 

戦後、昭和２５年から３０年（１９５０年から１９５５年）にかけて天守の解体修理が行

われ、本丸の石垣修理等も実施されました。また、本丸・二の丸とも園路・便益施設・植栽

等の公園整備が昭和３１年（１９５６年）までに行われ、現在の本丸・二の丸の基本的な姿

が形成されました。公園整備は、昭和２７年度（１９５２年度）に加藤誠平東京大学助教授

（当時）に設計を委託し、加藤氏及び前野淳一郎同大学助手（当時）により設計されていま

す（図版１７）。本丸庭園・二の丸の公園とも加藤氏による設計に松本市土木課（当時）が

修正を加えた上で施工されており（図版１８）、本丸庭園は、加藤氏による設計にほぼ基づ

いていますが、二の丸は設計からかなり変更されています。 

昭和４１年（１９６６年）には、旧松本市立博物館（当時は日本民俗資料館）の建設に際

し、文化庁（当時は文化財保護委員会）から史跡としての整備の将来計画を作成するよう指

導を受け、将来計画を作成しました。 

また、松本城西側に高層マンションが建設されたことを契機に、松本城及びその周辺の景

観保護を中心とした検討が行われ、昭和４８年（１９７３年）に「松本城周辺整備報告書」

としてまとめられました。この報告に基づき、松本城周辺建物の高度規制が始まり、松本城

を中心とした歴史的景観の保護が図られるようになりました。 

一方で、市街地にある公園としての利用を前提とした整備が先行して行われた結果、噴水

等の史跡にそぐわない構造物等が設けられました。これらを改めると同時に、失われた遺構

の顕在化（復元）を目的とした「松本城中央公園整備計画」が昭和５２年（１９７７年）に

策定されました。これに基づき、噴水や史跡指定地外ですが児童遊園等、史跡にそぐわない

構造物等の撤去が行われるとともに、二の丸御殿跡に置かれていた地方裁判所の移転に伴

う二の丸御殿跡の整備（発掘調査及び平面表示、周辺の石垣・土坡の修理等）、黒門二の門

及び袖塀の復元、太鼓門枡形及び太鼓門の復元等が計画的に実施されました。 

太鼓門が平成１１年（１９９９年）に復元され、その後の史跡整備の基本計画として「周

辺整備計画」が同年に策定されました。 

以上のように、これまでの松本城の保存整備については、①明治維新や近代以降の土地利

用に伴う改変箇所の整備、失われた遺構の顕在化、②昭和３０年代に行われた公園整備のう

ち、史跡にそぐわないものの除却、③き損箇所の修理について、整備計画に基づき実施し、

現在に至っています（表５）。 
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表５ 史跡松本城 城郭整備（公園整備を含む。）の経過 

年度 種別 場所 件  名 内  容 

明治初年 建物保存 本丸 天守保存 市川量造の尽力により天守は破却を免れる。 

明治３６～大正２ 建物修理 本丸 天守修理 小林有也らの尽力による天守の修理（明治の大修理） 

昭和２５～３０ 建物修理 本丸 天守解体修理 国直轄の解体修理第一号（昭和の大修理） 

昭和２５～３０ 遺構立面 本丸 天守台他石垣修復 天守解体修理に伴うもの（本丸南側石垣） 

昭和２５～３０ 堀復元 内堀 内堀一部復元 黒門石垣復旧の際、周辺の埋められていた内堀を復元 

昭和２８ 石垣復元 本丸 黒門石垣復元 明治期に一部崩されていた東石垣を復元 

昭和２８～３１ 公園整備 
本丸・ 

二の丸 
本丸・二の丸の公園整備 

加藤誠平による設計を基に松本市土木課が設計、施工

内堀外周石垣、北外堀三の丸側土坡の改変 

昭和３０ その他 本丸 埋橋架橋 
二の丸から埋門への橋を建設（史実に基づいたもので

はない。） 

昭和３５ 建物復興 本丸 黒門復興 名古屋城を参考に市民からの多くの寄付を得て復興 

昭和４２～４４ 石垣復元 二の丸 太鼓門門台石垣復元 根石を確認し、北門台の一部、南門台の裏側一部を復元

昭和４４ 石垣修理 二の丸 若宮八幡跡地石垣修理 コンクリートになっていた同石垣を旧規に修理 

昭和４４ 石垣修理 本丸 
本丸北外堀南面石垣・埋

門北側石垣 
経年劣化等により崩落のおそれの生じた石垣を修理 

昭和４５ 石垣修理 本丸 北門土橋石垣修理 経年劣化等により崩落のおそれの生じた石垣を修理 

昭和４７ 石垣修理 本丸 埋門北側石垣修理 経年劣化等により崩落した石垣を修理 

昭和４９ 石垣修理 総堀 総堀西面石垣修理 崩落した石垣（近代に付加された石垣）を修理 

昭和５４～６０ 平面表示 二の丸 二の丸御殿跡整備 裁判所移転後発掘調査実施、成果を平面復元 

昭和５４・５５ 石垣復元 二の丸 太鼓門北門台石垣復元 二の丸御殿跡整備と合わせて、北門台石垣を復元 

昭和５８ 堀復元 二の丸 東外堀復元 
二の丸御殿跡整備と合わせて、埋められていた堀を復

元 

昭和６３ 建物復元 本丸 
黒門枡形二の門・袖塀復

元 
発掘調査により基礎確認 

平成元 建物復元 二の丸 二の丸裏御門橋復元 土橋を撤去し、木橋を復元 

平成２～３ 石垣復元 二の丸 太鼓門門台石垣復元 南門台石垣の高さ決定、門復元の前段階 

平成元～３ 
土坡・石

垣整備 
外堀 

本丸北外堀北面土坡・石

垣整備 

本丸北外堀北側の市道改良事業に合わせて、土坡及び

石垣を整備 

平成８～１１ 建物復元 二の丸 太鼓門復元 一の門、二の門を復元（太鼓櫓は復元できず。） 

平成１４ 石垣修理 外堀 東外堀東面石垣修理 ケヤキの成長により崩落のおそれの生じた石垣を修理 

平成１５～１６ 石垣修理 総堀 東総堀西側石垣修理 経年劣化により崩落のおそれの生じた石垣を修理 

平成１８～２０ 
遺構立面

遺構平面 
三の丸 西総堀土塁整備 

個人宅に残されていた土塁を発掘調査成果に基づき復

元整備、あわせて隣接する武家屋敷地を平面表示 

平成２０ 石垣修理 二の丸 内堀（埋橋南）石垣修理 経年劣化により崩落のおそれの生じた石垣を修理 

平成２２～２６ 石垣修理 二の丸 
二の丸御殿跡西側内堀東

面石垣 

石垣上に成長したケヤキの影響、経年劣化により崩落

のおそれの生じた石垣を修理 

平成２４～２６ 石垣修理 本丸 埋門南側石垣修理 地震により被害を受けた石垣の修理（災害復旧） 

平成２７～令和２ 石垣修理 本丸 本丸北外堀南面石垣 本丸北裏門東側部分の石垣（門台）の解体工事 

平成２９ 建物修理 本丸 黒門改修 
経年劣化が進む黒門一の門の屋根瓦葺替え、石垣破損

箇所の応急処置、桟梁の補強等 

平成２９ 遺構表示 史跡内 松本城ＶＲ作成配信 
松本城の往時の姿をＶＲ（バーチャルリアリティ）映像

で再現し、情報端末向けに配信 

平成３０ 堀整備 東総堀 東総堀史跡指定地整備 表土流出防止のための盛土・芝生貼と排水路の補修 

令和２ 堀修理 東総堀 東総堀災害復旧 台風１９号により崩落した石垣の一部を修理 

令和２ 堀整備 内堀 堀浄化対策 松本城の堀に適した浚渫
しゅんせつ

工法選定のための浚渫工事

（実証実験） 

令和３～ 建物修理 二の丸 太鼓門耐震対策 太鼓門（一の門、二の門、袖塀）の耐震補強工事 
  



 

60 

 

(4)史跡松本城の特性 

史跡松本城の保存・活用・整備を検討する上で、考慮すべき特性は以下のとおりです。 

ア 史跡と共に保存・活用を図るべき天守が現存していること 

松本城は明治維新の際、門、櫓を始め多くを失いましたが、市民の努力により五重六階の

天守が現存し、国宝に指定されています。天守を中心に石垣などの遺構が良好に現存し、近

世城郭の姿を良くとどめ、往時の姿を現在に伝えており、天守（建造物）と史跡の一体的な

保存・活用及び整備を図る必要があります。一方で、天守がその中心となりがちであり、史

跡としての価値の伝達、活用が不十分です。 

イ 中心市街地に位置し、史跡とともに都市公園であること 

市街地の中の大規模な都市公園として、多くの市民が訪れ、憩いの場等として広く親しま

れています。 

ウ 国内でも有数の観光地になっていること 

史跡松本城には、天守を中心とした見学者、本丸・二の丸で開催されるイベントへの来場

者等、多くの市民・観光客が訪れています。上高地とともに、松本市の代表的な観光地であ

り、長野県内はもとより、全国的にも有数の観光地となっています。近年は外国人観光客も

多く訪れるようになっています。 

エ 松本市のシンボルであり、中心市街地のまちづくり、地域経済等の中核であること 

松本市は、松本城及びその城下町を基礎に発展してきました。松本城は、地域経済、まち

づくり、文化等、松本市の様々な面で中核に位置しています。松本城で開催される各種イベ

ントも、市街地にある広い公園という利便性に加え、松本城で開催するという象徴的な意味

が重んじられる傾向にあります。また、松本城への観光客の市内への回遊、宿泊等による地

域経済の活性化にも大きく貢献しています。 

オ 明治維新以降の改変により、江戸時代の姿をとどめていない箇所が多いこと 

明治維新後、櫓、門、土塁等は取り壊され、本丸、二の丸は旧制中学校校地等として利用

され、また外堀・総堀は埋め立てられ、三の丸は市街地となりました。一方で、改変箇所を

説明板等の設置により適切に情報提供することで、江戸時代の本来の姿を示すとともに、近

代以降の土地利用や中心市街地の形成過程について理解を深めてもらうことができます。 

カ 三の丸及び城下町に江戸時代の町割りが残っていること 

松本城三の丸及び松本城下町は、明治・大正期の火災や近代以降の開発により、江戸時代

の建造物はほとんど残っていませんが、町割りが良く残されています。 

キ 史跡指定地外にも土塁等の重要な遺構が残存していること 

史跡指定地外にも松本城の本質的価値を構成する要素として、顕在遺構である総堀土塁

跡、地下遺構として大手門枡形等が残存しており、今後その保護を図る必要があります。 
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(5)松本城に関連する歴史資産 

松本市内には、松本城に関連する文化財が数多く残されています。そのうち主な指定等文化

財を表６、第２６図にまとめました。中世以来この地を治めた小笠原氏に関係するものとして、

若宮八幡社本殿、筑摩神社本殿等の建造物、数多くの山城があります。歴代藩主に関係するも

のとして、藩の古文書、古絵図、厚く信仰した神社に関係するもの、藩主の墓所等があります。

また、城下町に残された江戸時代の数少ない武家屋敷や寺院建築のほか、江戸時代から現在に

続くぼんぼんと青山様、七夕といった習俗、城下町の賑わいを伝える初市の宝船や祭り舞台等、

多岐にわたっています。これらに加えて、指定等の措置は取られていないものの、同様に松本

城や城下町と関連した文化財が数多くあります。 

明治時代に発生した３度の大火のため、城下町に江戸時代の建造物はほとんど残されていま

せんが、当時の町割りがよく残っており、屈曲のある道や食い違い等、城下町としての道筋の

特徴も随所に見ることができます。こうした城下町の町割りから、現在の松本市が松本城及び

城下町をその基盤とし、江戸時代から現在に至るまで松本城がその中心に位置し続けているこ

とが分かります。 

また、深志城や松本城及びその城下町の姿をとどめる遺構が、埋蔵文化財として残っており、

今後の発掘調査の進展により、文献史料では確認することのできない史実が明らかになってい

くことが期待できます。 

こうした様々な文化財については、指定・未指定を問わず、地域の歴史を語る関連文化財群

として一体的に把握することが重要です。例えば守護の居館である井川城跡から市内に点在し

ている山城を経て松本城が築城される歴史のストーリーを提示することで、地域の歴史に関す

る理解をより深めることができます。更に市内の各地区に所在する身近な文化財を通じて、中

心市街地にある松本城の理解を深めることも可能となります。 

松本城に関連する数多くの歴史資産についても、松本城や地域の歴史を理解する上で欠かせ

ないものとして、保存・活用を図る必要があります。 
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表６ 松本城に関連した松本市内の主な指定等文化財 
種別 名  称 概要 指定 

建
造
物 

若宮八幡社本殿 かつて松本城内にあったものを移築 国 

筑摩神社本殿 小笠原政康が永享１１年(１４３９年)に寄進 国 

橋倉家住宅 水野・戸田両家に仕えた武家の住宅 県 

筑摩神社拝殿 慶長１５年(１６１０年)造立 県 

旧念来寺鐘楼 
庶民の信仰により維持されていた念来寺の鐘楼。 
宝永２年(１７０５年)の建立 

県 

旧松本区裁判所庁舎 明治４１年(１９０８年)に松本城二の丸御殿跡に建築 国 

松本城天守台土台支持柱残欠 天守を支えていた支持柱の一部 市 

高橋家住宅 県内で最も古い武家住宅の一つ 市 

浄林寺山門 
中世小笠原氏の創始。石川康長の菩提寺となり、歴代城主の厚い信仰
を受けた。 

市 

岡宮神社本殿 城主水野忠職が寛文３年(１６６３年)に改築奉献 市 

千鹿頭神社本殿 高島城主寄進により正徳５年(１７１５年)に建立 市 

千鹿頭社本殿 元文５年(１７４０年)造立。城主戸田光雄の寄進 市 

浅間温泉天満宮本殿 城主水野氏勧請。松本藩が定期的に修理 市 

美
術
工
芸
品 

絵
画 

西善寺紙本著色釈迦涅槃図 旧念来寺什物。松本藩の絵師によるもの 市 

工
芸
品 

野々山家伝来拵付大小 戸田家重臣の野々山家の家宝の刀 市 

戸田家伝世の甲冑 藩祖戸田康長着用と伝わる。 市 

松竹梅と桐紋蒔絵の女乗物 戸田家伝来。城主奥方等が使用した乗物 市 

岡宮神社神輿 元禄１３年(１７００年)に城主水野忠直が寄進 市 

深志神社神輿 元禄１１年(１６９８年)に城主水野忠直が寄進 市 

古
文
書 

朱印状及び領知目録 将軍家からの朱印状 市 

諸士出身記並びに出身記・出身帳等戸田家全家臣の身上を記した文書 市 

歴
史
資
料 

寛永通宝松本銭と鋳造の許状 松平直政の事績の一つ 市 

信濃国松本藩領大絵図 藩領全体を表した絵図 市 

松本城下絵図 享保十三年（１７２８年)の城下絵図 市 

深志神社の宝物 小笠原秀政の甲冑の神像等を忠政が寄進 市 

松本神社の宝物 戸田家由緒の品々 市 

餌差町十王堂の諸仏 城下町東の十王堂に祀られていた諸仏 市 

民
俗
文
化
財 

有
形
民
俗 

七夕人形コレクション 江戸時代からの城下町の七夕習俗を示す。 国 

民間信仰資料コレクション 城下町の習俗を示す木造道祖神像他 国 

初市の宝船・七福神人形 初市に引き出された宝船と七福神人形 市 

松本城下町の舞台 城下町鎮守の舞台 市 

無
形
民
俗 

ぼんぼんと青山様 
江戸時代末期頃から本町・中町・東町を中心に始まった子どもたちの
行事 

市 

松本のミキノクチ製作習俗 武士の内職として始まった竹細工の縁起物 
国
選
択 

史
跡 

小笠原氏城跡林大城 小笠原氏に関連する山城 国 

小笠原氏城跡林小城 小笠原氏に関連する山城 国 

小笠原氏城跡桐原城 小笠原氏に関連する山城 県 

小笠原氏城跡山家城 小笠原氏に関連する山城 県 

小笠原氏城跡埴原城 小笠原氏に関連する山城 県 

稲倉城跡 小笠原氏に関連する山城 市 

伊深城跡 小笠原氏に関連する山城 市 

平瀬城跡 小笠原氏に関連する山城 市 

波多山城跡 小笠原氏に関連する山城 市 

井川城跡 小笠原氏の居館跡 国 

廣澤寺の小笠原家墓所 小笠原秀政・忠脩父子の墓所 市 

御殿山小笠原家廟所 小笠原貞慶・秀政・忠脩の廟所 市 

水野家廟所 玄向寺にある水野家５代の廟所 市 

戸田家廟園 通称「お塚」と呼ばれる。 市 

源智の井戸 城下町形成以前からの井戸。歴代領主、城主が保護 市 

特
別 

名
勝 

城山公園 
天保１４年（１８４３年）に松本城主戸田光庸が犬甘城跡に桜や楓数
千本を植え、領民に開放した。 

市 
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第２６図 松本城に関連した松本市内の主な指定等文化財位置図 
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(1)公開 

ア 現状 

史跡指定範囲は、南・西外堀復元事業用地及び管理上非公開とする区域を除き、原則公開

しています。史跡指定範囲は一部を除き、都市計画法に基づき都市公園（松本城公園）に指

定され、日常的に多くの市民・観光客が訪れています。 

(ｱ) 本丸及び天守 

本丸及び天守は松本城管理条例に基づき有料公開しており、令和４年度（２０２２年度）

の入場者数は７３５,０１３人（うち有料入場者数６２７,０８８人）でした。平成２９年

度（２０１７年度）入場者数９１２,５８７人（うち有料入場者数７５２,８３４人）と比

較すると１９％減（有料入場者１６.７％減）となりました。 

公開状況を表７に、過去１０年の本丸内への入場者数を第２７図に示しました。令和５

年（２０２３年）５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類に移行

した後は、外国人旅行者の増加と相まって、感染拡大前を上回る入場者が見込まれます。 

表７ 松本城本丸（有料区間）の公開状況（２０２３年度） 

公開期間 １月４日から１２月２８日まで 

ただし、年始（１月１日から３日）は天守特別公開として公開時間を短縮して

公開 

公開時間 午前８時３０分から午後５時まで（最終入場午後４時３０分まで） 

ただし、以下の期間は公示により時間延長して公開 

午前８時から午後６時まで（最終入場午後５時３０分まで） 

・ゴールデンウィーク期間（４月末から５月上旬まで） 

・夏季期間（おおむね８月１１日から８月１６日まで） 

観覧料 個人 大人７００円、小中学生３００円、小学生未満無料 

団体 ２０人以上９９人まで   大人６３０円、小中学生２７０円 

１００人以上２９９人まで 大人５６０円、小中学生２４０円 

３００人以上       大人４９０円、小中学生２１０円 

ただし、松本市民は本丸内への入場無料 
 

 

 

  

３ 史跡等の公開活用のための諸条件の把握 

第２７図 松本城入場者数の推移 
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表８ 松本城入場者数の推移及び年度の主な出来事 

 

(ｲ) 二の丸 

二の丸は、松本城公園として常時開放していますが、防犯上の観点から、二の丸御殿跡

及び太鼓門枡形内は夜間の立入りを制限しています。 

二の丸御殿跡は昭和５９年（１９８４年）に平面整備を行い、太鼓門は平成１１年

（１９９９年）に復元整備を行いました。太鼓門一の門は復元建造物ですが、現在では天

守以外の唯一の内部公開の可能な建造物です。外観のみでも歴史的な景観形成や史跡の理

解促進に大きく寄与していますが、内部公開により、伝統的な木造建築の様子や、門の機

能についての理解促進が期待できます。 

(ｳ) 三の丸 

三の丸は多くが市街化しており、史跡指定範囲としては、東総堀、西外堀土塁公園のみ

となります。この２か所については常時開放しています。 

西外堀土塁公園は平成２１年（２００９年）に整備を行いました。 

イ 課題 

天守の公開が中心となりがちであり、史跡としての価値の伝達、活用が不十分です。 

また、松本市周辺は、大規模な直下型地震が発生する可能性が高いことが指摘されていま

す。こうした大規模災害時の天守や史跡松本城・松本城公園利用者の安全確保のため、避難

誘導方法の検討や天守等歴史的建造物、復元・復興建造物、地下配管等のインフラ設備の耐

震化、防災設備の充実等を図る必要があります。 

(ｱ) 本丸 

本丸内は石垣復旧以外に史跡のための整備は行われていません。繁忙期には長時間の入

場待ちが発生するため、入場者のストレス緩和を図り、史跡への理解を深めるためにもサ

年度 日本人 外国人 無料 合計 対前年度比 年度の主な出来事
H25 629,873 66,573 144,280 840,726 97.0% 26年2月大雪

H26 625,213 85,828 181,921 892,962 106.2%
9.27御嶽山噴火
11.22白馬地震

H27 704,615 93,874 150,941 949,430 106.3%
善光寺御開帳
映画orange公開

H28 704,064 106,874 179,423 990,361 104.3%
諏訪御柱祭
NHK大河真田丸

H29 638,041 114,793 159,753 912,587 92.1% 市制110周年
H30 612,471 130,598 155,424 898,493 98.5%

R1 583,425 134,220 176,187 893,832 99.5%
信州花フェスタ
10月大型台風
旧開智学校校舎国宝指定

R2 259,784 6,841 44,806 311,431 34.8% 新型コロナウイルス流行
R3 337,477 6,395 60,037 403,909 129.7% 新型コロナウイルス流行
R4 584,326 42,762 107,925 735,013 182.0% 新型コロナウイルス流行
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イン表示や園路整備等が必要です。 

(ｲ) 二の丸 

二の丸御殿跡と太鼓門周辺以外は史跡のための整備が行われていません。 

太鼓門は、内部公開期間が限定され、太鼓門が果たしうる機能を十分に活用できていま

せん。八千俵蔵等を理解してもらうためには、サイン表示と園路整備が必要です。 

(ｳ) 三の丸 

本丸や二の丸からの動線が明確になっていないことが課題です。現状、松本城を訪れた

人の多くが三の丸まで足を運んでいません。 

(2)普及公開 

ア 現状 

(ｱ) 松本城に関する情報の提供 

本丸内への入場者には、松本城の歴史、天守の構造等の概要をまとめたパンフレットを

配布しています。日本語（点字パンフレット含む）のほか、英語、仏語、中国語（繁体字、

簡体字）、韓国語、ロシア語、タイ語、スペイン語の８種類の外国語パンフレットを作成

しています。 

また、松本城公式ホームページでは、利用案内、松本城や城下町の歴史や構造に関する

情報、古絵図等の所蔵資料、各種イベント等の公開情報のほか、城下町の街歩きルートの

紹介、松本城の四季折々の写真等を掲載し、観光面のほか、松本城や城下町に関する理解

を深めるための情報を多言語（英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語（中国語、韓国

語は要約版））で発信しています。 

(ｲ) 入場者に対するガイド 

松本城では、観光客に対するガイドをボランティア団体が担っており、松本城を主とし

たガイドとして松本城案内グループ、ＮＰＯ法人アルプス善意通訳協会（ＡＬＳＡ）があ

ります。また、松本城及び市街地の観光名所のガイドとして松本まちなか観光ボランティ

アガイドが活動しています。 

松本城管理課では、松本城及び松本市への観光客をお迎えする協働のパートナーとして、

ボランティアガイド団体に対する支援に取組み、３団体を対象に、松本城の歴史等に関す

る研修会の開催、ガイド詰所の設置・ユニフォーム・教材の提供等の環境整備を行ってい

ます。 

表９ ボランティアガイド団体 

団体名 発足年 会員数 活動期間 

松本城案内グループ 平成２年 約５０名 通年 

ＮＰＯ法人アルプス善意通訳協会(ＡＬＳＡ) 平成４年 約１５０名 通年 

松本まちなか観光ボランティアガイド 平成１４年 約３０名 通年 
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(ｳ) 学習の場及び教材の提供 

松本城を学校教育、社会教育の場及び素材として活用するために実施している事業を、

表１０にまとめました。松本城や城下町の現地で開催しているもののほか、学校・公民館

等に出向いて授業・講座として実施しており、研究専門員が主に対応しています。このほ

か、発掘調査や工事現場の見学会等を開催し、通常では見られない地下遺構の状況、伝統

的工法を用いた石垣修理等の現場の見学機会を設けています。いずれも史跡の価値を市民

等に分かり易く伝え、史跡・国宝の価値を活かした重要な活用です。また、大学の研究活

動のフィールドや卒業論文の研究対象、大学の授業の一環として松本城の見学、調査が実

施されるなど、積極的に受入れを行っています。 

学校教育の教材としては、松本城に関する副教材「わたしたちの松本城」を平成１５年

度（２００３年度）から毎年刊行し、市内の全ての小学６年生に無償配布しています。 

表１０ 松本城に関する学習の場の提供 

行事名 概要 

松本城親子夏休み子ども勉

強会 

親子で城下町を歩いて松本城や城下町の歴史について学習す

る勉強会を開催 

社会科見学の受入れ及び事

前学習授業の実施 

市内小学校の社会科見学の際、研究専門員が松本城について

説明。また、事前学習として研究専門員が学校に出向き、授業

を行うもの 

松本城七不思議探検ツアー 

「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会主催。天守内の不

思議や伝説等を中心にしたクイズを、親子で見学しながら解

答する「国宝松本城七不思議」親子探検ツアーを実施 

鉄砲蔵見学会 

松本城講座 城と火縄銃 

松本城鉄砲蔵赤羽コレクション会との共催で火縄銃の歴史や

扱い方の話を聞いたり、実際に火縄銃を間近に見たり触れた

りして学習するもの 

出前講座・地区公民館講座 
地区公民館等での事業として、研究専門員が出向いて講座を

行ったり、松本城や城下町の現地見学での説明を行うもの 

職場体験 
中学生の職場体験の受入れを行い、松本城の各種業務の体験、

研究専門員と松本城の見学を実施 

松本城検定クイズ 
市内小学校で松本城についてのクイズ形式による出前授業を

行い、松本城への興味を持つきっかけづくりを行うもの 

動画配信 
発掘現場やお城にかかわる歴史について、テレビ放送や動画

配信サイトを活用して広く周知するもの 

松本城天守床磨き 

地元の国宝を身近に感じてもらうため市が企画し、集まった

企業や市民グループなどのボランティアが国宝松本城の床磨

きを行うもの 
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イ 課題 

様々な取組みを行っていますが、史跡としての価値の伝達、活用が不十分です。史跡松本

城を紹介するパンフレットがないことや、松本城公式ホームページにも史跡についての記

述がメインに出てこないことなどがあげられます。「国宝松本城」という呼称が定着してし

まっていることも、「史跡松本城」への理解を遠去けてしまっている一因と考えられます。 
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本計画においては、保存活用計画で整理した本質的価値の内容を基に、整備を進めるに当たり、

史跡松本城の本質的価値を再整理します。 

前章までに述べたように、松本市内には、松本城・城下町やその歴史に関係する文化財や、江

戸時代の町割りが残っています。これらは、松本城や城下町、松本藩の歴史を今に伝える貴重な

歴史的資産であり、史跡松本城はその中心に位置するものです。 

松本城には、江戸時代の松本藩の政庁が置かれ、政治・経済・文化の中心でした。その縄張り

のうち、本丸・二の丸とそれを取り囲む堀、土塁の一部が史跡に指定され、保護されています。 

以上を踏まえ、史跡松本城がもつ本質的価値を以下４つに提示します。 

 

松本城の前身は深志城と呼ばれ、甲斐の武田晴信（信玄）が信濃守護の小笠原氏を追放した後、

信濃支配の拠点としたことから、重要性を増すこととなりました。天正１８年（１５９０年）の

徳川家康の関東移封に伴い、豊臣系大名である石川数正が入部し、息子の康長とともに、松本城

を整備しました。その後、藩主となった小笠原氏、戸田氏、松平氏により城下町の拡充や家臣団

の集住が進められ、水野氏時代までに整備を終えます。また、城郭や城下町の整備とともに街道

も整えられました。松本は交通の要衝であり、人や情報、物資が多く集まる集散地であったため、

その中心となる松本城は信濃の政治・経済の拠点として発展します。 

表１１ 近世松本城歴代城主 
城主  代 入封・転封年、石高等 

石川氏 数正 初代 天正１８年（１５９０年）に和泉国から８万石で入封 

康長 ２代 慶長１８年（１６１３年）に大久保長安事件に連座し改易。九州佐伯へ配流 

小笠原氏 秀政 ３代 慶長１８年（１６１３年）に信濃国飯田から８万石で入封 

忠真 ４代 元和３年（１６１７年）に播磨国明石へ転封 

戸田氏 康長 ５代 元和３年（１６１７年）に上野国高崎から７万石で入封 

康直 ６代 寛永１０年（１６３３年）に播磨国明石へ転封 

松平氏 
直政 

７代 寛永１０年（１６３３年）に越前国大野から７万石で入封 

寛永１５年（１６３８年）に出雲国松江へ転封 

堀田氏 
正盛 

８代 寛永１５年（１６３８年）に武蔵国川越から７万石で入封 

寛永１９年（１６４２年）に下総国佐倉へ転封 

水野氏 忠清 ９代 寛永１９年（１６４２年）に三河国吉田から７万石で入封 

忠職 １０代  

忠直 １１代  

忠周 １２代  

忠幹 １３代  

忠恒 
１４代 享保１０年（１７２５年）に江戸城内で刃傷事件を起こし改易（松本大変）。その後幕府が松

本城を収公する。 

戸田氏 光慈 １５代 享保１１年（１７２６年）に志摩国鳥羽から６万石で入封 

光雄 １６代  

光徳 １７代  

光和 １８代  

光悌 １９代  

光行 ２０代  

光年 ２１代  

光庸 ２２代  

光則 ２３代 明治２年（１８６９年）版籍奉還 最後の藩主 

  

第４章 史跡松本城の本質的価値 

１ 交通の要衝であり、戦国期から幕末まで継続した信濃の拠点 
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松本城の縄張りは、城郭を三重の堀が囲んでいます。本丸、二の丸を囲む内堀・外堀、三の丸

を囲む総堀の一部が残存しており、近世城郭としての縄張りの特徴をよくとどめています。特に

総堀は、東総堀が追加指定された後、西総堀土塁跡、更に東総堀の水切り土手が史跡に追加指定

され、新たな価値付けが加えられています。また、外堀についても、復元整備による新たな魅力

の創出を行うため、南・西外堀の史跡追加指定が行われました。地表面に残る堀や土塁、石垣な

どの地表に露出している遺構に加え、地下に埋蔵されている遺構の保存状態も良好で、城郭の構

造や先人たちが培ってきた歴史の積み重ねを確認することができます。 

また、本丸の南西隅には文禄期に建てられた日本最古の五重六階の天守が現存しています。こ

のように、近世城郭としての縄張りと天守が一体となって残っている唯一の平城としての価値

を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 近世城郭としての縄張りと天守が一体となって築城当時の姿を伝え

ている唯一の平城 

第２８図 近世城郭の特徴をよくとどめる縄張り 
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史跡松本城の本質的価値は、上記の２点以外に、近代以降に付加された価値として、以下に示

す２点についても提示することができます。 

 

天守は市川量造ら市民の手によって破却を免れ、旧制松本中学校長の小林有也が中心となっ

て明治時代に行われた修理も市民の寄付に支えられてきたなど、松本城は市民の尽力により守

られてきました。昭和５年（１９３０年）には「史蹟名勝天然紀念物保存法」により、全国の城

郭の中でも最初期の段階で史跡に指定され、その価値が早くから認められています。史跡指定後

は、往時の松本城の姿を取り戻そうという動きがあり、旧制松本中学校や旧松本区裁判所庁舎

（国重要文化財）といった明治以降に造られた二の丸内の建造物等を、史跡指定範囲外へ移転さ

せています。現在もその取組みは続いており、二の丸内に所在する旧松本市立博物館の解体や、

埋め立てられた南・西外堀の復元に向けた事業を市民の理解を得ながら行っています。なお、旧

松本区裁判所庁舎についてはその後、熱心な市民運動によって移築・保存されることとなり、平

成２９年（２０１７年）には国の重要文化財にも指定されました。こうした市民による文化的価

値に対する先見の明と、保存へ向けた行動力は史跡松本城の保存にも通じるものであり、本質的

価値の一翼を担うものと言えます。 

 

 

 

 

 

 

注）写真は松本市ＨＰより 

 

史跡松本城の大部分は、都市公園「松本城公園」として市民に親しまれています。周辺建物の

高さ規制等により、本丸や二の丸から天守とその背景に北アルプス、美ケ原を望むことができ、

往時にも眺められたと考えられる歴史的景観が

保たれています。また、松本は全国でも有数の湧

水地帯であり、松本城周辺の豊富な湧水は、堀水

の水源としても用いられています。北アルプスを

借景に内堀にそびえる天守の風景は、松本を象徴

する景観として広く受入れられ、地域の誇りと

なっています。松本城は現代に至るまで、地域と

ともに歴史を歩んできた松本を代表する地域遺

産と言えます。 

３ 市民の力によって守られてきた城 

４ 地域の誇りであり、松本を代表する地域遺産 

床磨きボランティア 昭和の大修理 小林有也 

北アルプスを借景に内堀にそびえる天守 

市川量造 
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検討課題の整理に当たっては、史跡全体の中での位置関係や城郭における機能等に着目する

必要があることから、保存活用計画の地区区分設定を基本とし、大きく５地区に区分しました。 

表１２ 史跡松本城の地区区分 

  

史
跡
指
定
範
囲 

地区区分 範囲や定義 

保存活用計画の地区区分 

本
丸
地
区 

二の丸地区 

東
総
堀
地
区 

西
総
堀
土
塁
跡
地
区 

内
堀
・
外
堀
地
区 

南
・
西
外
堀
地
区 

左
記
以
外 

史
跡
指
定
範
囲 

全体地区 
史跡指定範囲全体 

（既存の水堀を含む。） 
● ● ● ● ● ● 

 

本
丸
地
区 

天守のある城の中心となる曲輪である本

丸の範囲 
●      

 

二
の
丸
地
区 

本丸地区の外側を取り囲む二の丸の範囲 

若宮
わかみや

八幡社
はちまんしゃ

跡、外堀（南・西外堀含む。）・

内堀に面する外周の土坡を含む。 

 ● ● ●   

 

三
の
丸
地
区 

史跡指定されている東総堀と西総堀土塁

公園の範囲 
    ● ● 

史
跡
指
定
範
囲
外 

三の丸地区 

（指定範囲外） 
二の丸地区を取り囲む三の丸の範囲 (全体に係る地区区分は設定されていない。) 

城下町地区 史跡指定範囲外の城下町の範囲 (全体に係る地区区分は設定されていない。) 

第５章 整備における現状と課題 

１ 地区区分設定 
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第２９図 整備基本計画の地区区分 
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(1)各地区の課題の概要 

各地区の課題の概要を整理します。 

【全体地区】 

全体地区では石垣の修理や、石垣の状況管理のためのカルテ作成、植栽・樹木の適切な管

理、史跡に関する解説板の整備・更新、既存堀の浚 渫
しゅんせつ

等が課題となっています。 

【本丸地区】 

管理事務所の移転、本丸御殿跡の整備、足駄
あ し だ

塀
べい

の周知、多聞
た も ん

櫓
やぐら

跡・折廻し櫓跡の整備、

黒門の耐震対策が課題となっています。また、国宝松本城天守については、耐震対策や防災

設備の更新が必要です。 

【二の丸地区】 

二の丸御殿跡の再整備、東北隅櫓の再整備、太鼓門の耐震対策、旧松本市立博物館の解体、

古山地御殿跡の整備、辰巳隅櫓跡の整備、八千俵蔵跡と周辺の整備、内堀の整備、南・西外

堀の復元、南隅櫓跡の整備、北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡の整備が課題となっています。 

【三の丸地区】 

東総堀は、解説板の設置・更新や周辺案内板の充実等が課題となっています。西総堀土塁

公園は、既存の解説板の老朽化が課題となっています。 

なお、上記の史跡指定地の範囲に加え、周辺整備計画で示されている次の整備についても、

引き続き、その取組みについて検討を行っていく必要があります。 

【三の丸地区（指定範囲外）】 

北馬場総堀の整備及び御幸橋付近の総堀の整備が課題となっています。史跡指定外にお

いても往時の松本城について理解を深めるためのサイン表示等の検討が必要です。また、史

跡松本城のガイダンス施設の整備の検討が必要です。 

【城下町地区】 

往時の城下町の特徴を保存につなげるための周知が必要です。 

次に、設定した地区ごとに課題を整理します。 

(2)各地区の課題の詳細 

ア 全体地区 

【保存のための整備】 

①石垣の修理 

顕著な石の抜けや孕
はら

み出しが見られるなど、石垣の修理が必要な箇所があります。 

  

２ 整備における現状と課題 
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②石垣カルテの作成 

石垣全体の現状記録（測量）、破損箇所の把握、修理履歴等の詳細調査（石垣カルテの作

成）が未実施です。このため、細部にわたる石垣の破損状況の把握や経過観察及び地震等災

害発生時に石垣の崩落箇所の復旧に必要となる詳細記録が不明な状態です。 

③堀の浚渫 

既存の堀内には大量の堆積物が蓄積しており、水深は浅い所では１０センチメートル程

度となっている範囲が見られ、堀が埋まりつつある状況です。こうした箇所では、降水量の

少ない時期や、地下水の投入量が変化した際、堆積物が水面上に露出する事態がこれまでに

何度か生じています。近年では、平成２５年度（２０１３年度）に浚渫（堆積物除去）を行

いましたが、小規模な浚渫では根本的な解決とならないため、大規模な浚渫が必要となって

いる状況です。 

④水質の維持・管理 

南・西外堀の復元及び堀の浚渫を行った後、水の滞留時間の増加に伴い、水質悪化等が想

定されるため、事業後の水質維持・管理についての対策が必要です。 

【活用のための整備】 

⑤サイン計画の作成 

現状の解説板は、その都度作成・設置したもので、全体のサイン計画がないため、デザイ

ンや内容にバラツキがあり、統一性がありません。また、史跡の構成要素に関するサインが

不足しているため、サイン計画が必要です。動線計画との整合が必要です。 

⑥サイン整備 

史跡の構成要素に関するサインが不足しているため、史跡松本城にとって重要な場所が

史跡の一部として認識してもらうことができず、保存の意識にも結び付いていません。サイ

ン計画に基づくサインの整備が必要です。動線計画との整合が必要です。 

⑦動線計画の作成 

絵図等の記録では、蔵や御殿となっている場所が園路となっているため、全体的な動線の

見直しが必要となっています。また、史跡全体を回遊してもらうための動線計画がないため、

園路の改修を見据えた動線計画の作成が必要です。サイン計画との整合が必要です。 

⑧園路の整備 

動線計画に基づいた園路の見直し及び整備が必要となっています。また、本丸・二の丸と

も、不陸箇所や暗渠
きょ

排水の老朽化により、雨天時には随所に水たまりができ、観覧や公園利

用の支障となっており、改善が必要です。特に本丸は、細かい砂利敷きとしており、車いす

やベビーカー等の通行に支障があり、改善が必要です。 
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⑨トイレの再配置 

トイレの老朽化が進んでいます。また、南・西外堀復元に伴う二の丸側の整備に当たり、

トイレが支障となる可能性があるため、今後の取扱いについて検討が必要です。また、現況

のトイレは、ベビーシートが設置されているものが７か所中２か所、オストメイト対応も２

か所しかないため、再配置等の全体的な検討が必要です。 

⑩植栽の整備 

樹勢の維持、安全管理及び良好な景観・環境形成等の観点から、剪
せん

定、枝払いなど適切な

維持管理が必要となっています。樹勢の衰えている樹木について、専門家による診断等の樹

勢回復の措置を講ずる必要があります。また、整備に当たり、樹木が支障となる可能性があ

るため、今後の取扱いについて検討が必要です。 

⑪往時の登城路の周知 

松本城絵図より、かつての二の丸内への出入口は太鼓門となっていますが、現在の主とな

る出入口は、南側出入口となっています。二の丸への本来の出入口は太鼓門であるというこ

とを周知させる方法の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内堀（南側）と本丸 堆積物で埋まりつつある堀

第３０図 全体地区 
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イ 本丸地区 

【活用のための整備】 

①管理事務所の移転 

管理事務所は本丸内の景観阻害要因となっており、移転が周辺整備計画にも位置付けら

れていますが、現時点では検討が進んでいないため、移転・撤去へ向けた具体的な取組み

が必要です。 

②本丸御殿跡及び園路の整備 

本丸御殿跡は、現在仮の平面表示が行われていますが、園路により分断されています。

今後の整備として園路を迂回させ、発掘調査に基づいた平面表示を行うことが必要です。

ただし、中央の園路は現在本丸内に緊急車両が入ることのできる唯一の通路幅となってい

るため、迂回路検討の際には他園路の拡幅も必要です。 

また、地表面から近世の遺構面までの深度が浅いことから、地下遺構の保存に十分な配

慮が必要です。今後の本丸内整備に合わせて、盛土等の保護措置を検討する必要がありま

す。 

③足駄塀の周知 

現在、埋橋が架けられている場所及び、本丸東側には、かつて足駄塀が設置されていた

ことが絵図等で示されており、幕末期の本来の姿を周知させる方法の検討が必要です。 

④多聞櫓跡及び折廻し櫓跡の整備 

本丸東側の土塁に存在していた多聞櫓及び折廻し櫓については、発掘調査を実施し、位

置等の確認、復元整備方針の検討が必要です。 

【史跡整備外】 

⑤天守の耐震対策 

松本城天守の耐震診断を平成２６年度から２８年度まで（２０１４年度から２０１６年

度まで）の３か年で実施したところ、耐震性能が不足しており、大地震動時に、天守建造

物のうち乾小天守が倒壊、その他は倒壊の可能性があることが判明しました。そこで、松

本城の文化財的価値を損なわない耐震補強案の検討及び耐震工事の実施が必要です。 

⑥天守の防災対策 

令和３年度（２０２１年度）から天守の防災対策工事を実施しています。既存設備の更

新や、スプリンクラーの設置（天守２階のみ）といった新規設備の設置も行っています。

今後は、天守・史跡内の避難誘導計画の策定や、動線や展示施設の見直しが必要です。 

⑦黒門の耐震対策 

黒門は、平成３０年（２０１８年）に耐震診断を行った結果、耐震性能が不足しており、

大地震動時に、一の門、二の門、袖塀、それぞれに倒壊の可能性があると診断されたこと

から耐震対策工事が必要です。また、門台石垣も修理が必要な状況となっています。 
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本丸御殿跡平面表示と園路(天守内から) 若宮八幡社跡・埋橋（足駄塀があったとされる場所） 

第３１図 本丸地区拡大 
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ウ 二の丸地区（二の丸御殿跡周辺エリア） 

【活用のための整備】 

①二の丸御殿跡の再整備 

現在平面表示による整備がされている二の丸御殿跡は、整備から３０年以上が経過し、

再整備が必要となっています。より良い姿にするため、引き続き調査研究が必要です。 

②東北隅櫓跡の再整備 

現在芝生地となっている東北隅櫓跡の再整備が必要です。 

③太鼓門の耐震対策 

太鼓門は、平成３０年度（２０１８年度）に黒門とともに実施した耐震診断の結果、耐

震性能が不足しており、大地震動時、一の門、二の門、袖塀、それぞれに倒壊の可能性が

あると診断されたことから耐震対策工事を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東北隅櫓跡 二の丸御殿跡 

第３２図 二の丸地区（二の丸御殿跡周辺エリア）拡大 
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エ 二の丸地区（古山地御殿跡エリア） 

【活用のための整備】 

④旧松本市立博物館の解体 

旧松本市立博物館の解体に当たっては、史跡を傷つけない施工が必須であるため、事前

の発掘調査や検討が必要です。 

⑤古山地御殿跡及び辰巳隅櫓跡の整備 

旧松本市立博物館解体後の跡地については、古山地御殿跡（及び新御殿跡）、辰巳隅櫓

跡の発掘調査及び整備が可能となることから、実施に向けた検討が必要となります。整備

の際は、遺構表現と来場者の動線が重ならないようなゾーニングの検討が必要です。また、

大規模なイベント開催時の一般の来場者の快適な見学環境及び一般市民の憩いの場の確保

も課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
旧松本市立博物館（閉館） 

第３３図 二の丸地区（古山地御殿跡エリア）拡大 
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オ 二の丸地区（八千俵蔵跡周辺エリア） 

【活用のための整備】 

⑥八千俵蔵跡と周辺の整備 

八千俵蔵跡と周辺の整備のため、文献資料や発掘調査等から詳細を明らかにする必要が

あります。絵図では蔵となっている場所が園路となっているため、全体的な園路の見直し

が必要です。 

また、南・西外堀の復元の際、既存の園路まで整備範囲が及ぶことが想定されるため、

エリア内の園路の見直し、トイレ２か所の再配置等、エリア全体の再整備を検討する必要

があります。 

⑦内堀の整備 

内堀については、旧制松本中学校建設のため埋め立てられた内堀南側・南東側の部分に

ついて発掘調査を行い、その結果に基づいて本来の姿が分かるような整備が必要です。 

 

 

 

  

第３４図 二の丸地区（八千俵蔵跡周辺エリア）拡大 
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カ 二の丸地区（南・西外堀エリア） 

【活用のための整備】 

⑧南・西外堀の復元 

二の丸地区のうち、南・西外堀エリアにおいては、堀の復元が課題となっています。 

南・西外堀の復元については、現在南側の範囲は公有地化がほとんど完了しており、西

側についても関係権利者の理解と協力の下、今後も継続して史跡追加指定と公有地化を推

進する必要があります。事業予定地の一部から土壌汚染対策法に基づく溶出基準量を上回

る量の汚染物質が検出され、それらの対策や堀の形状、堀水の確保方法等の課題がありま

す。 

⑨南隅櫓跡の整備 

南隅櫓跡の整備については、発掘調査を実施し、位置等の確認、復元整備方針の検討が

必要です。 

⑩北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡の整備 

北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡については、発掘調査を実施し、位置等の確認、復元整備方

針の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３５図 二の丸地区（南・西外堀エリア）拡大 
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稲荷社（北） 
若宮八幡社（南） 

北裏門 折廻し櫓 

足駄塀 

北西隅櫓 足駄塀 

東
北
隅
櫓 

埋門 

（本丸御殿） 
（庭園区画） 

瓦門 
多
聞
櫓 

二
の
丸
御
殿 

土塁 

水門 

塀 
八
千
俵
蔵 

外堀 

内堀 黒門 

太鼓門 

古山地御殿 

南西隅櫓 
 

外堀  
辰巳隅櫓 

南隅櫓 

第３６図 松本城本丸から外堀までの範囲 

（「享保十三年秋改 松本城下絵図」(１７２８年)の部分） 
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キ 三の丸地区 

【活用のための整備】 

①東総堀の周知 

本丸・二の丸地区から東総堀への人の流れを創出するための周知（サイン整備等）が必

要です。また、東総堀周辺には、かつて馬出しがあったことを示す北門馬出し跡や、北門

大井戸がありますが、更なる周知（サイン整備等）が必要です。 

②西総堀土塁跡の再整備 

西総堀土塁跡の再整備が必要となっています。より良い姿にするため、引き続き調査研

究が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北門大井戸 西総堀土塁跡 

第３７図 三の丸地区拡大 
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ク 三の丸地区（指定範囲外） 

【活用のための整備】 

①三の丸地区（指定範囲外）の特徴と歴史的価値の周知 

指定範囲外に残る往時の松本城の痕跡が残る部分（北馬場周辺、御幸橋周辺、大手門跡

等）への人の流れの創出や、保存につなげるための周知（サイン整備等）が必要です。 

②ガイダンス施設の整備 

現状、史跡松本城のガイダンス施設が存在していないため、博物館との連携の在り方の

検討等による情報提供の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３８図 三の丸地区（指定範囲外） 
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ケ 城下町地区 

【活用のための整備】 

①城下町の特徴と歴史的価値の周知 

武家屋敷等の建造物や町割り、水路、井戸等が再開発によって変化しています。指定範

囲外に残る往時の城下町の特徴が残る部分への人の流れの創出や、保存につなげるための

周知（サイン整備等）が必要です。 

 

 

  

第３９図 城下町地区 
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地区区分ごとの整備における主な検討課題を整理した上で、計画的に課題を解決していくた

めに現在の取組み進度を踏まえ、整備の優先順位を検討しました。（表１３） 

(1)優先順位が高いもの（取組みが進んでいて、短期的に解決できるもの） 

全体地区 

②石垣カルテの作成 

③堀の浚渫 

④水質の維持・管理 

⑤サイン計画の作成 

⑦動線計画の作成 

本丸地区（該当する課題は全て史跡整備ではない。） 

⑤天守の耐震対策 

⑥天守の防災対策 

⑦黒門の耐震対策 

二の丸地区 

③太鼓門の耐震対策 

④旧松本市立博物館の解体 

⑧南・西外堀の復元 

(2)優先順位がやや高いもの（短期的に解決できるもの） 

全体地区 

①石垣の修理 

⑥サイン整備 

⑧園路の整備 

⑨トイレの再配置 

⑩植栽の整備 

⑪往時の登城路の周知 

本丸地区 

③足駄塀の周知 

二の丸地区 

⑤古山地御殿跡及び辰巳隅櫓跡の整備 

⑥八千俵蔵跡と周辺の整備 

⑦内堀の整備 

⑨南隅櫓跡の整備 

３ 整備の優先順位 
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⑩北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡の整備 

(3)優先順位が低いもの（長期的に解決すべきもの） 

本丸地区 

①管理事務所の移転 

②本丸御殿跡及び園路の整備 

④多聞櫓跡及び折廻し櫓跡の整備 

二の丸地区 

①二の丸御殿跡の再整備 

②東北隅櫓跡の再整備 

三の丸地区 

①東総堀の周知 

②西総堀土塁跡の再整備 

三の丸地区（指定範囲外） 

①三の丸地区（指定範囲外）の特徴と歴史的価値の周知 

②ガイダンス施設の整備 

城下町地区 

①城下町地区の特徴と歴史的価値の周知 

  



 

89 

 

表１３ 地区区分ごとの整備における主な検討課題 

※整備には復元整備等も含まれる。 

通し
番号

番号 優先度 整備区分

1 ① 石垣の修理
・顕著な石の抜けや孕み出しが見られるなど、石垣の修

理が必要な箇所がある。
やや高

2 ② 石垣カルテの作成
・石垣の詳細記録が不明であり、石垣カルテを作成する

必要がある。
高

3 ③ 堀の浚渫 ・堀の浚渫（堆積物の除去）が必要である。 高

4 ④ 水質の維持・管理
・堀の復元及び浚渫事業後、水の滞留時間の増加に伴

い、水質悪化が想定されるため、対策が必要である。
高

5 ⑤ サイン計画の作成
・現状の解説板は、全体のサイン計画がないため、デザ

インや内容に統一性がない。
高

6 ⑥ サイン整備
・史跡の構成要素に関するサインが不足し、情報を市

民、来場者に十分に提供できていない。
やや高

7 ⑦ 動線計画の作成
・史跡全体を回遊してもらうための計画がないため、動

線計画を作成する必要がある。
高

8 ⑧ 園路の整備

・蔵や御殿となっている場所が園路となっているため、
全体的な園路の見直しが必要である。また、不陸箇所
や暗渠排水の老朽化により、雨天時に随所に水たまり
ができ、改善が必要である。

やや高

9 ⑨ トイレの再配置
・トイレ等の便益施設の整備見直しや、南・西外堀の復

元に伴う代替機能の確保等、今後の取扱いの検討が必
要である。

やや高

10 ⑩ 植栽の整備

・樹木の適切な管理、南・西外堀復元に伴う今後の取扱
いの検討が必要である。また、樹勢の衰えている樹木
について、専門家による診断等の樹勢回復の措置を講
ずる必要がある。

やや高

11 ⑪ 往時の登城路の周知
・二の丸への本来の出入口は太鼓門であるということを

周知させる方法の検討が必要である。
やや高

12 ① 管理事務所の移転
・管理事務所の移転・撤去へ向けた具体的な取組みが必

要である。
低

13 ② 本丸御殿跡及び園路の整備 ・本丸御殿跡の整備や園路の改修が必要である。 低

14 ③ 足駄塀の周知
・足駄塀の本来の姿を周知させる方法の検討が必要であ

る。
やや高

15 ④
多聞櫓跡及び折廻し櫓跡の
整備

・多聞櫓跡及び折廻し櫓跡については、整備に向けた検
討が必要である。

低

16 ⑤ 天守の耐震対策 ・天守の耐震対策工事が必要である。 高

17 ⑥ 天守の防災対策 ・天守の防災設備の更新が必要である。 高

18 ⑦ 黒門の耐震対策 ・黒門の耐震対策工事が必要である。 高

19 ① 二の丸御殿跡の再整備 ・二の丸御殿跡の再整備と更に調査研究が必要である。 低

20 ② 東北隅櫓跡の再整備 ・東北隅櫓跡の再整備に向けた検討が必要である。 低

21 ③ 太鼓門の耐震対策 ・太鼓門の耐震対策工事が必要である。 高

22 ④ 旧松本市立博物館の解体 ・旧松本市立博物館の解体に伴う検討が必要である。 高

23 ⑤
古山地御殿跡及び辰巳隅櫓
跡の整備

・旧松本市立博物館の解体後、古山地御殿跡及び辰巳隅
櫓跡の発掘調査及び整備に向けた検討が必要である。

やや高

24 ⑥ 八千俵蔵跡と周辺の整備
・八千俵蔵跡と周辺の整備に向けた検討が必要である。

南・西外堀復元事業にあわせた園路の見直し等、エリ
ア全体の整備へ向けた検討が必要である。

やや高

25 ⑦ 内堀の整備
・旧制松本中学校建設のため埋め立てられた内堀南側・

南東側の部分について、発掘調査と、その結果に基づ
いた整備を行う必要がある。

やや高

26 ⑧ 南・西外堀の復元 ・南・西外堀の復元が必要である。 高

27 ⑨ 南隅櫓跡の整備 ・南隅櫓跡の整備に向けた検討が必要である。 やや高

28 ⑩
北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡
の整備

・北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡について整備に向けた検討
が必要である。

やや高

29 ① 東総堀の周知
・本丸・二の丸地区から東総堀への人の流れを創出する

ための周知が必要である。
低

30 ② 西総堀土塁跡の再整備 ・西総堀土塁跡の再整備が必要である。 低

31 ①
三の丸地区（指定範囲外）
の特徴と歴史的価値の周知

・指定範囲外に残る往時の松本城の痕跡が残る部分（北
馬場周辺、御幸橋周辺、大手門跡等）への人の流れの
創出や保存につなげるための周知が必要である。

低

32 ② ガイダンス施設の整備
・現状、史跡松本城のガイダンス施設が存在していない

ため、博物館との連携の在り方の検討等による情報提
供の充実が必要である。

低

33 ①
城下町の特徴と歴史的価値
の周知

・指定範囲外に残る往時の城下町の特徴（町割りや道
路、十王堂等）を保存につなげるための周知が必要で
ある。

低
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国宝天守だけじゃない！ 

“史跡松本城”の価値や魅力を分かり易く伝える 

 

史跡松本城を後世へ確実に引き継いでいくためには、史跡松本城が持つ魅力や価値を分かり

易く伝え、多くの人に理解してもらうことが必要です。 

現状、「国宝松本城」という言葉がよく使われています。しかし、国宝はあくまで建造物の

天守のみを指しており、本丸や二の丸といった松本城公園の大部分は史跡の指定範囲になって

います。また、文化財としての正式な名前は「国宝松本城天守」、「史跡松本城」です。 

史跡松本城の魅力や価値をより広く、分かり易く伝えることを目指し、保存活用計画で定め

た大綱に基づき、整備の基本理念を以下のとおり設定します。 

(1)史跡の一体的な保存・活用整備 

史跡松本城の構成要素や本質的価値を分かり易く顕在化し、それらの一体的な保存・活用整

備を図ることによって、史跡松本城及び国宝松本城天守を後世に確実に引き継ぎます。 

なお、整備に当たっては十分な調査研究により史実を把握し、それに基づく復元や、復元以

外の多様な手法によって往時の姿を伝えます。 

(2)関連する文化的資源の活用による史跡の価値向上 

史跡指定地外にあり、松本城の本質的価値を構成する重要遺構の調査研究を進め、史跡追加

指定等を視野に入れながらその確実な保存を図るとともに、城下町に関連した歴史資産につい

ても一体的な保存活用を図ることで、史跡松本城の価値の更なる向上を図ります。 

(3)地域に根差した保存・活用整備 

中心市街地に位置し、都市公園でもある史跡松本城を訪れる市民・観光客が快適に見学し、

憩うことのできる場として活用を図るとともに、松本城の魅力的な歴史的景観や文化財的価値

を身近に享受できるよう整備を図ります。 

(4)地域づくり・まちづくりとの連携 

松本城が松本市のシンボルとして、また松本城を中心としたまちづくりの核としてあり続け、

市民や次世代を担う子どもたちが松本城や地域の歴史に誇りを持てるよう、各種まちづくり計

画、景観計画等との整合を図るとともに、市民との協働による保存・活用整備を図ります。 

  

第６章 基本理念と基本方針 

１ 基本理念 
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(1)整備の目標（完成形） 

整備における史跡松本城の目標（完成形）を次のとおり定めます。 

「幕末期の松本城の姿を可能な限り具現化」 

これは、近世城郭としての体裁を整えたと思われる石川氏の時代背景を示す縄張りと天守が

一体となって残存する一方、現状において、絵図、写真、その他の客観的な資料に基づく検証

の可能性が最も高いのが幕末期であることによるもので、このことが、史跡松本城の本質的価

値を正しく守り伝えることにつながると考えます。 

ただし、景観・管理上やむを得ない場合は、こうした歴史的環境整備に係る対象や手法等に

ついて弾力的に考えることとします。 

なお、遺構の残存状況や基準となる絵図、古文書等の年代により幕末期の姿を特定し難い場

合は、発掘成果と史資料の調査・研究を踏まえ、可能な限り史実に近い再現を行います。 

(2)整備方針 

ア 基本原則 

・いかなる整備も、十分な調査・研究成果を踏まえて実施します。 

・第４章で示した検討課題の解決を念頭に置きます。 

イ 整備期間 

・全体の計画期間をおおむね５０年とし、１０年を目途に段階的に計画を策定し、整備を進

めていきます。本計画の整備期間は、実効性のある１０年間（令和５年度から令和１４年

度まで（２０２３年から２０３２年まで））とします。なお、令和１５年（２０３３年）

以降の整備内容は、整備の実施状況や計画の成果を反映して、期間の終盤（令和１２年度

から令和１４年度まで（２０３０年度から２０３２年度まで））に検討を行います。 

ウ 整備方針 

基本理念に対応する整備方針は次のとおりです。 

(ｱ) 史跡の一体的な保存・活用整備に関する方針 

a 史跡等の本質的価値の保存と顕在化を図るため、計画の立案に当たっては、「保存のた

めの整備」と「活用のための整備」の２つの視点に立ち、それぞれの目的に最も適した

整備方針や整備手法を検討します。 

b 「保存のための整備」に当たっては、史跡松本城を確実に保存し、後世に引き継いでい

くための取組みを実施します。具体的には、史跡の適切な維持管理や、調査による現状

把握と計画的な修理等がその内容となります。 

c 「活用のための整備」に当たっては、史跡松本城の本質的価値を伝えるために、その歴

２ 基本方針 
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史的景観の整備や利用環境の向上、理解促進等を含む取組みを計画的に実施します。具

体的には、史跡の復元・整備、快適な施設・環境整備等に加え、市民等への公開活用の

在り方などのソフト的な取組みやガイダンス施設の整備も含みます。 

(ｲ) 関連する文化的資源の活用による史跡の価値向上に関する方針 

a 松本市教育委員会が策定した歴史文化基本構想は、指定・未指定を問わず地域の文化財

の詳細な把握を実施した上で、文化財を単体としてではなく、地域の歴史（ストーリー）

を語る文化財群として捉え、地域の歴史の理解促進と文化財の保護を図るものです。 

b 歴史文化基本構想で定めるストーリーや関連文化財群の中核に松本城を位置付けること

で、松本城に関する理解はもとより、他の文化財群との一体的な保存・活用や、地域の

歴史に関する理解をより深めます。 

(ｳ) 地域に根差した保存・活用整備に関する方針 

史跡松本城の価値を活かし、松本城を学校教育・社会教育の学びの場として活用すると

ともに、授業・講座等により、松本城の価値を市民や次世代を担う子どもたちに伝え、保

護意識の醸成を図ります。また、中心市街地に位置する都市公園であることから、市民や

観光客が歴史的景観を楽しみながら憩える場所として活用を図ります。 

a 学校教育における活用 

これまで実施している教材の配布、学校での授業を継続して実施し、松本城や地域の歴

史・文化財の理解促進を図ります。学校での授業においては、松本城周辺の中心市街地以

外の学校においても、身近な各地区の文化財を取り上げながら、松本城との関わりを学ぶ

ことができるよう留意し、社会科見学を含む学校教育における松本城を活用した授業プロ

グラム等について検討します。 

b 社会教育における活用 

これまで実施している出前講座や、地区公民館での歴史講座への参画等を継続して実施

し、市民の学びの素材や学びの場としての松本城の活用を図ります。 

c 学びの場としての活用 

松本城を学びの場として活用し、史跡松本城・国宝松本城天守の価値を伝達する機会を

設けています。これら事業を継続して実施するとともに、更なる充実を図ります。 

d 情報発信の強化 

国宝松本城天守と一体的に史跡松本城の価値を分かり易く伝えるため、パンフレット、

ホームページの充実等を図ります。 

(ｴ) 地域づくり・まちづくりとの連携に関する方針 

a 周辺地域の環境保全 

・史跡松本城の周辺地域は、「景観計画」「緑の基本計画」「周辺整備計画」「保存活用
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計画」「松本城三の丸エリアビジョン」などに基づき、一体的な保全を図っていきます。 

・緑化の具体的な手法は、「緑のデザインマニュアル」を十分に踏まえたものとします。 

・史跡指定地と一体となった城下町の保存・復元整備については、「総合計画」「都市計

画マスタープラン」に加え、「松本城三の丸エリアビジョン」も踏まえつつ推進する必

要があります。 

・将来にわたって良好な環境と景観を維持していくためには地域住民の協力が不可欠であ

り、史跡松本城全体の価値や魅力、保全の意義等に関する広報や動機付けの機会づくり

に努めます。 

b 松本城を中心としたまちづくり 

南・西外堀復元事業、内環状北線整備事業に伴い、松本城三の丸の今後の在り方につい

て、地元及び行政が連携して検討を行っています。松本城は、その核となる存在であり、

保存管理及び整備を適切に行い、その役割を十分に果たせるよう活用を図ります。 

c 中心市街地活性化、地域振興 

松本城は、松本市の主要な観光拠点であり、観光客の中心市街地への回遊の起点となる

場所です。中心市街地の回遊性の向上等の取組みと連携を図り、市街地活性化の拠点とし

ての活用を図ります。また、地域振興のための各種イベントについては、史跡の保存や適

切な見学環境及び憩いの場としての公園の機能の維持との調整を図りながら実施し、地域

振興における活用を図ります。 

(3)事業の推進体制 

史跡松本城・国宝松本城天守の整備・維持管理には様々な部局が関わっています。 

ア 現在の推進体制 

お城まちなみ創造本部  ：南・西外堀復元整備の調査研究、計画及び工事設計の作成 

文化財課 城郭整備担当 ：史跡松本城・国宝松本城天守の調査研究、整備事業（天守耐

震、天守防災、黒門・太鼓門耐震、堀浚 渫
しゅんせつ

）、普及啓発 

    文化財担当  ：現状変更申請事務 

    埋蔵文化財担当：整備事業に伴う発掘調査、発掘調査報告書の作成 

松本城管理課      ：日常的な維持管理、堀の維持管理、天守・史跡の公開、イベ

ント調整、駐車場管理、券売・売店運営 

イ 課題 

松本城の保存・整備・活用に当たっては、大規模な整備事業だけでなく、日常の維持管理

の積み重ねが重要です。このため、史跡松本城の整備事業の推進に当たっては、管理部門と

整備部門が一体的に取り組んでいく必要があります。今後、金沢城（石川県）や熊本城（熊

本市）のような先進的な事例を参考に、適切な事業推進体制の構築が望まれます。 
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現状の課題や関連計画との整合を踏まえ、史跡松本城及びその周辺地区の整備における５０

年後のめざすべき姿を整理すると次のとおりです。（第４０図、表１４参照） 

  

   

３ めざすべき姿 

第４０図 史跡松本城及びその周辺地区における整備項目 
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表１４ 史跡松本城及びその周辺地区における整備項目と整備時期 

 
注）第 1期を令和５年度から令和１４年度（２０２３年度から２０３２年度）、 

第２期を令和１５年度から令和２４年度（２０３３年度から２０４２年度）、 

第３期以降を令和２５年度（２０４３年度）以降とする。 

注）整備には復元整備等も含まれる。  

番号 整備項目 整備時期 整備区分

① 石垣の修理 第２期

② 石垣カルテの作成 第１期

③ 堀の浚渫
しゅんせつ

第１期

④ 水質の維持・管理 第１期

⑤ サイン計画の作成 第１期

⑥ サイン整備 第２期

⑦ 動線計画の作成 第１期

⑧ 園路の整備 第２期

⑨ トイレの再配置 第２期

⑩ 植栽の整備 第２期

⑪ 往時の登城路の周知 第２期

⑫ 管理事務所の移転 第３期以降

⑬ 本丸御殿跡及び園路の整備 第３期以降

⑭ 足駄塀
あしだべい

の周知 第２期

⑮ 多聞櫓
やぐら

跡及び折廻し櫓跡の整備 第３期以降

⑯ 天守の耐震対策 第１期

⑰ 天守の防災対策 第１期

⑱ 黒門の耐震対策 第１期

⑲ 二の丸御殿跡の再整備 第３期以降

⑳ 東北隅櫓跡の再整備 第３期以降

㉑ 太鼓門の耐震対策 第１期

㉒ 旧松本市立博物館の解体 第１期

㉓ 古山地御殿跡及び辰巳隅櫓跡の整備 第２期

㉔ 八千俵蔵跡と周辺の整備 第２期

㉕ 内堀の整備 第２期

㉖ 南・西外堀の復元 第１期

㉗ 南隅櫓跡の整備 第２期

㉘ 北西隅櫓跡及び南西隅櫓跡の整備 第２期

㉙ 東総堀の周知 第３期以降

㉚ 西総堀土塁跡の再整備 第３期以降

㉛
三の丸地区（指定範囲外）の特徴と歴史的価値の
周知

第３期以降

㉜ ガイダンス施設の整備 第３期以降

㉝ 城下町の特徴と歴史的価値の周知 第３期以降

保
存
の
た
め
の

整
備

史
跡

整
備
外

活
用
の
た
め
の
整
備

活
用
の
た
め
の
整
備

史
跡
指
定

範
囲
外

三の丸地区
（指定範囲外）

城下町地区

地区区分

史
跡
指
定
範
囲

全
体
地
区

本
丸
地
区

二
の
丸
地
区

二の丸御殿跡周辺
エリア

古山地御殿跡
エリア

八千俵蔵跡周辺
エリア

南・西外堀
エリア

三の丸地区

しゅんせつ 

あしだべい 

やぐら 
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本計画では、平成１１年度（１９９９年度）に松本市が策定した「周辺整備計画」で定めた１８

の整備項目を、今の時代に即した内容に整理して引き継いでいます。特に、周辺整備計画策定時

に想定していた建造物の復元については、新たな整備手法も研究しながら、第２期以降の整備課

題として検討していきます。 

表１５ 周辺整備計画と本計画の対応について 

 

地区区分 番号 整備項目 対応先 番号 整備項目

1 管理棟の撤去 12 1 石垣の修理

2 本丸御殿跡の整備 13 2 石垣カルテの作成

3 北外堀内側石垣の補修 1 3 堀の浚渫

4 多聞櫓・折廻し櫓の復元 15 4 水質の維持・管理

5 足駄塀の復元 14 5 サイン計画の作成

6 内堀の復元 25 6 サイン整備

7 ⿊門台石垣の改修 1 7 動線計画の作成

8 ⽇本⺠俗資料館の移転 22 8 園路の整備

9 ⾠⺒隅櫓の復元 23 9 トイレの再配置

10 古山地御殿跡の整備 23 10 植栽の整備

11 八千俵蔵の復元と周辺整備 24 11 往時の登城路の周知

12 南・⻄外堀の復元 26 12 管理事務所の移転

13 南隅櫓の復元 27 13 本丸御殿跡及び園路の整備

14 東北隅櫓の復元 20 14 足駄塀の周知

15 二の丸御殿の復元 19 15 多聞櫓跡及び折廻し櫓跡の整備

16 北馬場総堀の整備 31 16 天守の耐震対策

17 御幸橋付近の総堀の整備 31 17 天守の防災対策

周辺地区 18 周辺景観の整備と町並みの整備 33 18 ⿊門の耐震対策

19 二の丸御殿跡の再整備

20 東北隅櫓跡の再整備

21 太鼓門の耐震対策

22 旧松本市立博物館の解体

23 古山地御殿跡及び⾠⺒隅櫓跡の整備

24 八千俵蔵跡と周辺の整備

25 内堀の整備

26 南・⻄外堀の復元

27 南隅櫓跡の整備

28 北⻄隅櫓跡及び南⻄隅櫓跡の整備

29 東総堀の周知

30 ⻄総堀⼟塁跡の再整備

31
三の丸地区（指定範囲外）の特徴と
歴史的価値の周知

32 ガイダンス施設の整備

33 城下町の特徴と歴史的価値の周知

史
跡
指
定

範
囲
外

地区区分

史
跡
指
定
範
囲

二
の
丸
地
区

三の丸地区

三の丸地区
（指定範囲外）

城下町地区

二の丸御殿跡
周辺エリア

古山地御殿跡
エリア

八千俵蔵跡
周辺エリア

南・⻄外堀
エリア

全
体
地
区

本
丸
地
区

松本城およびその周辺整備計画（平成１１年） 史跡松本城整備基本計画（令和６年）

本丸

二の丸

三の丸

史
跡
指
定
範
囲

史
跡
指
定

範
囲
外
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本章では、今後１０年間（第１期）で実施する整備について具体的に示します。 

 

(1)経過と現状 

南・西外堀は、大正８年（１９１９年）頃から埋め立てが始まり、昭和３年（１９２８年）

頃には大部分が埋め立てられたとされています。明治１３年（１８８０年）、士族が相互扶助

のため城の堀で養魚を行う結社「松本斉産土地株式会社」へ払い下げられ、宅地等として利用

されてきました。 

昭和５２年（１９７７年）に策定した「松本城中央公園整備計画」では、埋め立てられた南・

西外堀を再び水堀として整備する計画が記載されました。平成１１年（１９９９年）に策定し

た「周辺整備計画」でも同様の計画が記載され、（都）内環状北線（外堀大通り）整備事業と

一体化して、地域住民の理解と協力を得て復元する整備方針を掲げました。その後、平成２４

年度（２０１２年度）には国の史跡追加指定に着手し、平成２５年度（２０１３年度）には事

業用地取得に着手しました。 

ア 史跡指定 

平成８年度（１９９６年度）以降、地元権利関係者との協議や発掘調査による堀の位置の

確定を継続的に進めるなどして、平成２５年度（２０１３年度）から平成２８年度（２０１６

年度）にかけて、権利関係者の同意の得られた範囲から順次史跡追加指定を行いました。現

在の史跡指定範囲は第２１図（第３章）のとおりです。 

なお、現在進めている南・西外堀復元整備は、既に史跡追加指定をし、事業用地取得を進

めている範囲としますが、西外堀側の市道１０５７号線の付替え整備を前提として、市道部

分も史跡追加指定をして整備することを検討します。 

イ 事業用地取得 

史跡追加指定した範囲について、平成２５年度（２０１３年度）から事業用地の公有地化

を進めてきました。令和６年（２０２４年）３月末時点の取得面積は８,９７８.０９平方

メートル、全体面積９，２８３．２６平方メートルに対する取得率は９６.７％となりまし

た。このうち、南外堀側は１００％に達し、西外堀側は９２.１％となりました。 

南外堀側は、一体的に整備するとしてきた外堀大通りを令和５年７月に対面２車線通行

で供用開始しました。 

ウ 土壌汚染の確認 

平成２５年度（２０１３年度）に実施した内堀の一部浚 渫
しゅんせつ

の際、堆積土から土壌溶出量

基準を上回る砒
ひ

素及びその化合物が検出されました。これを受け、南・西外堀復元事業用地

は、平成２６年度（２０１４年度）に土壌汚染対策法に基づく自主的な土壌汚染状況調査（地

第７章 整備基本計画 

１ 南・西外堀の復元整備計画 
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歴調査）を実施し、「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」に区分さ

れました。土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土壌は、埋立土の下位に分

布する堀の堆積土ですが、これは人工的な堆積物でないため、自然由来の土壌として取り扱

うことが適切と結論付けられました。この地歴調査の結果を受け、平成２９年度から平

成３０年度（２０１７年度から２０１８年度）にかけて事業用地内２５か所で自主的に土壌

汚染調査（試料採取調査）を実施し、９か所で土壌汚染対策法に基づく溶出量基準値を超過

する鉛及びその化合物が検出されました。 

平成３０年（２０１８年）には、溶出量基準値を超過する土壌の処分が不要となるよう、

堀を掘削せずに、現状を保持したまま整備する「平面整備」に事業方針を見直しました。し

かし、水堀の復元は、地域住民の理解と協力を得て取り組んでいるものであり、多くの市民

の悲願であることから、土壌汚染対策法及び関連する省令の一部改正（平成３１年）を踏ま

えた複数の手法を選択肢として、「水をたたえた堀」の実現に向けた調査・研究を進めてい

ます。 

エ 堀の埋立土等 

令和４年度から令和５年度（２０２２年度から２０２３年度）までの南外堀発掘調査で、

一部の埋立土から近代のものと思われる燈明皿、陶磁器片、木製品等が出土しました。また、

埋立土に石炭屑や鉱さい屑を用いたとの伝聞があり、今後これらが出土した場合にはその

対応を検討することが必要です。 

令和４年度（２０２２年度）の南外堀発掘調査に合わせ、土質の工学的性質等を調査し、

適正な利用を図るための手法等を検討するために土質調査を行いました。調査の結果、埋立

土は自然状態でも用途を限定すれば無処理で使用が可能である一方、堀底付近の堆積土は

軟弱であり、自然状態では土質区分基準の泥土に相当することを確認しました。 

オ 発生土利用 

復元整備に当たっては、掘削した土砂を現地で有効活用することが望ましいと考えます

が、埋立土と堆積土の特性を把握した上で活用方法を工夫する必要があることから、掘削す

る土の量や利用箇所、用途、移動距離等の要素を加味した検討を進めます。 

 

  

第４１図 埋立土と堆積土 
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(2)絵図資料の検討 

ア 基礎資料 

(ｱ) 享保十三年絵図の概要 

松本城の近世及び近代に近世の様子を描いた絵図は１５点に及びます。このうち、南・

西外堀の復元の基礎資料として、「享保十三年絵図」を抽出しました。 

享保十三年絵図では、武家地は薄茶色、町人地は薄緑色、寺社地は白、道路は黄土色、

堀・河川は紺色、土塁は緑色、番所は赤で塗り分けて描かれています。 

享保１０年（１７２５年）に水野氏が江戸城内で刃傷事件を起こして改易となり、享

保１１年（１７２６年）に戸田氏が志摩国鳥羽から入封して２年ほど経った享保１３年

（１７２８年）に描かれたものです。その後

も頻繁に修正が行われ、嘉永２年（１８４９

年）の火災で復旧した際の大きな紙が貼り重

ねられていることから、幕末期まで使用され

ていたことが分かります。 

この絵図は、他の絵図と比べても縮尺精度

が非常に高く、絵図全体に朱線で枡目が引か

れ、枡目の一辺が５０間であることか

ら、６００分の１の縮尺で描かれています。

平成２９年度から平成３０年度（２０１７年

度から２０１８年度）に実施した南・西外堀

土塁の位置を確認する発掘調査では、この絵

図を基に調査位置を設定したところ、調査地

点から土塁裾部が確認されたことからも、こ

の絵図の正確性が証明されています。 

(ｲ) 絵図に記された外堀の構造 

a 石垣 

享保十三年絵図には、南外堀の三の丸側の立ち上がり部分に石垣が記されています。石

垣の範囲は、南隅 櫓
やぐら

対面部から南・西外堀の南西隅の屈曲部までで、南外堀に沿って描

かれています。 

また、南隅櫓周辺から東側にかけて腰巻石垣が描かれていますが、表１６のとおり絵図

により描写が異なっています。 

また、南隅櫓、南西隅櫓、北西隅櫓は土坡の上に櫓台石垣が描かれています。 

  

第４２図 享保十三年秋改 松本城下絵図

(１７２８年)の部分 
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b 土塁・土坡 

南外堀の二の丸側、西外堀の両側（三の丸側・二の丸側）については、石垣ではなく、

土坡の表現です。また、南・西外堀の二の丸側には土塁があり、その頂部には土塀が設け

られていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 木杭列 

発掘調査において、土塁裾部（土塁や土坡の水際）等で木杭列を確認しましたが、絵図

に木杭列は描かれていません。 

d 隅櫓 

南・西外堀に関する記載としては、南隅櫓、南西隅櫓、北西隅櫓が絵図に記されており、

いずれも二重櫓で櫓台石垣が描かれています。このうち南隅櫓だけは、写真資料も残され

ています。 

また、南西隅櫓に設置されていた鯱瓦は、明治期の解体時に市民が保存していたものが

松本市に寄贈され、松本市立博物館に収蔵されています。 

  

第４３図 土塁・土坡の構造 
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e 水門と石組水路 

南・西外堀の南西隅付近には、堀水の出水のための水門と、外堀から出水した水を総堀

に送る水路が描かれています。水門南側にある三角形の部分は、砂やゴミ等を沈殿させる

沈砂池の用途が考えられます。なお、発掘調査（松本城三の丸跡土居尻９次）で、ここか

ら総堀へ延びる石組水路を発見しました。 

 

 

 

  

南外堀 土塁・土坡 
南隅櫓 

南西隅櫓 

西外堀 

土坡 土塁・土坡 

水路 

北西隅櫓 

石垣の範囲 水門 

第４４図 南・西外堀の様相 

（「享保十三年秋改 松本城下絵図」(１７２８年)の部分） 
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イ 参考資料 

信州松本城絵図には、堀の幅や水深、石垣や土塁の高さ、道の長さ等について、絵図中に

具体的な数値が記されていることから、この絵図を参考資料としました。 

信州松本城絵図は、水野氏が城主の時代のものと見られ、特徴から水野忠職時代（１６４７

年から１６６８年）頃に描かれたと考えられます。絵図の表題は、「四十九（朱書き） 信

州松本城絵図 平林文（俊？）」、絵図面の隅に「信州松本城畫圖（画図） 水野出羽守」と

書かれています。この絵図の特徴は、城郭内の建物を立体的に描き、彩色しています。特に、

享保１２年（１７２７年）に火災で焼失した本丸御殿について、立体的に屋根まで描かれて

いる点は、他の絵図に見られない特徴です。 

絵図に記されている堀の規模は、南外堀が堀幅１９間（約３４.５メートル）、水深２間

（約３.６メートル）、西外堀北西隅櫓の西側は、堀幅１４間（約２５.５メートル）、水深１

間半（約２.７メートル）と記載されており、往時の外堀の幅や深さが記載された貴重な資

料と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４５図 信州松本城絵図（１６４７年から１６６８年）の部分 
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第４６図 南・西外堀の規模（「信州松本城絵図」（１６４７年から１６６８年）の部分） 
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ウ その他の関連資料 

松本城の近世及び近代に近世の様子を描いた絵図１５点のうち、西外堀の二の丸側は、表

現のない１点を除き絵図１４点で土坡、三の丸側は線描きのみで、様相が不明９点を除き、

その他６点の絵図で土坡となっています。 

南外堀の二の丸側は、南隅櫓から東側は腰巻石垣がある土坡です。ただし、南隅櫓付近の

腰巻石垣の位置については、絵図によって異なり、今後発掘調査等で確認が必要です。 

南外堀の三の丸側は、享保十三年絵図では石垣が表現されています。 

表１６ 絵図１５点に見る南・西外堀の表現 

 絵図名 
年代 

面 
南外堀 

西外堀 
作成時期(推定) 城主家 南隅櫓東側 南隅櫓西側 

1 信州松本城絵図 
正保4年(1647年)～ 

寛文8年(1668年) 
水野忠職時代 

二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

2 信州松本城之図 正徳2年(1712年)頃 水野氏時代 
二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

3 松本城中絵図 正徳3年(1713年)以前 水野氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

4 松本城下大絵図 不明 水野氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 土坡 

5 信州松本城之図(起こし絵・城) 享保12年(1727年)以前 水野氏時代 
二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

6 信州松本城図(起こし絵・富士湯) 享保12年(1727年)以前 水野氏時代 
二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

7 享保十三年秋改 松本城下絵図 享保13年(1728年)秋 戸田氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 石垣 土坡 

8 天保六年松本城下絵図 天保6年(1835年)12月 戸田氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 土坡 

9 文化五年から天保六年頃松本城下絵図 
文化5年(1808年)～ 

天保6年(1835年) 
戸田氏時代 

二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 － 

10 信濃国松本城図 慶応元年(1865年)9月 戸田氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 － 

11 信濃国松本城下絵図 慶応3年(1867年)5月 戸田氏時代 
二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 土坡 

12 維新前城下地図 不明 戸田氏時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 土坡 

13 維新前松本藩士族敷地割図 
安政～慶応 

(明治44年(1911年)) 
戸田氏時代 

二の丸側 土坡 土坡 土坡 

三の丸側 － － － 

14 
信濃国筑摩郡北深志町地誌全 

深志城内曲輪全図 
明治9年(1876年) 明治時代 

二の丸側 石垣(腰)＋土坡 土坡 土坡 

三の丸側 土坡 土坡 土坡 

15 〔参考〕松本中学校開校式繁栄之図 明治18年(1885年) 明治時代 
二の丸側 石垣(腰)＋土坡 石垣(腰)＋土坡 － 

三の丸側 － － － 
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(3)発掘調査結果の検討 

ア これまでの発掘調査の概要 

令和５年度（２０２３年度）までに南・西外堀周辺では２５か所の発掘調査を行いました。 

これらの調査は、三の丸側及び二の丸側の堀端部の確認、外堀土塁位置の確認、南外堀の

規模と形状の確認を目的として実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１７ 南・西外堀調査履歴 

南外堀の調査履歴  西外堀の調査履歴 

調査区 調査年度 調査成果  調査区 調査年度 調査成果 

Ａ Ｈ９ 堀南端部の５段の石垣  １ Ｈ２０ 三の丸側堀端 

Ｂ Ｈ９ 堀南端部と石垣の根石  ２ Ｈ２０ 三の丸側堀端と木杭列 

Ｃ Ｈ１８ 堀南端部と石垣の根石  ３ Ｈ２０ 三の丸側堀端と木杭 

Ｄ Ｈ２９ 二の丸造成時の盛土  ４ Ｓ６１ 工事立会、木杭列 

Ｅ Ｈ２９ 旧制松本中学校関連の遺構  ５ Ｈ２９ 土塁裾部、二の丸構築目的の整地 

Ｆ Ｈ２９ 土坡と見られる整地層  ６ Ｈ３０ 二の丸構築目的の整地 

Ｇ Ｈ２９ 攪
かく

乱  ７ Ｈ３０ 腰巻石垣土塁裾部、二の丸構築目的の整地 

Ｈ Ｈ２９ 攪乱  ８ Ｒ５ 堀の深さ、断面形状、二の丸側木杭列 

Ｉ Ｈ２９ 土塁裾部、腰巻石垣     

Ｊ Ｒ３ 堀の二の丸側木杭列     

Ｋ Ｒ３ 堀の二の丸側木杭列     

Ｌ Ｒ３ 近代の杭     

Ｍ 
Ｒ４～ 

Ｒ５ 

堀の深さ、断面形状、二の丸側木杭

列、三の丸側石垣 

    

Ｎ Ｒ５ 南西隅櫓跡張出部削平範囲、木杭     

Ｏ Ｒ５ 堀南端部と石垣、粘土構築物     

Ｐ Ｒ５ 堀の深さ、断面形状、二の丸側木杭列     

南隅櫓跡付近 Ｓ６１ 土坡の盛土     
 

第４７図 南・西外堀に関連の発掘調査地点 
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イ 南外堀の調査成果 

(ｱ) 三の丸側の石垣 

平成９年度（１９９７年度）実施のＡ・Ｂトレンチ、平成１８年度（２００６年度）実

施のＣトレンチ、令和４年度から令和５年度（２０２２年度から２０２３年度）まで実施

のＭトレンチ及び令和５年度実施のＯトレンチの各調査において、石垣を確認しました。 

Ａトレンチは、残存状況がとても良く、５段積みの石垣を確認しました。Ｍ・Ｏトレン

チでは、２～３段積みの石垣と、堀内に散乱する築石を確認しました。Ｂ・Ｃトレンチは、

大部分の石垣は破壊を受けていましたが、一部の根石を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４８図 南外堀石垣（三の丸側） 

Ｏトレンチ 

・２～３段積みだったと考えら

れる石垣を確認 

・石垣は、調査区外に続く。 

Ｍトレンチ 

・２～３段積みだったと考え

られる石垣を確認 

・石垣前面には石材が散乱し

ていた。 

Ａトレンチ 

・５段積みの石垣を確認 

・絵図の推定箇所とも一

致 
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(ｲ) 木杭列 

令和３年度（２０２１年度）実施のＪ・Ｋトレンチ及び、令和４年度から令和５年度

（２０２２年度から２０２３年度）実施のＭトレンチ、令和５年度（２０２３年度）実施

のＰトレンチの各調査において木杭列を確認しました。 

これまで実施してきた松本城総堀の発掘調査から、総堀の土塁裾部に木杭列が設けられ

ていることが分かっていましたが、この調査結果から、外堀にも総堀と同様に木杭列があ

ることが判明しました。 

この木杭列は、土留めや浸食防止、防御（先の尖
とが

った杭）の用途があるものと考えられ

ます。このような木杭列は、米沢城（山形県）でも出土例があり、大坂冬の陣図屏風にも

描かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４９図 南外堀木杭列（二の丸側） 

Ｍトレンチ 
・木杭列を確認 
・享保十三年絵図の堀際の

位置と一致 

Ｋトレンチ 
・木杭列を確認 
・木杭列は二の丸に沿って

カーブ 

Ｊトレンチ 
・木杭列を確認 
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(ｳ) 土塁・土坡 

土塁堀側の土坡は、令和５年度（２０２３年度）実施のＭ・Ｐトレンチで立ち上がり付

近が確認されていますが、土坡面全体は確認できていません。 

また、土塁の二の丸側端部については、享保十三年絵図を基にトレンチ位置を設定した

Ｉトレンチにおいて、２段積みの腰巻石垣を確認しました。このことから、絵図の正確性

が改めて実証され、更に絵図には表現されていない腰巻石垣の存在が明らかになりました。 

(ｴ) 水門 

水門は、令和５年度（２０２３年度）実施のＯトレンチで推定位置西側の調査を行いま

したが、明らかな遺構は確認できませんでした。 

しかし、トレンチ南東部では、石列を伴う粘土を固めた遺構を確認しており、水門に関

連する遺構の可能性があります。 

(ｵ) 南西隅櫓跡張出部 

享保十三年絵図を基にトレンチ位置を設定した、令和５年度（２０２３年度）実施のＮ

トレンチ調査において、二の丸側土坡立ち上がり部が現況石垣より南側であったことを確

認しました。 

このことから、南西隅櫓跡付近の二の丸は削平されていることが判明しました。 

また、トレンチ内攪乱部分から、木杭列に使用されていたと考えられる木杭が多量に出

土したことから、元々は木杭列があったものと考えられます。 

   

第５０図 南外堀土塁・土坡・水門 

Ｏトレンチ 

・石垣上に石列を伴う粘土

遺構を確認 

・享保十三年絵図の水門に

近く、水門関連の遺構の可

能性がある 

Ｎトレンチ 

・南西隅櫓跡付近が削平さ

れていることを確認 

・引き抜かれた木杭を確認 

Ｉトレンチ 

・二の丸側土塁裾部を確認 

・裾部の腰巻石垣を確認 
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ウ 西外堀の調査成果（三の丸側の堀端部） 

市道１０５７号線内の４地点において、西外堀の三の丸側の立ち上がり位置を確認しま

した。昭和６１年（１９８６年）の工事立会調査では、地表下１．４５メートルで木杭１３

本が確認されています。平成２０年度（２００８年度）に実施した試掘調査３か所（１・２・３

トレンチ）では、上・下水道管やガス管の攪乱を受けていましたが、道路中央部分で堀の立

ち上がりとなる土坡面と、木杭列の痕跡を確認しました。土坡面は、傾斜角６０度で立ち上

がっていましたが、当時の地表面は道路基盤で破壊されており不明です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５１図 西外堀端部（三の丸側） 

４トレンチ 

・昭和６１年（１９８６年）

の排水路改修の際に立会

調査を実施し、木杭列を

確認 

（現地表下１.４５メー

トル、木杭１３本確認） 

３トレンチ(北面) 

・下水道管等で攪乱されて

いたが、土坡面を確認。 

・土坡は約６０度の傾斜で

立ち上がっていることを

確認 

・木杭の存在を確認 

２トレンチ（南面） 

・３トレンチと同様に、下水

道管等で攪乱を受けてい

たが、土坡面を確認 

・木杭列の存在を確認 



 

110 

 

エ 西外堀土塁（二の丸側の裾部） 

土塁堀側の土坡は、令和５年度（２０２３年度）実施の８トレンチで立ち上がり付近が確

認されていますが、土坡面全体は確認できていません。 

また、土塁の二の丸側端部については、享保十三年絵図を基にトレンチ位置を設定し

た５・６・７トレンチにおいて、それぞれ裾部の土層を確認しました。７トレンチでは腰巻

石垣も検出されました。南外堀の二の丸側裾部においても同様の石垣が確認されており、外

堀土塁の二の丸側にはこうした石垣があった可能性が高くなりました。 

また、この調査では、二の丸西部の西半部の構築方法が判明しました。この場所は、元々

は西側にかなり傾斜しており、造成して平坦面を拡張し、その上に外堀土塁を構築していま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 木杭や石垣の高さ 

発掘された木杭上端部や石垣下端の高さをまとめると、第５３図のとおりです。発掘調査

では木杭付近に埋立土と堆積土の境が確認されており、大坂冬の陣図屏風では堀水面の上

に木杭の上端部が描かれていることから、南・西外堀の水位はこれら木杭上端部や石垣下端

の付近であったと推測されます。  

第５２図 西外堀土塁（二の丸側裾部） 

土塁裾部 

石垣 

礎石 

土塁 

二の丸構築土 

７トレンチ 

・土塁裾部位置を確

認 

・享保十三年絵図で

推定した場所と一

致 

・一部で土塁に腰巻

石垣を確認 

・土塁裾部近くに礎

石確認 

５トレンチ 

・土塁裾部を確認 

・二の丸構築土を確認 

６トレンチ 

・土塁盛土層は削平さ

れ、残存していなかっ

た。二の丸構築土を確

認 
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第５３図 木杭上端部と石垣下端の高さ 
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(4)復元検討結果 

絵図資料の検討結果と発掘調査の検討結果を基にした往時の南・西外堀の形状の特徴は、

表１８・１９のとおりです。 

発掘調査で明らかになった木杭や石垣の位置を記した図と享保十三年絵図を重ね合わせて、

絵図に沿って木杭や石垣をつなぎ合わせることにより、往時の堀の範囲は第５４図、第５５図

のとおり推定しました。 

石垣は南外堀三の丸側に沿ってあり、南隅櫓跡周辺には腰巻石垣があったと推定され、それ

以外は土坡であったと推定されます。木杭列は南外堀と西外堀の二の丸側の土塁裾部、西外堀

三の丸側の土塁や土坡の水際にあったと推定されます。なお、南隅櫓跡周辺の石垣の範囲、南

西隅櫓跡の張り出し部分の輪郭、水門跡周辺等については、今後の発掘調査で確認する必要が

あります。 

往時の堀の断面形状は、発掘調査の記録を基に堀底をつなぎ合わせて検討すると、第５６図、

第５７図のとおり推定されます。南外堀の断面形状は一様では無く、西外堀は南側の一断面し

か確認していないため、今後の発掘調査で断面形状等を確認する必要があります。 
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表１８ 絵図と発掘調査の確認結果とりまとめ表（南外堀） 
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描
か
れ

て
い
る

。

・
未
調

査
・

南
隅
櫓
跡

周
辺

を
発
掘

調
査
予

定

・ ・

土
坡
で
あ

っ
た
。

櫓
台
石
垣

が
あ

っ
た

可
能

性
が

高
い
。

・
土
坡

の
上
に

櫓
台
石

垣
が

描
か
れ

て
い
る

。
・ ・ ・

土
坡

裾
部

に
腰
巻

石
垣
は

確
認

さ
れ
て

い
な
い

。

築
石

と
思

わ
れ
る

転
落
石

を
確

認
（
Ｎ

ト
レ
ン

チ
）

整
地

土
と

堀
堆
積

土
の
境

界
を

確
認
し

、
現
在

の
石

積
み
よ

り
南
側

に
二
の

丸
が

張

り
出

し
て

い
た
根

拠
を
確

認
（

Ｎ
ト
レ

ン
チ
）

・
南

西
隅
櫓

跡
の
張

出
部

（
土

坡
）

の
輪

郭
を

発
掘

調
査

で
確

認
す

る
。

土
坡

・
土

坡
は
無

か
っ
た

。
・

土
坡

は
描
か

れ
て
い

な
い

。
・

土
坡

は
確

認
さ
れ

て
い
な

い
。

（
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ

、
Ｍ

、
Ｏ
ト

レ
ン
チ

）

石
垣

・
南

外
堀
に

沿
っ

て
石

垣
が

あ
っ

た
。

・
石
垣

が
描
か

れ
て
い

る
。

・ ・ ・

石
垣

又
は

石
垣
の

痕
跡
を

確
認

（
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ

、
Ｍ

、
Ｏ
ト

レ
ン
チ

）

た
だ

し
、

南
外
堀

西
端
部

は
未

調
査

石
垣

は
、

最
大
で

５
段
、

０
．

７
メ
ー

ト
ル
を

確
認

（
Ａ
ト

レ
ン
チ

）

木
杭
列

・ ・

二
の
丸
側

の
よ

う
な

木
杭

列
は

無
か
っ
た

。

た
だ
し
、

地
盤

を
強

固
に

す
る

た
め
に
木

杭
が
用

い
ら

れ
た
。

・
木
杭

列
は
描

か
れ
て

い
な

い
。

・ ・

二
の

丸
側

と
同
様

の
木
杭

列
は

確
認
さ

れ
な
い

。
（

Ａ
、
Ｂ

、
Ｃ
、

Ｏ
、
Ｐ

、
Ｍ

ト

レ
ン

チ
）

地
盤

を
強

固
に
す

る
た
め

の
木

杭
を
確

認
（
Ｍ

ト
レ

ン
チ
）

・
水

門
が
あ

っ
た
。

・ ・

水
門

が
描
か

れ
て
い

る
。

水
門

の
南
に

は
、
沈

砂
池

の
よ

う
な

三
角

形
の

池
が

描
か

れ
て

い
る

。

・ ・

石
列

を
伴

う
粘
土

で
固
め

ら
れ

て
い
る

部
分
を

確
認

（
Ｎ
ト

レ
ン
チ

）

水
門

自
体

の
遺
構

は
確
認

さ
れ

て
い
な

い
。

・
水

門
周
辺

を
発

掘
調
査

予
定

・
水

路
が
あ

っ
た
。

・ ・

水
門

か
ら
総

堀
に
水

を
流

す
石
組

み
水
路

が
描

か
れ
て

い
る
。

三
の

丸
の

雨
水

排
水

が
描

か
れ

て
い
る

。
（

士
族

屋
敷

配
置

図
）

・
外
堀

大
通

り
内
に

総
堀
へ

と
延

び
る
石

組
み
水

路
を

確
認
（

松
本
城

三
の
丸

跡
土

居

尻
９

次
調

査
）

・
南

外
堀
の

断
面

形
状

は
一

様
で

は
無
い
。

・
堀
底

や
断
面

形
状
は

描
か

れ
て
い

な
い
。

・ ・ ・

堀
東

側
で

は
、
中

央
部
に

向
か

い
緩
や

か
に
深

く
な

る
堀
底

を
確
認

（
Ａ
、

Ｐ
ト

レ

ン
チ

）

堀
西

側
で

は
、
平

坦
な
堀

底
が

続
く
堀

底
を
確

認
（

Ｍ
ト
レ

ン
チ
）

南
西

部
の

堀
底
が

浅
い
箇

所
の

下
層
か

ら
、
中

世
の

遺
物
を

確
認
（

Ｍ
ト
レ

ン
チ

）

・
地

表
面
か

ら
１

～
１

．
５

メ
ー

ト
ル
程
度

は
埋

立
土

、
そ

の
以

深
は
堆
積

土
で
あ

っ
た

。

・
堆
積

土
等
は

描
か
れ

て
い

な
い
。

・ ・

堀
が

機
能

し
て
い

た
時
代

の
堆
積

土
と

、
そ

の
後

の
埋

立
土

を
確

認
（

Ｍ
ト

レ
ン

チ
）

堆
積

土
が

あ
っ
た

こ
と
か

ら
、

堀
底
が

保
護
さ

れ
て

い
る
こ

と
を
確

認
（
Ｍ

ト
レ

ン

チ
）

・
水

面
は
木

杭
上

端
部

や
石

垣
下

端
の
付
近

に
あ
っ

た
と

推
測

・
水
面

位
置
は

描
か
れ

て
い

な
い
。

・
石
垣

下
端

は
、
標

高
５
８

６
．

５
メ
ー

ト
ル
付

近
に

あ
る
こ

と
を
確

認
（
Ａ

、
Ｊ

、

Ｋ
、

Ｍ
、

Ｐ
ト
レ

ン
チ
）

・
堀

で
あ
っ

た
。

・
堀
が

描
か
れ

て
い
る

。
・ ・

未
調

査

明
治

２
５

年
（
１

８
９
２

年
）

頃
設
置

さ
れ
た

と
さ

れ
る
。

・
現

在
は
、

来
場
者

の
出

入
り

、
都

市
公
園
を

維
持
・

活
用

す
る

た
め

の
機
能
を

担
っ

て
い
る

。

課
題

、
検

討
の
方

向
性
等

発
掘

調
査

で
の
確

認
絵
図

「
享
保

十
三

年
秋
改

　
松
本

城
下

絵
図
」

(
１
７

２
８

年
)

復
元

検
討
結

果

水
面
位

置

水
門

部

南
隅
櫓

部

南
西
隅

櫓
部

要
素

南 外 堀

二 の 丸 側

全 体

三 の 丸 側

全 体

南
側
出

入
口

（
土

橋
）

堆
積
土
、

埋
立

土

水
路

共 通 部

堀
底
、
断

面
形

状
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表１９ 絵図と発掘調査の確認結果とりまとめ表（西外堀） 

 

   

場
所

地
点

土
坡

・
土
坡
で

あ
っ

た
。

・
土

坡
が
描

か
れ
て

い
る

。
・

土
坡

を
確

認
（
８

ト
レ
ン

チ
）

石
垣

・
石
垣
は

無
か

っ
た
。

・
石

垣
は
描

か
れ
て

い
な

い
。

・
現
在

ま
で

、
石
垣

は
確
認

さ
れ
て

い
な

い
。
（

８
ト
レ

ン
チ
）

木
杭

列
・

土
塁
裾

部
に
は

木
杭

列
が

あ
っ

た
。

・
木

杭
列
は

描
か
れ

て
い

な
い
。

・
土
塁

裾
部

で
木
杭

列
を
確

認
（
８

ト
レ

ン
チ
）

・ ・

土
坡
で

あ
っ

た
。

櫓
台
石

垣
が
あ

っ
た

可
能

性
が

高
い
。

・
土

坡
の
上

に
櫓
台

石
垣

が
描
か

れ
て
い

る
。

・
未
調

査
・

北
西

隅
櫓
跡

の
位

置
等

を
発

掘
調

査
で

確
認
す

る
。

土
坡

・
土
坡
で

あ
っ

た
。

・
土

坡
が
描

か
れ
て

い
る

。
・

市
道

（
１

０
５
７

号
線
）

中
央
部

付
近

で
土
坡

の
立
ち

上
が
り

を
確

認
（
１

、
２
、

３
ト

レ
ン

チ
）

石
垣

・
石
垣
は

無
か

っ
た
。

・
石

垣
は
描

か
れ
て

い
な

い
。

・
現
在

ま
で

、
石
垣

は
発
掘

さ
れ
て

い
な

い
。
（

１
、
２

、
３
、

４
ト

レ
ン
チ

）

木
杭

列
・

土
坡
の

立
ち
上

が
り

に
は

木
杭

列
が
あ

る
。

・
木

杭
列
は

描
か
れ

て
い

な
い
。

・ ・ ・

３
本

の
木

杭
列
を

確
認
（

２
ト
レ

ン
チ

）

木
杭

列
を

構
成
し

て
い
た

と
考
え

ら
れ

る
木
杭

５
点
を

確
認
（

３
ト

レ
ン
チ

）

１
３

本
の

木
杭
列

を
確
認

（
４
ト

レ
ン

チ
）

・
南
側
の

調
査
結

果
か

ら
は

中
央

部
に
向

か
い
緩

や
か

に
深

く
な

る
堀
底

を
確

認
。

・
堀

底
や
断

面
形
状

は
描

か
れ
て

い
な
い

。
・ ・

中
央

部
に

向
か
い

緩
や
か

に
深
く

な
る

堀
底
を

確
認
（

１
、
２

、
８

ト
レ
ン

チ
）

た
だ

し
、

堀
の
最

深
部
付

近
が
軟

弱
で

あ
り
、

形
状
を

把
握
で

き
て

い
な
い

。
（
８

ト
レ

ン
チ

）

・
西
外

堀
北
側

を
発

掘
調
査

予
定

・
地
表
面

か
ら
１

～
１

．
５

メ
ー

ト
ル
程

度
は
埋

立
土

、
そ

の
以

深
は
堆

積
土

で
あ
っ

た
。

・
堆

積
土
等

は
描
か

れ
て

い
な
い

。
・ ・

堀
が

機
能

し
て
い

た
時
代

の
堆
積

土
と

、
そ

の
後

の
埋

立
土

を
確

認
（

８
ト

レ
ン

チ
）

堆
積

土
が

あ
っ
た

こ
と
か

ら
、
堀

底
が

保
護
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
確

認
（
１

、
２
、

８
ト

レ
ン

チ
）

・
木
杭
の

上
端
部

付
近

に
あ

っ
た

と
推
測

・
水

面
位
置

は
描
か

れ
て

い
な
い

。
・

木
杭

の
杭

頭
は
、

お
お
む

ね
標
高

５
８

６
．
５

メ
ー
ト

ル
付
近

に
あ

る
こ
と

を
確
認

（
８

ト
レ

ン
チ
）

・
堀
で
あ

っ
た

。
・

堀
が
描
か

れ
て
い

る
。

・ ・

未
調

査

大
正

末
期

頃
に
埋

め
立
て

ら
れ
た

と
さ

れ
る
。

・
現
在

は
、
来

場
者

の
出

入
り

、
都

市
公

園
を
維

持
・

活
用

す
る

た
め

の
機

能
を
担

っ
て

い
る
。

立
ち

上
が
り

位
置

が
市
道

中
央
部

付
近

で
あ
る

こ
と

か
ら
、

道
路
の

付
替

え
が
必

要

影
響

す
る
権

利
者

の
同
意

が
不
可

欠
で

あ
り
、

段
階

的
な
取

組
み
を

見
据

え
た
検

討
が

必
要

・ ・

西
外

堀
北
側

の
立

ち
上
が

り
部
を

発
掘

調
査
予

定

・

要
素

復
元
検
討

結
果

絵
図
「
享

保
十
三

年
秋

改
　
松

本
城
下

絵
図
」

(
１

７
２
８

年
)

発
掘

調
査
で

の
確

認
課
題

、
検
討

の
方
向

性
等

西 外 堀

二 の 丸 側

全 体

三 の 丸 側

全 体

共 通 部

堀
底

、
断
面

形
状

水
面
位
置

北
西
隅
櫓

部

西
側
出
入

口

堆
積

土
、
埋

立
土



 

115 

 

  

第５４図 南・西外堀 推定平面図（絵図重ね図） 
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第５５図 南・西外堀 推定平面図 
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第５６図 南外堀 推定横断面図 
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第５７図 西外堀 推定横断面図 
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(5)復元計画 

復元検討結果で明らかにした南・西外堀の特徴を踏まえ、発掘調査によって基礎情報を収集

し、引き続き調査・研究を重ねて、復元形状や整備手法を検討します。また、復元整備の段階

においても、必要な発掘調査を行いながら整備を進める手法を検討します。 

ここでは復元計画として、遺構を良好に「保全」することを前提とし、実現性の高い整備手

法を検討するための基本的な考え方を示します。 

ア 往時の堀形状に基づく復元形状や整備手法の検討 

(ｱ) 整備範囲 

南・西外堀の整備範囲は、南・西外堀の特性、史実性、都市公園機能の確保（動線確保、

供給処理施設機能の保持）、園内樹木への影響、整備効果（他事業との相乗効果）等を総

合的に判断して設定する必要がありますが、おおむね以下のとおりとします。 

a 南外堀は、南側出入口（土橋）までを整備範囲とします。南側出入口横のコンクリート

基礎については、撤去することにより土橋へ影響が生じる場合は、その基礎の利活用を

含めた検討を行います。 

b 西外堀は、西側出入口までを整備範囲とします。また、西外堀三の丸側は、市道１０５７

号線の中央付近に土坡の立ち上がりを確認しましたが、市道部分を含めて復元整備を行

うためにはその付替えが必要となることから、関係者との合意形成を進め、理解を得な

がら段階的に整備することも見据えて検討を進めます。 

(ｲ) 堀の形状 

往時の堀形状を基本としつつ、遺構を良好に保全し、適切に維持管理し得る形状を検討

します。 

(ｳ) 石垣の構造 

石垣の位置や範囲、高さ、背面の栗石設置等の検討や、往時の石垣形状を基本とした整

備手法を検討します。 

検出した石材である山辺石（閃緑斑岩）の調達が困難となっているため、石材必要量を

検討の上、代替石材の調達の可能性（調達先、コスト等）や検出した石材の保全・活用の

取扱いなどを検討します。 

(ｴ) 土坡の形状 

土坡は、発掘調査の結果等を基本として勾配や高さなどの形状を検討します。崩落や浸

食が生じることの無いよう、土坡盛土に用いる材料や安定性を確保できる勾配設定、法面

保護（土坡緑化等）工法についても検討を行います。 

(ｵ) 木杭列の再現 

木杭列は、発掘調査の結果等を基本とし、土留めや浸食防止、防御等の役割や設置範囲

を整理して整備手法を検討します。 
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埋立土から検出した木杭は、現地で保存することを基本とし、その取扱いや再現方法等

を検討します。 

(ｶ) 水堀の表現 

発掘調査の結果等を踏まえつつ、水堀の復元方法や範囲について検討を行います。 

イ 遺構の保全を最優先とした遺構保護層の設置 

(ｱ) 堀底の保護 

遺構を良好に保全するための遺構保護層は、一般的な厚さ５０センチメートル程度（遺

構養生層１０センチメートル＋盛土層４０センチメートル）を参考にして、遺構保護を最

優先としながら、施工性や施工品質等に配慮して設定します。 

なお、遺構面保護の盛土層に用いる材料は、現地発生土を有効に活用することを検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 石垣の保護 

遺構を良好に保全するため、発掘した石垣を保護層で被覆し、その前面または直上に新

たに石垣を積む方法と発掘調査で出土した石垣を活用する方法を検討します。 

石垣の多くが崩落していることや、新たな石材の調達が必要となることの課題があるこ

とから、それぞれの方法について比較検討し、より実現性の高い整備手法を検討します。 

その他、遺構を保護層により保護した上で、発掘した石垣の一部を別の場所で展示する

ことなども検討します。 

(ｳ) 土坡の保護 

遺構を良好に保全するため、堀底の保護と同様に遺構保護層を設置します。ただし、二

の丸側の樹木や園路等への影響が生じることから、保護層の厚さと影響範囲等を検討した

上で、復元形状を決定します。 

なお、二の丸側の土坡の立ち上がり位置については、今後の発掘調査で確認します。 

  

第５８図 遺構保護層の設定 
『史跡等整備のてびき』（２００５年）より抜粋 

盛土 

遺構養生層（砂層） 
遺構面 

砂もしくは石灰層 
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ウ 現在の周辺地形を考慮した水面の設定 

発掘調査の結果を踏まえつつ、水面を表す整備を行います。水をたたえた堀の復元に当

たっては降雨時に溢水することの無いように、現在の周辺地形に対する余裕を確保します。 

南・西外堀の整備範囲では、外堀大通りと市道１０５７号線の交差点付近が地形的に最も

低位に位置することから、その標高をコントロールポイントとして水面を設定します。 

ただし、堀水の水深が浅くなると水質悪化が懸念されることから、水質の維持や維持管理

を考慮した水深の設定を検討する必要があります。 

（参考） 

河川管理施設構造令に基づく余裕高 ｈ＝０.６メートル 

河川管理施設構造令の小河川の特例に基づく余裕高 ｈ＝０.３メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）南側出入口（土橋）付近の余裕高Ｈ＝０.９～１.４メートル程度 

西側出入口付近の余裕高Ｈ＝０.５メートル程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南側出入口付近 西側出入口付近 

第５９図 小河川の特例 
『改定 解説・河川管理施設等構造令』（２０００年）より抜粋
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エ 整備後の水質維持、管理を考慮した給排水方法等の検討 

(ｱ) 堀水管理 

令和４年度（２０２２年度）の松本城堀総合調査で整理された検討内容を踏まえ、現状

の維持管理の内容、給排水の問題点、課題等を把握し、給排水計画と堀管理方法（水替え、

堀底浚渫、清掃等）を検討します。 

(ｲ) 堀水の給水 

復元形状を決定した上で、その水面積や水深を設定し、水堀化した場合の必要水量（蒸

発散量を含む。）と給水系統等を検討します。 

(ｳ) 雨水を含めた堀水排水 

外堀大通りに整備済みの雨水渠
きょ

へ排水することを前提とし、雨水排水処理を考慮した検

討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  『令和２年度松本城堀総合調査業務委託報告書』（２０２１年）より抜粋 

第６０図 松本城堀における再循環 
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オ 回遊性を向上する歩行者動線の確保 

(ｱ) 松本城三の丸エリアが目指す姿 

令和４年（２０２２年）３月に策定した松本城三の丸エリアビジョンでは、かつて総堀

で囲まれた松本城三の丸と、昭和３９年（１９６４年）に移築された旧開智学校校舎周辺

で、公民が連携して実現するエリアの目指す姿を描いています。 

南・西外堀の復元は単なる堀の復元整備にとどまるものではなく、史跡松本城全体の回

遊性を向上し、将来に引き継ぐ新たな空間として整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 歩行者動線 

史跡松本城内及び周辺の回遊性の向上と、都市公園や指定緊急避難場所としての機能の

確保を前提とし、既存の歩行者動線（南側出入口、西側出入口）を活用して、史跡松本城

全体を回遊できる新たな歩行者動線を確保します。 

南外堀南側に面する外堀大通りについては、松本市景観審議会で協議が行われているこ

とから、その結果を踏まえつつ、松本城三の丸エリアビジョンに掲げる将来像実現に資す

る空間の確保を検討し、将来的な外堀大通りの北側歩道本整備を行います。 

また、西外堀西側は、市道１０５７号線と西外堀との間に歩行者動線を確保することを

検討します。 

 

  

『松本城三の丸エリアビジョン』（２０２２年）より抜粋

第６１図 松本城三の丸エリアビジョンの目指す歩行者ネットワーク 
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第６２図 歩行者動線検討図 

山並みを背景とした松本城天守 歩行者空間の確保された外堀大通り 
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カ 復元整備に合わせた遺構表示やサイン、安全施設、植栽等の検討 

(ｱ) 遺構表示・サイン計画 

南側出入口や西側出入口は、当面の復元整備では残存を基本としますが、幕末期の外堀

の形状と相違が生じる箇所については、往時には外堀であったことを明示する遺構表示（平

面表示）等の方法を検討します。 

遺構を良好に保全する観点から、石垣や木杭列、土坡等を保護して復元整備する場合は、

往時の堀形状や構造等を明示するための検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事例：遺構の平面表示 

事例：堀整備の解説サイン 事例：石垣の解説サイン 

事例：置き式サイン 
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(ｲ) 安全施設計画 

多くの市民や来場者が訪れ、憩う都市公園として、安全の確保、景観への配慮、周辺環

境との調和に配慮して、転落防止柵等の設置や意匠等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 植栽の計画 

復元整備の手法や形状によっては、二の丸側の植栽に影響が及ぶことから、その一部を

伐採等する必要があります。 

植栽の伐採等の検討に当たっては、往時には存在しなかった外来のメタセコイヤや樹勢

の衰えている樹木等、景観・環境形成等や維持管理の観点から支障となる樹木等の伐採等

を検討します。 

また、外堀大通りの植栽については、松本市景観審議会で歩道部の植栽や景観対策等に

ついて協議されていることから、その方針を踏まえた検討を行うとともに、松本城三の丸

エリアビジョンに掲げた取組方針に沿った滞在空間の創出に資する検討を行います。 

植栽の検討に当たっては、遺構を良好に保全することを前提とし、特に二の丸側は必要

最小限とし、将来的な二の丸の再整備において取扱いなどを検討します。 

 

  

安全施設なし（内堀） 低木植栽（外堀）

安全柵H=0.80メートル（外堀）
安全柵H=0.90メートル（総堀） 

『史跡等整備のてびき』（２００５年）より抜粋 

第６３図 盛土の目的と考え方及び樹木の根茎と盛土厚 
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キ 二の丸整備に関わる長期的な課題の明確化 

南・西外堀の復元整備は、二の丸側の植栽や便益施設等にも影響が及ぶことから、史跡松

本城の価値を高めるとともに、都市公園としての機能を維持・向上するため、将来的に二の

丸を再整備することが求められます。 

(ｱ) 南側出入口、西側出入口 

南側出入口と西側出入口は、当面の南・西外堀復元整備においては残存することを基本

としますが、幕末期の松本城に存在しないものであることから、将来的にその取扱いを検

討します。 

(ｲ) 隅櫓跡 

南隅櫓跡は、将来の整備を見据えて、調査・研究を進めます。 

北西隅櫓跡、南西隅櫓跡は、今後調査・研究を進めます。 

(ｳ) 埋設管類の取扱い 

二の丸整備に当たっては、便益施設や照明施設等に関わる埋設管類の再整備が必要とな

ることから、その埋設位置等の検討が必要となります。 

(ｴ) 便益施設 

西外堀側のトイレは老朽化が顕著であり、南・西外堀復元整備によって埋設されている

下水道管が取り除かれるため撤去します。 

南側出入口付近のトイレは公園利用者、観光客等のニーズが高いため、令和５年度

（２０２３年度）に改修しましたが、南・西外堀復元整備にあわせて、史跡指定範囲外へ

の移転を前提とした撤去を検討します。 

なお、遺構を良好に保全するために、撤去を伴う場合は、取壊し影響範囲や供給処理設

備配管類の影響範囲等の想定を行います。 
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第６４図 二の丸整備に関わる長期的な課題 

北西隅櫓跡 

南西隅櫓跡 

南隅櫓跡 

西外堀側トイレ 南外堀側トイレ 

南側出入口 

西側出入口 
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第６５図 地下埋設物平面図（絵図重ね図） 
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(1)堀の現況 

現在、水堀は内堀、外堀の一部、総堀の一部で、現況は次のとおりです。 

ア 内堀 

本丸の南側をＵ字形に取り囲み、堀の両側は石垣となっています。内堀の幅は天守の周囲

では６０メートルに及び、堀底の深さは現状の水位から３メートル以上あり、断面について

は二の丸側が深い片薬研となっています。 

イ 外堀 

本丸と二の丸を囲む堀で、平面形は北西部を欠く不整長方形を呈し、外周は約１.２キロ

メートルありました。外堀の両側は基本的には土坡ですが、太鼓門周辺、東外堀三の丸側の

北半、南外堀三の丸側の一部等は石垣が築かれていました。これまでの発掘調査から、西外

堀の二の丸側土坡の法尻には、後述の総堀と同様、土留めと防御を兼ねたものと考えられる

先端を尖
とが

らせた木杭列が確認されています。 

現在、外堀の約半分が埋め立てられているため、南・西外堀の水堀としての復元事業に取

り組んでいます。 

ウ 総堀 

松本城の最も外側を取り囲むのが総堀です。総堀は、一般的には城下町を取り囲む総構え

の堀の呼称として用いられていますが、松本城にはこうした堀はなく、三の丸を取り囲む堀

を総堀と呼んでいます。絵図によれば、南側の大手門東側で最大幅約５０メートルを測り、

総延長は約２キロメートルに達しました。堀の両側は土坡で、基部には先端を尖らせた木杭

列が総堀各所の発掘調査で確認されており、防御用の装置と土留めを兼ねていたものと考

えられます。全国的にも類例が少なく、注目すべき構造です。 

松本城周辺は南西に緩く傾斜した地形にあり、堀の水位調整が必要となりますが、馬出し

に付属する土橋と東総堀ほぼ中央にある水切り土手（水持ち土手）がその役割を果たしてい

ました。 

現在、東総堀の一部が水堀として現存しています。 

エ 課題 

降水量が少ない季節や地下水からの流入量が少なくなった際に、堀底の堆積物が水面上

に露出し、悪臭を発生することがあり、堆積物の除去が大きな課題となっています。水質の

悪化が懸念される季節には、薬剤散布を実施し、悪臭を抑えるなどの対応を行っていますが、

根本的な解決には至っていません。 

(2)これまでの浄化対策の経過 

堀浄化対策としては、堀底の浚渫（堆積物除去）と堀水の水質浄化の２つの手法が挙げられ

ます。江戸時代以降、堆積物除去として浚渫が実施された記録が古文書に記載されていること

２ 堀浚渫計画 
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から、松本城では往時から堆積物除去を中心に堀浄化対策を実施してきたことが分かります。 

ア 浚渫（堆積物除去）の経過 

【江戸時代の浚渫】 

文化２年 東・南外堀 

弘化２年 北西外堀、総堀 

２月上旬から４月１２日までの約２か月間、周辺の農村から１日３００人を

動員して実施され、この年は、新潟まで泥水が届いたと記録があります。 

慶応元年 南総堀他、全部で９か所 

【近年実施された浚渫】 

昭和４３・４６年 ３,９４０立方メートル 

東外堀（本丸と二の丸御殿の間） 

昭和４４年 ２３０立方メートル 北外堀（松本神社の前） 

昭和４５年 １５０立方メートル 北総堀（片端総堀の北部） 

平成１４年～平成１９年 堆積物が表出する限られた部分に対し、点的にバキュームに

よる吸出し 

平成２５年 ６１３立方メートル 内堀 

（１,２２６平方メートル 浚渫深：０.５メートル） 

令和２年 ９００立方メートル 内堀 

（９００平方メートル 浚渫深：１.０メートル） 

※３工法による浚渫工法実証実験として実施 

イ 堀水の水質浄化の経過 

昭和５２年 地下水の導入による浄化を検討したが、計画水量に達せず断念 

昭和５３年 堀北側の下水道工事に着手 

堀の試掘を実施。水深２～３メートル、堆積物は０.５～１メー

トル 

堀底に漏水防止の粘土が敷いてあることが判明 

昭和６１年 堀浄化対策研究会が発足 

平成１９年 ＥＭ菌散布を実施（平成２８年（２０１６年）まで継続して実

施） 

平成２９年～令和４年 外堀南東部、黒門付近で酸化マグネシウム剤散布を開始 

平成３０年～令和４年 堀総合調査（水質調査、堆積土調査、将来予測）を実施 
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(3)堀総合調査の実施（Ｈ３０～Ｒ２、Ｒ４） 

堀の浚渫に先立ち、堀に関する基礎データの取得、浚渫方法の検討、浚渫後の堀水の維持管

理方法等を検討するため、堀の総合調査を実施しました。 

ア 水源と水質 

堀の水は、５か所の井戸（史跡内１か所、史跡外４か所）から湧き出る地下水を投入して

います。内堀・外堀の水は、両堀を循環し、外堀北西部から河川に通じる水路によって放流

しています。水門を６か所（排水箇所含む。）設け、流量調整や水位調整といった管理を行っ

ています。東総堀は、堀の埋立て地にある北門大井戸から湧き出る地下水を投入し、最終的

に女
め

鳥羽
と ば

川に放流しています。 

水質については、令和２年度（２０２０年度）の夏季（水質悪化が懸念される季節）に調

査を行いました。試料採取時の観測結果は、表２０のとおりです。外観、臭気はＨ２地点（総

堀南部）で無色透明、無臭でしたが、その他の地点（内堀、外堀）は淡黄緑色、藻臭でした。

透視度はＨ２（総堀南部）で１００センチメートル以上ありましたが、他は６０～７０セン

チメートル、透明度は７～５２センチメートルでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀の水及び排水箇所の水質分析結果は、表２１のとおりです。地下水調査結果と同様、環

境省が定めた湖沼の環境基準を超える窒素及びリンが検出され、植物プランクトンが発生

し易い水質でした。アオコ等が発生し易い環境と言えます。 

外堀（Ｌ１０及びＬ１５）の水質はＳＳ、強熱減量及びＣＯＤが高く、クロロフィルａも

内堀、総堀（Ｌ４及びＨ２）に比べて高いことから、植物プランクトン量が多いことが示唆

されました。 

  

　　　　調査地点

 項　目
単位 L4 L10 L15 H2

採取日 － R2.8.18 R2.8.18 R2.8.19 R2.8.19

採取時間 － 08:40～08:50 10:50～10:58 09:03～09:08 14:00～14:03

天候 － 晴れ 晴れ 快晴 快晴

気温 ℃ 28.3 28.0 26.0 32.0

水温 ℃ 22.5 30.0 23.2 25.1

外観 － 淡黄緑色 淡黄緑色 淡黄緑色 無色透明

臭気 － 藻臭 藻臭 藻臭 無臭

透視度 cm 70 60 63 100以上

透明度 cm 52 7 15 －

表２０ 試料採取時の観測結果（堀） 
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イ 堆積要因 

堀の水源は井戸水であり、河川の流入は無いことから、水源等からの堆積の流入は無いと

考えられていました。そこで堀の堆積状況及び堆積物の性状から、令和４年度（２０２２年

度）の堀総合調査において堆積要因の検討を行いました。 

調査の結果は表２２に示すとおりで、松本城堀における堆積要因は、多くは藻類に起因す

ることが示唆されました。内堀南西部等の一部では降雨時の濁水流入による影響も考えら

れました。一方で、落ち葉等の影響は非常に軽微であることが推定されました。 

堆積を抑制する対策としては、藻類は水質の管理、濁水流入への対策として舗装が考えら

れます。 

表２２ 堆積要因と考えられる対応策 

堆積の要因 想定される堆積状況 評価 対応策 

藻類（植物プランクトン） 発生した藻類が沈下して堆積 ○ 堀水の水質管理 

降雨時の濁水流入 降雨時に周辺から流入して堆積 △ 舗装等 

落ち葉等 周辺街路樹等から流入して堆積 × 定期的な除去 

評価 ○：堆積要因であると考えられる。 

△：一部では堆積に影響していると考えられる。 

×：堆積への影響は少ないと考えられる。 

  

類型 AA、Ⅰ A、Ⅱ B、Ⅲ C、Ⅳ D、Ⅴ 適合なし

凡例

調査地点

項目

－ R2.8.18 R2.8.18 R2.8.19 R2.8.19

℃ 22.5 30.0 23.2 25.1

－ 7.9 9.9 8.4 7.9

mg/L 5 11 9 4

mg/L 1 5 5 1

mg/L 2.9 5.4 4.1 1.6

mg/L 10 41 14 10

％ 115 542 164 121

mg/L 1.00 0.98 1.01 1.17

mg/L 0.04 0.03 0.05 0.04

mg/L 0.009 0.025 0.011 0.015

mg/L 0.230 0.484 0.429 0.952

mg/L 0.760 0.176 0.073 0.025

mg/L 0.754 0.142 0.017 0.020

mg/L 13.4 8.78 10.8 8.09

μg/L 23 46 52 16

溶存酸素量

単位 L4 L10 L15

採水日

水温

pH(水素イオン濃度)

SS(浮遊物質量)

強熱減量

COD(化学的酸素要求量)

酸素飽和度

全窒素

アンモニア態窒素

亜硝酸態窒素

硝酸態窒素

全リン

無機態リン(リン酸態リン)

珪酸態珪素

クロロフィルa

H2

表２１ 水質分析結果（堀） 
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(ｱ) 藻類（植物プランクトン） 

松本城の堀では、夏季等気温や水温が高く日射の強い時期を中心に、藻類（植物プラン

クトン）が発生して水面が緑色になる場合があります。また、堆積土表面に藻類が発生し

て緑色になることから、堆積物中に堆積した藻類が含まれていることが推定されます。 

藻類は、局所的に発生することは無く、広く発生することから堆積する場合は一様に堆

積しています。また、藻類には有機物量も多く含まれることから、堀の堆積状況を踏まえ

るとこの藻類が堆積の主な要因である可能性が高いと推察されました。 

したがって、堆積を低減させる手法としては、堀水の水質を維持管理することが考えら

れます。 

  
藻類の発生状況（外堀南東部） 堆積土表面に繁茂する藻類（内堀南西部） 

藻類の発生状況 

(ｲ) 降雨時の濁水流入 

松本城の堀には水源からの土砂流入は無いものの、降雨時における濁水流入は考えられ

ました。そこで降雨時に調査を行ったところ、公園や法面からわずかに濁水が流入してい

ることは確認されたものの、例えば雨水渠等からの大規模な濁水流入は確認されませんで

した。 

したがって、降雨時の濁水流入が堆積に大きく影響しているとは考えにくいことが示唆

されました。なお、対策としては外縁部や法面の舗装が考えられます。  
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降雨時の濁水流入（内堀南西部） 流入した土砂（内堀南西部） 

  
濁水の流入は確認されない（外堀北東部） 法面に形成された水みち（外堀北東部） 

堀への濁水流入状況等 

(ｳ) 落ち葉や枯草 

堀の周辺には街路樹等が植樹されている他、法面を中心に下草が繁茂しています。これ

らの落ち葉等が堆積要因となっていることが想定されたため、調査を行いました。 

総堀の排水箇所付近等の一部で落ち葉が堀底に沈んでいる状況が確認されたものの、そ

の他の場所ではほとんど確認できませんでした。 

したがって、これらが堀の堆積に大きく影響しているとは考えにくいことが分かりまし

た。対策としては定期的な除去が考えられます。 

  

堀底に沈む落ち葉（総堀） 堀底に落ち葉は確認されない（内堀南西部） 

落ち葉の沈殿状況等  
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(4)堀浚渫計画 

令和２年度（２０２０年度）に実施した浚渫工法の実証実験結果に基づき、おおむね７年間

を目途に内堀・外堀・総堀の全面的な浚渫を実施します。 

ア 浚渫期間 

令和５年度から令和７年度（２０２３年度から２０２５年度） 内堀 

令和８年度から令和１０年度（２０２６年度から２０２８年度） 外堀 

令和１１年度（２０２９年度） 総堀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 浚渫深度 

堆積速度の調査結果及び堀底の遺構面の保護を考慮し、最深部で１.５メートルの浚渫深

度を確保します。 

  

第６６図 松本城堀浚渫箇所（予定） 
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ウ 浚渫工法 

浚渫は、水底土砂ポンプ浚渫工法によって実施します。 

(ｱ) 概要 

水底土砂ポンプ浚渫工法は「湖沼」「お堀」等の閉鎖水域において、水底の表層部に堆

積した細粒分を多く含む土砂を回収する工法です。底が開いた四角柱状の浚渫装置で水底

の浮泥や堆積物を囲い、周辺に濁りが出ないよう隔離した状態で、装置の中の堆積物を

ジェット水流により攪拌
かくはん

し、それをポンプにより吸引します。 

史跡をき損するリスクが少なく、浚渫装置がコンパクトで、堀水の濁りがほとんど発生

しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 特徴 

・小型車（２～４トン）で機材の運搬が可能 

・閉鎖された浚渫装置内で浚渫するので、周辺への濁り、汚濁の発生がない。 

・浚渫装置の昇降は、油圧リフターを、台船の移動は電動ウインチを使用するので、振動・

騒音の抑制が可能 

・水底の土砂を振動ふるいにより原位置分級し、有害物質等を含む細粒分のみをポンプで

陸上に送り、粗粒分は水底に残置 

・ＩＣＴを活用した施工管理システムを採用し、施工時に出来形管理、品質管理が可能 

(ｳ) 施工管理 

施工位置は、船位誘導システムを用いて位置決めを行います。施工対象の水域を浚渫装

置の２メートル×２メートルメッシュで区切られた画面上で、設計位置と現在位置が重な

るよう操船します。各メッシュには、施工前後の水底地形が標高で表示され、計画浚渫深

をクリアしたことを確認できます。浚渫装置を搭載する台船は四隅に設置したウインチと

陸上部（又は堀底）に固定された支点により浚渫施工水域範囲内を四方に移動することが

できます。 

 

  

水底土砂ポンプ浚渫工法による浚渫の様子（令和２年度実証実験時） 
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(ｴ) 浚渫の流れ 

①浚渫装置（水中ロッド）を水底土砂に差し込み 

油圧フィルターにて底面のみ解放された四角柱状の浚渫装置を水底土砂に貫入し、閉鎖

空間を確保する。 

②水底土砂をジェット水で切削・解泥しミキサーで攪拌 

水中ロッド下端部に水平方向に装着したウォータージェットで、水底土砂の表層を切削

し、その閉鎖空間内の水とともに水中ミキサーで攪拌・懸濁
けんだく

する。 

③サンドポンプで吸引・送泥 

攪拌・懸濁された泥水をサンドポンプで、サクションホースを介し陸上に送泥し、濁水

処理・脱水処理を経て処理土として場外に搬出する。 

④浚渫装置（水中ロッド）を引き抜き 

浚渫装置内の懸濁水の吸引・送泥が終わったら油圧リフターにて装置を引き抜き、次の

場所に移動する。 

⑤濁水処理・脱水処理 

浚渫装置により浚渫された泥水は処理施設へ送泥され、濁水処理施設において無機系凝

集剤を投入し、凝集沈降を早めた上で、沈殿槽で上澄水と濃縮泥水に分離を行う。その後、

濁水処理に送泥し凝集沈殿を行う。澄水は清水槽に貯水され、水質確認を実施し、排水基

準のモニタリングを行い、基準内であることを確認した後、放流する。濃縮泥水は脱水処

理設備に送泥され、脱水処理を行う。 

エ 脱水処理（フィルタープレス） 

(ｱ) 概要 

フィルタープレスは、浚渫工事から発生する濃縮泥水を固液分離するための脱水装置で

す。このフィルタープレスを使用したシステムは、大容量処理の可能な自動フィルタープ

レスにより、濃縮泥水を脱水し、脱水ケーキとして取り出す一次処理及び脱水で出た排水

の濁水処理を行う二次処理で構成されています。脱水処理された脱水ケーキの含水比

は、４０％～５０％程度となるまで脱水し、フレコンバックの自立、多段積みが可能とな

ります。 

(ｲ) 特徴 

構造がシンプルで比較的処理量を簡単に増やせることが特徴です。処理工程内に簡単に

組み込むことができ、ろ過脱水装置として最も多く使用されている加圧ろ過装置です。得

られる脱水物（ケーキ）の含水率は非常に低いものとなっており、固液分離特性は非常に

高い装置です。ポンプの打込み圧力を利用してろ過する方式で、剛性の高い鋼板をろ過板

に採用する事で、大容量処理に威力を発揮し、スラリー打込みからケーキ剥離まで自動運

転により、効率の良い排水処理が可能です。加圧には油圧装置を使用するため、振動・騒

音が少ない装置です。 
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(ｳ) 脱水の流れ 

①ろ過板とろ過板を締め付け、ろ室を形成します。 

②ろ室に泥水を圧送すると固形分はろ布で補集され、液体はろ室外に排出されます。固形

分がろ室全体に充填されるとろ過が終了します。 

③ろ過が終了したらろ室を開き脱水ケーキを排出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 残土処分 

脱水した堆積土は、産業廃棄物（汚泥）としての処分を原則とします。 

  

浚渫前の内堀 浚渫中（浚渫の様子） 浚渫後の内堀 

浚渫工法の実証実験の様子 
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(1)水質悪化の要因と水質維持の考え方 

ア 水質悪化の要因 

堀水の水質悪化による環境影響としては、アオコの発生による景観の悪化や悪臭の発生

及び堀底の貧酸素化に伴う水生生物の斃死
へ い し

等が挙げられます。 

アオコ等植物プランクトン（以下「アオコ類」という。）の発生メカニズムを第６７図に

示しました。 

アオコ類が増殖する要因としては、①窒素やリンといった栄養塩類の供給、②滞留日数の

長期化、③日照の増加が挙げられます。 

アオコ類が増殖すると景観悪化や悪臭発生等の直接的な環境影響をもたらします。また、

日光が堀底まで届かなくなるため堀底付近では光合成が行われなくなります。更に、堀の表

面では水温が上昇する反面、堀底付近では水温が上がらないため鉛直混合が起きにくくな

ります。そのため、酸素を多く含んだ表面の水が堀底に移動せず、堀底付近には酸素が供給

されにくくなります。 

アオコ類は堀底に沈むと分解されて堀底では酸素が不足するため、魚類やエビ類といっ

た水生生物の斃死が懸念されます。また、これらの分解時には酸素が消費されるほか栄養塩

類が溶出するため、更にアオコ類が増殖し易い環境となり、悪循環をもたらすことになりま

す。 

したがって、堀の水質維持のためには、①栄養塩の供給を少なくする、②滞留日数の長期

化を防ぐ、という方策が有効であることが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 事業後の水質維持・管理 

第６７図 アオコ類の発生メカニズム 

『農業用貯水施設におけるアオコ対応参考図書』（２０１２年）より抜粋
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イ 水質維持の考え方 

(ｱ) 栄養塩類負荷の低減 

栄養塩類の供給源としては生活排水や下水の流入や堆積土からの供給（溶出）が挙げら

れます。松本城堀においては水源を栄養塩類が比較的少ない井戸水としており、流入水に

よる影響はそれほど大きくないと推察されます。 

松本城堀堆積土の栄養塩類負荷量の鉛直分布を第６８図に、浚渫前後の堀全体における

堆積土からの栄養塩類負荷量を表２３に示しました。負荷量が大きいほど堆積土から堀水

に栄養塩類が供給されます。 

栄養塩類負荷量の鉛直分布より、負荷量は堆積土表面から４０センチメートル程度から

徐々に下がり始め、１１０センチメートルを超えると窒素は表面の約１０％程度まで低下

し、リンの負荷量は０になると算定されました。 

また、浚渫前後の堀全体の栄養塩類の負荷量を見ると、浚渫後には窒素が現状の３％程

度、リンは０.３％程度まで低下するとされています。 

以上より、堀水への栄養塩類負荷の低減のためには堆積土表面の除去、すなわち浚渫が

最も効果的であることが分かりました。更に、鉛直分布より堆積土表面からの負荷が大き

いことから、浚渫後に堆積する新たな堆積物を定期的に取り除くことが望ましいことが示

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『令和２年度松本城堀総合調査業務委託報告書』（２０２１年）より作成 

第６８図 堆積土からの栄養塩類負荷量の鉛直分布 
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表２３ 浚渫前後の堆積土からの栄養塩類負荷量 

条 件 

堆積土からの負荷（溶出）量 

（kg/日） 

窒 素 リ ン 

現 状 7.6 0.98 

浚渫後 0.2 0.003 

『令和 2 年度松本城堀総合調査業務委託 報告書』（２０２１年）より抜粋 

(ｲ) 滞留日数の低下 

アオコ等の増殖を防ぐためには、滞留日数を３～５日以内とすることが望ましいとされ

ており、その方策としては、①流入水の水量を増やす、②水位を下げるという手法が用い

られます。 

松本城堀においては特に内堀の南西部（天守前）は遊歩道に面しており、公園利用者の

目線に近いことから大幅な水位低下は利用面や景観面から望ましくありません。 

したがって、滞留日数が３～５日以内となるように流入水量を増やすことが望ましいと

考えられます。 

ウ 水質改善 

(ｱ) 水量確保 

堀水のほとんどは松本城周辺に掘削された５か所から湧き出る井戸水によって賄われて

います。堀総合調査で計測された流入量と排出量の比較から、堀底からも地下水の流入が

ある可能性が認められます。堀底からの流入量は、総排出量のうち、内・外堀では、約１０％、

総堀では約６０％の水量に該当します。 

現状での内・外堀の推定容量は約３０,０００立方メートルです。１.５メートルの浚渫

により、堆積土約３,９７０立方メートルが場外搬出され、場外搬出された堆積土分の容積

が増加します。また、南・西外堀の復元により、約１４,０００立方メートルの容積が追加

される見込みです。 

水量確保のためには、次の手法が考えられます。 

①井戸からの流入量を増やす（既存井戸の能力アップ、井戸の追加設置） 

②下水道処理水の利用や流域河川水の活用 

③総堀の排水を外堀へ引き込む 

いずれの手法も、地下水の取水に関する条件整備や手法の実現に向けた事業費の確保等、

解決すべき課題が多くあります。下水道処理水の利用は、処理施設が下流域流にあること、

河川水の活用は、堀から河川までの距離を考えると効果的な対策とは言えません。 

水量確保ができない場合、堀水の滞留時間が増加することによる水質の悪化が懸念され

ることから、水質改善策を取り入れることにより、水質悪化を防ぐことが必要です。 

(ｲ) 水質改善 

水質改善策には、水量確保のほか、堀水を浄化しての再投入、堀水の攪拌、生物による
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水質浄化、薬剤散布、堆積除去等が挙げられます。いずれの方法も課題があることから、

適用に際しては事前に検証をおこなう必要がありますが、水源確保ができない場合（水質

悪化する場合）、水質維持の対策を図ることとします。 

(ｳ) 事業後の水質改善策 

事業後は、堀水の滞留時間増加による水質悪化が懸念されるため、井戸からの流入量を

可能な限り確保しながら、水質改善策を併用し、水量確保、水質維持を図る方針とします。

なお、浚渫後は、モニタリングのための水質調査を実施し、水質状況を確認しながら、水

質維持の対策を実施します。 

表２４ 水質改善策 
分 類 方 法 課題等 

投入水量の 
増加 

・地下水の投入量を増やす。 
・下水処理水や河川水を引き込む。 

・地下水量を増やすことができるか。 
・引き込む水源及び送水方法 
・水質によっては水質浄化が必要 

堀水の再投入 
・堀水をポンプアップし、浄化して再

投入する。 
・送水方法や水処理方法の検討 

堀水の撹拌 
・堀水を循環させて底層の貧酸素化に

よる環境悪化を防ぐ。 
・機器や設置場所の検討 

生物による 
水質浄化 

・イケチョウガイ等の二枚貝により、
水質改善する。 

・用いる生物種、設置場所の検討 
・生物の飼育管理が必要 

薬剤散布 ・薬剤を散布して水質改善する。 
・薬剤の検討 
・効果が一時的であることや堆積促

進に繋がるため、散布頻度を検討 

堆積除去 
・表層の堆積物を定期的に取り除くこ

とで水質悪化を防ぐとともに、堆積
除去を行う。 

・採用方法の検討 
・工法によっては工事が必要 

(2)事業後の水質維持・管理について 

ア 取水可能な水量と水量確保手法の検討 

内・外堀浚渫及び南・西外堀復元後において、堀の水質維持のために確保すべき水の水源

である井戸水について、取水可能な水量及び水量確保の手法を検討しました。 

堀の水質を維持するためには、堀水の滞留日数を低下させる必要があります。滞留日数を

低下させるためには、(ｱ)既設井の改修（リプレース）により取水量を増加させる方法、(ｲ)

堀の水を循環させて滞留日数を低下させる方法（再循環）、(ｳ)新設井を設置して流入水量

を増やす方法が挙げられます。 

(ｱ) 既設井の改修 

既設井の改修による推定取水量の検討結果を表２５に、既設井の位置図を第６９図に示

しました。改修方法としては、揚水ポンプの更新、ポンプや管のメンテナンス等が挙げら

れます。数値は各井戸設置時の揚水試験結果や設置後の水位等のモニタリング調査結果、

地下水水位の結果から推定しました。 

現状より取水量の増加が見込める既設井は、北馬場柳の井戸、地蔵清水の井戸及び北門

大井戸の３か所であると推定されました。 
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この他に市役所前庭の井戸が挙げられます。この井戸は現在市役所前庭のせせらぎにの

み使用されているため非常に取水量は少ないですが、井戸口径や深度、位置的に地蔵清水

の井戸に近いことから、同等レベルの揚水は可能であると考えました。 

旧児童遊園の井戸及び太鼓門南水源については、既に改修済みであることから、これ以

上の揚水は難しいと推定されました。 

表２５ 既設井の改修による推定取水量の検討結果 

井戸名称 
取水量 

（㎥／日） 

改修等による 

推定取水量 

（㎥／日） 

備 考 

旧児童遊園の井戸 
579 

(402) 

579 

(402) 

改修済みのため取水量の増加は難し

い。 

北馬場柳の井戸 
1,469 

(1,020) 

2,880 

(2,000) 

揚水ポンプの更新等により増加が期待

される。 

地蔵清水の井戸 
186 

(129) 

720 

(500) 

揚水ポンプの更新等により増加が期待

される。 

太鼓門南水源 
1,469 

(1,020) 

1,469 

(1,020) 

令和 5 年度（2023 年度）改修後の推

定揚水量 

北門大井戸 
579 

(402) 

720 

(500) 

揚水ポンプの更新等により増加が期待

される。 

市役所前庭の井戸 
－ 

(－) 

720 

(500) 

揚水ポンプの更新等により増加が期待

される。 

合 計 4,282 7,088 増加量：2,806 ㎥／日（1,949L／分） 

※ 取水量は『令和２年度松本城堀総合調査業務委託報告書』（２０２１年）より引用（令和２年８月調査結果） 

※ 取水量中の（）内の数値はＬ／分である。 
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取水量は『令和２年度松本城堀総合調査業務委託報告書』（２０２１年）より引用(令和２年８月調査結果) 

第６９図 既設井の位置図 
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(ｲ) 再循環 

再循環とは、堀の水の一部を送水管等で上流側に送水し、滞留日数を低下させる方法の

ことです。必要に応じて再循環させる水を浄化させることも可能です。 

松本城の堀においては、最も水量が多い内堀南西部の滞留日数を低下させるため、北西

外堀（現・蓮池）で堀水を取水して黒門脇に送水して放流することが効果的であると考え

られます（第７０図）。この場合、旧児童遊園の井戸の配管を流用することができれば、

施工費を低減することができる可能性が考えられます。なお、当配管径は１５０ミリメー

トルであることから、２,８８０立方メートル／日（２,０００リットル／分）程度の送水

は可能であると推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第７０図 松本城堀における再循環 
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(ｳ) 新設井の設置 

松本城堀周辺においてさく井可能な市有地としては、松本市役所東庁舎北側駐車場が想

定されました（第７１図）。 

松本市役所東庁舎の北東地下には現在使用されていない深井戸が設置されていました。

この深井戸から自噴した井戸水が内堀に流下する様子も確認されていることから、この深

井戸と同等の２,８８０立方メートル／日（２,０００リットル／分）程度の取水量が期待

されます。 

なお、新設井からは外堀北東部への投入が想定されますが、埋設管は道路を渡るため、

工事には地下配管等の支障物が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第７１図 新設井の設置位置 
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イ 事業後の滞留日数の検討 

堀浚渫及び南・西外堀復元後において、既設井の改修のみ、既設井の改修＋再循環、既設

井の改修＋再循環＋新設井の設置の３つのケースについて、それぞれ滞留日数の検討を行

いました。 

(ｱ) 既設井の改修のみ 

既設井の改修のみの場合の堀水の滞留日数を表２６に示しました。参考として内・外堀

の浚渫後において、井戸水の投入量を現状とした場合の滞留日数も示しました。 

水の流れと分配は、南・西外堀の水深を０.５メートル、１.０メートル及び１.５メート

ルとした場合について検討を行いました。 

内・外堀浚渫及び南・西外堀復元後において、既設井の改修を実施した場合の堀水の滞

留時間は、内堀南西部、内堀東部、外堀北西部及び外堀北東部（以下「内堀及び外堀北部」

という。）で４.５日、総堀で２.３日と算出されました。 

外堀南東部及び南・西外堀（以下「外堀南部」という。）では、南・西外堀の水深が０.５

メートルの場合で２.４日、１.０メートルで２.６日、１.５メートルで２.８日と算定され

ました。 

表２６ 堀水の滞留日数（既設井改修のみ） 

場 所 
水 深 

m 

貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内・外堀浚渫のみ 

既設井現状（未改修） 

貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内堀及び外堀北部 26,271 5,851 4.5 

30,389 

(含外堀

南東部) 

5,374 5.7 

外堀南部 0.5 8,760 3,629 2.4 － － － 

 1.0 13,401 5,069 2.6 － － － 

 1.5 18,043 6,509 2.8 － － － 

総堀 3,867 1,696 2.3 3,867 1,555 2.5 
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(ｲ) 既設井の改修＋再循環 

既設井の改修に加えて再循環をおこなった場合の滞留日数を表２７に示しました。 

既設井の改修のみの場合、内堀及び外堀北部の滞留時間が長く、特に夏季等に藻類が増

殖する可能性が示唆されたため、旧児童遊園の井戸の送水管を活用し、北西外堀から最も

貯水量の多い内堀南西部（黒門脇）に堀水を再循環させた場合の滞留日数を算定しました。

その結果、内堀及び外堀北部の滞留日数は３.０日となりました。 

表２７ 堀水の滞留日数（既設井改修＋再循環） 

場 所 
水 深 

m 

貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内・外堀浚渫のみ 

既設井現状（未改修） 

貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内堀及び外堀北部 26,271 8,731 3.0 30,389 5,374 5.7 

外堀南部 

0.5 8,760 3,629 2.4 － － － 

1.0 13,401 5,069 2.6 － － － 

1.5 18,043 6,509 2.8 － － － 

総堀 3,867 1,696 2.3 3,867 1,555 2.5 

※外堀南部及び総堀は既設井改修のみの場合と同一である。 

(ｳ) 既設井の改修＋再循環＋新設井の設置 

既設井の改修及び堀水の再循環に加えて新設井を設置した場合の滞留日数を表２８に示

しました。 

新設井の設置場所は、松本市役所東庁舎北側駐車場とし、外堀北東部に投入させた場合

の滞留日数を算定しました。その結果、内堀及び外堀北部の滞留日数は２.３日となりまし

た。 

表２８ 堀水の滞留日数（既設井改修＋再循環＋新設井設置） 

場 所 
水深 

ｍ 

貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内・外堀浚渫のみ 

既設井現状（未改修） 

 
 

   
貯水量 

㎥ 

投入量 

㎥ 

滞留日数 

日 

内堀及び外堀北部 26,271 11,611 2.3 30,389 5,374 5.7 

外堀南部 0.5 8,760 3,629 2.4 － － － 

 1.0 13,401 5,069 2.6 － － － 

 1.5 18,043 6,509 2.8 － － － 

総堀 3,867 1,696 2.3 3,867 1,555 2.5 

※外堀南部及び総堀は既設井改修のみの場合と同一である。  
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(ｴ) 事業後の堀水の滞留日数を低下させる方策 

これらの結果から、事業後における堀水の水質維持を目的とし、堀への流入量を増やす

など滞留日数を低下させる方策を表２９にまとめました。費用対効果の面からは、①既設

井の改修、②堀水の再循環、③新設井の設置の順であると推察されます。 

既設井の改修による取水の増加量は２,８０６立方メートル／日で、施工も揚水ポンプ

の更新や配管のリプレース等で行うため、費用面でも有利と想定され、最も有望な方策で

あると考えられます。 

北西外堀から黒門脇への再循環による増加量は、既設配管の制約から２,０００立方メー

トル／日程度とれます。既設配管を流用することで費用は抑えられるものの、水質浄化が

必要な場合はその費用が上乗せされます。また、新設井の設置による増加量は１,４４０立

方メートル／日程度で、他の方法に比べて掘削工事や堀への配管工事が必要となるため、

費用面ではやや高額となります。 

表２９ 堀水の滞留日数を低下させるための方策まとめ 

項 目 既設井の改修 再循環 新設井の設置 

推定増加量 
◎ 

2,806 ㎥／日 

○ 

2,000 ㎥／日 

△ 

1,440 ㎥／日 

施工費用 
◎ 

設備更新主体 

○ 

既設設備を流用可能 

△ 

要掘削・埋設工事 

堀水の水質 

△ 

内堀南西部の水質が

懸念 

○ 

おおむね問題なし 

循環水を浄化することで

更なる効果が期待 

◎ 

問題なし 

評 価 

◎ 

費用対効果が最も見

込まれる。 

○ 

既設井改修で水質維持

ができない場合に実施 

△ 

既設井改修＋再循環

で水質維持ができない

場合に実施 

 

(3)事業に伴う水質維持の措置 

上記の検討結果から、事業に伴う水質維持の措置として、段階的に既設井の改修を実施しま

す。具体的な順序としては、内堀の浚渫が完了する令和７年度（２０２５年度）に最も揚水量

の増加が見込まれる北馬場柳の井戸を、南外堀が復元される令和９年度（２０２７年度）に地

蔵清水の井戸を、浚渫の最終年度である令和１１年度（２０２９年度）に市役所前庭の井戸を

改修することを予定しています。北門大井戸については、状況に応じて設置を検討します。 

万が一、既設井の改修で水質維持ができない場合は、堀水の再循環を実施します。既設井の

改修に加えて堀水の再循環を行っても、水質維持ができなかった場合には新設井の設置を実施

します。 
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(4)日常的な維持管理 

日常的な維持管理としては、現在も実施している毎日の清掃活動や水門調整（排出量調整）、

目視による監視活動を継続して実施していきます。また、堆積土の堆積状況を確認するため、

定期的に堀の水深を測定し、水深１メートルの確保が困難な状況とならないよう、エリアを設

定し、計画的な浚渫を実施していくこととします。 

  

第７２図 既設井改修実施時期 
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(1)黒門・太鼓門の耐震対策 

ア 目的 

史跡松本城の入口である太鼓門は平成３０年度（２０１８年度）に実施した松本城黒門・

太鼓門耐震診断の結果、大地震動時に、倒壊の可能性があることが判明しました。地震時の

来場者の安全確保を図るとともに、地震による建物の破壊を防ぐ必要があるため、適切な耐

震対策を実施します。 

イ 耐震診断の結果 

大規模な補強が必要となっています。なお、大地震動時の被害が大きいことが判明した太

鼓門から優先して工事に着手しました。太鼓門（一の門）は大地震動時に倒壊の危険が指摘

され、屋根裏のほぼ全面と、室内に耐震壁の設置が必要となりました。 

ウ 経過 

平成３０年度 松本城黒門・太鼓門耐震診断 

令和 ２年度 松本城黒門・太鼓門耐震対策基本計画及び基本設計策定 

令和 ３年度 太鼓門実施設計 

令和 ４年度 太鼓門耐震工事の実施（一の門、二の門） 

エ 今後の予定 

令和 ５年度から７年度  太鼓門耐震対策工事（袖塀） 

令和 ８年度       黒門耐震対策実施設計 

令和 ９年度から１２年度 黒門耐震対策工事 

(2)旧松本市立博物館の解体 

ア 概要 

松本市立博物館が史跡指定地外へ移転し、新しい博物館が令和５年（２０２３年）１０月

から開館となったため、二の丸内にある旧松本市立博物館の解体を行います。解体に当たっ

ては、事前に発掘調査を行い、地下遺構に影響がないよう検討を行います。 

イ 今後の予定 

令和 ５年度 旧松本市立博物館解体実施設計 

令和 ６年度 旧松本市立博物館解体工事（地上部） 

令和 ７年度 旧松本市立博物館解体工事（地下部） 

(3)石垣カルテの作成 

城郭を構成する主要な顕在遺構であることから、現存する石垣の現状把握を行うために石垣

カルテ等の作成を行います。石垣カルテの作成により、万が一災害等で石垣が崩落した場合の

復旧工事の重要な記録となるため、早急な着手が必要です。 

４ その他の計画 
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令和８年度から令和１０年度（２０２６年度から２０２８年度）までの事業実施を目標とし

ています。 

(4)サイン計画の作成 

現在、史跡内に設置しているサインには、統一のデザインがありません。南・西外堀の復元

整備に当たって、複数箇所におけるサイン設置が想定されるため、将来的な史跡内の形状・デ

ザインの統一を図るためのサイン計画を作成します。配置に際しては、既存サインの調査を行

い、城内の回遊性や史跡松本城について理解を得られるようなサインの設置を行います。整備

に当たり、ＡＲ（拡張現実）や、デジタルサイネージ等の最先端技術を取り入れた整備も検討

します。 

(5)動線計画の作成 

史跡松本城の来場者の多くは、車で駐車場まで来た後、松本城天守を目指して本丸へと向か

うため、松本城の本質的価値の多くを体感することなく、見学を終えてしまいます。特に、飛

び地になっている東総堀や西総堀土塁跡は、案内（サイン表示）がないため、来場者の流れが

ありません。また、駅側からの二の丸内への主要な動線は、堀を埋め立てて作られた南側出入

口となっているため、本来の登城路である太鼓門を通らないという問題が生じています。 

南・西外堀復元に当たって、既存の動線が変更になる箇所があるため、整備が完了した時点

での来場者動線及び管理者動線の案（第７３図）を提示します。ただし、詳細についてはサイ

ン計画や事業進捗にあわせて、見直しをすることとします。 
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第７３図 動線計画図（案） 
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第１期及び全体の事業スケジュールを下表に示します。 

表３０ 事業スケジュール（第１期） 

 
  

５ 事業スケジュール 
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表３１ 事業スケジュール（全体） 
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第８章 完成予想図（第１期） 

第７４図 パース図 

※この図はイメージです 
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第７５図 平面図 ※この図はイメージです 
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本丸（北東から） 本丸（東から） 

天守台石垣（天守東面） 天守と天守台石垣（南西から） 

本丸御殿跡平面表示と園路（天守内から） 黒門一の門と石垣（南西から） 

黒門二の門と黒門土橋（南から） 北裏門土橋、管理用門（北から） 

写真図版１（本丸①）  

写真図版 
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本丸西側内周土塁、石垣（東から） 本丸南側内周土塁、石垣 

水門跡（月見櫓脇 西から） 本丸西面石垣、埋橋、管理用門 

本丸北面石垣と北外堀 本丸北側内周土塁（東から） 

折廻し櫓
やぐら

台石垣 本丸東側内周土塁、石垣（南から） 

写真図版２（本丸②）  
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売店と管理事務所 
 

黒門券売場(黒門枡形内)  埋門券売場 

(門の向こう側:現在閉鎖) 

本丸東トイレ  本丸北西トイレ  倉庫と作業員詰所 

本丸北四阿  写真掲示場(南側土塁際)  本丸東側藤棚・休憩所(売店横) 

笹垣と門扉(黒門北側)  駒つなぎの桜  小笠原牡丹 

天守説明板(売店前)  案内板(トイレ) 石灯籠(水野氏) 石灯籠(戸田氏) 石灯籠(戸田氏) 

雪見灯籠(戸田氏) 手水鉢(戸田氏) 松本藩戊辰戦争 

出兵紀念碑 

市川量造・小林有也レリーフ 飛騨雪見灯籠 

写真図版３（本丸③）  
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内堀(南側)と本丸 内堀(東側)と本丸東面石垣、二の丸御殿跡西側石垣 

内堀南面石垣(埋め立てにより付加された石垣)と給水口 内堀南面石垣(昭和３１年に積み直し) 

内堀西面石垣、二の丸藤棚、園路(内堀西側) 二の丸(東から) 

太鼓門土橋・枡形(二の門・袖塀) 太鼓門一の門・枡形石垣(南東から) 

写真図版４（内堀、二の丸）  
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二の丸御殿跡(平面表示 北東から) 御金蔵(土蔵 東から) 

北東隅櫓跡(西から) 二の丸御殿跡裏御門橋(復元 北東から) 

二の丸(南東から) 若宮
わかみや

八幡社
はちまんしゃ

跡・埋橋 

ててまがりの井戸(旧松本市立博物館内) 二の丸南側土橋と南外堀、旧松本市立博物館（閉館） 

写真図版５（二の丸）  
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二の丸太鼓門南西側(北から) 二の丸南側(西から) 二の丸南側(西から) 

 

 

 

二の丸南側(西から) 二の丸西側(南から) 二の丸南西隅(北から) 

二の丸遠景(南東建物上から) 二の丸外周からの二の丸(南から) 

北西外堀(東から) 北外堀(東から) 

東外堀北半部(北から) 南外堀東半部(西から) 

写真図版６（二の丸、外堀）  
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旧松本市立博物館(閉館) トイレ(二の丸南側) トイレ(二の丸西側) 

  

トイレ(二の丸御殿跡東) 史跡標柱(二の丸北西) 史跡標柱(太鼓門前) 

  

国宝松本城天守説明板(高札場) 松本城案内板(二の丸南側) 史跡説明板(二の丸御殿跡) 

 

NTT公衆電話(二の丸南側) 埋橋 藤棚(二の丸御殿跡東側) 

   

地下水投入口(北外堀) 水門(北裏門土橋) 水門(内堀北西) 堀水排水口(北西外堀西端) 

   

水飲み場(二の丸南側) 国宝松本城天守名称標識 明治天皇駐蹕遺址碑 松本中学校跡石碑 

写真図版７（二の丸・内堀・外堀 管理施設等）  
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東総堀 

 

東総堀北側(南から) 東総堀北半部南側(北東から) 

東総堀北西埋立部 東総堀史跡標柱(木製) 深志橋 

   

西総堀土塁跡 

 

西総堀土塁跡(北東から) 西総堀土塁跡(発掘調査時) 

   

南・西外堀 
 

南外堀三の丸側の石垣(試掘調査時) 西外堀(三の丸側土坡法尻の杭列) 

写真図版８（東総堀、西総堀土塁跡、南・西外堀）  
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図版９ 元禄期松本城下絵図（部分）       元禄１０年（１６９７年）から水野氏時代 
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図版１０ 信州松本城之図                          水野氏時代 
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図版１１ 文化五年から天保六年頃松本城下絵図（部分） 

文化５年から天保６年（１８０８年から１８３５年） 
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図版１２ 享保十三年秋改 松本城下絵図（部分）        享保１３年（１７２８年） 

 
図版１３ 文化五年から天保六年頃松本城下絵図（部分） 

文化５年から天保６年（１８０８年から１８３５年） 
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図版１４ 後藤新門画 紙本墨画 松本城旧景図        明治３０年（１８９７年）頃 
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図版１５ 深志城内曲輪全図（明治９年付信濃国筑摩郡北深志町地誌付図） 

明治９年（１８７６年）松本市立図書館所蔵 

 
図版１６ 松本城趾実測平面図                  昭和３年（１９２８年） 
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図版１７ 加藤誠平氏による中央公園設計          昭和２８年（１９５３年）３月 

 
図版１８ 中央公園現況平面図                  昭和３２年（１９５７年） 
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文化五年から天保六年頃松本城下絵図 

（１８０８年から１８３５年) 

 松本町全図         明治３１年（１８９８年）

 
大正２年（１９１３年）２万５０００分の１地形図  昭和１４年（１９３９年）２万５０００分の１地形図 

図版１９ 松本城下町と近代松本の中心市街地（縮尺不同）  
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図版２０ 農事試験場となっていた本丸 

明治３０年（１８９７年）頃
 

図版２１ 明治の大修理中の天守 

明治３６年から大正２年 

（１９０３年から１９１３年）

 

図版２２ グラウンドとなっていた本丸 

明治４０年（１９０７年）
 

図版２３ 埋門北側石垣の崩落 

昭和５年（１９３０年）

 

図版２４ 本丸東側の足駄
あ し だ

塀
べい

（時期不詳）  
図版２５ 二の丸御殿跡の裁判所 

明治２０年代から明治３０年代 

（１８８７年代から１８９７年代）

 

図版２６ 旧制松本中学校深瀬橋と南隅櫓 

明治１８年（１８８５年）
 

図版２７ 旧制松本中学校深瀬橋 

明治２２年（１８８９年）頃
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図版２８ 太鼓門枡形石垣 

明治３０年（１８９７年）頃
 

図版２９ 太鼓門枡形石垣 

明治３０年（１８９７年）以降

 

図版３０ 南外堀東側の石垣と博物館 

昭和１０年（１９３５年）以前
 

図版３１ 南外堀南面土坡 

明治２１年（１８８８年）以前

 

図版３２ 二の丸御殿跡裏御門橋（時期不詳絵葉書）
 

図版３３ 北西外堀・若宮八幡社周辺（時期不詳） 

 

図版３４ 御幸橋と総堀の一部（時期不詳） 
 

図版３５ 大手門石垣の石を転用した千歳橋 

（時期不詳）
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図版３６ 天守昭和修理時の黒門付近 

昭和２５年から３０年(１９５０年から１９５５年) 
 

図版３７ 整備中の本丸 

昭和３１年（１９５６年）

 

図版３８ 整備された本丸・二の丸 

昭和３１年（１９５６年）
 

図版３９ 改修中の内堀南・西面石垣 

昭和３１年（１９５６年）

 

図版４０ 植樹前の二の丸、内堀沿いは矢板 

昭和３１年（１９５６年）

 

 

図版４１ 改修中の内堀南面石垣と植樹 

昭和３１年（１９５６年）

 

図版４２ 改修中の北外堀北面土坡 

昭和３１年（１９５６年）
 

図版４３ 北外堀北面土坡の裾石垣 

昭和３１年（１９５６年）
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昭和初年（１９２６年）

 

昭和２３年（１９４８年）
 

昭和３３年（１９５８年）

 

昭和５０年（１９７５年）
 

平成２２年（２０１０年）

図版４４ 松本城航空写真 
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令和４年（２０２２年） 

図版４５ 松本城航空写真 



 

 

 

 

 

史跡松本城整備基本計画 
第１期（２０２３～２０３２） 

 

令和６年３月 

発行：松本市教育委員会 

〒390-0873 

長野県松本市丸の内4番1号 





教育委員会資料 

６．２．２９ 

博 物 館 

 

議案第 ９ 号 

 

 松本市立博物館及び分館の臨時開館について 

 

１ 趣旨 

  大型連休期間中の観覧者の利便性向上を図るため、松本市立博物館及び分館の臨時開

館を実施することについて協議するものです。なお、市制施行記念日（５月 1 日）は無

料開館を実施します。 

 

２ 臨時開館施設 

 ⑴ 松本市立博物館、松本民芸館、旧山辺学校校舎、松本市立考古博物館、松本市はか

  り資料館、旧制高等学校記念館、窪田空穂記念館、重要文化財馬場家住宅、松本市歴

  史の里、松本市時計博物館、松本市山と自然博物館、松本市四賀化石館 

   令和６年４月３０日（火） 

 ⑵ 松本市高橋家住宅 

   令和６年４月３０日（火）、５月１日（水）、５月２日（木） 

 ⑶ 松本市安曇資料館 

   令和６年４月２７日（土）、４月２８日（日）、４月２９日（祝）、４月３０日 

  （火）、５月１日（水）、５月２日（木） 

 

３ 周知方法 

 ⑴ 広報まつもと４月号へ掲載します。 

 ⑵ 松本市ホームページ・松本まるごと博物館ホームページへ掲載します。 

 

 

 

 

担当 博物館 

館長 加藤 孝 

電話 ３２－０１３３ 



 

 

 

 

報告第 １ 号 
  

図書館利用者登録等の電子申請の受付開始について 
 

１ 趣旨 

  松本市図書館未来プランに定める施策の具体的な取組みのひとつとして、非来館型サービス

の充実を図るため、来館が必須となっている図書館の利用者登録等の手続きを見直し、電子申請

による受付を開始することについて報告するものです。 
 

２ 電子申請で行える申請の種類 

 ⑴ 松本市図書館利用者カード（以下「利用者カード」という。）の新規登録 

 ⑵ 利用者カードの更新（有効期間の更新、登録内容の変更） 

 ⑶ デジとしょ信州（市町村と県による協働電子図書館）の利用登録 

 ※利用者カードを有効期間内に亡失・汚損した場合の再発行は、カード代金が発生するため 

窓口のみで受け付けます。 
 

３ 申請方法 

 ⑴ 利用者カードの申請 

  ア 図書館ホームページ内電子申請ページから本人確認書類の画像を添付の上申請します。 

  イ 原則として申請から３営業日以内に登録完了メールが届きます。 

  ウ 登録完了メールが届いたら、メールを窓口で提示し、カードを受け取ります。 

  ※利用者カードの更新をされた場合、来館時の手続きは不要です。 

⑵ デジとしょ信州の申請 

 ア 利用者カード登録後に申請できます。 

  イ 図書館ホームページ内電子申請ページから本人確認書類の画像を添付の上申請します。 

  ウ 原則として申請から３営業日以内に登録完了メールが届きます。 

  エ 登録完了メールが届いたら、メールに記載の利用者ＩＤで即時利用可能です。 

  ※有効期限は利用者カードと同じです。 
 

４ 申請対象者 

 ⑴ 利用者カードの新規登録・更新 

  

 

 

 

 
 

   ※短期滞在、定期訪問、松本市以外の松本広域連合構成市村に通勤・通学の方はシステム 

管理上電子申請の対象外となりますので、図書館窓口のみで受け付けます。 

 ⑵ デジとしょ信州の利用登録 

     
 

 

   ※松本市外の県内在住の方は、居住地の自治体での登録となります。 

  

教育委員会資料 

６．２．２９ 

中央図書館 

・松本市内にお住まいの方 

・松本市内に通勤、通学している方 

・松本広域連合構成市村（塩尻市・安曇野市・山形村・朝日村・筑北村・麻績村・生坂村） 

 にお住まいの方 

・木曽郡内で図書館のない町村（上松町・南木曽町・木祖村・王滝村）にお住まいの方 

・松本市内にお住まいの方 

・長野県外在住で、松本市に通勤・通学している方 



 

 

 

５ 開始時期 

 令和６年３月開始予定 
 

６ 周知方法 

 ⑴ 図書館の館内掲示により周知します。 

 ⑵ 松本市ホームページ、図書館ホームページ、図書館 Facebook、図書館 X（旧 Twitter）に 

  掲載します。 

 

担当 中央図書館 

館長 藤森 千穂 

電話 ３２－００９９ 
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